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(57)【要約】
　多数の通信ノード（ＭＴＣデバイス）から送信される
イベント通知メッセージ数を低減させる技術が開示され
、その技術によればＭＴＣデバイスＡ１００Ａがイベン
ト（煙センサによる煙の検知）を検知した際、ＭＴＣサ
ーバ１５０にイベント通知メッセージを送信すると、ネ
ットワーク側は、イベント通知メッセージの受信によっ
て、ＭＴＣデバイスによるイベントの検知を確認し、複
数のＭＴＣデバイスに対して、例えばブロードキャスト
によって逆イベント通知メッセージを送信する。この逆
イベント通知メッセージは、同一イベント（煙の検知）
、若しくは、そのイベント（煙の検知）を引き起こした
出来事（火災発生）によって引き起こされた別のイベン
ト（炎の発生など）を検知した場合であっても、高優先
度モードで通知メッセージを送信しないよう指示するも
のであり、これによって、後続の冗長なイベント通知メ
ッセージの送信を抑制することが可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク側のエンティティが他の通信ノードからの通知に応じて送信する制御メッ
セージ、又は、前記他の通信ノードとの間の通信状況に応じて送信する制御メッセージで
あって、特定の条件に当てはまる通信ノードの通信モードを変更するよう指示する前記制
御メッセージをネットワーク側から受信し、受信した前記制御メッセージに含まれている
前記特定の条件を参照して、前記特定の条件に当てはまる場合には、前記通信モードを変
更するよう制御する通信制御部を有する通信ノード。
【請求項２】
　前記通信制御部が、
　特定のイベントの発生を検知するためのセンサによって検知されたセンシングデータを
通常の優先度で送信するノーマルモード、又は、前記センサによって前記特定のイベント
の発生を検知したことを通知するイベント通知メッセージを前記ノーマルモードの優先度
よりも高い優先度で送信する高優先度モードのいずれかの送信モードで動作を行うよう制
御する動作モード制御部と、
　ネットワークノードへ、前記高優先度モードによる前記イベント通知メッセージの送信
又は前記ノーマルモードによる前記センシングデータの送信を行う送信部と、
　特定のイベントの発生を検知したことを通知するイベント通知メッセージを任意の通信
ノードから受信した前記ネットワークノードから、前記任意の通信ノードからのイベント
通知メッセージに対する応答として送信されるメッセージであって、送信モードを前記ノ
ーマルモードへ遷移するか又は前記ノーマルモードのまま維持するよう指示する前記メッ
セージを受信するメッセージ受信部と、
　前記メッセージを受信した場合に、前記送信モードを前記ノーマルモードへ遷移するか
又は前記ノーマルモードのまま維持するかどうかを判断するモード遷移判断部とを、
　有し、
　前記送信モードを前記ノーマルモードへ遷移するか又は前記ノーマルモードのまま維持
すると前記モード遷移判断部が判断した場合には、前記動作モード制御部が、前記送信モ
ードを前記ノーマルモードへ遷移するか又は前記ノーマルモードのまま維持するよう構成
されている請求項１に記載の通信ノード。
【請求項３】
　前記モード遷移判断部が、自通信ノードの種類を示す種別情報が前記メッセージに含ま
れているかどうかを確認し、自通信ノードの種類を示す種別情報が前記メッセージに含ま
れている場合には、前記送信モードを前記ノーマルモードへ遷移するか又は前記ノーマル
モードのまま維持すると判断するよう構成されている請求項２に記載の通信ノード。
【請求項４】
　前記モード遷移判断部が、自通信ノードの種類を示す種別情報が前記メッセージに含ま
れているかどうかを確認し、自通信ノードの種類を示す種別情報が前記メッセージに含ま
れていない場合は、さらに、自通信ノードの種類と関連付けられているラベル情報が前記
メッセージに含まれているかどうかを確認し、自通信ノードの種類と関連付けられている
ラベル情報が前記メッセージに含まれている場合には、前記送信モードを前記高優先度モ
ードへ遷移するか又は前記高優先度モードのまま維持すると判断するよう構成されている
請求項３に記載の通信ノード。
【請求項５】
　前記通信制御部が、自通信ノードの種類と前記メッセージに含まれているラベル情報と
が関連付けられているかどうかを示すイベントグループ情報を保持するイベントグループ
情報保持部を有し、
　前記モード遷移判断部が、前記イベントグループ情報に基づいて、自通信ノードの種類
と関連付けられているラベル情報が前記メッセージに含まれているかどうかを確認するよ
う構成されている請求項４に記載の通信ノード。
【請求項６】
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　前記送信モードを前記高優先度モードへ遷移するか又は前記高優先度モードのまま維持
する対象の種別情報が前記イベントグループ情報に登録されており、
　前記モード遷移判断部が、前記メッセージに含まれているラベル情報に対応するイベン
トグループ情報に、前記メッセージに含まれている種別情報が登録されているかどうかを
確認することで、自通信ノードの種類と関連付けられているラベル情報が前記メッセージ
に含まれているかどうかを確認するよう構成されている請求項５に記載の通信ノード。
【請求項７】
　自通信ノードの種類を示す種別情報が前記メッセージに含まれており、前記送信モード
を前記ノーマルモードへ遷移するか又は前記ノーマルモードのまま維持すると判断した後
は、前記送信モードを前記高優先度モードへ遷移するよう指示する別のメッセージを受信
した場合であっても、前記送信モードを前記ノーマルモードのまま維持するよう構成され
ている請求項２に記載の通信ノード。
【請求項８】
　前記通信制御部が、
　ネットワークにおいて混雑状態が検知された場合にネットワークノードから送信される
メッセージであって、マシンタイプ通信において規定されている耐時間性機能を有してい
る通信ノードは前記ネットワークへの接続を抑制するよう指示する情報を含む前記メッセ
ージを受信するメッセージ受信部と、
　前記メッセージを受信した場合、自通信ノードが前記耐時間性機能を有しているか否か
を判断する機能判断部と、
　前記耐時間性機能を有していると判断された場合、前記ネットワークとの間で確立され
ている接続を切断する、若しくは、前記ネットワークとの間で確立されている接続は維持
したままデータ送信を制御するか、又は、前記ネットワークとの間で接続が確立されてい
ない場合には前記ネットワークへの接続要求を行わないように制御する接続制御部とを、
　有する請求項１に記載の通信ノード。
【請求項９】
　前記通信制御部が、前記メッセージに特定の付加条件が設定されており、自通信ノード
が前記付加条件に当てはまるかどうかを判断する付加条件判断部を更に有し、
　前記接続制御部が、前記付加条件判断部における判断結果に更に基づいて、前記ネット
ワークとの間で確立されている接続を切断する、若しくは、前記ネットワークとの間で確
立されている接続は維持したままデータ送信を制御するか、又は、前記ネットワークとの
間で接続が確立されていない場合には前記ネットワークへの接続要求を行わないように制
御するよう構成されている請求項８に記載の通信ノード。
【請求項１０】
　ネットワーク側のエンティティが他の通信ノードからの通知に応じて送信する制御メッ
セージ、又は、前記他の通信ノードとの間の通信状況に応じて送信する制御メッセージに
、特定の条件に当てはまる通信ノードの通信モードを変更するよう指示する情報を含ませ
、前記特定の条件に当てはまる通信ノードの通信モードを変更させるよう制御する通信制
御部を有するネットワークノード。
【請求項１１】
　特定のイベントの発生を検知するためのセンサによって検知されたセンシングデータを
通常の優先度で送信するノーマルモード、又は、前記センサによって前記特定のイベント
の発生を検知したことを通知するイベント通知メッセージを前記ノーマルモードの優先度
よりも高い優先度で送信する高優先度モードのいずれかの送信モードで動作を行う前記複
数の通信ノードと接続されている前記ネットワークノードであって、
　前記通信制御部が、
　前記複数の通信ノードのいずれか１つから、特定のイベントの発生を検知したことを通
知する前記イベント通知メッセージを受信する受信部と、
　前記イベント通知メッセージに対する応答として、送信モードを前記ノーマルモードへ
遷移するか又は前記ノーマルモードのまま維持するよう指示するメッセージを作成するメ
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ッセージ作成部と、
　前記メッセージを前記複数の通信ノードへ送信するメッセージ送信部とを、
　有する請求項１０に記載のネットワークノード。
【請求項１２】
　前記イベント通知メッセージを送信した通信ノードの種類と同じ種類の通信ノードの送
信モードを前記ノーマルモードへ遷移させるか又は前記ノーマルモードのまま維持させる
ため、前記メッセージ作成部が、前記イベント通知メッセージを送信した通信ノードの種
類を示す種別情報を前記メッセージに挿入するよう構成されている請求項１１に記載のネ
ットワークノード。
【請求項１３】
　前記複数の通信ノードのうちの特定の種類の通信ノードの送信モードを前記高優先度モ
ードへ遷移させるか又は前記高優先度モードのまま維持させるため、前記メッセージ作成
部が、前記複数の通信ノードのうちの特定の種類の通信ノードと関連付けられているラベ
ル情報を前記メッセージに挿入するよう構成されている請求項１２に記載のネットワーク
ノード。
【請求項１４】
　通信ノードの種類とラベル情報との関連付けを示すイベントグループ情報を保持するイ
ベントグループ情報保持部を有し、
　前記メッセージ作成部が、前記イベントグループ情報に基づいて、前記メッセージに挿
入するラベル情報を選択するよう構成されている請求項１３に記載のネットワークノード
。
【請求項１５】
　前記通信制御部が、
　混雑状態が検知された場合に、マシンタイプ通信において規定されている時間制御機能
を有している通信ノードは前記ネットワークへの接続を抑制するよう指示する情報を前記
メッセージに含ませるメッセージ作成部を有する請求項１０に記載のネットワークノード
。
【請求項１６】
　ネットワーク内のエンティティとの間に第１の接続を確立している通信ノードが、第２
の接続を確立するための接続確立方法であって、
　前記第２の接続を確立するための接続確立要求メッセージが拒絶された場合に、前記第
１の接続の優先度と、前記第２の接続の優先度を比較するステップと、
　前記第２の接続の優先度が前記第１の接続の優先度より高い場合に、前記第１の接続に
割り当てられている第１のＱｏＳ情報と、前記第２の接続に必要となる第２のＱｏＳ情報
を比較し、前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できるか判断するステ
ップと、
　前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できると判断する場合に、前記
第２の接続を確立するために前記第１の接続を修正するステップと、
　を有する接続確立方法。
【請求項１７】
　前記第１の接続の接続先と、前記第２の接続の接続先が同じであるか確認するステップ
を更に有する請求項１６に記載の接続確立方法。
【請求項１８】
　前記第２の接続を確立するために前記第１の接続を修正する前記ステップは、前記第１
の接続をリリースした後、前記第２の接続を確立するための前記接続確立要求メッセージ
を送信する請求項１６に記載の接続確立方法。
【請求項１９】
　前記優先度は、前記通信ノードが保持する情報から取得する請求項１６に記載の接続確
立方法。
【請求項２０】
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　前記優先度は、前記通信ノードが利用するアプリケーションから取得する請求項１６に
記載の接続確立方法。
【請求項２１】
　前記第２のＱｏＳ情報は、前記通信ノードが保持する情報から取得する請求項１６に記
載の接続確立方法。
【請求項２２】
　前記第２のＱｏＳ情報は、前記通信ノードが利用するアプリケーションから取得する請
求項１６に記載の接続確立方法。
【請求項２３】
　前記第２のＱｏＳ情報は、前記通信ノード以外の通信ノードから取得する請求項１６に
記載の接続確立方法。
【請求項２４】
　ネットワーク内のエンティティとの間に接続を確立する通信ノードであって、
　前記エンティティとの間に前記接続を確立するための接続確立要求メッセージを送信す
る送信部と、
　前記通信ノードが、前記エンティティとの間に確立された第１の接続を保持している際
、前記送信部が送信した前記第２の接続を確立するための前記接続確立要求メッセージが
拒絶された場合に、前記第１の接続の優先度と、前記第２の接続の優先度を比較する比較
部と、
　前記第２の接続の優先度が前記第１の接続の優先度より高い場合に、前記第１の接続に
割り当てられている第１のＱｏＳ情報と、前記第２の接続に必要となる第２のＱｏＳ情報
を比較し、前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できるか判断する判断
部と、
　前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できると判断する場合に、前記
第２の接続を確立するために前記第１の接続を修正する修正部とを、
　を有する通信ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークにメッセージを送信する際に、メッセージの送信の判断を行う
通信ノード及びネットワークノードに関し、特にＭＴＣ（Machine Type Communications
、Ｍ２Ｍ（Machine to Machine）通信とも呼ばれる）における通信ノード（以降、ＭＴＣ
デバイスと呼ぶ）がイベントを検知して、ネットワークにメッセージを送信する際にメッ
セージの送信の判断を行う通信ノード及びネットワークノードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、携帯電話（User Equipment：ＵＥ）に用いる技術の標準化団体である３ＧＰＰ（
The third Generation Partnership Project）では、ＭＴＣで用いられる技術の標準化が
行われている（下記の非特許文献１、２を参照）。ＭＴＣは、ＭＴＣデバイス（例えば、
自動販売機や街頭広告ディスプレイ、煙センサ、セキュリティカメラ、人感センサなどの
装置や機械に組み込まれた通信モジュール、又は、その総称）と、ＭＴＣデバイスによる
通信の制御や、状態管理、またアプリケーションサービス（ＭＴＣサービスとも呼ぶ）を
提供するサーバであるＭＴＣサーバ、さらにＭＴＣデバイスやＭＴＣサーバに対して、ア
プリケーションの制御や管理を実施するＭＴＣユーザから構成される。ＭＴＣでは、従来
のＵＥのためのモビリティ制御（移動制御や移動管理、位置管理とも呼ぶ）などの既存機
能を活用することを目的として、ＧＥＲＡＮ（GSM EDGE Radio Access Network）やＵＴ
ＲＡＮ（Universal Terrestrial Radio Access Network）、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved UT
RAN）などの３ＧＰＰの規格に基づくアクセスネットワーク（以降、通信システムと呼ぶ
）の使用を前提とする。つまり、ＭＴＣデバイスは、通信システム内で従来のＵＥと共存
しながら通信を行う。ここで、ＵＥは人がユーザインタフェースを通じて操作する移動端
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末であり、ＭＴＣデバイスは人が直接操作するものではなく、端末又は装置に埋め込まれ
ており、通信システムを介して操作するものとする。ＭＴＣ通信ネットワークの構成の一
例を図１に示す。
【０００３】
　図１には、ＭＴＣデバイス１００、ＵＥ１０５、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５と
無線接続する基地局（Ｅ－ＵＴＲＡＮではｅＮＢ（eNode B）、ＵＴＲＡＮではＮＢ（Nod
e B）と呼ばれる）１１０、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５上のＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０
５の移動管理を担当するＭＭＥ（Mobility Management Entity）１２０、ＭＴＣデバイス
１００やＵＥ１０５のＥ－ＵＴＲＡＮ１１５に対するユーザデータ配信制御を行うＳＧＷ
（Serving Gateway、ＭＡＧ（Mobility Anchor Gateway：モビリティアンカポイント）な
どとも呼ばれる）１３０、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５に対するアドレス割り当て
やＰＤＮ（Packet Data Network）１５５とＳＧＷ１３０間のユーザデータ転送並びに経
路制御を行うＰＧＷ（Packet Gateway、ＨＡ（Home Agent：ホームエージェント）やＬＭ
Ａ（Local Mobility Anchor：ローカルモビリティアンカ）などとも呼ばれる）１４０、
ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５のサブスクリプションデータ（Subscription data）
並びに通信コンテキストなどを管理保持しているＨＳＳ（Home Subscriber Server）１２
５、ＭＴＣデバイス１００による通信の制御や状態管理、アプリケーションサービスを提
供するサーバであるＭＴＣサーバ１５０、ＭＴＣデバイス１００やＭＴＣサーバ１５０に
対してアプリケーションの管理・制御やアプリケーションデータの管理を実施するＭＴＣ
ユーザ１６０から構成されるネットワーク構成の一例が図示されている。
【０００４】
　図１において、ＭＴＣデバイス１００が通信システムを介してＭＴＣサーバ１５０（サ
ービスを提供するサーバ）と通信を行う際、ＭＴＣデバイス１００は、ＰＧＷ１４０とＰ
ＤＮコネクション及びＥＰＳベアラを確立する（下記の非特許文献３を参照）。ＭＴＣデ
バイス１００が取得したデータ（例えば、煙センサにおける煙検知情報などのセンシング
データ）は、確立したＰＤＮコネクション及びＥＰＳベアラを通じてＰＧＷ１４０に送信
され、ＰＧＷ１４０からＭＴＣサーバ１５０に転送される。ＭＴＣサーバ１５０は、ＭＴ
Ｃデバイス１００から送られてきたデータを、定義されたタイミング（例えば、ＭＴＣデ
バイス１００からデータ受信後、又は、ＭＴＣユーザ１６０からのリクエストメッセージ
受信後など）で、ＭＴＣユーザ１６０に提供する。
【０００５】
　ＭＴＣデバイス１００が取得したデータをＭＴＣサーバ１５０に送信するタイミングは
、ＭＴＣデバイス１００が搭載する特徴（ＭＴＣ　Ｆｅａｔｕｒｅ、以下、ＭＴＣの機能
と記載することもある）や通信システムオペレータの指示、ＭＴＣサービスの内容によっ
て決まる。例えば、ＭＴＣデバイス１００が非特許文献１で定義されているＭＴＣの機能
の１つである“Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ”（時間制御）を搭載する場合、すなわ
ち、ＭＴＣデバイス１００が通信動作を実施する時間が制限されている場合、ＭＴＣデバ
イス１００は、所定の時間（例えば通信システムオペレータから割り当てられたり、ＭＴ
Ｃユーザ１６０が設定したりする）に限り、ＭＴＣサーバ１５０へのアクセスが許可され
、取得したデータを送信する。また、ＭＴＣデバイス１００が非特許文献１で定義されて
いる“ＰＡＭ（Priority Alarm Message）”を搭載する場合、すなわち、ＭＴＣデバイス
１００が優先度の高いメッセージをＭＴＣサーバ１５０／ＭＴＣユーザ１６０に送信でき
る場合、ＭＴＣデバイス１００がイベント（例えば、煙検知、炎検知、盗難など）を検知
時に、他のメッセージより優先的にメッセージを送信し、ＭＴＣサーバ１５０に転送され
る。なお、ＰＡＭは緊急情報通知にも相当するため、アプリケーション設定や通信オペレ
ータのポリシにより、上記“Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ”による制約を受けること
なく、任意のタイミングでも送信を許可される場合がある。
【０００６】
　また、その他の非特許文献１で定義されるＭＴＣの機能として、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａｓ
ｅｄ”をＭＴＣデバイス１００が搭載する場合、すなわち、ＭＴＣサーバ１５０／ＭＴＣ
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ユーザ１６０、又は、通信システムのオペレータの要望（例えば、ＭＴＣデバイス１００
の管理を容易化、又は、ＩＭＳＩ（International Mobile Subscriber Identity）の共有
化など）の下、複数のＭＴＣデバイス１００を管理する場合、複数のＭＴＣデバイス１０
０を１つのグループ（以降、ＭＴＣグループと呼ぶ）として扱うことで、例えばＨＳＳ１
２５は、通常ＭＴＣデバイス１００毎に管理保持するサブスクリプションデータの全体あ
るいは一部を、ＭＴＣグループ単位に集約して管理保持することができる。
【０００７】
　ＭＴＣデバイス１００が“Ｌｏｗ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ”を搭載している場合、すなわち
ＭＴＣデバイス１００が限られた範囲でしか移動しない（例えば、所定のＴＡ（Tracking
 Area）やセル範囲に限定して移動する）、あるいは自動販売機のように装置として固定
される場合、位置情報を更新するための、例えば、ＴＡＵ（Tracking Area Update）やＲ
ＡＵ（Routing Area Update）の実施頻度をＵＥ１０５と比較して抑えることができ、Ｍ
ＴＣデバイス１００と移動管理を行う通信ノード（例えば、ＭＭＥ１２０やＰＧＷ１４０
など）におけるモビリティ制御による負荷を軽減できる。
【０００８】
　このように、ＭＴＣデバイスは、ＭＴＣユーザ１６０の要求に基づいて、ＭＴＣの機能
（Ｆｅａｔｕｒｅ）を複数搭載することができる。また、ＭＴＣデバイス１００とＭＴＣ
サーバ１５０／ＭＴＣユーザ１６０との間の需要に応じて、ＭＴＣデバイス１００が有す
るＭＴＣの機能を有効化（Ａｃｔｉｖａｔｅ）／無効化（Ｄｅａｃｔｉｖａｔｅ）するこ
とができる（機能や動作の有効化／無効化）。
【０００９】
　従来のＵＥ１０５と比較した場合、膨大な数のＭＴＣデバイス１００が通信システムを
介して同時に通信を行うことが想定されるため、ＵＥ１０５による通信を妨害しないため
にも、ＭＴＣデバイス１００による通信に対応し得るネットワークの改良が必要である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】3GPP TS 22.368 V1.1.1，November 2009
【非特許文献２】3GPP TR 23.888 V0.1.1，December 2009
【非特許文献３】3GPP TS 23.401 V9.3.0，December 2009
【非特許文献４】3GPP TS 33.402 V9.2.0，December 2009
【非特許文献５】3GPP TS 36.300 V9.2.0，December 2009
【非特許文献６】3GPP TR 23.888 V0.4.1，June 2010
【００１１】
　しかしながら、従来の通信システムでは、複数のＭＴＣデバイスがイベントを検知し、
優先度の高いイベント通知メッセージを送信する場合に課題が生じる。以下、図２を参照
しながら説明する。
【００１２】
　なお、ここでは、シナリオとして、非特許文献１で定義される、ＭＴＣの機能のうち、
“Ｔｉｍｅ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ”と“ＰＡＭ”、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａｓｅｄ”、“Ｌ
ｏｗ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ”を搭載する複数のＭＴＣデバイス１００（例えば、煙センサ、
炎センサ、人感センサ）が１つのＭＴＣグループを形成し、マンション群のセキュリティ
を監視している環境において、マンション火災が発生する場合を考える。このとき、ある
ＭＴＣデバイス１００（例えば、煙センサ）が火災発生を認識する発端となるイベント（
煙）を検知し（煙発生）、その後、他のＭＴＣデバイス（例えば、人感センサ）がイベン
ト（人の有無）を検知する。
【００１３】
　まず、煙センサに搭載されたＭＴＣデバイス（ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ）はＭＴＣサ
ーバ１５０と通信するためのＰＤＮコネクションを確立する（図２のステップＳ２００１
：ＰＤＮコネクション確立済み）。なお、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂも、同様にＰＧＷ１
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４０とＰＤＮコネクションを確立する（図２のステップＳ２００４：ＰＤＮコネクション
確立済み）。
【００１４】
　ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ（煙センサ）がイベント（煙）を検知したとする（図２のス
テップＳ２００２：イベント検知）。イベントを検知したＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、
ＰＡＭを用いて、煙を検知したことをＭＴＣサーバ１５０に通知する（図２のステップＳ
２００３：イベント通知メッセージ＠デバイスＡ）。
【００１５】
　一方、他の箇所に設置された複数のＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（他の煙センサや、炎セ
ンサなど）も火災発生を検知し（図２のステップＳ２００５）、火災発生を検知したこと
を、優先度の高いイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭ）を用いて報告する（図２の
ステップＳ２００６）。例えば、他の煙センサも同様に煙を検出し、他の煙センサに搭載
されたＭＴＣデバイスＢ１００Ｂも、煙の検出を優先度の高いイベント通知メッセージ（
例えば、ＰＡＭ）を用いて報告する。また、例えば炎センサが、炎から発せられる紫外線
を検出し、炎センサに搭載されたＭＴＣデバイスＢ１００Ｂが、ＭＴＣサーバ１５０に対
して、炎から発せられる紫外線を検出したことを優先度の高いメッセージで通知すること
も考えられる。なお、他の煙センサや炎センサの設置数は膨大な数になることもある。
【００１６】
　その結果、既存の通信システムでは、ＭＴＣサーバ１５０が最初のＭＴＣデバイスＡ１
００ＡからのＰＡＭによって既に火災発生を検知できているにもかかわらず、同様に火災
発生を検知した多数のＭＴＣデバイスＢ１００ＢからもＰＡＭを受信して、受信した全て
のＰＡＭを処理しなければならなくなる。その結果、ＭＴＣサーバ１５０における処理負
荷やネットワークのトラフィック負荷が増加してしまうことになる。また、火災発生を検
出した後に必要とされるイベント検知（例えば、上記では人の有無）の送受信が遅延した
り欠損したりすることにより、災害に迅速に対応できないといった問題も考えられる。
【００１７】
　同様の問題は、例えば、工場に設置された複数のガスセンサが、ガス漏れを検知したこ
とを、ＰＡＭを用いてＭＴＣサーバ１５０に送信するようなシナリオでも起こり得る。す
なわち、この場合も、冗長な処理負荷やネットワークのトラフィック負荷が増加してしま
う。
【００１８】
　すなわち、多数のＭＴＣデバイス１００が設置されている環境においては、あるＭＴＣ
デバイス１００が、イベント（煙の発生）を検知したことを優先的にネットワーク側へ通
知することで、そのイベントの通知からある出来事（例えば、火災発生）が起こっている
ことをネットワーク側で把握できるにもかかわらず、多数のＭＴＣデバイス１００から同
様に高優先度モードにて通知されてくるイベント通知メッセージ（冗長なイベント通知メ
ッセージ）を処理しなければならず、処理負荷が増加するという問題がある。また、多数
のイベント通知メッセージが流れることでネットワークのトラフィックが増加してしまい
、ネットワーク側に対して、例えば、別のイベントの発生を示す情報が遅延してしまった
り、あるいは、届かなかったりする可能性もある。
【発明の概要】
【００１９】
　上記の問題を解決するため、本発明は、ネットワーク側にかかる負荷（ＭＴＣサーバ及
び通信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネ
ットワークにおけるトラフィック量など）を低減させるための通信ノード及びネットワー
クノードを提供することを目的とする。また、本発明は、多数のＭＴＣデバイスが設置さ
れている環境において、通信システムを通じてＭＴＣサーバと通信を行うＭＴＣデバイス
がイベントを検知する状況となった場合に、ＭＴＣサーバ及び通信システムのエンティテ
ィ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネットワークにおけるトラフィ
ック量を低減させるための通信ノード及びネットワークノードを提供することを目的とす
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る。また、本発明は、ネットワーク側で混雑状況が検知された場合に、ＭＴＣサーバ及び
通信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネッ
トワークにおけるトラフィック量を低減させるための通信ノード及びネットワークノード
を提供することを目的とする。
【００２０】
　上記の目的を達成するため、本発明の通信ノードは、ネットワーク側のエンティティが
他の通信ノードからの通知に応じて送信する制御メッセージ、又は、前記他の通信ノード
との間の通信状況に応じて送信する制御メッセージであって、特定の条件に当てはまる通
信ノードの通信モードを変更するよう指示する前記制御メッセージをネットワーク側から
受信し、受信した前記制御メッセージに含まれている前記特定の条件を参照して、前記特
定の条件に当てはまる場合には、前記通信モードを変更するよう制御する通信制御部を有
する。
　この構成により、ネットワーク側にかかる負荷（ＭＴＣサーバ及び通信システムのエン
ティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネットワークにおけるト
ラフィック量など）を低減させることが可能となる。
【００２１】
　上記の目的を達成するため、本発明の通信ノードは、前記通信制御部が、特定のイベン
トの発生を検知するためのセンサによって検知されたセンシングデータを通常の優先度で
送信するノーマルモード、又は、前記センサによって前記特定のイベントの発生を検知し
たことを通知するイベント通知メッセージを前記ノーマルモードの優先度よりも高い優先
度で送信する高優先度モードのいずれかの送信モードで動作を行うよう制御する動作モー
ド制御部と、
　ネットワークノードへ、前記高優先度モードによる前記イベント通知メッセージの送信
又は前記ノーマルモードによる前記センシングデータの送信を行う送信部と、
　特定のイベントの発生を検知したことを通知するイベント通知メッセージを任意の通信
ノードから受信した前記ネットワークノードから、前記任意の通信ノードからのイベント
通知メッセージに対する応答として送信されるメッセージであって、送信モードを前記ノ
ーマルモードへ遷移するか又は前記ノーマルモードのまま維持するよう指示する前記メッ
セージを受信するメッセージ受信部と、
　前記メッセージを受信した場合に、前記送信モードを前記ノーマルモードへ遷移するか
又は前記ノーマルモードのまま維持するかどうかを判断するモード遷移判断部とを、
　有し、
　前記送信モードを前記ノーマルモードへ遷移するか又は前記ノーマルモードのまま維持
すると前記モード遷移判断部が判断した場合には、前記動作モード制御部が、前記送信モ
ードを前記ノーマルモードへ遷移するか又は前記ノーマルモードのまま維持するよう構成
されている。
　この構成により、多数の通信ノード（ＭＴＣデバイス）が設置されている環境において
、通信システムを通じてサーバ（ＭＴＣサーバ）と通信を行う通信ノードがイベントを検
知及び通知する状況となった場合に、ＭＴＣサーバ及び通信システムのエンティティ（ｅ
ＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネットワークにおけるトラフィック量
を低減させることが可能となる。
【００２２】
　また、上記の目的を達成するため、本発明の通信ノードは、前記通信制御部が、
　ネットワークにおいて混雑状態が検知された場合にネットワークノードから送信される
メッセージであって、マシンタイプ通信において規定されている耐時間性機能を有してい
る通信ノードは前記ネットワークへの接続を抑制するよう指示する情報を含む前記メッセ
ージを受信するメッセージ受信部と、
　前記メッセージを受信した場合、自通信ノードが前記耐時間性機能を有しているか否か
を判断する機能判断部と、
　前記耐時間性機能を有していると判断された場合、前記ネットワークとの間で確立され
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ている接続を切断する、若しくは、前記ネットワークとの間で確立されている接続は維持
したままデータ送信を制御するか、又は、前記ネットワークとの間で接続が確立されてい
ない場合には前記ネットワークへの接続要求を行わないように制御する接続制御部とを、
　有する。
　この構成により、ネットワーク側で混雑状況が検知された場合に、ＭＴＣサーバ及び通
信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネット
ワークにおけるトラフィック量を低減させることが可能となる。
【００２３】
　また、上記の目的を達成するため、本発明のネットワークノードは、ネットワーク側の
エンティティが他の通信ノードからの通知に応じて送信する制御メッセージ、又は、前記
他の通信ノードとの間の通信状況に応じて送信する制御メッセージに、特定の条件に当て
はまる通信ノードの通信モードを変更するよう指示する情報を含ませ、前記特定の条件に
当てはまる通信ノードの通信モードを変更させるよう制御する通信制御部を有する。
　この構成により、ネットワーク側にかかる負荷（ＭＴＣサーバの処理負荷やネットワー
クにおけるトラフィック量など）を低減させることが可能となる。
【００２４】
　また、上記の目的を達成するため、本発明のネットワークノードは、通信制御部が、特
定のイベントの発生を検知するためのセンサによって検知されたセンシングデータを通常
の優先度で送信するノーマルモード、又は、前記センサによって前記特定のイベントの発
生を検知したことを通知するイベント通知メッセージを前記ノーマルモードの優先度より
も高い優先度で送信する高優先度モードのいずれかの送信モードで動作を行う前記複数の
通信ノードと接続されているネットワークノードであって、
　前記複数の通信ノードのいずれか１つから、特定のイベントの発生を検知したことを通
知する前記イベント通知メッセージを受信する受信部と、
　前記イベント通知メッセージに対する応答として、送信モードを前記ノーマルモードへ
遷移するか又は前記ノーマルモードのまま維持するよう指示するメッセージを作成するメ
ッセージ作成部と、
  前記メッセージを前記複数の通信ノードへ送信するメッセージ送信部とを、
　有する。
　この構成により、多数の通信ノード（ＭＴＣデバイス）が設置されている環境において
、通信システムを通じてサーバ（ＭＴＣサーバ）と通信を行う通信ノードがイベントを検
知及び通知する状況となった場合に、ＭＴＣサーバ及び通信システムのエンティティ（ｅ
ＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネットワークにおけるトラフィック量
を低減させることが可能となる。
【００２５】
　また、上記の目的を達成するため、本発明のネットワークノードは、前記通信制御部が
、
　混雑状態が検知された場合に、マシンタイプ通信において規定されている時間制御機能
を有している通信ノードは前記ネットワークへの接続を抑制するよう指示する情報を前記
メッセージに含ませるメッセージ作成部を有する。
　この構成により、ネットワーク側で混雑状況が検知された場合に、ＭＴＣサーバ及び通
信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネット
ワークにおけるトラフィック量を低減させるための通信ノード及びネットワークノードを
提供することを目的とする。
【００２６】
　本発明は、上記の構成を有しており、ネットワーク側にかかる負荷（ＭＴＣサーバ及び
通信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネッ
トワークにおけるトラフィック量など）を低減させるという効果を有する。また、多数の
通信ノード（ＭＴＣデバイス）が設置されている環境において、通信システムを通じてサ
ーバ（ＭＴＣサーバ）と通信を行う通信ノードがイベントを検知及び通知する状況となっ



(11) JP WO2011/129098 A1 2011.10.20

10

20

30

40

50

た場合に、サーバの処理負荷やネットワークにおけるトラフィック量を低減させるという
効果を有する。また、ネットワーク側で混雑状況が検知された場合に、ＭＴＣサーバ及び
通信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネッ
トワークにおけるトラフィック量を低減させるという効果を有する。
【００２７】
　また、本発明は、通常時には検知した情報をノーマルモードでＭＴＣサーバ１５０に送
信していたＭＴＣデバイスの送信モードを、緊急時（ある出来事が起こった場合）に、高
優先度モードへ切り替えさせることができるという効果を有している。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１～第６と第８の実施の形態並びに従来の技術に共通する通信システ
ムの構成の一例を示す図
【図２】従来技術における動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図３】本発明の第１の実施の形態において、冗長なイベント通知メッセージの送信を抑
制させる動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図４】本発明の第２の実施の形態において、冗長なイベント通知メッセージの送信を抑
制させる動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図５Ａ】本発明の第２～第７の実施の形態におけるイベント通知メッセージ（イベント
情報）＠デバイスＡのフォーマット例を示す図
【図５Ｂ】本発明の第２～第７の実施の形態における逆イベント通知メッセージ（イベン
ト情報）のフォーマット例を示す図
【図６】本発明の第２～第７の実施の形態におけるイベントグループ情報の一例を示す図
【図７】本発明の第２～第７の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの送信モード遷移の一
例を示す図
【図８】本発明の第２の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの構成の一例を示す図
【図９Ａ】本発明の第２の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの送信処理フローの一例を
示すフローチャート
【図９Ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの受信処理フローの一例を
示すフローチャート
【図１０】本発明の第２の実施の形態におけるＭＭＥの構成の一例を示す図
【図１１】本発明の第２の実施の形態におけるＭＭＥの処理フローの一例を示すフローチ
ャート
【図１２】本発明の第１及び第２の実施の形態を具体的に説明するため、各ＭＴＣデバイ
スの配置の一例を示す図
【図１３】本発明の第１及び第２の実施の形態を具体的に説明するため、各ＭＴＣデバイ
スにおける送信モードの遷移の一例を示す図
【図１４】本発明の第１及び第２の実施の形態を具体的に説明するため、各ＭＴＣデバイ
スが保持するイベントグループ情報の一例を示す図
【図１５】本発明の第３の実施の形態において、冗長なイベント通知メッセージの送信を
抑制させる動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図１６】本発明の第４の実施の形態において、冗長なイベント通知メッセージの送信を
抑制させる動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図１７】本発明の第５の実施の形態において、冗長なイベント通知メッセージの送信を
抑制させる動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図１８】本発明の第７の実施の形態における通信システムの構成の一例を示す図
【図１９】本発明の第８の実施の形態において、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”（耐時
間性）の機能に係る動作を説明するための説明図
【図２０】本発明の第８の実施の形態において、優先度が低いＰＤＮコネクションを切断
する動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図２１】本発明の第８の実施の形態における送信制御メッセージのフォーマット例を示
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す図
【図２２】本発明の第８の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの構成の一例を示す図
【図２３】本発明の第８の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの受信処理フローの一例を
示すフローチャート
【図２４】本発明の第８の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの詳細な受信処理フローの
一例を示すフローチャート
【図２５】本発明の第９の実施の形態において、ＭＴＣデバイスが追加のＰＤＮコネクシ
ョンを確立しようとする場合の動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図２６】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメータ
と、そのアクションの一例を示す図
【図２７Ａ】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タ（ＧＢＲ（相対値ケース））の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図２７Ｂ】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タ（ＱＣＩ）の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図２７Ｃ】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タ（ＭＢＲ（相対値ケース））の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図２７Ｄ】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タ（ＡＲＰ：Ｎｏｎ－ｒｏａｍｉｎｇケース）の条件と、そのアクション結果の一例を示
す図
【図２７Ｅ】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タ（ＡＲＰ：Ｒｏａｍｉｎｇケース）の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図２８】本発明の第９の実施の形態におけるＰＤＮコネクションのリリースのリクエス
トメッセージのフォーマット例を示す図
【図２９】本発明の第９の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの構成の一例を示す図
【図３０】本発明の第９の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの処理フローの一例を示す
フローチャート
【図３１】本発明の第１０の実施の形態において、ＭＴＣデバイスが追加のＰＤＮコネク
ションを確立しようとする場合の動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図３２】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タと、そのアクションの一例を示す図
【図３３Ａ】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメ
ータ（ＧＢＲ（相対値ケース））の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図３３Ｂ】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメ
ータ（ＱＣＩ）の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図３３Ｃ】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメ
ータ（ＭＢＲ（相対値ケース））の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図３３Ｄ】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメ
ータ（ＡＲＰ：Ｎｏｎ－ｒｏａｍｉｎｇケース）の条件と、そのアクション結果の一例を
示す図
【図３３Ｅ】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメ
ータ（ＡＲＰ：Ｒｏａｍｉｎｇケース）の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図３４】本発明の第１０の実施の形態におけるＰＤＮコネクション確立拒絶メッセージ
のフォーマット例を示す図
【図３５】本発明の第９及び第１０の実施の形態における通信システムの構成の一例を示
す図
【図３６】本発明の第９及び第１０の実施の形態において、ＭＴＣデバイスが接続先を確
認する場合の動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面を参照しながら、本発明の第１～第３の実施の形態について説明する。
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【００３０】
＜システム構成＞
　まず、図１を参照しながら、本発明の第１～第３の実施の形態に共通するシステム構成
について説明する。図１は、本発明の第１～第３の実施の形態に共通するシステム構成の
一例を示す図である。
【００３１】
　上述のように、図１に図示されている通信システムは、少なくともＭＴＣデバイス１０
０、ＵＥ１０５、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５と無線接続する基地局（ｅＮＢ又は
ＮＢ）１１０、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５上のＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５の移動管理
を担当するＭＭＥ１２０、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５のＥ－ＵＴＲＡＮ１１５に
対するユーザデータ配信制御を行うＳＧＷ１３０、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５に
対するアドレス割り当てやＰＤＮ１５５とＳＧＷ１３０間のユーザデータ転送並びに経路
制御を行うＰＧＷ１４０、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５のサブスクリプションデー
タ並びに通信コンテキストなどを管理保持しているＨＳＳ１２５、ＭＴＣデバイス１００
による通信の制御や状態管理、アプリケーションサービスの提供などを行うサーバである
ＭＴＣサーバ１５０、ＭＴＣデバイス１００やＭＴＣサーバ１５０に対してアプリケーシ
ョンの管理・制御やアプリケーションデータの管理を実施するＭＴＣユーザ１６０を有し
ている。なお、ＭＴＣユーザ１６０は、また、ＨＳＳ１２５の代わりに、ＡＡＡ（Authen
tication, authorization and Accounting）サーバを用いてもよい。また、ＡＡＡサーバ
とＨＳＳ１２５は、物理的又は論理的に同一の装置に実装されるものであってもよい。
【００３２】
　なお、図１において、ＭＴＣサーバ１５０はＰＤＮ１５５内に位置しているが、通信シ
ステムのオペレータドメイン内に位置していてもよく、例えば、ＰＧＷ１４０がＭＴＣサ
ーバ１５０の機能を担ってもよい。
【００３３】
　ここで、ＭＴＣデバイス１００は少なくとも１つ以上の通信インタフェースを持ち、通
信システム（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５）に接続することが可能である。なお、ＭＴ
Ｃデバイス１００は、図示されている通信システム以外のネットワーク（例えば、ＵＴＲ
ＡＮ、ＷＬＡＮ（Wireless LAN）ネットワークやＷｉＭＡＸネットワーク）に、同時に、
あるいは排他的に接続するものであってもよい。ＭＴＣデバイス１００は、接続した通信
システムを通じて、ＭＴＣサーバ１５０と通信可能であり、ＭＴＣサーバ１５０はＭＴＣ
ユーザ１６０と通信可能である。
【００３４】
　また、ＭＴＣデバイス１００は、通信システム内で従来のＵＥ１０５と共存しながら通
信を行う。なお、図１では、ＭＴＣデバイス１００とＵＥ１０５とがそれぞれ異なるｅＮ
Ｂ１１０に接続しているが、ＭＴＣデバイス用のｅＮＢ１１０が区別されているわけでは
なく、どのｅＮＢ１１０と接続してもよいものとする。しかし、今後、ＭＴＣデバイス１
００が、ＭＴＣデバイス１００用にカスタマイズされたｅＮＢ１１０のみに接続が許され
るという環境に変化した場合、ＭＴＣデバイス１００はＭＴＣデバイス１００用のｅＮＢ
１１０に接続されてもよい。
【００３５】
　また、各ＭＴＣデバイス１００は、ＵＥ１０５と同様にＭＴＣデバイス１００を識別す
るためのＩＤ（以降、デバイスＩＤと呼ぶ）が割り当てられていることとする。同様に、
ＭＴＣデバイス１００がＭＴＣグループを形成する場合、ＭＴＣグループを識別するため
のＩＤ（以降、グループＩＤと呼ぶ）が割り当てられていることとする。同様に、ＭＴＣ
デバイス１００は、デバイスの種類（例えば、煙センサ）を識別するためのＩＤ（以降、
デバイス種ＩＤと呼ぶ）が割り当てられていることとする。なお、ＭＴＣデバイス１００
の種類は、そのＭＴＣデバイス１００が搭載又は接続されている装置の種類によって決ま
る。また、ＭＴＣデバイス１００の種類は、ＭＴＣサーバ、ＭＴＣユーザ、又は、通信シ
ステムのオペレータによって設定されてもよい。
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【００３６】
　なお、ＭＴＣデバイス１００、通信システムのエンティティ（例えば、ＭＭＥ１２０、
ＰＧＷ１４０など）、ＭＴＣサーバ１５０が、デバイス種ＩＤを用いずに、ＭＴＣデバイ
ス１００の種類を識別することができるのであれば（例えば、デバイスＩＤのうちデバイ
ス種別を示す一部のビット列（例えば、上位あるいは下位数ビット）からＭＴＣデバイス
１００の種類を導出）、必ずしも本デバイス種ＩＤを用いる必要はない。また、デバイス
ＩＤも同様に、例えばＩＭＥＩ（International Mobile Equipment Identity）やＩＭＳ
Ｉ（International Mobile Subscriber Identity）を用いることで、ＭＴＣデバイス１０
０を一意に識別できるのであれば、新たに割り当てる必要はない。また、グループＩＤも
同様に、例えばデータを転送するＰＤＮコネクション、ＥＰＳベアラを共有する場合（例
えば、ＭＴＣグループの中で代表するＭＴＣデバイス１００が、通信システムとＰＤＮコ
ネクション、ＥＰＳベアラを確立していて、代表するＭＴＣデバイス１００が同ＭＴＣグ
ループに属する他のＭＴＣデバイス１００が取得したデータを転送する場合）には、ＰＤ
ＮコネクションＩＤやＥＰＳベアラＩＤ、ＡＰＮ（Access Point Name）を用いることで
ＭＴＣグループを識別できるのであれば、新たに割り当てる必要はない。
【００３７】
　また、各ＭＴＣデバイス１００には、例えばＭＴＣユーザ１６０などによって事前にＭ
ＴＣの機能（ＭＴＣ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ）が組み込まれていてもよく（例えば、ＳＩＭカ
ードに書き込む、ＭＴＣデバイス１００の記憶メモリに書き込む）、ネットワーク装置（
例えば、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０など）やＭＴＣデバイス１００自身が、所望
のＭＴＣの機能を有効化／無効化するものであってもよい。上記のようなＭＴＣデバイス
１００のデバイスＩＤ、グループＩＤ、デバイス種ＩＤ、搭載しているＭＴＣの機能、Ｍ
ＴＣの機能の有効化／無効化など、ＭＴＣに関連する様々な情報は、ＨＳＳ１２５が保持
するサブスクリプションデータや通信コンテキストなどに登録されているものとする。ま
た、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５におけるＭＴＣデバイス１００のモビリティ制御は、ＵＥ１０
５に対する制御と同様にＭＭＥ１２０が実施する。
【００３８】
　また、ＭＴＣサーバ１５０は、通信システムを運用するオペレータが管理する場合と、
オペレータ以外の運用者が管理する場合がある。いずれの場合も、オペレータが管理する
ＰＧＷ１４０とのインタフェースを有し、通信システムに接続するＭＴＣデバイスから／
へのユーザデータ転送、通信システムにおけるＭＴＣデバイスの制御に関するサービスを
享受する。なお、オペレータがＭＴＣサーバを管理する場合、ＭＴＣサーバとＰＧＷ１４
０を同一装置内に実施するものであってもよく、これによって外部インタフェースの実装
を装置内に隠蔽して装置コストの削減を図ることができる。
【００３９】
　また、ＭＴＣユーザ１６０は、各ＭＴＣデバイス１００が取得したデータを管理・利用
する主体であり、事業運営者や企業、またデータ管理を実施する制御主体（ＰＣ、サーバ
など）に相当する。例えば、ＭＴＣデバイス１００が自動販売機に組み込まれていること
を想定すると、ＭＴＣユーザ１６０は自動販売機の売り上げ集計やメンテナンスを実施す
る会社などである。また、ＭＴＣデバイス１００を煙センサに組み込まれていることを想
定すると、ＭＴＣユーザ１６０は消防署や警備会社、保険会社、又は住宅の火災による被
害の軽減を担当する会社などであると考えられる。なお、ＭＴＣユーザ１６０は、上記の
ようにＭＴＣの管理を行うユーザが使用するＭＴＣユーザ端末と考えてもよく、あるいは
、ＭＴＣの管理を行うユーザが操作するＭＴＣサーバ１５０と同一の装置であると考えて
もよい。
【００４０】
　また、一般的に、ＭＴＣデバイス１００とＭＴＣサーバ１５０との間で交換されるデー
タは、アプリケーションレベルのデータであるため、ＭＴＣデバイス１００とＰＧＷ１４
０との間のデータ転送は、Ｕプレーン（User plane：ユーザプレーン）の利用が想定され
る。しかし、アプリケーションやサービスの内容や性質（例えば、生存者確認など緊急性
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を伴うデータ転送向けサービス）、通信システムのネットワークオペレータの要求（例え
ば、ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０）による制御が必要となる場合（例えば、
ＭＴＣデバイス１００の位置情報の変更や、ＭＴＣグループ／同一デバイス種などの制御
））、ＭＴＣデバイス１００／ＭＴＣサーバ１５０の要求（例えば、迅速に、又は、高い
信頼度でデータを送信／取得したい場合）によっては、即時性や信頼性を有するＣプレー
ン（Control plane：制御プレーン）を利用する（シグナリングメッセージにアプリケー
ションデータを重畳、あるいはピギーバックする）ことによる効果が大きい場合がある。
【００４１】
　また、イベント検知時に優先度の高いイベント通知メッセージを送信するＭＴＣデバイ
ス１００は、取得したデータ（センシングデータとも呼ぶ）からイベントを検出すると、
優先度の高いイベント通知メッセージをＭＴＣサーバに送信し、同時に、あるいは続けて
、取得したデータ（センシングデータ）をＭＴＣサーバに送信するものとする。
【００４２】
　また、上記の構成を有する通信システムにおいて、ＭＴＣデバイス１００は、通信シス
テム（Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５）に接続されており、通信システムを通じてＭＴＣサーバ１
５０と通信可能であるとする。
【００４３】
＜第１の実施の形態＞
　以下、本発明の第１の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図３を用いて
詳しく説明する。図３は、本発明の第１の実施の形態におけるシステム動作の一例（複数
のＭＴＣデバイス１００から送信される同一イベント、又は、そのイベントを引き起こし
た出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント通知メッセージの
送信抑制方法）を説明するためのシーケンス図である。なお、図３には、図１に図示され
ているシステム構成における処理シーケンスの一例が図示されている。
【００４４】
　ここで、本実施の形態の説明を容易化するために、ＭＴＣデバイス１００は以下のよう
な特徴を持っていることを前提とする。
【００４５】
　ＭＴＣデバイス１００は、非特許文献１で定義されている“Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
ｌｅｄ”と、“ＰＡＭ”と、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａｓｅｄ”と、“Ｌｏｗ　ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ”とを有しているとする。ＭＴＣデバイス１００は、他の複数のＭＴＣデバイス１００
と共に１つのＭＴＣグループとして管理されていることとする。また、ＭＴＣグループ内
のＭＴＣデバイス１００は、“煙センサ”、“炎センサ”、“人感センサ”で構成されて
いるものとする（実際には、各センサにＭＴＣデバイス１００である通信モジュールが実
装される）。“煙センサ”は、一定値以上（あるいは所定時間連続して一定値以上）の煙
濃度を検出した場合、すなわちイベント（煙）を検知した際に、火災が発生している可能
性が高いと判断し、高い優先度（高優先度モードとも呼ぶ）でメッセージを送信する。“
炎センサ”はイベント（炎）を検知した際、火災が発生している可能性が高いと判断し、
“煙センサ”と同様に、高い優先度（高優先度モード）でメッセージを送信する。一方、
“人感センサ”はイベント（人の有無）を検知した際、一般的な優先度（ノーマルモード
とも呼ぶ）でセンシングデータを送信する。ここで、高優先度モードとは、イベントを検
知した際に優先度の高いイベント通知メッセージを送信する状態である。またノーマルモ
ードとは、イベントを検知した際に優先度の高いイベント通知メッセージは送信せずに、
取得したデータを一般的な優先度で送信する状態、又は、一般的な優先度でイベント通知
メッセージを送信し、取得したデータも同様に一般的な優先度で送信する状態である。な
お、メッセージの優先度は、ＥＰＳベアラのＱＣＩや、ＥＰＳベアラの帯域幅（例えば、
ＭＢＲ（Maximum Bit Rate）やＡＭＢＲ（Aggregate Maximum Bit Rate））、ＭＴＣデバ
イス１００が持つＩＭＳＩやＩＭＥＩの値、ＰＣＣ（Policy and Charging Control）、
ＭＴＣ　Ｆｅａｔｕｒｅ／ＭＴＣデバイス１００の種類／ＭＴＣサービス毎に定義される
優先度や値などで定義されてもよい。
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【００４６】
　図３では、ＭＴＣグループ内のＭＴＣデバイス１００を識別するために、ＭＴＣデバイ
スＡ１００ＡとＭＴＣデバイスＢ１００Ｂとが図示されている。なお、ここでは、ＭＴＣ
デバイスＡ１００Ａを、最初にイベントを検知するＭＴＣデバイス（“煙センサ”）と仮
定し、ＭＴＣデバイス１００Ｂを、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａと同一のＭＴＣグループに
属する他のＭＴＣデバイス（“煙センサ”、“炎センサ”、“人感センサ”）と仮定する
。なお、図３では２つのＭＴＣデバイス１００（ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ、ＭＴＣデバ
イスＢ１００Ｂ）しか存在していないが、３つ以上のＭＴＣデバイス１００が同じＭＴＣ
グループ内に存在する場合でも、同様に動作する。
【００４７】
　以下、図３に図示されているシーケンスについて説明する。ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ
（煙センサ）は、ＭＴＣサーバ１５０と通信を行うためのＰＤＮコネクションを、従来手
法（例えば、非特許文献３で示されるAttach procedure）に基づいてＰＧＷ１４０と確立
する（図３のステップＳ２０１：ＰＤＮコネクション確立済み）。また、ＭＴＣデバイス
Ｂ１００Ｂも、従来手法（例えば、非特許文献３で示されるAttach procedure）に基づい
てＰＧＷ１４０とＰＤＮコネクションを確立する（図３のステップＳ２０６：ＰＤＮコネ
クション確立済み）。
【００４８】
　ここで、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが、例えば、火災発生などにより、イベント（煙）
を検知したとする（図３のステップＳ２０２：イベント検知）。イベントを検知したＭＴ
ＣデバイスＡ１００Ａは、イベントを検知したことをＭＴＣサーバ１５０に通知するため
のメッセージ（ここでは、イベント通知メッセージ＠デバイスＡと表記）を送信する。な
お、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ（煙センサ）が煙を検知した場合は、火災が発生している
可能性が高いと予測され、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは優先度の高いメッセージ（例えば
、ＰＡＭ）を用いて、ＭＴＣサーバ１５０に通知する（図３のステップＳ２０３：イベン
ト通知メッセージ＠デバイスＡ）。また、これ以降、優先度の高いメッセージとは、ＰＡ
Ｍや、他のＮＡＳメッセージより優先度が高いＮＡＳ／ＡＳメッセージなどを指す。また
、この優先度の高いメッセージは、(Priority) Event Notification、Alarm Signaling、
Event Alert、Emergency signaling、Event Detection Messageなどと呼ばれてもよい。
【００４９】
　なお、このＭＴＣデバイスＡ１００Ａから送信される優先度の高いメッセージであるイ
ベント通知メッセージ＠デバイスＡは、例えば、非特許文献１が定義するＰＡＭや、非特
許文献３で記述されているＴＡＵ（Tracking Area Update）　Ｒｅｑｕｅｓｔなどの位置
登録メッセージにピギーバック（重畳）した場合、又は、ＰＤＮコネクションやＥＰＳベ
アラが確立されていない状態でイベントを検知した場合は、ＰＤＮコネクションやＥＰＳ
ベアラを確立する際に用いられる、例えば、Attach RequestやService Request、非特許
文献４にて定義されるDS-MIPv6 bootstrapping based on IKEv2で使用されるＩＫＥ＿Ｓ
Ａ＿ＩＮＩＴメッセージやＩＫＥ＿ＡＵＴＨ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを用いてもよい
。また、Bearer Modification Requestメッセージを用いるものであってもよい。これに
よって、新規メッセージを導入することなく、少ない修正でＭＴＣデバイス１００からの
イベント通知を実施することができる。
【００５０】
　通信システムのエンティティ（例えば、ＭＭＥ１２０）は、ＭＴＣグループに属してい
るＭＴＣデバイスＡ１００Ａから、イベントを検知したことを知らせる優先度の高いイベ
ント通知メッセージを受信すると、ＳＧＷ１３０／ＰＧＷ１４０を通じて、ＭＴＣサーバ
１５０にイベント通知メッセージ＠デバイスＡを転送する。また、通信システムのエンテ
ィティ（例えば、ＭＭＥ１２０）は、後続する優先度の高いイベント通知メッセージ（同
一イベント（例えば、煙の発生）、若しくは、そのイベント（例えば、煙発生）を引き起
こした出来事（例えば、火災発生）によって引き起こされたイベント（例えば、炎の発生
）によるイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭ））の送信を抑制するためのメッセー
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ジ（ここでは、逆イベント通知メッセージと表記する。また、逆ＰＡＭ、混雑回避メッセ
ージ、Time Tolerant Indication、congestion indication、congestion prior indicati
on、PAM reduction indicationなどと呼ばれてもよい）を、同グループの全てのＭＴＣデ
バイス１００にブロードキャストする（図３のステップＳ２０４：逆イベント通知メッセ
ージ）。なお、通信システムのＥｎｔｉｔｙ（例えば、ＭＭＥ１２０）は、この逆通知メ
ッセージに同種の優先度の高い通知メッセージの送信停止を示すパラメータを格納しても
よい。
【００５１】
　また、この逆イベント通知メッセージは、逆イベント通知メッセージの送信元（例えば
、ＭＭＥ１２０）の判断（例えば、通信システムのオペレータによる事前設定）によって
、他のメッセージより高い優先度、若しくは一般的な優先度で送信してもよい。他のメッ
セージより高い優先度で逆イベント通知メッセージが送信される場合は、メッセージの送
信元が過負荷状態であり、一般的な優先度のメッセージの処理が放棄される場合でも、優
先度の高い逆イベント通知メッセージは送信することができる。また、優先度の高い逆イ
ベント通知メッセージではなく、一般的な優先度で逆イベント通知メッセージを送るもの
であってもよい。この場合は、特にメッセージの優先度を設定する必要がなくなる。
【００５２】
　また、ＭＭＥ１２０は、一定期間内に所定数のイベント通知メッセージを受信した、あ
るいは単に一定数のイベント通知メッセージを受信した場合に、逆イベント通知メッセー
ジを送信するものであってもよい。これにより、同一のイベント通知メッセージが今後も
増加するであろうことを予見した上で、それらの発生を抑えるための逆イベント通知メッ
セージを送信することにより、単発のイベント通知メッセージから判断する場合に比べて
、抑止メッセージ（逆イベント通知メッセージ）を効果的に発行することができ、通信リ
ソースや帯域の有効利用を図ることができる（単発のイベント通知メッセージにより判断
する場合、イベント通知メッセージを受信するたびに逆イベント通知メッセージを送信す
ることになり、通信リソースや帯域を浪費することになる）。
【００５３】
　このとき、ＭＭＥ１２０は、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡがＭＴＣグループに属している
か、また、ＭＴＣグループに属しているのであれば、どのＭＴＣグループに属しているか
を、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａに対応するサブスクリプションデータをＨＳＳ１２５から
取得してグループＩＤが登録されているかどうかで判断してもよい。若しくは、ＭＴＣデ
バイスＡ１００Ａがメッセージに格納したグループＩＤから、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ
がグループに属しているかどうか（あるいは、どのグループに属しているか）を判断して
もよい。また、ＭＭＥ１２０が既にサブスクリプションデータを保持、又は、ＨＳＳ１２
５からサブスクリプションデータを取得する以外の方法（例えば、外部サーバへの問合せ
など）により、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡがＭＴＣグループに属しているかどうかを確認
してもよい。
【００５４】
　また、ここでは逆イベント通知メッセージを送信する対象を、イベントを検知したＭＴ
ＣデバイスＡ１００Ａが属しているＭＴＣグループ配下の全てのＭＴＣデバイス（ＭＴＣ
デバイスＡ１００Ａ及びＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ）としているが、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａ
ｓｅｄ”Ｆｅａｔｕｒｅが適用されないケースにおいては、例えば、ＭＴＣデバイスＡ１
００Ａが接続しているｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０（あるいは特定のTracking Area）配
下の全てのＭＴＣデバイス１００を逆イベント通知メッセージの送信対象としてもよい。
この場合は、特定のエリアに位置するＭＴＣデバイス１００からの同じイベントによる優
先度の高いイベント通知メッセージも回避することができる。また、ＭＴＣグループとい
う概念を考慮せずに、優先度の高いイベント通知メッセージを回避できることにより、グ
ループＩＤなどを用いなくてもよいという利点がある。ここでは、グループＩＤの代わり
に、ｅＮＢ１１０のＩＤ、若しくは、ｅＮＢ１１０のアドレス（並びにデバイスのベアラ
に対応するS1-U TEID）を使用してもよい。また、ＭＭＥ１２０があらかじめ送信相手を
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確認できているのであれば、ブロードキャストではなく、マルチキャストやユニキャスト
で逆イベント通知メッセージを送信してもよい。これにより、制御範囲（通知範囲）を限
定することにより、システム全体へのインパクトを低減させることができる。なお、この
逆イベント通知メッセージは、上記ＭＭＥ１２０以外の他の通信システムにおけるエンテ
ィティ（例えば、ｅＮＢ１１０、ＰＧＷ１４０など）や、ＭＴＣサーバ１５０が送信して
もよい。
【００５５】
　逆イベント通知メッセージは、上述のように、後続する同種の優先度の高いイベント通
知メッセージ（同一イベント、若しくは、そのイベントを引き起こした出来事によって引
き起こされたイベントによるイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭ））を抑制するた
めのメッセージである。具体的には、逆イベント通知メッセージは、ＭＴＣデバイス１０
０に対してノーマルモードの動作を要請するメッセージであり、逆イベント通知メッセー
ジを受信したＭＴＣデバイス１００は、高優先度モードで動作している場合はノーマルモ
ードへモード遷移し、ノーマルモードで動作している場合は、そのままノーマルモードを
維持する。
【００５６】
　また、優先度の高いイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭなど）を回避する以外で
の逆イベント通知メッセージの使い方がある。例えば、通信システムのエンティティとＭ
ＴＣデバイス１００が、複数の優先度レベルを認識することができ、ＭＴＣデバイス１０
０が優先度の異なる複数のセンシングデータを送信したい場合、逆イベント通知メッセー
ジを受信したＭＴＣデバイス１００は、例えば、逆イベント通知メッセージに格納されて
いるネットワーク側が示す許容優先度レベルや、ＭＴＣデバイス１００にあらかじめ組み
込まれているコンテキスト（例えば、混雑度レベル３のときは優先度レベル３以上のメッ
セージのみ送信許容）やアプリケーションデータを用いて、送信可能なセンシングデータ
を選択／決定してもよい。このとき、例えば逆イベント通知メッセージを受信することで
、ＭＴＣデバイス１００は送信するセンシングデータの優先度の判別を行わないモード（
例えば、ノーマルモード）から、優先度を考慮して送信するセンシングデータを選択／決
定できるモード（例えば、高優先度モード）に切り替えてもよい。
【００５７】
　また、少なくともＭＴＣデバイス１００が複数の優先度レベルを認識することができる
場合、ネットワーク側の装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＭＭＥ１２０）によって送
信された優先度レベルの変更を示しているメッセージなどによって、ＭＴＣデバイス１０
０は例えば、送信するメッセージの優先度レベルを変更するなどの処理をしてもよい。こ
れにより、ネットワークが混雑していてパケットロスが発生しているような状況において
、ＭＴＣデバイス１００自身が送信するメッセージの優先度レベルを考慮し、送信するメ
ッセージを選択することで、更なる混雑状態を作ることを回避できる。
【００５８】
　逆イベント通知メッセージを受信したＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、逆イベント通知メ
ッセージに従って、図７のように高優先度モードからノーマルモードにモード遷移を行う
（ステップＳ２０５：モード切替）。そして、その後は、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、
ノーマルモードでセンシングデータの送信を行う（図３のステップＳ２１０：取得データ
送信）。なお、図３のステップＳ２１０の取得データ送信は、ステップＳ２０５のモード
切替後の任意のタイミングに行われる。また、ここでは、最初にイベント通知メッセージ
を送信したＭＴＣデバイスＡ１００Ａが、逆イベント通知メッセージの受信によって、高
優先度モードからノーマルモードへモード遷移を行っているが、高優先度モードによるイ
ベント通知メッセージの送信を行った直後に自らノーマルモードへモード遷移してもよく
、あるいは、イベント通知メッセージを送信したＭＴＣデバイスＡ１００Ａに関しては、
そのまま高優先度モードによる通知を継続して行えるようにしてもよい。
【００５９】
　また、逆イベント通知メッセージを受信したＭＴＣデバイスＢ１００Ｂは、自らイベン
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トを検知した際に高い優先度のイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭなど）を用いて
ＭＴＣサーバ１５０にイベントを検知したことを通知するＭＴＣデバイス（例えば、他の
煙センサや炎センサなど）であっても、逆イベント通知メッセージの受信に応じて図７の
ように高優先度モードからノーマルモードにモード遷移する（図３のステップＳ２０７：
モード切替）。そして、その後、イベントを検知したとしても（図３のステップＳ２０８
：イベント検知）、高い優先度のイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭなど）の送信
を行わず（図３のステップＳ２０７：モード切替）、ノーマルモードでセンシングデータ
の送信を行う（図３のステップＳ２０９：取得データ送信）。なお、ＭＴＣデバイスＢ１
００Ｂが、通常時からノーマルモードでセンシングデータをＭＴＣサーバ１５０に送信し
ている人感センサのようなＭＴＣデバイスの場合には、送信モードをノーマルモードのま
まに維持する。また、ステップＳ２０７の高優先度モードからノーマルモードにモード遷
移後にイベントを検知した際、高優先度ではなく一般的な優先度でイベント通知メッセー
ジを通知し、その後にセンシングデータを送信してもよい。
【００６０】
　なお、上述のように、イベントを検知した際に高い優先度のイベント通知メッセージを
用いてイベントを検知したことをＭＴＣサーバ１５０に通知していたＭＴＣデバイス１０
０（例えば、煙センサや炎センサ）は、逆イベント通知メッセージの受信によってノーマ
ルモードへモード遷移するが、例えば、一定時間後（例えば、逆イベント通知メッセージ
でライフタイム値を通知など）、又は、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０から送信され
るメッセージ（例えば、ＮＡＳメッセージなど）を受信することで、ノーマルモードから
高優先度モードに戻すようにしてもよい。これにより、１つのイベントが終了した後は、
従来と変わらない動作に戻すことができる（図３には不図示）。
【００６１】
＜第２の実施の形態＞
　第１の実施の形態の解決手法によれば、本発明が目的としている冗長なイベント通知メ
ッセージの送信を抑制することは実現できているが、優先度の高い必要なイベント通知メ
ッセージの送信さえも抑制してしまう場合がある。例えば、煙センサが煙の発生を検出し
た場合、逆イベント通知メッセージによってすべてのＭＴＣデバイス１００（例えば、炎
センサなど）がノーマルモードへ遷移してしまう。その結果、煙の発生後、さらに炎セン
サが炎を検知した場合であっても、炎センサは、高い優先度のイベント通知メッセージ（
例えば、ＰＡＭなど）を送信することはできない。
【００６２】
　また、例えば、上記した複数のマンション群のセキュリティを監視している環境におい
て、通常（災害が発生していないとき）人感センサは緊急性が要求されていないため、検
知したイベント／取得したデータをノーマルモードでＭＴＣサーバ１５０に定期的あるい
は所定のタイミングで送信する。しかしながら、煙センサが煙を検知した環境においては
、火災が発生している可能性が高いため、人の有無に関する情報は重要度が高くなる。そ
のため、人感センサが検知した人の有無に関する情報は、一般的な優先度（ノーマルモー
ド）ではなく、高い優先度でイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭなど）を用いて通
知しないといけない。このように、通常はノーマルモードで人の有無に関する情報を送信
していたＭＴＣデバイス１００（人感センサ）が、同じＭＴＣグループに属しているＭＴ
Ｃデバイス１００、若しくは周辺のＭＴＣデバイス１００が検知したイベントにより、高
い優先度のイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭなど）でイベントの検知（人の有無
に関する情報）を通知できるようにしたいという要望がある。
【００６３】
　また、煙センサが煙を検知し、火災が発生している可能性が高い環境では、人は一斉に
走って逃げることが想定される。このとき、人感センサが、例えば一定の人の歩行速度と
密度を超えたとき、優先度の高いイベント通知メッセージを通知するように設定されてい
る場合も考えられる。また、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユ
ーザ１６０などの要求によって、ＭＴＣデバイス１００間で通信が可能である環境におい
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て、周辺のＭＴＣデバイス１００から一定の値以上のメッセージを受信した場合（例えば
、アドホックネットワークのような環境において、一定時間内に一定値以上のパケットを
転送した場合など）、優先度の高いイベント通知メッセージを通知するように設定されて
いる場合も考えられる。
【００６４】
　なお、ＭＴＣデバイス１００が、イベントを検知した際に、イベント通知メッセージの
みを通知する、又は、取得したデータのみ送信する、若しくは、イベント通知メッセージ
と取得したデータを送信するメッセージの両方のメッセージを送信するかは、例えばＭＴ
Ｃデバイス１００自身、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ
１６０などによって決まるものとする。
【００６５】
　第１の実施の形態における解決法（通信システムのエンティティ、若しくは、ＭＴＣサ
ーバ１５０が、イベントを検知したＭＴＣデバイス１００から送信される優先度の高いイ
ベント通知メッセージ受信後、対象となるＭＴＣグループに属する複数のＭＴＣデバイス
１００が送信する可能性のある優先度の高いイベント通知メッセージを抑制することを目
的としたメッセージを送信する方法）では、全てのデバイスに一律に送信停止を指示して
いたため、上述のようなケースにおいて、必要なイベント通知メッセージ（例えば、煙セ
ンサがＰＡＭを送信した後の、炎センサ又は人感センサからのＰＡＭなど）を受信するこ
とができなくなってしまう。したがって、第１の実施の形態の改良系を第２の実施の形態
で示す。
【００６６】
　以下、本発明の第２の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図４を用いて
詳しく説明する。図４は、本発明の第２の実施の形態におけるシステム動作の一例（複数
のＭＴＣデバイス１００から送信される同一イベント、又は、そのイベントを引き起こし
た出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント通知メッセージの
送信抑制方法）を説明するためのシーケンス図である。なお、図４には、図１に図示した
システム構成における処理シーケンスの一例を図示する。
【００６７】
　ここで、本実施の形態の説明を容易化するために、ＭＴＣデバイス１００は以下のよう
な特徴を持っていることを前提とする。
【００６８】
　ＭＴＣデバイス１００は、非特許文献１で定義されている“Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
ｌｅｄ”と、“ＰＡＭ”と、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａｓｅｄ”と、“Ｌｏｗ　ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ”とを有しているとする。ＭＴＣデバイス１００は、他の複数のＭＴＣデバイス１００
と共に１つのＭＴＣグループとして管理されていることとする。また、ＭＴＣグループ内
のＭＴＣデバイス１００は、“煙センサ”、“炎センサ”、“人感センサ”で構成されて
いるものとする。“煙センサ”はイベント（煙）を検知すると、火災が発生している可能
性が高いと判断し、高い優先度（高優先度モード）でメッセージを送信する。“炎センサ
”はイベント（炎）を検知すると、火災が発生している可能性が高いと判断し、“煙セン
サ”と同様に、高い優先度（高優先度モード）でメッセージを送信する。一方、“人感セ
ンサ”がイベント（人の有無）を検知すると、ノーマルモードでセンシングデータを送信
する。
【００６９】
　図４では、ＭＴＣグループ内のＭＴＣデバイス１００を識別するために、ＭＴＣデバイ
スＡ１００ＡとＭＴＣデバイスＢ１００Ｂとが図示されている。なお、ここでは、ＭＴＣ
デバイスＡ１００Ａを、最初にイベントを検知するＭＴＣデバイス（“煙センサ”）と仮
定し、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂを、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａと同一のＭＴＣグループ
に属する他のＭＴＣデバイス（“煙センサ”、“炎センサ”、“人感センサ”）と仮定す
る。
【００７０】
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　以下、図４に図示されているシーケンスについて説明する。ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ
（煙センサ）は、ＭＴＣサーバ１５０と通信を行うためのＰＤＮコネクションを、従来手
法（例えば、非特許文献３で示されるAttach procedure）に基づいてＰＧＷ１４０と確立
する（図４のステップＳ３０１：ＰＤＮコネクション確立済み）。また、ＭＴＣデバイス
Ｂ１００Ｂも同様に、従来手法（例えば、非特許文献３で示されるAttach procedure）に
基づいて、ＰＧＷ１４０とＰＤＮコネクションを確立する（図４のステップＳ３０８：Ｐ
ＤＮコネクション確立済み）。
【００７１】
　ここで、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが、例えば、火災発生などにより、イベント（煙）
を検知したとする（図４のステップＳ３０２：イベント検知）。イベントを検知したＭＴ
ＣデバイスＡ１００Ａは、イベントを検知したことをＭＴＣサーバ１５０に通知するため
に、検知したイベント情報など（例えば、煙発生フラグ、デバイス種ＩＤなど）を格納し
たイベント通知メッセージを作成し、ＭＴＣサーバ１５０にイベント通知メッセージ（こ
こでは、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡと表記）を送信する（図
４のステップＳ３０３：イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡ）。なお
、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ（煙センサ）が煙を検知した場合は、火災が発生している可
能性が高いと予測され、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは優先度の高いメッセージを用いて、
ＭＴＣサーバ１５０に通知する。また、このとき、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、イベン
ト通知メッセージにセンシングデータ（煙濃度）を格納してもよい。
【００７２】
　図５Ａは、図４のステップＳ３０３において、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが通信システ
ムを通じて、ＭＴＣサーバ１５０に送信するメッセージの一例として、イベント通知メッ
セージ（イベント情報）＠デバイスＡのフォーマット例を示す図である。
【００７３】
　ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、例えば、従来のＮＡＳメッセージフィールドに、少なく
ともイベントフラグフィールドを追加する。イベントフラグフィールドは、ＭＴＣデバイ
スＡ１００Ａがイベントを検知したこと（例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが煙センサ
の場合は、煙発生フラグ）を示すためのフィールドである。なお、検出したイベントの種
別を併記してもよい。さらには、センシングデータフィールド、デバイス種ＩＤフィール
ドを追加してもよい。また、センシングデータフィールドは、例えばイベントを検知した
際に、ＭＴＣサーバ１５０に早期に（すなわちイベント通知とともに）送信しておきたい
データ（例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが煙センサの場合、煙濃度など）を格納する
ためのフィールドである。また、デバイス種ＩＤフィールドは、イベントを検知したＭＴ
ＣデバイスＡ１００Ａの種類を識別するための情報を格納するためのフィールドである。
例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが煙センサの場合は、“煙センサ”であることが識別
可能な情報が格納される（例えば、IMEIのデバイス種別を示すビット列から判断する、な
ど）。なお、これら従来のＮＡＳメッセージに加えたイベントフラグフィールド、センシ
ングデータフィールド、デバイス種ＩＤフィールドは、ＮＡＳメッセージフィールドに埋
め込まれるものであってもよい。また、従来のＮＡＳメッセージ以外のメッセージ（例え
ば、ＭＴＣ用の）を用いてもよい。
【００７４】
　なお、本実施の形態は、Ｃプレーンでイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバ
イスＡが送信されると仮定しているが、Ｕプレーンで送信される場合には、従来のＵプレ
ーンで送信されるメッセージの任意のフィールドでもよい。また、ＭＴＣデバイスＡ１０
０Ａ、若しくはＭＴＣサーバ１５０／ＭＴＣユーザ１６０が、イベントフラグフィールド
の情報を用いなくても、ＭＴＣデバイス１００がイベントを検知したことを確認できる、
例えば、“Ｔｉｍｅ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ”が適用されたＭＴＣデバイス１００が、割
り当てられた時間外にアクセスしてきた場合に、ＭＴＣデバイス１００が高優先度モード
で通知すべきイベントを検出したものとＭＭＥ１２０が判断できる場合は、イベントフラ
グフィールドを省略してもよい。また、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡがＭＴＣサーバ１５０
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に早期に（すなわちイベント通知とともに）送信しておきたいセンシングデータがない場
合は、センシングデータフィールドを省略してもよい。また、デバイス種ＩＤフィールド
も同様に、従来のＮＡＳメッセージフィールドに格納されているデバイスＩＤから、その
デバイスの種類を導出することができるのであれば、省略してもよい。また、デバイス種
ＩＤフィールドに情報が格納されていることで、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａがイベントを
検知したということを確認できる（例えば、煙センサを示すデバイス種ＩＤが格納される
場合、同時に煙検知イベントが通知されたものとする）のであれば、イベントフラグフィ
ールドも同様に省略してもよい。
【００７５】
　なお、このＭＴＣデバイスＡ１００Ａから送信される優先度の高いメッセージであるイ
ベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡは、例えば、非特許文献１が定義す
るＰＡＭや、非特許文献３で記述されているＴＡＵ（Tracking Area Update）リクエスト
などの位置登録メッセージにピギーバック（重畳）した場合、又は、ＰＤＮコネクション
やＥＰＳベアラが確立されていない状態でイベントを検知した場合は、ＰＤＮコネクショ
ンやＥＰＳベアラを確立する際に用いられる、例えば、Attach RequestやService Reques
t、非特許文献４にて定義されるDS-MIPv6 bootstrapping based on IKEv2で使用されるＩ
ＫＥ＿ＳＡ＿ＩＮＩＴメッセージやＩＫＥ＿ＡＵＴＨ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを改良
して用いてもよい。また、Bearer Modification Requestメッセージを用いるものであっ
てもよい。これによって、新規メッセージを導入することなく、少ない修正でＭＴＣデバ
イス１００からのイベント通知を実施することができる。
【００７６】
　通信システムのエンティティ（例えば、ＭＭＥ１２０）は、イベント通知メッセージ（
イベント情報）＠デバイスＡを受信すると、受信したメッセージから、必要な情報（例え
ば、イベントフラグ、センシングデータ、デバイス種ＩＤ）を抽出し、例えば、従来のUp
date Bearer Requestメッセージなどに格納し、ＳＧＷ１３０／ＰＧＷ１４０を通じて、
ＭＴＣサーバ１５０にイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡを転送する
。このとき、ＭＭＥ１２０は、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡか
らイベント情報（イベントフラグ／デバイス種ＩＤ）を抽出して、逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）（逆ＰＡＭ、混雑回避メッセージ、Time Tolerant Indication、co
ngestion indication、congestion prior indication、PAM reduction indicationなどと
呼ばれてもよい）に格納し、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが属しているＭＴＣグループ内の
全てのＭＴＣデバイス１００に送信する（図４のステップＳ３０４：逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報））。
【００７７】
　また、この逆イベント通知メッセージは、逆イベント通知メッセージの送信元（例えば
、ＭＭＥ１２０）の判断（例えば、通信システムのオペレータによる事前設定）によって
、他のメッセージより高い優先度、若しくは一般的な優先度で送信してもよい。他のメッ
セージより高い優先度で逆イベント通知メッセージが送信される場合は、メッセージの送
信元が過負荷状態であり、一般的な優先度のメッセージの処理が放棄される場合でも、優
先度の高い逆イベント通知メッセージは送信することができる。また、優先度の高い逆イ
ベント通知メッセージではなく、一般的な優先度で逆イベント通知メッセージを送るもの
であってもよい。この場合は、特にメッセージの優先度を設定する必要がなくなる。
【００７８】
　また、ＭＭＥ１２０は、一定期間内に所定数のイベント通知メッセージを受信した、あ
るいは単に一定数のイベント通知メッセージを受信した場合に、逆イベント通知メッセー
ジを送信するものであってもよい。これにより、同一のイベント通知メッセージが今後も
増加するであろうことを予見した上で、それらの発生を抑えるための逆イベント通知メッ
セージを送信することにより、単発のイベント通知メッセージから判断する場合に比べて
、抑止メッセージ（逆イベント通知メッセージ）を効果的に発行することができ、通信リ
ソースや帯域の有効利用を図ることができる（単発のイベント通知メッセージにより判断
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する場合、イベント通知メッセージを受信するたびに逆イベント通知メッセージを送信す
ることになり、通信リソースや帯域を浪費することになる）。
【００７９】
　このとき、ＭＭＥ１２０は、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡがＭＴＣグループに属している
か、また、ＭＴＣグループに属しているのであれば、どのＭＴＣグループに属しているか
を確認するために、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａに対応するサブスクリプションデータをＨ
ＳＳ１２５から取得してグループＩＤが登録されているかどうかで判断してもよい。若し
くは、ステップＳ３０３のイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格納
されているグループＩＤなどから判断してもよい（図５Ａ不図示）。また、ＭＭＥ１２０
が既にサブスクリプションデータを保持、又は、ＨＳＳ１２５からサブスクリプションデ
ータを取得する以外の方法（例えば、外部サーバなど）を用いて、ＭＴＣデバイスＡ１０
０ＡがＭＴＣグループに属しているかどうかを確認できるのであれば、ＨＳＳ１２５に問
い合わせる必要はない。
【００８０】
　また、ここでは逆イベント通知メッセージを送信する対象を、イベントを検知したＭＴ
ＣデバイスＡ１００Ａが属しているＭＴＣグループ配下の全てのＭＴＣデバイス（ＭＴＣ
デバイスＡ１００Ａ及びＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ）としているが、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａ
ｓｅｄ”を搭載していないケースにおいては、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが接続している
ｅＮＢ１１０配下の全てのＭＴＣデバイス１００を逆イベント通知メッセージの送信対象
としてもよい。この場合、特定のエリアに位置するＭＴＣデバイス１００からの同じイベ
ントによる優先度の高いイベント通知メッセージを抑制することができる。また、ＭＴＣ
グループという概念を考慮せずに、優先度の高いイベント通知メッセージを抑制できるこ
とにより、グループＩＤなどを用いなくてもよいという利点がある。ここでは、グループ
ＩＤの代わりに、ｅＮＢ　ＩＤやｅＮＢアドレス（並びにＭＴＣデバイス１００のＥＰＳ
ベアラに対応するS1-U TEID）を使用してもよい。また、ＭＭＥ１２０があらかじめ送信
相手を確認できているのであれば、ブロードキャストではなく、マルチキャストやユニキ
ャストで逆イベント通知メッセージを送信してもよい。これにより、制御範囲（通知範囲
）を限定することにより、システム全体へのインパクトを低減させることができる。
【００８１】
　また、ＭＭＥ１２０は、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）をＭＴＣグループ
の全てのＭＴＣデバイス１００に送信する際、例えば、逆イベント通知メッセージ（イベ
ント情報）の送信先であるＭＴＣグループのグループＩＤ、デバイス種ＩＤと一緒に逆イ
ベント通知メッセージ（イベント情報）を送信したことを、逆イベント通知メッセージ（
イベント情報）送信済み情報として記憶する。この記憶した逆イベント通知メッセージ（
イベント情報）送信済み情報は、同じＭＴＣグループ内の同じデバイス種のＭＴＣデバイ
ス１００から同一イベント、又は、そのイベントを引き起こした出来事によって引き起こ
されたイベントによるイベント通知メッセージ（イベント情報）を受信した際に、再度同
じ逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信しないように、ＭＴＣデバイス１０
０が判断するパラメータとして使用される。なお、イベント通知メッセージ（イベント情
報）を受信した際、同じＭＴＣグループの同じＭＴＣデバイス種からのイベント通知メッ
セージ（イベント情報）であると判断できる場合は、再度、逆イベント通知メッセージ（
イベント情報）を送信することが望ましいが、この場合は、必ずしも逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）送信済み情報を記憶する必要はない。また、ＭＭＥ１２０は、上
記したようにＭＴＣデバイス１００の種類を確認できるものとする（例えば、ＭＴＣデバ
イスのデバイスＩＤからＭＴＣデバイス１００の種類を確認することができる（例えば、
デバイスＩＤのうちデバイス種別を示す一部のビット列（例えば、上位あるいは下位数ビ
ット）、又は、外部サーバにデバイスＩＤを通知するとデバイス種ＩＤを取得できるなど
）、又は、図５Ａに図示されているようにイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デ
バイスＡにデバイス種ＩＤも格納されていることとする）。
【００８２】
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　また、ＭＴＣデバイス１００が複数のイベントグループ情報を保持している場合、ＭＭ
Ｅ１２０は、イベントグループ情報ラベル（複数のイベントグループ情報のうちのどのイ
ベントグループ情報を使用するかを示すためにイベントグループ情報と関連付けられてい
る情報）を逆イベント通知メッセージ（イベント情報）に格納して送信を行う。ＭＭＥ１
２０が、どのイベントグループ情報を使用するかを判断する方法は、例えば、サブスクリ
プションデータに登録されている情報（例えば、イベント情報とイベントグループ情報が
対になっている情報など）を用いてもよいし、ＭＴＣサーバ１５０／ＭＴＣユーザ１６０
が、あらかじめ設定しているＭＴＣサービスの仕様や登録情報、また設定情報などに基づ
いて決定してもよい。また、ＭＭＥ１２０による上記の判断（どのイベントグループ情報
を使用するか）は、ＭＴＣデバイス１００が送信するイベント通知メッセージ（イベント
情報）で、複数のイベントグループ情報を保持していることを通知したうえで、実施され
てもよい。
【００８３】
　ここで、図５Ｂを参照しながら、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）について
説明する。図５Ｂは、図４のステップＳ３０４において、ＭＭＥ１２０が、ＭＴＣデバイ
スＡ１００Ａが属するＭＴＣグループの全てのＭＴＣデバイス１００（ＭＴＣデバイスＢ
１００Ｂを含む）にブロードキャストするメッセージの一例として、逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）のフォーマット例を示す図である。
【００８４】
　ＭＭＥ１２０は、従来のＮＡＳ返信メッセージフィールドに、イベントフラグフィール
ド、デバイス種ＩＤフィールド、イベントグループ情報ラベルフィールドを追加したメッ
セージを送信する。イベントフラグフィールドは、ＭＴＣデバイス１００がイベントを検
知したことを示すためのフィールドである。なお、イベントフラグフィールドは、このメ
ッセージが逆イベント通知メッセージであることを識別するためのフィールドとしても用
いられる。また、デバイス種ＩＤフィールドは、イベントを検知したＭＴＣデバイス１０
０の種類の情報（例えば、煙センサ）を格納するためのフィールドである。デバイス種Ｉ
Ｄフィールドには、例えば、この逆イベント通知メッセージを送信するきっかけとなった
イベント通知メッセージの送信元のＭＴＣデバイス１００の種類を識別するための情報が
格納される。なお、このデバイス種ＩＤフィールドに格納される情報は、後述するイベン
トグループ情報（図６参照）内に登録されている情報と対応付けられている必要があり、
また、イベントグループ情報内に登録されている情報との対応が明確に判別できるのであ
れば、デバイス種ＩＤ以外の情報（例えば、イベントのＩＤなど）を用いてもよい。また
、イベントグループ情報ラベルフィールドは、例えば、ＭＴＣデバイス１００が複数のイ
ベントグループ情報を保持している際に使用されるフィールドである。このイベントグル
ープ情報ラベルフィールドには、ＭＴＣデバイス１００がどのイベントグループ情報を使
用するかを決定するために、ＭＭＥ１２０によってイベントグループ情報ラベル（例えば
、火災、地震、強盗、建物崩壊、土砂崩れなど）が格納される。
【００８５】
　なお、本実施の形態は、Ｃプレーンで逆イベント通知メッセージ（イベント情報）が送
信されると仮定しているが、Ｕプレーンで送信される場合には、従来のＵプレーンで送信
されるメッセージの任意のフィールドでもよい。また、ＭＴＣデバイス１００が、ＭＭＥ
１２０からの逆イベント通知メッセージ（イベント情報）に格納されるイベントフラグフ
ィールドの情報を用いなくても、同じＭＴＣグループ、若しくは、周辺のＭＴＣデバイス
１００が、イベントを検知したことを確認できるのであれば（例えば、“Ｔｉｍｅ　ｃｏ
ｎｔｒｏｌｌｅｄ”で割り当てられた時間外のメッセージ受信から確認可能）、イベント
フラグフィールドを省略してもよい。また、ＭＭＥ１２０が、ＭＴＣデバイス１００が１
つのイベントグループ情報しか保持していないことを確認済みの場合や、イベントグルー
プ情報を用いたモード遷移の詳細な管理を行わないような場合には、イベントグループ情
報を識別する必要がないので、イベントグループ情報ラベルフィールドを省略してもよい
。例えば、ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０）から送信される逆イベント通知メ
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ッセージに、イベントグループ情報ラベルを格納せずにデバイス種ＩＤのみを格納するこ
とで、最初にイベント通知メッセージを送信したＭＴＣデバイス１００と同種のＭＴＣデ
バイス１００からのイベント通知メッセージのみを抑制することができる。
【００８６】
　なお、これら従来のＮＡＳメッセージに加えたイベントフラグフィールド、デバイス種
ＩＤフィールド、イベントグループ情報ラベルフィールドは、ＮＡＳ返信メッセージフィ
ールドに埋め込まれるものであってもよい。
【００８７】
　なお、このＭＭＥ１２０から送信される逆イベント通知メッセージ（イベント情報）は
、例えば、非特許文献３や非特許文献５で記述されているＰａｇｉｎｇメッセージやBear
er Modification Requestメッセージ、非特許文献１が定義するＰＡＭ、非特許文献３で
記述されているＴＡＵ　Ａｃｃｅｐｔメッセージ、又は、非特許文献４が定義するDS-MIP
v6 bootstrapping based on IKEv2で使用されるＩＫＥ＿ＳＡ＿ＩＮＩＴメッセージやＩ
ＫＥ＿ＡＵＴＨ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを拡張して用いてもよい。
【００８８】
　なお、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格納されているイベン
ト情報を参照し、その参照したイベント情報を逆イベント通知メッセージ（イベント情報
）に格納してブロードキャストするエンティティは、ＭＭＥ１２０ではなく、ＰＧＷ１４
０やＭＴＣサーバ１５０であってもよい。また、イベント通知メッセージ（イベント情報
）＠デバイスＡに格納されているデバイス種ＩＤと、逆イベント通知メッセージ（イベン
ト情報）に格納されているデバイス種ＩＤは、関連性が保証されているのであれば、必ず
しも一致しなくてもよい。しかし、この場合も、逆イベント通知メッセージ（イベント情
報）に格納されている情報と、イベントグループ情報に登録されている情報（例えば、デ
バイス種ＩＤ）とは、関連性が保証されている必要がある。なお、デバイス種ＩＤではな
く、イベント情報や従来のＮＡＳメッセージに含まれているＭＴＣデバイス１００を識別
する、例えば、ＩＰアドレスや、デバイスＩＤを基に、逆イベント通知メッセージ（イベ
ント情報）に格納するデバイス種ＩＤを確認できるのであれば、イベント通知メッセージ
（イベント情報）＠デバイスＡに格納されているデバイス種ＩＤを使用する必要はない。
【００８９】
　逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信したＭＴＣグループ内のＭＴＣデバ
イス１００（図４中のＭＴＣデバイスＢ１００Ｂに相当）は、逆イベント通知メッセージ
（イベント情報）に格納されているデバイス種ＩＤを抽出し、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ
自身のデバイスＩＤ／デバイス種ＩＤと一致しているかどうかを確認する（図４のステッ
プＳ３０９：自種ＩＤと一致しているかを確認）。この確認によって、逆イベント通知メ
ッセージ（イベント情報）から抽出されたデバイス種ＩＤと、自身のデバイスＩＤ／デバ
イス種ＩＤとが一致している場合には、ＭＴＣデバイス１００は、ノーマルモードに遷移
する（元々ノーマルモードだった場合はそのまま維持）。なお、逆イベント通知メッセー
ジ（イベント情報）から抽出されたデバイス種ＩＤは、その逆イベント通知メッセージを
送信するきっかけとなったイベント通知メッセージ（イベント）の送信元のＭＴＣデバイ
ス１００（ここでは、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ）の種類を表している。すなわち、ＭＴ
ＣデバイスＢ１００Ｂは、自デバイスと同種類のＭＴＣデバイス１００からイベント通知
メッセージが送信されたかどうかを判断し、自デバイスと同種類のＭＴＣデバイス１００
からイベント通知メッセージが既に送信されたことが確認できた場合には、高優先度モー
ドによるイベント通知メッセージの送信を行わないよう、ノーマルモードで動作を行う。
【００９０】
　また、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂは、受信した逆イベント通知メッセージ（イベント情
報）に含まれているデバイス種ＩＤに基づいて、高優先度モードへのモード切替を行うべ
きかどうかを判断し、高優先度モードへのモード切替を行う必要が確認された場合には、
高優先度モードへモード切替（あるいは、元々高優先度モードで動作しているのであれば
そのまま高優先度モードを維持）を行う（図４のステップＳ３１０:高優先度モードへの
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切替を行うかどうかを判断（モード切り換え））。ここで、高優先度モードへモード切替
を行うべきかどうかの判断は、例えば、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から
抽出したデバイス種ＩＤが、そのＭＴＣデバイスＢ１００Ｂが保持しているイベントグル
ープ情報（図６）に記載されているかどうかで判断する。なお、ＭＴＣデバイスＢ１００
Ｂが複数のイベントグループ情報を保持している場合は、逆イベント通知メッセージ（イ
ベント情報）に格納されているイベントグループ情報ラベルを抽出し、抽出されたイベン
トグループラベル情報に対応するイベントグループ情報を使用して判断する。
【００９１】
　図６は、ＭＴＣデバイス１００が、受信した逆イベント通知メッセージ（イベント情報
）に含まれているデバイス種ＩＤ／イベントグループ情報ラベルに基づいて、モード切替
を行うべきかどうかを判断するために用いられるイベントグループ情報の一例を示す図で
ある。このイベントグループ情報には、複数のデバイス種ＩＤ（対応関係が分かるのであ
れば、デバイス種ＩＤと一致する必要はない）が登録されており、このデバイス種ＩＤは
静的／動的に設定される。逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信したＭＴＣ
デバイスＢ１００Ｂは、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から抽出されたデバ
イス種ＩＤが、イベントグループ情報に登録されているかどうかを確認する。
【００９２】
　図６には、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（人感センサ）が保持しているイベントグループ
情報の一例が図示されている。図６では、イベントグループ情報に煙センサＩＤと炎セン
サＩＤとが記載されており、このイベントグループ情報を保持しているＭＴＣデバイスＢ
１００Ｂ（人感センサ）は、煙センサＩＤ又は炎センサＩＤが含まれている逆イベント通
知メッセージ（イベント情報）を受信すると、高優先度モードへモード切替を行って（あ
るいは、そのまま高優先度モードを維持して）動作を行う。すなわち、イベントグループ
情報には、特定の逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信した場合、高優先度
モードに遷移あるいは維持するよう規定する情報が登録されている。
【００９３】
　イベントグループ情報にどの種類のデバイス種ＩＤを登録するかは、例えば、イベント
発生時の好適な動作に基づいて考慮されることが好ましい。一例として、例えば、火災が
発生したときには、煙センサからネットワーク側へ優先度の高いイベント通知メッセージ
（イベント情報）が送信され、その逆イベント通知メッセージ（イベント情報）がＭＴＣ
グループ内にブロードキャストされた場合であっても、炎を検知するために炎センサは高
優先度モードのまま動作させておき、また、人が残っていないかどうかを迅速に把握する
ために人感センサを高優先度モードにモード遷移させることが最適な動作であるとする。
この場合には、例えば、炎センサが保持するイベントグループ情報に煙センサＩＤと人感
センサＩＤ、煙センサが保持するイベントグループ情報に炎センサＩＤと人感センサＩＤ
、人感センサが保持するイベントグループ情報に煙センサＩＤと炎センサＩＤをそれぞれ
登録しておくことで、最適な動作を実現することが可能となる。なお、イベントグループ
情報に登録するデバイス種ＩＤ及び各ＭＴＣデバイス１００の動作については、後で詳細
に説明する。
【００９４】
　なお、ステップＳ３０９及びステップＳ３１０の確認処理は、各ＭＴＣデバイス１００
にイベントグループ情報をどのように持たせるか（各ＭＴＣデバイス１００個別にイベン
トグループ情報を持たせるのか、あるいは、複数のＭＴＣデバイス１００に同じイベント
グループ情報を持たせるのか）や、イベントグループ情報内に含まれる情報をどのように
構成しておくか（イベントグループ情報を持つＭＴＣデバイス１００の自種ＩＤをイベン
トグループ情報に含ませておくかどうか）などによって、様々な方法を採用することが可
能である。しかしながら、本発明の基本的な考え方は、ステップＳ３０９及びステップＳ
３１０の確認処理の方法を限定するものではない。本発明では、逆イベント通知メッセー
ジを受信したＭＴＣデバイス１００が、自デバイスと同種類のデバイスから既にイベント
通知メッセージの送信が行われたかどうかを確認でき、さらに、自デバイスと異なる種類



(27) JP WO2011/129098 A1 2011.10.20

10

20

30

40

50

のデバイスからイベント通知メッセージの送信が行われている場合には高優先度モードへ
遷移（あるいは、現在のモードをそのまま維持）すべきかどうかを判断できるようにする
ことが重要である。
【００９５】
　また、図６には、上述のように、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（人感センサ）が保持する
イベントグループ情報が図示されているが、このイベントグループ情報に、人感センサ自
体のＩＤ（人感センサＩＤ）が含まれていてもよい。ここで一例として挙げているステッ
プＳ３０９及びステップＳ３１０の確認処理によれば、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（人感
センサ）は、自身が保持しているイベントグループ情報に自デバイス種ＩＤ（人感センサ
ＩＤ）が含まれているかどうかを確認することはないが、逆イベント通知メッセージ（イ
ベント情報）を受信した場合でも例外的に高優先度モードで動作を行うＭＴＣデバイス１
００のデバイス種ＩＤの一覧を、イベントグループ情報として登録することで、共通のイ
ベントグループ情報を作成することも可能である。具体的には、火災発生時に、煙センサ
、炎センサ、人感センサを高優先度モードで動作させたいと考えた場合には、イベントグ
ループラベルの情報「火災」が付けられており、煙センサ、炎センサ、人感センサが登録
されたイベントグループ情報を、煙センサ、炎センサ、人感センサに共通して持たせてお
くことも可能である。さらに、ステップＳ３０９及びステップＳ３１０の確認処理を上述
したものとは異なる動作とすることで、すべてのＭＴＣデバイス１００が共通のイベント
グループ情報を持たせた場合であっても、本発明に係る詳細なモード遷移の管理を実現で
きる方法も存在する。
【００９６】
　また、ＭＴＣグループのＭＴＣデバイス１００は、逆イベント通知メッセージ（イベン
ト情報）を受信した際、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）に格納されているデ
バイス種ＩＤ（例えば、煙センサ）を記憶する（図４のステップＳ３１１：イベント情報
の記憶）。この記憶したイベント情報は、ＭＴＣデバイス１００が再度ＭＭＥ１２０から
別の逆イベント通知メッセージ（イベント情報（例えば、人感センサＩＤ））を受信した
際に、優先度の高いイベント通知メッセージを送信しない（高優先度モードに切り替わら
ない）と判断するパラメータとして使用される。例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ（煙
センサ）が、イベントを検知して、優先度の高いイベント通知メッセージ（イベント情報
）を送信した後、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａと同じＭＴＣグループに属しているＭＴＣデ
バイス１００は、デバイス種ＩＤが“煙センサ”の逆イベント通知メッセージ（イベント
情報）を受信する。このとき、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａと同じデバイス種のＭＴＣデバ
イスＢ１００Ｂ（煙センサ）は、高優先度モードからノーマルモードにモード遷移すると
ともに、デバイス種ＩＤが“煙センサ”の逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を
受信したことを記憶する。その後、同じＭＴＣグループのＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（人
感センサ）がイベントを検知して、優先度の高いメッセージ（イベント情報）を送信した
場合には、ＭＴＣグループ内のＭＴＣデバイス１００は、デバイス種ＩＤが“人感センサ
”の逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を、デバイス種ＩＤが“煙センサ”の逆
イベント通知メッセージ（イベント情報）に続いて受信する。このとき、ＭＴＣデバイス
Ａ１００Ａは、先に受信しているデバイス種ＩＤが“煙センサ”の逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）を記憶しており、この記憶された情報（受信履歴）をパラメータと
して、ノーマルモードから高優先度モードにモード遷移せずに、再度優先度の高いイベン
ト通知メッセージ（イベント情報）を送信しないよう動作する。これにより、同一イベン
ト（例えば、火災発生）の際にいったん高優先度モードからノーマルモードに遷移したＭ
ＴＣデバイス１００は、再度、高優先度モードに戻らないように制御することが可能とな
る。なお、このモード切替するための判断要素となるパラメータは、ＭＴＣデバイス１０
０の種類を示すデバイス種ＩＤ以外の情報でもよい。
【００９７】
　なお、ステップＳ３０９の自デバイス種ＩＤの確認ステップからステップＳ３１１のイ
ベント情報の記憶ステップは、順不同で実施してもよい。
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【００９８】
　その後、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（例えば、人感センサ）が、イベント（例えば、人
の存在）を検知したとする（図４のステップＳ３１３：イベント検知）。イベント検知し
たＭＴＣデバイスＢ１００Ｂは、イベント検知時にデータ送信するモードを確認し、その
送信モードに従って、ＭＴＣサーバ１５０に通知を行う。このとき、ＭＴＣデバイスＢ１
００Ｂが高優先度モードであり、優先度の高いメッセージを通知する場合は、ＭＴＣデバ
イスＢ１００Ｂは、検知したイベント情報などを格納したイベント通知メッセージをＭＴ
Ｃサーバ１５０に通知する（図４のステップＳ３１４：イベント通知メッセージ（イベン
ト情報）＠デバイスＢ）。一方、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂが高優先度モードではなくノ
ーマルモードで送信する場合は、ステップＳ３１４のイベント通知メッセージ（イベント
送信）（点線部分）はノーマルモードで通知するか、若しくは行わず、ＭＴＣサーバ１５
０にセンシングデータを送信する（図４のステップＳ３１５：取得データ送信）。なお、
ステップＳ３１４のイベント通知メッセージとステップＳ３１５の取得データ送信は、逐
次的、若しくは、同時に行ってもよい。
【００９９】
　また、最初にイベント通知メッセージ（イベント情報）を送信したＭＴＣデバイスＡ１
００Ａも、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信し、逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）に従って、図７のように高優先度モードからノーマルモードにモー
ド遷移を行い（図４のステップＳ３０６：モード切替）、逆イベント通知メッセージ（イ
ベント情報）を受信したことを記憶する（図４のステップＳ３０７：イベント情報の記憶
）。そして、その後は、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、ノーマルモードでセンシングデー
タの送信を行う（図４のステップＳ３１６：取得データ送信）。なお、図４のステップＳ
３１６の取得データ送信は、ステップＳ３０３のイベント通知メッセージ（イベント情報
）＠デバイスＡ送信後の任意のタイミングに行うことが可能である。また、ここでは、最
初にイベント通知メッセージ（イベント情報）を送信したＭＴＣデバイスＡ１００Ａが、
逆イベント通知メッセージ（イベント情報）の受信によって、高優先度モードからノーマ
ルモードへモード遷移を行っているが、高優先度モードによるイベント通知メッセージ（
イベント情報）の送信を行った直後に自らノーマルモードへモード遷移してもよく、ある
いは、イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信したＭＴＣデバイスＡ１００Ａに
関しては、そのまま高優先度モードによる通知を継続して行えるようにしてもよい。
【０１００】
　また、通常、イベントを検知した際に高い優先度のイベント通知メッセージでＭＴＣサ
ーバ１５０に通知していたＭＴＣデバイス１００（例えば、炎センサ）は、例えば、一定
時間後（例えば、逆イベント通知メッセージでライフタイム値を通知など）、又は、ＭＭ
Ｅ１２０、ＭＴＣサーバ１５０から送信されるメッセージ（例えば、ＮＡＳメッセージな
ど）をＭＴＣデバイス１００が受信することで、ノーマルモードから高優先度モードに戻
すことができる。また、通常、いったん高優先度モードに遷移した後にノーマルモードに
戻って動作を行っているＭＴＣデバイス１００（例えば、人感センサ）に関しても、同様
の方法で、元の状態（逆イベント通知メッセージを受信した場合に、ノーマルモードから
高優先度モードへ遷移できる状態）に戻すことができる。これにより、１つのイベントが
終了後も、通常と同様の動作に戻すことができる（図３には不図示）。
【０１０１】
　次に、図８を参照しながら、本発明の第２の実施の形態におけるＭＴＣデバイス１００
の構成について説明する。図８は、本発明の第２の実施の形態におけるＭＴＣデバイス１
００の構成の一例を示す図である。
【０１０２】
　図８において、ＭＴＣデバイス１００は、通信システム（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮやＵ
ＴＲＡＮ）と接続して下位レイヤにおける通信処理と上位レイヤでＩＰなどのパケット通
信処理を実施する通信処理部５０１、受信したメッセージが逆イベント通知メッセージで
あるか判断し、受信した逆イベント通知メッセージに格納されているイベント情報を記憶
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し、逆イベント通知メッセージに格納されているデバイス種ＩＤが、ＭＴＣデバイス１０
０自身のデバイス種ＩＤと一致しているか確認し、さらに、保持しているイベントグルー
プ情報に逆イベント通知メッセージに格納されているデバイス種ＩＤが登録されているか
確認する逆イベント通知メッセージ処理部５０２、逆イベント通知メッセージを受信した
際にＭＴＣデバイス１００の現在の送信モードを確認し、その送信モードを確認するため
に使用する情報を保持し、ＭＴＣデバイス１００の送信モードを切り替える送信モード制
御部５０４、特定のイベント（そのＭＴＣデバイス１００が監視しているイベント）を検
知するイベント検知部５０５、イベント検知時に高い優先度のメッセージで送るか判断す
るイベント通知メッセージ処理部５０３を少なくとも有する。なお、例えば、イベント通
知メッセージ処理部５０３が、送信モード制御部５０４の機能を保持している場合は、送
信モード制御部５０４を省略できる。他の機能部も同様に、１つの機能部で上記の機能部
を含む場合は、省略してもよい。逆に、例えば、イベント通知メッセージ処理部５０３で
実施している、受信した逆イベント通知メッセージに格納されているイベント情報を記憶
する機能と、イベント検知時に高い優先度のメッセージで送るかどうかを判断する機能と
を分けてもよい。
【０１０３】
　なお、ＭＴＣデバイス１００において上述の各構成要素が動作を行うことで、特定のイ
ベントの発生を検知するためのセンサによって検知されたセンシングデータを通常の優先
度で送信するノーマルモード、又は、センサによって特定のイベントの発生を検知したこ
とを通知するイベント通知メッセージをノーマルモード、若しくは、ノーマルモードの優
先度よりも高い優先度で送信する高優先度モードのいずれかの送信モードで動作を行うよ
う制御する動作モード制御部としての機能、ネットワークノードへ高優先度モードによる
イベント通知メッセージの送信又はノーマルモードによるセンシングデータの送信を行う
送信部としての機能、特定のイベントの発生を検知したことを通知するイベント通知メッ
セージを任意の通信ノードから受信したネットワークノードから、任意の通信ノードが通
知するイベント通知メッセージに対する応答として送信されるメッセージであって、送信
モードをノーマルモードへ遷移するか又はノーマルモードのまま維持するよう指示するメ
ッセージを受信するメッセージ受信部としての機能、メッセージを受信した場合に、送信
モードをノーマルモードへ遷移するか又はノーマルモードのまま維持するかどうかを判断
するモード遷移判断部としての機能などが実現される。
【０１０４】
　次に、図８に図示されている構成を有するＭＴＣデバイス１００について、本発明にお
ける特徴的な処理を中心に、図９Ａと図９Ｂを用いて詳しく説明する。図９Ａは、本発明
の第２の実施の形態において、イベント検知時に、ノーマルモード又は高優先度モードで
ＭＴＣサーバ１５０への送信処理を行うＭＴＣデバイス１００の処理フローの一例を示す
フロー図であり、図９Ｂは、本発明の第２の実施の形態において、ネットワーク側（例え
ば、ＭＭＥ１２０）から逆イベント通知メッセージを受信したＭＴＣデバイス１００の処
理フローの一例を示すフロー図である。
【０１０５】
　最初に、図９Ａを参照しながら、ＭＴＣデバイス１００がイベントを検知した際に、ノ
ーマルモード又は高優先度モードでＭＴＣサーバ１５０への送信する場合の処理フローに
ついて説明する。
【０１０６】
　ＭＴＣデバイス１００は、ＭＴＣサーバ１５０と通信を行うために、ＰＧＷ１４０との
間にＰＤＮコネクション及びＥＰＳベアラを確立する（図９ＡのステップＳ６０１）。
【０１０７】
　ここで、ＭＴＣデバイス１００は、イベント検知部５０５でイベントを検知したとする
（図９ＡのステップＳ６０２）。なお、イベントの検知は、例えば、煙センサであれば煙
の検知、炎センサであれば炎の検知、人感センサであれば人物の検知などである。イベン
ト検知後、ＭＴＣデバイス１００は、送信モードに関する情報を取得し（図９Ａのステッ
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プＳ６０３）、高い優先度のメッセージでＭＴＣサーバ１５０に送信するかどうかを、イ
ベント通知メッセージ判断部５０３で判断する（図９ＡのステップＳ６０４）。
【０１０８】
　送信モードが高優先モードであり、高い優先度のイベント通知メッセージでＭＴＣサー
バ１５０に通知すると判断した場合、ＭＴＣデバイス１００は通信処理部５０１で例えば
、イベントフラグ（例えば、煙発生）、センシングデータ、デバイス種ＩＤを生成し（図
９ＡのステップＳ６０５）、このイベント情報を格納したイベント通知メッセージ（イベ
ント情報）＠デバイスＡを、通信システムを通じてＭＴＣサーバ１５０に送信する（図９
ＡのステップＳ６０６）。
【０１０９】
　なお、上述のように、例えば、“Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ” が適用されたＭ
ＴＣデバイス１００が、割り当てられた時間外にアクセスしてきた場合に、ＭＴＣデバイ
ス１００が高優先度モードで通知すべきイベントを検出したものとネットワーク側（例え
ば、ＭＭＥ１２０）が判断できる場合、ＭＴＣデバイス１００は、イベントフラグをイベ
ント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格納する必要はない。また、上記以
外の手段を用いて、ＭＴＣデバイス１００がイベントを検知したことをネットワーク側が
確認できるのであれば、同様にイベントフラグを省略してもよい。また、デバイス種ＩＤ
も同様に、例えば、デバイスＩＤのうちデバイス種別を示す一部のビット列（例えば、上
位あるいは下位数ビット）からＭＴＣデバイス１００の種類を導出し、ＭＴＣデバイス１
００の種類をネットワーク側で識別できるのであれば、デバイス種ＩＤを格納する必要は
ない。
【０１１０】
　一方、送信モードがノーマルモードであり、一般的な優先度で検知したイベント（例え
ば、煙発生）とセンシングデータをＭＴＣサーバ１５０に送信すると判断した場合、ＭＴ
Ｃデバイス１００は、通常通り、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡ
と取得したセンシングデータを、通信処理部５０１から送信する（図９のステップＳ６０
７）。
【０１１１】
　なお、上述のように、ＭＴＣデバイス１００は、一定時間後（例えば、逆イベント通知
メッセージで通知されたライフタイム値など）、又は、ＭＭＥ１２０、ＭＴＣサーバ１５
０から送信されるメッセージ（例えば、ＮＡＳメッセージなど）を受信したときに、高優
先度モードからノーマルモード、若しくは、ノーマルモードから高優先度モードに戻す処
理を行ってもよい（図９Ａには不図示）。
【０１１２】
　次に、図９Ｂを参照しながら、ＭＴＣデバイス１００がネットワーク側（例えば、ＭＭ
Ｅ１２０）から逆イベント通知メッセージを受信した場合の処理フローについて説明する
。
【０１１３】
　ＭＴＣデバイス１００は、ＭＴＣサーバ１５０と通信を行うために、ＰＧＷ１４０との
間にＰＤＮコネクション及びＥＰＳベアラを確立する（図９ＢのステップＳ７０１）。
【０１１４】
　ここで、ＭＴＣデバイス１００は、通信システムから何らかのメッセージを受信すると
、受信したメッセージが逆イベント通知メッセージ（イベント情報）であるかどうかを逆
イベント通知メッセージ処理部５０２にて判断する（図９ＢのステップＳ７０２）。逆イ
ベント通知メッセージ（イベント情報）ではないと判断した場合には、そのメッセージに
適した別の処理が行われる（図９Ｂには不図示）。
【０１１５】
　一方、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）だと判断した場合、ＭＴＣデバイス
１００は、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）からデバイス種ＩＤを抽出し、同
一のデバイス種ＩＤが格納された逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を再度受信
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した場合を特定するために、抽出されたデバイス種ＩＤを逆イベント通知メッセージ処理
部５０２にて記憶する（図９ＢのステップＳ７０３）。
【０１１６】
　続いて、逆イベント通知メッセージ処理部５０２において、ＭＴＣデバイス１００自身
のデバイスＩＤ／デバイス種ＩＤと逆イベント通知メッセージ（イベント情報）に格納さ
れているデバイス種ＩＤとが一致しているかどうかを確認する（図９ＢのステップＳ７０
５）。ＭＴＣデバイス１００自身のデバイスＩＤ／デバイス種ＩＤと逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）に格納されているデバイス種ＩＤとが一致する場合は、自デバイ
スと同じ種類のＭＴＣデバイス１００からイベント通知メッセージが既に送信されている
と判断でき、ＭＴＣデバイス１００は、ノーマルモードで動作を行う（図９Ｂのステップ
Ｓ７０６）。なお、ステップＳ７０６では、ＭＴＣデバイスが高優先度モードだった場合
は、送信モード制御部５０４においてノーマルモードに遷移し、ＭＴＣデバイスがノーマ
ルモードだった場合は、そのままノーマルモードを維持する。
【０１１７】
　一方、ＭＴＣデバイス１００自身のデバイスＩＤ／デバイス種ＩＤと逆イベント通知メ
ッセージ（イベント情報）に格納されているデバイス種ＩＤとが一致しない場合は、逆イ
ベント通知メッセージ処理部５０２において、逆イベント通知メッセージ（イベント情報
）に含まれるイベントグループ情報ラベルに対応するイベントグループ情報を読み出し（
図９ＢのステップＳ７０７）、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から抽出した
デバイス種ＩＤが、イベントグループ情報に登録されているかどうかを確認する（図９Ｂ
のステップＳ７０８）。逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から抽出したデバイ
ス種ＩＤがイベントグループ情報に登録されていない場合は、受信した逆イベント通知メ
ッセージはＭＴＣデバイス１００が関与していないイベントに係る逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）であると判断でき、ＭＴＣデバイス１００は、処理を終了する。な
お、デバイス種ＩＤのリストが登録されたイベントグループ情報をＭＴＣデバイス１００
に保持させるのではなく、自デバイス種とそのラベルとが関連付けられているかどうかを
示す情報を保持させることも可能であり、この場合には、ＭＴＣデバイス１００は、ステ
ップＳ７０８において、「自デバイス種とラベル名（例えば「火災」）とが関連付けられ
ているかどうかを確認するだけでよい。
【０１１８】
　一方、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から抽出したデバイス種ＩＤが、イ
ベントグループ情報に登録いる場合は、受信した逆イベント通知メッセージ（イベント情
報）はＭＴＣデバイス１００が関与しているイベントに係る逆イベント通知メッセージ（
イベント情報）であると判断できる。この場合、ＭＴＣデバイス１００は、逆イベント通
知メッセージ処理部５０２に記憶されているデバイス種ＩＤを確認し、同じ種類のＭＴＣ
デバイス１００から送信されたイベント通知メッセージ（イベント情報）に対する逆イベ
ント通知メッセージ（イベント情報）を既に受信しているかどうかを判断する（図９Ｂの
ステップＳ７０９）。そして、ＭＴＣデバイス１００は、同じ種類のＭＴＣデバイス１０
０から送信されたイベント通知メッセージ（イベント情報）に対する逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）を既に受信している場合は処理を終了し、一方、同じ種類のＭＴ
Ｃデバイス１００から送信されたイベント通知メッセージ（イベント情報）に対する逆イ
ベント通知メッセージ（イベント情報）を初めて受信した場合は、高優先度モードで動作
を行う（図９ＢのステップＳ７１０）。なお、ステップＳ７１０では、ＭＴＣデバイス１
００が高優先度モードだった場合は、送信モード制御部５０４においてそのまま高優先度
モードを維持し、ＭＴＣデバイスがノーマルモードだった場合は、高優先度モードに遷移
する。このようにして決定された送信モードは、図９Ａに図示されている送信モードの確
認処理（図９ＡのステップＳ６０３）で参照される。
【０１１９】
　なお、ステップＳ７０５の自デバイス種ＩＤとの一致を確認するタイミング、ステップ
Ｓ７０８の逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から抽出されたデバイス種ＩＤが
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イベントグループ情報に登録されているかどうかを確認するタイミング、ステップＳ７０
９の逆イベント通知メッセージ（イベント情報）の受信を既に行っているデバイス種かど
うかを確認するタイミングは、順序が異なっていてもよい。
【０１２０】
　次に、図１０を参照しながら、本発明の第２の実施の形態におけるＭＭＥの構成につい
て説明する。図１０は、本発明の第２の実施の形態におけるＭＭＥ１２０の構成の一例を
示す図である。
【０１２１】
　図１０において、ＭＭＥ１２０は、通信システム（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮやＵＴＲＡ
Ｎ）上で通信処理を行い、ＩＰなどのパケット通信処理を実施する通信処理部８０１、受
信メッセージが高い優先度で送られてきたイベント通知メッセージであるか判断した後、
イベント情報を取得し、取得したイベント情報を記憶するイベント通知メッセージ処理部
８０３、同一イベント、又は、そのイベントによって引き起こされたイベントによる冗長
なイベント通知メッセージの受信を抑制するためにイベント通知メッセージから取得した
イベント情報を格納した逆イベント通知メッセージをブロードキャスト送信するか判断す
る逆イベント通知メッセージ処理部８０２を少なくとも有する。なお、例えば、逆イベン
ト通知メッセージ処理部８０２が、イベント通知メッセージ処理部８０３の機能を保持し
ている場合、イベント通知メッセージ処理部８０３を省略できる。他の機能部も同様に、
１つの機能部で上記の機能部を含む場合は、省略してもよい。
【０１２２】
　なお、ＭＭＥ１２０において上述の各構成要素が動作を行うことで、ＭＴＣデバイス１
００から、特定のイベントの発生を検知したことを通知するイベント通知メッセージを受
信する受信部としての機能、イベント通知メッセージに対する応答として、送信モードを
ノーマルモードへ遷移するか又はノーマルモードのまま維持するよう指示するメッセージ
を作成するメッセージ作成部としての機能、メッセージをＭＴＣデバイス１００へ送信す
るメッセージ送信部としての機能を有している。
【０１２３】
　次に、図１０に図示されている構成を有するＭＭＥ１２０について、本発明における特
徴的な処理を中心に、図１１を用いて詳しく説明する。図１１は、本発明の第２の実施の
形態におけるＭＭＥ１２０の処理フローの一例を示すフロー図である。
【０１２４】
　ＭＭＥ１２０は、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａから送信されたメッセージを受信し、イベ
ント通知メッセージ処理部８０３にて、このメッセージが優先度の高いイベント通知メッ
セージ（イベント情報）＠デバイスＡであると判断したとする（図１１のステップＳ９０
１）。なお、ＭＭＥ１２０は、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡだ
と判断する際に、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡのイベントフラ
グフィールドを参照してもよい。
【０１２５】
　続いて、ＭＭＥ１２０は、イベント通知メッセージ処理部８０３にて、受信したイベン
ト通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡからイベント情報を取得する（図１１の
ステップＳ９０２）。そして、ＭＭＥ１２０は、同一イベント、又は、そのイベントを引
き起こした出来事によって引き起こされたイベントによる冗長なイベント通知メッセージ
の送信を抑制するために逆イベント通知メッセージ（イベント情報）をＭＴＣグループの
ＭＴＣデバイス１００に送信するかどうかを逆イベント通知メッセージ処理部８０２にて
判断する（図１１のステップＳ９０３）。なお、逆イベント通知メッセージ（イベント情
報）を送信するかどうか（あるいは、高優先度モードによる動作を要求するために、どの
ラベルを逆イベント通知メッセージに付加するか）を判断する際、逆イベント通知メッセ
ージ処理部８０２に保持されているイベントグループ情報を用いて判断してもよい。また
、ＨＬＲ／ＨＳＳ１２５にＭＴＣデバイス１００の情報（例えば、サブスクリプションデ
ータ）を問い合わせて判断してもよい。
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【０１２６】
　逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信すると判断した場合、ＭＭＥ１２０
は、例えば、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡから取得されたデバ
イス種ＩＤを格納した逆イベント通知メッセージ（イベント情報）をＭＴＣデバイスＡ１
００Ａが属するＭＴＣグループの全てのＭＴＣデバイス（ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂを含
む）にブロードキャストで送信する（図１１のステップＳ９０４）。なお、ＭＭＥ１２０
は、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡがＭＴＣグループに属しているかどうかを判断する手段と
して、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格納されているグループ
ＩＤ（図５Ａには不図示）や、ＨＳＳ１２５が保持するサブスクリプションデータを用い
てもよい。また、ＭＭＥ１２０が逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信する
際、ＭＭＥ１２０はイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡから抽出した
デバイス種ＩＤを、再度イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡを受信し
た際に逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信するかどうかを判断する際に用
いるパラメータとして使用するため、例えば、逆イベント通知メッセージ処理部８０２に
て記憶することが望ましい。なお、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイス
Ａから抽出するデバイス種ＩＤは、ＭＴＣデバイス１００の種類を識別するためのＩＤ以
外を使用してもよいが、上述のように、各ＭＴＣデバイス１００が保持するイベントグル
ープ情報に登録されている情報と関連している必要がある。
【０１２７】
　また、ＭＭＥ１２０は、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）にイベントグルー
プ情報ラベルを付加する場合、特定のデバイスからのイベント通知メッセージ（例えば、
煙センサや炎センサ）に対して、事前に定められた特定のラベル名（例えば「火災」）を
付加するように構成されていてもよく、また、イベント通知メッセージに含まれているイ
ベント情報やセンシングデータ）、その他の情報などから、付加すべきイベントグループ
情報ラベル名を決定してもよい。また、あるＭＴＣデバイス１００（例えば、煙センサ）
から受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）に応じてあるイベントグループ情
報ラベル（例えば「火災」）を付加して逆イベント通知メッセージを送信した場合、イベ
ントグループ情報などによって関連付けられている別のデバイス種のＭＴＣデバイス１０
０（例えば、炎センサ）からイベント通知メッセージを所定時間内に受信したときには、
その逆イベント通知メッセージ（イベント情報）に同一のラベル名（例えば「火災））を
付加するようにしてもよい。
【０１２８】
　また、ＭＭＥ１２０は、一定時間後、又は、ＭＴＣサーバ１５０／ＭＴＣユーザ１６０
があらかじめ設定した仕様や登録情報、また設定情報などに基づいて、ＭＴＣデバイス１
００又はＭＭＥ１２０が保持している情報を解放するためのメッセージ（例えば、ＮＡＳ
メッセージで、ＭＴＣデバイス１００が持つ送信モードの定常化（高優先度モードからノ
ーマルモード、若しくは、ノーマルモードから高優先度モード））を送信してもよい（図
１１には不図示）。
【０１２９】
　また、上述の説明では、ＭＭＥ１２０が逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を
送信しているが、ＭＴＣサーバ１５０が逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送
信することも可能である。なお、本発明の第２の実施の形態において、ＭＴＣサーバ１５
０が逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信する場合のＭＴＣサーバ１５０の
構成は、図１０に図示されているＭＭＥ１２０の構成と同様であり、ここでは説明を省略
する。
【０１３０】
　同様に、本発明の第２の実施の形態において、ＭＴＣサーバ１５０の処理フローは、図
１０に図示されているＭＭＥ１２０の処理フロー（ずなわち、図１１に図示されている処
理フロー）と同様であり、ここでは説明を省略する。
【０１３１】
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　次に、図１２～図１４を参照しながら、上述した本発明の第１及び第２の実施の形態に
おける各ＭＴＣデバイス１００の動作とイベントグループ情報について、具体的な例を挙
げながら説明する。
【０１３２】
　図１２は、本発明の第１及び第２の実施の形態に係る具体的な例を説明するために、各
ＭＴＣデバイス１００の配置の一例を示す図である。図１２には、ＭＴＣグループ内に様
々なＭＴＣデバイス１００（煙センサ、炎センサ、人感センサ、ガスセンサ、水道センサ
、水道メータセンサ、地震センサ、ドアロックセンサなど）が多数配置されている状態が
模式的に図示されている。図１２に図示されているように、例えば、多数のＭＴＣデバイ
ス１００が１つの施設内に配置されることで、例えば、施設内で発生し得るイベント（事
故や災害など）を監視している。以下では、同一ＭＴＣグループ内の多数のＭＴＣデバイ
ス１００のうち、２つの煙センサ、２つの炎センサ、２つの人感センサ、１つのドアロッ
クセンサ、１つの水道センサに焦点を当てて、本発明に係る動作について具体的に説明す
る。
【０１３３】
　なお、煙センサは、通常は高優先度モードで動作し、煙の発生を検知すると高優先度の
イベント通知メッセージを送信するよう構成されているとする。また、炎センサは、通常
は高優先度モードで動作し、炎の発生を検知（熱の検知）すると高優先度のイベント通知
メッセージを送信するよう構成されているとする。また、人感センサは、通常はノーマル
モードで動作し、人の存在の有無の情報をセンシングデータとしてノーマルモードで送信
するよう構成されているとする。また、ドアロックセンサは、通常は高優先度モードで動
作し、施錠されたドアの開錠を検知すると高優先度のイベント通知メッセージを送信する
よう構成されているとする。また、水道メータセンサは、通常はノーマルモードで動作し
、水道メータの値（検針値）をセンシングデータとしてノーマルモードで送信するよう構
成されているとする。
【０１３４】
＜図１３の（１）＞
　本発明の第１の実施の形態によれば、例えば、ある煙センサが煙の発生を検知し、ＭＴ
Ｃサーバ１５０へイベント通知メッセージを送信すると、ＭＭＥ１２０からＭＴＣグルー
プ内のすべてのＭＴＣデバイス１００へ逆イベント通知メッセージが送信される。
【０１３５】
　この場合、逆イベント通知メッセージを受信するＭＴＣデバイス１００（すなわち、Ｍ
ＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００）は、ノーマルモードへ遷移する（元々
ノーマルモードの場合はそのまま維持）。具体的には、図１３の（１）に図示されている
ように、煙センサ、炎センサ、ドアロックセンサは高優先度モードからノーマルモードへ
遷移し、人感センサはノーマルモードを維持し続ける。また、その他のＭＴＣデバイス１
００（例えば、地震センサや水道センサなど）も、すべてノーマルモードによる動作を行
うよう制御される。
【０１３６】
＜図１３の（２）、図１４の（Ａ）、（Ｂ）＞
　また、本発明の第２の実施の形態によれば、例えば、ある煙センサが煙の発生を検知し
、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッセージ（イベント情報）を送信すると、ＭＭＥ
１２０からＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００へ逆イベント通知メッセー
ジ（イベント情報）が送信される。この場合、ＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイ
ス１００は、デバイス種ＩＤ「煙センサ」及びイベントグループ情報ラベル名「火災」を
含む逆イベント通知メッセージ［煙｜火災］を受信する。
【０１３７】
　逆イベント通知メッセージ［煙｜火災］の受信によって、煙センサは、同じデバイス種
からイベント通知メッセージ（イベント情報）が送信されたことを把握し、ノーマルモー
ドに遷移する。一方、炎センサは、異なるデバイス種からイベント通知メッセージ（イベ
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ント情報）が送信されたことを把握し、そのまま高優先度モードを維持する。また、人感
センサは、ラベル名「火災」を含む逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信す
ることで、ノーマルモードから高優先度モードへ遷移する。また、ドアロックセンサは、
自デバイスとは関連性のない逆イベント通知メッセージ（イベント情報）であることを把
握し、そのまま高優先度モードを維持する。
【０１３８】
　さらに、ある炎センサが炎の発生を検知し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッセ
ージ（イベント情報）を送信したとすると、ＭＭＥ１２０からＭＴＣグループ内のすべて
のＭＴＣデバイス１００へ逆イベント通知メッセージ（イベント情報）が送信される。こ
の場合、ＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００は、デバイス種ＩＤ「炎セン
サ」及びラベル名「火災」を含む逆イベント通知メッセージ［炎｜火災］を受信する。
【０１３９】
　逆イベント通知メッセージ［炎｜火災］の受信によって、炎センサは、同じデバイス種
からイベント通知メッセージが送信されたことを把握し、ノーマルモードに遷移する。一
方、煙センサは、同一の出来事（火災の発生）によって引き起こされたイベントの逆イベ
ント通知メッセージ（すなわち、逆イベント通知メッセージ［煙｜火災］）の受信によっ
てノーマルモードへの遷移を行っているので、そのままノーマルモードを維持し続ける。
また、人感センサは、同一の出来事（火災の発生）によって引き起こされたイベントの逆
イベント通知メッセージ（すなわち、逆イベント通知メッセージ［煙｜火災］）の受信に
よって高優先度モードへの遷移を既に行っているので、そのまま高優先度モードを維持し
続ける。また、ドアロックセンサは、自デバイスとは関連性のない逆イベント通知メッセ
ージであることを把握し、そのまま高優先度モードを維持する。
【０１４０】
　さらに、ある人感センサが人物の存在を検知し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メ
ッセージを送信したとすると、ＭＭＥ１２０からＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバ
イス１００へ逆イベント通知メッセージ（イベント情報）が送信される。この場合、ＭＴ
Ｃグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００は、デバイス種ＩＤ「人感センサ」及びラ
ベル名「火災」を含む逆イベント通知メッセージ［人感｜火災］を受信する。
【０１４１】
　逆イベント通知メッセージ［人感｜火災］の受信によって、人感センサは、同じデバイ
ス種からイベント通知メッセージが送信されたことを把握し、ノーマルモードに遷移する
。一方、煙センサ及び炎センサは、同一の出来事（火災の発生）によって引き起こされた
イベントの逆イベント通知メッセージ（すなわち、逆イベント通知メッセージ［煙｜火災
］及び逆イベント通知メッセージ［炎｜火災］）の受信によってノーマルモードへの遷移
を行っているので、そのままノーマルモードを維持し続ける。また、ドアロックセンサは
、自デバイスとは関連性のない逆イベント通知メッセージであることを把握し、そのまま
高優先度モードを維持する。
【０１４２】
　図１３の（２）のような動作を実現するためには、例えば、図１４の（Ａ）に図示され
ているように、例えば、煙センサにラベル名「火災」のイベントグループ情報（炎センサ
及び人感センサのデバイス種ＩＤが登録されている）を持たせ、炎センサにラベル名「火
災」のイベントグループ情報（煙センサ及び人感センサのデバイス種ＩＤが登録されてい
る）を持たせ、人感センサにラベル名「火災」のイベントグループ情報（炎センサ及び煙
センサのデバイス種ＩＤが登録されている）を持たせればよい。なお、ドアロックセンサ
などのような関連性のないＭＴＣデバイス１００においては、ラベル名「火災」のイベン
トグループ情報を持たせないようにしておくか、あるいは、デバイス種ＩＤが登録されて
いないラベル名「火災」のイベントグループ情報を持たせるようにしておく。
【０１４３】
　上述の図１４の（Ａ）のようなイベントグループ情報の持たせ方によれば、個々のデバ
イス種によって異なるイベントグループ情報を持たせることになるが、別の方法として、
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全ＭＴＣデバイス１００に共通（同一）のイベントグループ情報を持たせるようにするこ
とも可能である。この場合、例えば図９ＢのステップＳ７０８の処理において、逆イベン
ト通知メッセージ（イベント情報）に含まれているデバイス種ＩＤがイベントグループ情
報に含まれているかどうかを確認することに加えて、さらに、自デバイス種ＩＤがイベン
トグループ情報に含まれているかどうかを確認することで、本発明に係る動作が実現可能
となる。なお、この場合も、ドアロックセンサなどのような関連性のないＭＴＣデバイス
１００においては、ラベル名「火災」のイベントグループ情報を持たせないようにしてお
いてもよい。
【０１４４】
　図１４の（Ａ）のように、個々のＭＴＣデバイス１００が異なるイベントグループ情報
を持つようにする場合には、モード遷移に関してより詳細な管理を行うことができる。例
えば、人感センサが持つラベル名「火災」のイベントグループ情報に、煙センサのみが登
録された状態に変更することによって、人感センサは、煙センサのデバイス種ＩＤを含む
逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信した場合には高優先度モードへ遷移す
るが、炎センサのデバイス種ＩＤを含む逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受
信した場合にはノーマルモードをそのまま維持するように設定することが可能となる。な
お、このような状態を想定しない場合（特定のイベントに対して、どのデバイス種のＭＴ
Ｃデバイス１００からイベント通知メッセージが送信された場合であっても、関連するラ
ベルを持っているＭＴＣデバイス１００は高優先度モードに遷移する場合）は、自デバイ
ス種がそのラベル名に関連付けられているかどうかを確認するだけでよい。すなわち、各
ＭＴＣデバイス１００のデバイス種ＩＤが登録されているイベントグループ情報を持つ必
要はなく、単に、自デバイス種とラベル名（例えば「火災」）とが関連付けられているか
どうかを示す情報を持っているだけでよい。一方、図１４の（Ｂ）のように、ＭＴＣデバ
イス１００が共通のイベントグループ情報を持つようにする場合には、どのＭＴＣデバイ
ス１００にどのイベントグループ情報を持たせる必要があるかを考慮せずに、全ＭＴＣデ
バイスに対してイベントグループ情報を一括配信して保持させることが可能となる。
【０１４５】
＜図１３の（３）、図１４の（Ｃ）、（Ｄ）＞
　また、本発明の第２の実施の形態では、複数のイベントグループ情報を設定することで
、イベントごと（ラベル名ごと）に、ＭＴＣデバイス１００のモード遷移を変えることが
可能である。例えば、あるドアロックセンサがドアの開錠（不審者侵入の可能性）を検知
し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッセージ（イベント情報）を送信すると、ＭＭ
Ｅ１２０からＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００へ逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）が送信される。この場合、ＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバ
イス１００は、デバイス種ＩＤ「ドアロックセンサ」（ここでは、開錠と表記）及びラベ
ル名「侵入」を含む逆イベント通知メッセージ［開錠｜侵入］を受信する。
【０１４６】
　このとき、図１３の（３）のように、例えば、逆イベント通知メッセージ［開錠｜侵入
］の受信によって、人感センサのみモード遷移（ノーマルモードから高優先度モード）さ
せ、その後、人感センサが人物の存在を検知し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッ
セージ（イベント情報）を送信した場合に、他の人感センサのモードを高優先度モードか
らノーマルモードに戻す動作を行わせるとする。
【０１４７】
　このような場合には、ＭＴＣデバイス個別にイベントグループ情報を設定する方法にお
いて、図１４の（Ｃ）のように、人感センサにラベル名「侵入」のイベントグループ情報
（ドアロックセンサのデバイス種ＩＤが登録されている）を持たせるか、あるいは、ＭＴ
Ｃデバイス１００に共通のイベントグループ情報を設定する方法において、図１４の（Ｄ
）のように、全ＭＴＣデバイス１００に人感センサにラベル名「侵入」のイベントグルー
プ情報（人感センサ及びドアロックセンサのデバイス種ＩＤが登録されている）を持たせ
ればよい。この場合、少なくとも人感センサは、ラベル名の異なる複数のイベントグルー
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プ情報を保持することになる。
【０１４８】
＜図１３の（４）＞
　また、上述の本発明の第２の実施の形態では、例えば、デバイス種ＩＤ及びイベントグ
ループ情報ラベル（ラベル名）の両方がイベント情報として含まれた逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）の送信が行われている。しかしながら、イベントグループ情報ラ
ベル（ラベル名）を用いず、イベントグループ情報による詳細な設定が行われないような
構成として、デバイス種ＩＤのみを含む逆イベント通知メッセージの送信が行われるよう
にしてもよい。この方法は、第１の実施の形態における逆イベント通知メッセージによっ
て行われるノーマルモードへのモード遷移の指示を、イベント通知メッセージを送信した
ＭＴＣデバイス１００と同じ種類のＭＴＣデバイスに対してのみ行うものであると言える
。また、図９Ｂの動作（本発明の第２の実施の形態における動作）において、ステップＳ
７０７～Ｓ７０９の処理を行わないものであるとも言える。
【０１４９】
　例えば、ある煙センサが煙の発生を検知し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッセ
ージを送信すると、ＭＭＥ１２０からＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００
へ、デバイス種ＩＤ「煙センサ」を含む逆イベント通知メッセージ（イベント情報）が送
信される。
【０１５０】
　この場合、ＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００が、デバイス種ＩＤ「煙
センサ」を含む逆イベント通知メッセージを受信するが、図１３の（４）に図示されてい
るように、この逆イベント通知メッセージに含まれているデバイス種ＩＤと同じ種類のＭ
ＴＣデバイス（すなわち、すべての煙センサ）のみ、モード遷移（ノーマルモードへの遷
移）を行う。
【０１５１】
＜図１３の（５）、図１４の（Ｅ）＞
　また、上述の本発明の第２の実施の形態では、例えば、デバイス種ＩＤ及びイベントグ
ループ情報ラベル（ラベル名）の両方がイベント情報として含まれた逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）の送信が行われているが、逆イベント通知メッセージ（イベント
情報）に、デバイス種ＩＤを挿入せず、イベントグループ情報ラベル（ラベル名）のみを
付加することも可能である。この方法は、図９Ｂの動作（本発明の第２の実施の形態にお
ける動作）において、ステップＳ７０５の処理を行わないものであると言える。
【０１５２】
　例えば、ある煙センサが煙の発生を検知し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッセ
ージを送信すると、ＭＭＥ１２０からＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００
へ、ラベル名「火災」を含む逆イベント通知メッセージが送信される。
【０１５３】
　ここで、図１４の（Ｅ）に図示されているように、人感センサのみが、自デバイス種と
ラベル名「火災」とが関連付けられていることを示す情報を持っているとする。なお、図
１４の（Ｅ）では、人感センサは、ラベル名「火災」のイベントグループ情報を保持して
いるのが図示されているように、ラベル名「火災」を含む逆イベント通知メッセージの受
信時にモード遷移を行うことが特定できるような情報であれば、情報の持ち方は限定され
るものではない。
【０１５４】
　ＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００が逆イベント通知メッセージ［火災
］を受信するが、例えば、煙センサ、炎センサ、ドアロックセンサなどのＭＴＣデバイス
１００は、ラベル名「火災」に関連付けられておらず、モード遷移を行わない。一方、人
感センサは、ラベル名「火災」に関連付けられており、逆イベント通知メッセージ［火災
］の受信によってモード遷移（高優先度モードへの遷移）を行う。
【０１５５】
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　なお、図１３の（５）及び図１４の（Ｅ）の例によれば、人感センサ以外のＭＴＣデバ
イス１００のモードはそのまま維持される一方、人感センサのモードが高優先度モードへ
遷移するため、ＭＴＣデバイス１００からのイベント通知メッセージの送信を抑制できて
いるわけではない。しかしながら、あるＭＴＣデバイス１００からイベント通知メッセー
ジが送信されたことを契機として、通常はノーマルモードで動作しているＭＴＣデバイス
１００（例えば、人感センサ）の送信モードを高優先度モードに変更できるという点にお
いて有用である。すなわち、通常はノーマルモードで動作しているＭＴＣデバイス１００
（人感センサ）を、必要に応じて迅速に高優先度モードに遷移させることが可能となる。
【０１５６】
＜第３の実施の形態＞
　上記の実施の形態の解決手法によれば、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知
メッセージとＭＭＥ１２０が送信する逆イベント通知メッセージは、共にＣプレーン上で
交換されていたが、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メッセージはＵプレー
ンで、逆イベント通知メッセージはネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＭＴＣサ
ーバ１５０やＰＧＷ１４０）によってＣプレーンが用いられる場合がある。例えば、通信
システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０によって、静的、若し
くは、動的に設定されるＭＴＣサービスの仕様や登録情報、また設定情報などに基づいて
、ＭＴＣサービスにおけるメッセージは基本的にＵプレーン上で交換すると設定されてい
る場合、イベント（例えば、煙発生）を検知したＭＴＣデバイス１００は、Ｕプレーンを
用いてイベント通知メッセージをＰＧＷ１４０／ＭＴＣサーバ１５０に通知する。ここで
、ネットワーク装置（例えば、ＰＧＷ１４０／ＭＴＣサーバ１５０）はＭＴＣサービスの
仕様や登録情報、また設定情報などに基づいて、イベント通知メッセージの応答である逆
イベント通知メッセージをＵプレーンを用いて送信したいが、ＭＭＥ１２０経由で逆イベ
ント通知メッセージを送信しなければならない場合（例えば、ＭＭＥ１２０がイベント通
知メッセージに格納されているイベント情報（例えば、デバイスＩＤ／デバイス種ＩＤ）
を用いて、ＭＴＣデバイス１００の管理情報を更新しなければならない場合）がある。こ
のようなケースが、本発明の第４の実施の形態に相当する。
【０１５７】
　以下、本発明の第３の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図１５を用い
て詳しく説明する。図１５は、本発明の第３の実施の形態におけるシステム動作の一例（
複数のＭＴＣデバイス１００から送信される同一イベント、又は、そのイベントを引き起
こした出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント通知メッセー
ジの送信抑制方法）を説明するためのシーケンス図である。なお、図１５には、図１に図
示したシステム構成における処理シーケンスの一例を図示する。ここで、ＭＴＣデバイス
１００の特徴は、本発明の第２の実施の形態における特徴と同様であり、ここでは説明を
省略する。
【０１５８】
　以下、図１５に図示されているシーケンスについて説明する。ステップＳ３２１～ステ
ップＳ３２２は、本発明の第２の実施の形態におけるステップＳ３０１～ステップＳ３０
２（図４を参照）と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１５９】
　続いて、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、検知したイベント情報（例えば、煙センサＩＤ
）を格納したイベント通知メッセージ（イベント情報）をＵプレーン上で、ＭＴＣサーバ
１５０に通知する（ステップＳ３２３：イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバ
イスＡ）。すなわち、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａから通知されるイベント通知メッセージ
（イベント情報）＠デバイスＡは、ｅＮＢ１１０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣ
サーバ１５０という順に転送される。なお、ここでは、ＭＴＣサーバ１５０が、イベント
通知メッセージ（イベント情報）の通知先になっているが、通信システムのオペレータ、
ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０によって設定される仕様や登録情報、また設定
情報などに基づいて、イベント通知メッセージ（イベント情報）の送信先を他のネットワ
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ーク装置（例えば、ＰＧＷ１４０）にしてもよい。
【０１６０】
　続いて、ＭＴＣサーバ１５０は、受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）か
らイベント情報を抽出し、逆イベント通知メッセージに格納する。そして、ＭＴＣサーバ
１５０は、同一イベント（例えば、煙の発生）、若しくは、そのイベント（例えば、煙発
生）を引き起こした出来事（例えば、火災発生）によって引き起こされたイベント（例え
ば、炎の発生）によるイベント通知メッセージの送信を抑制するために、逆イベント通知
メッセージをＭＭＥ１２０に送信する。続いて、ＭＭＥ１２０がＣプレーンを用いてＭＴ
Ｃグループに属するＭＴＣデバイス１００に逆イベント通知メッセージをブロードキャス
ト（ステップＳ３２４：逆イベント通知メッセージ（イベント情報））。なお、ここでは
、ＭＭＥ１２０が逆イベント通知メッセージを生成しているが、他のネットワーク装置（
例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０が生成してもよい。その場合、ＭＭＥ１２０
でないネットワーク装置（ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０）がブロードキャストして
もよい。
【０１６１】
　逆イベント通知メッセージを送信したＭＭＥ１２０は、逆イベント通知メッセージに格
納されていたイベント情報（例えば、デバイスＩＤ）を抽出し、再度逆イベント通知メッ
セージをブロードキャストするか判断する際に使用するために記憶する（ステップＳ３２
５：イベント情報の記憶）。なお、ステップＳ３２６以降は、本発明の第２の実施の形態
のステップＳ３０６以降と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１６２】
　本発明の第３の実施の形態のように、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メ
ッセージはＵプレーンで、ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＭＴＣサーバ１５
０やＰＧＷ１４０）から送信される逆イベント通知メッセージはＣプレーンを用いること
で、ＭＴＣサービスにおけるメッセージが基本的にＵプレーンを用いて送信されると設定
されている環境において、ネットワーク装置（例えば、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５
０）が、ＭＭＥ１２０経由（Ｃプレーン）で逆イベント通知メッセージを送信しなければ
いけない場合（例えば、ＭＭＥ１２０がイベント通知メッセージに格納されているイベン
ト情報（例えば、デバイスＩＤ／デバイス種ＩＤ）を用いて、ＭＴＣデバイス１００の管
理情報を更新しなければならない場合）に対応することができる。
【０１６３】
＜第４の実施の形態＞
　本発明の第４の実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メッセ
ージはＣプレーンで、ネットワーク装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０）
から送信される逆イベント通知メッセージはＵプレーンが用いられる場合について説明す
る。例えば、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０によ
って、静的、若しくは、動的に設定されるＭＴＣサービスの仕様や登録情報、また設定情
報などに基づいて、ＭＴＣサービスにおけるメッセージが基本的にＵプレーンを用いて送
信されると設定されている環境において、ＭＴＣデバイス１００がイベント（例えば、煙
発生）を検知したとする。本来であれば、ＭＴＣデバイス１００はＵプレーンを用いて、
イベント通知メッセージをＰＧＷ１４０／ＭＴＣサーバ１５０に通知するが、ＭＭＥ１２
０がＭＴＣデバイス１００の管理に必要とする情報が伴う場合（例えば、ＭＴＣデバイス
１００が移動可能な煙センサ（例えば、煙発生を検知可能な移動ロボット）であり、イベ
ント情報に加えてＭＴＣデバイス１００の位置情報を通知する場合や、ＭＴＣサービスが
ＭＴＣデバイス１００の位置情報も付加してイベント情報を通知するＭＴＣサービス（例
えば、ＭＴＣデバイス１００が車などに搭載されていて、イベント検知時、位置情報も付
加して送信するサービス）である場合）、あらかじめ通信システムのオペレータ、ＭＴＣ
サーバ１５０、ＭＴＣユーザ１６０によって設定されている仕様、登録情報や設定情報に
基づいて、ＭＴＣデバイス１００の判断でＣプレーンを用いてイベント通知メッセージを
通知する場合がある。
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【０１６４】
　以下、本発明の第４の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図１６を用い
て詳しく説明する。図１６は、本発明の第４の実施の形態におけるシステム動作の一例（
複数のＭＴＣデバイス１００から送信される同一イベント、又は、そのイベントを引き起
こした出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント通知メッセー
ジの送信抑制方法）を説明するためのシーケンス図である。なお、図１６には、図１に図
示したシステム構成における処理シーケンスの一例を図示する。ここで、ＭＴＣデバイス
１００の特徴は、本発明の第２の実施の形態における特徴と同様であり、ここでは説明を
省略する。
【０１６５】
　以下、図１６に図示されているシーケンスについて説明する。ステップＳ３４１～ステ
ップＳ３４２は、本発明の第２の実施の形態におけるステップＳ３０１～ステップＳ３０
２（図４を参照）と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１６６】
　続いて、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、検知したイベント情報（例えば、煙センサＩＤ
）を格納したイベント通知メッセージ（イベント情報）をＣプレーン上で、ＭＭＥ１２０
に通知する（ステップＳ３４３：イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡ
）。
【０１６７】
　ＭＭＥ１２０は、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａからイベント通知メッセージ（イベント情
報）＠デバイスＡを受信し、必要な情報（例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａの位置情報
やデバイスＩＤなど）を抽出し、例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａの管理処理（例えば
、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａのコンテキスト情報の更新や、位置情報の更新など）を行う
（ステップＳ３４４：デバイスＡ管理処理）。
【０１６８】
　そして、ＭＭＥ１２０は、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格
納されていたイベント情報（例えば、デバイスＩＤやデバイス種ＩＤ）を抽出し、再度逆
イベント通知メッセージをブロードキャストするか判断する際に使用するために記憶する
（ステップＳ３４５：イベント情報の記憶）。
【０１６９】
　続いて、ＭＭＥ１２０は、受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）をＭＴＣ
サーバ１５０に転送する（ステップＳ３４６）。このとき、ＭＭＥ１２０は、通信システ
ムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０によって設定された仕様、登
録情報や設定情報に基づいて、受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバ
イスＡをそのまま転送、若しくは、必要な情報（例えば、イベント情報）のみをＭＴＣサ
ーバ１５０に送信する。なお、ここでは、ＭＴＣサーバ１５０が、イベント通知メッセー
ジ（イベント情報）の通知先になっているが、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ
１５０やＭＴＣユーザ１６０によって設定される仕様や登録情報、また設定情報などに基
づいて、イベント通知メッセージ（イベント情報）の送信先を他のネットワーク装置（例
えば、ＰＧＷ１４０）にしてもよい。なお、ステップＳ３４４のデバイスＡ管理処理から
ステップＳ３４６のイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡの転送処理は
、順不同で実施してもよい。
【０１７０】
　続いて、ＭＴＣサーバ１５０は、受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）か
らイベント情報を抽出し、逆イベント通知メッセージに格納する。そして、ＭＴＣサーバ
１５０は、同一イベント（例えば、煙の発生）、若しくは、そのイベント（例えば、煙発
生）を引き起こした出来事（例えば、火災発生）によって引き起こされたイベント（例え
ば、炎の発生）によるイベント通知メッセージの送信を抑制するために、逆イベント通知
メッセージ（イベント情報）をＵプレーンを用いてＭＴＣグループに属するＭＴＣデバイ
ス１００にブロードキャストする（ステップＳ３４７：逆イベント通知メッセージ（イベ
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ント情報））。ステップＳ３４８以降は、本発明の第２の実施の形態のステップＳ３０６
以降と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１７１】
　本発明の第４の実施の形態のように、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メ
ッセージはＣプレーンで、ネットワーク装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４
０）から送信される逆イベント通知メッセージはＵプレーンを用いることで、ＭＴＣサー
ビスにおけるメッセージが基本的にＵプレーンを用いて送信されると設定されている環境
において、ＭＴＣデバイス１００が、ＭＭＥ１２０経由（Ｃプレーン）でイベント通知メ
ッセージを送信しなければいけない場合（例えば、ＭＭＥ１２０がイベント通知メッセー
ジに格納されているイベント情報（例えば、デバイスＩＤ／デバイス種ＩＤ）やＭＴＣデ
バイス１００の位置情報を用いて、ＭＴＣデバイス１００の管理情報を更新しなければな
らない場合）に対応することができる。
【０１７２】
＜第５の実施の形態＞
　本発明の第５の実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メッセ
ージはＵプレーンで、ネットワーク装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０）
から送信される逆イベント通知メッセージも同様にＵプレーンが用いられる場合について
説明する。すなわち、ＭＴＣデバイス１００から通知されるイベント通知メッセージ（イ
ベント情報）とネットワーク装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０）から送
信される逆イベント通知メッセージ（イベント情報）が、共にＵプレーン上で交換される
場合について説明する。例えば、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴ
Ｃユーザ１６０によって、静的、若しくは、動的に設定されるＭＴＣサービスの仕様や登
録情報、また設定情報などに基づいて、ＭＴＣサービスにおける全てのメッセージがＵプ
レーンを用いて送信されると設定されている環境である。すなわち、ＭＴＣデバイスＡ１
００Ａから通知されるイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡは、ｅＮＢ
１１０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０という順で転送され、ＭＴＣ
サーバ１５０から送信される逆イベント通知メッセージ（イベント情報）は、ＰＧＷ１４
０、ＳＧＷ１３０、ｅＮＢ１１０、ＭＴＣデバイス１００という順で転送される。つまり
、ＭＭＥ１２０は介さず、ＭＴＣサービスのメッセージが交換される。例えば、ＭＴＣサ
ービスにおけるメッセージ（例えば、イベントを検知した情報や、センシングデータなど
）は、ＭＴＣデバイス１００の位置情報などを更新するメッセージ（例えば、ＴＡＵ、Ｒ
ＡＵ、ページングなど）を除いて、全てアプリケーション情報と解釈し、ＭＴＣデバイス
１００やＵＥ１０５のモビリティ制御やＰＤＮコネクション・ＥＰＳベアラを管理、Ｑｏ
Ｓなどを管理するためのＣプレーンではなく、ユーザデータ（アプリケーション情報）を
転送するＵプレーンでのみ交換しなくてはならないという環境が、本発明の第５の実施の
形態に相当する。
【０１７３】
　以下、本発明の第５の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図１７を用い
て詳しく説明する。図１７は、本発明の第６の実施の形態におけるシステム動作の一例（
複数のＭＴＣデバイス１００から送信される同一イベント、又は、そのイベントを引き起
こした出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント通知メッセー
ジの送信抑制方法）を説明するためのシーケンス図である。なお、図１７には、図１に図
示したシステム構成における処理シーケンスの一例を図示する。ここで、ＭＴＣデバイス
１００の特徴は、本発明の第２の実施の形態における特徴と同様であり、ここでは説明を
省略する。
【０１７４】
　以下、図１７に図示されているシーケンスについて説明する。ステップＳ３６１～ステ
ップＳ３６２は、本発明の第２の実施の形態におけるステップＳ３０１～ステップＳ３０
２と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１７５】
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　続いて、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、検知したイベント情報（例えば、煙センサＩＤ
）を格納したイベント通知メッセージ（イベント情報）をＵプレーン上で、ＭＴＣサーバ
１５０に通知する（ステップＳ３６３：イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバ
イスＡ）。すなわち、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａから通知されるイベント通知メッセージ
（イベント情報）＠デバイスＡは、ｅＮＢ１１０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣ
サーバ１５０という順で転送される。なお、ここでは、ＭＴＣサーバ１５０が、イベント
通知メッセージ（イベント情報）の通知先になっているが、通信システムのオペレータ、
ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０によって設定される仕様や登録情報、また設定
情報などに基づいて、イベント通知メッセージ（イベント情報）の送信先を他のネットワ
ーク装置（例えば、ＰＧＷ１４０）にしてもよい。
【０１７６】
　続いて、ＭＴＣサーバ１５０は、受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）の
イベント情報（例えば、デバイスＩＤやデバイス種ＩＤ）を逆イベント通知メッセージに
格納し、Ｕプレーンを用いてＭＴＣグループに属するＭＴＣデバイス１００にブロードキ
ャストする（ステップＳ３６４：逆イベント通知メッセージ（イベント情報））。
【０１７７】
　続いて、ＭＴＣサーバ１５０は、同一イベント（例えば、煙の発生）、若しくは、その
イベント（例えば、煙発生）を引き起こした出来事（例えば、火災発生）によって引き起
こされたイベント（例えば、炎の発生）によるイベント通知メッセージの送信を抑制する
ために、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格納されているイベン
ト情報（例えば、デバイスＩＤやデバイス種ＩＤ）を記憶する（ステップＳ３６５：イベ
ント情報の記憶）。ステップＳ３６６以降は、本発明の第２の実施の形態のステップＳ３
０６以降と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１７８】
　本発明の第５の実施の形態のように、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メ
ッセージとネットワーク装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０）が送信する
逆イベント通知メッセージが共にＵプレーンを用いることで、例えばＭＴＣサービスにお
けるメッセージ（例えば、イベントを検知した情報や、センシングデータなど）は、ＭＴ
Ｃデバイス１００の位置情報などを更新するメッセージ（例えば、ＴＡＵ、ＲＡＵ、ペー
ジングなど）を除いて、全てアプリケーション情報と解釈し、ＭＴＣデバイス１００やＵ
Ｅ１０５のモビリティ制御やＰＤＮコネクション・ＥＰＳベアラを管理、ＱｏＳなどを管
理するためのＣプレーンではなく、ユーザデータ（アプリケーション情報）を転送するＵ
プレーン上で交換しなくてはならないという環境に対応することができる。
【０１７９】
＜第６の実施の形態＞
　また、上記の各実施の形態では、ＰＧＷ１４０をデータゲートウェイとするＥＰＳ（Ev
olved Packet System）アーキテクチャを用いた例について説明したが、それ以外にも、
例えばＧＰＲＳ（General Packet Radio Service）アーキテクチャや、ＵＭＴＳ（Univer
sal Mobile Telecommunications System）アーキテクチャ、またそれらアーキテクチャが
混在するような構成においても、同様に実施可能であることは当業者にとって明らかであ
る。
【０１８０】
　例えば、ＧＰＲＳアーキテクチャやＵＭＴＳアーキテクチャに基づく構成の場合、上述
したようなＭＭＥ１２０とＳＧＷ１３０の役割をＳＧＳＮ（Serving GPRS Support Node
）が担い、相当する処理を実施する。また、同様にＰＧＷ１４０の役割をＧＧＳＮ（Gate
way GPRS Support Node）が担い、相当する処理を実施する。さらには、ＰＤＮコネクシ
ョンと同等の論理通信路として、ＰＤＰコンテキストが用いられる。いくつかのメッセー
ジについては、その表記やシグナリングの手順、またメッセージの順序などが若干異なる
場合があるが、本発明による実施においては問題ではない。なお、その他の通信システム
（例えば、ＷＬＡＮなどのローカル通信システムやＷｉＭＡＸなどの広域通信システム、
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３ＧＰＰ２などのセルラシステム、その他自営通信システムなど）においても同様に実施
可能である。
【０１８１】
＜第７の実施の形態＞
　上記の実施の形態では、図１のＭＴＣ通信ネットワークの構成において、複数のＭＴＣ
デバイス１００が１つのＭＴＣグループとしてまとめられ、各ＭＴＣデバイスが３Ｇアク
セス（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５）への通信インタフェースを保持し、３Ｇアクセス
を介して、ＭＴＣデバイス１００が検知したイベントや、センシングデータをＭＴＣサー
バ１５０に送信するアーキテクチャを用いた例について説明した。しかし、それ以外にも
、例えば、ＭＴＣデバイス１００と３Ｇアクセスとの間にＭＴＣデバイスゲートウェイを
設け、ＭＴＣデバイスゲートウェイがＭＴＣデバイスから送信されたメッセージを転送す
るアーキテクチャにおいても実施可能であることが明らかである。本発明の第７の実施の
形態におけるＭＴＣ通信ネットワークの構成の一例を図１８に示す。
【０１８２】
　図１８において、図１と異なる点は、ＭＴＣデバイス１００とｅＮＢ１１０（３Ｇアク
セス）との間にＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２が存在することである。
【０１８３】
　図１８において、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２は、３Ｇアクセス１１５と通信す
るための通信インタフェースを１つ以上持つ。さらに、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０
２は、複数のＭＴＣデバイス１００と通信するための通信インタフェース（例えば、通信
バスを設け、そのバスへの通信インタフェースや、有線ＬＡＮのような通信インタフェー
スや、Ｚｉｇｂｅｅ（ジグビー）（登録商標）や無線ＬＡＮなどの無線通信プロトコル）
を持つ。
【０１８４】
　一方、ＭＴＣデバイス１００は、上記の各実施の形態のＭＴＣデバイス１００とは異な
り、３Ｇアクセスへの通信インタフェースを持っていなくてもよい。すなわち、ＭＴＣデ
バイス１００は、検知したイベント情報やセンシングデータを直接３Ｇアクセス経由でＭ
ＴＣサーバ１５０に送信することができなくてもよい。その代わり、ＭＴＣデバイス１０
０が検知したイベント情報やセンシングデータは、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２に
送信することで、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２が３Ｇアクセスを経由して、ネット
ワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＰＧＷ１４０やＭＴＣサーバ１５０）に転送する。
このように、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２が、ＭＴＣデバイス１００が取得したデ
ータをまとめて送信することで、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴ
Ｃユーザ１６０は、個別にＭＴＣデバイス１００を管理する必要がなくなり、処理負荷と
リソースが軽減される。また、３Ｇアクセスに通信する装置をＭＴＣデバイスゲートウェ
イ１０２にまとめることで、例えば、全ＭＴＣデバイス１００に高価な３Ｇアクセスへの
通信インタフェースを搭載する必要がなくなり、コスト削減を図ることもできる。なお、
本発明の第６の実施の形態は、マンションやビル、集合住宅などを監視するシステムを管
理する業者において、現実的な実施の形態と言える。
【０１８５】
　また、第１の実施の形態で説明したように、少なくともＭＴＣデバイスゲートウェイ１
０２が複数のＭＴＣデバイス１００から送信されたデータの優先度レベルを確認すること
ができ、ネットワーク側で混雑状態が起こっているとき（例えば、ｅＮＢ１１０、ＭＭＥ
１２０やＰＧＷ１４０がオーバーフロー）や、ＭＴＣユーザ１６０が通信システムオペレ
ータと特別な契約（例えば、高額な利用料金の課金ルールを結ぶことで、優先的なデータ
転送がされる契約）を保持するとき、又は、オペレータ方針によって一定の優先度レベル
を用いたデータ転送の指示が配布されたとき（例えば、優先度レベル３以上はデータ転送
可のとき）には、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２が優先度レベルを確認しながら（例
えば、ネットワーク側が示す許容優先度レベルとＭＴＣデバイス１００から転送されるデ
ータに格納された優先度レベルを比較する。または、ＭＴＣデバイス１００やＭＴＣデバ
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イスゲートウェイ１０２にあらかじめ組み込まれているコンテキスト（例えば、混雑度レ
ベル３のときは優先度レベル３以上のメッセージのみ送信許容などのルールが登録されて
いるコンテキスト）やアプリケーションデータに含まれている優先度レベルを確認する）
、転送データの選択をすることで、優先度レベルが高いデータのみネットワーク側へ転送
することができる（優先度の低いデータの転送は後回し（例えば、混雑状態の解消後）に
することができる）。これにより、ネットワーク側の混雑状態が起こっている場合でも、
ＭＴＣユーザ１６０やＭＴＣサーバ１５０は、優先的に収集しているデータを受信するこ
とができる。
【０１８６】
　また、ＭＴＣデバイス１００がＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２の役割を担うことも
可能である。この場合、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２となるＭＴＣデバイス１００
の負荷が増えることが予想され、負荷を分散する手段が必要となり得る。例えば、ＭＴＣ
デバイスゲートウェイ１０２の役割を、ＭＴＣグループの各ＭＴＣデバイス１００で順番
に（例えば、時間で区切って）担当していくなどして負荷分散することが可能である。
【０１８７】
＜第８の実施の形態＞
　上記の実施の形態では、ネットワーク側で混雑状態になる前にネットワーク側の装置（
例えば、ｅＮＢ１１０、ＭＭＥ１２０や、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１
５０）から逆イベント通知メッセージが通知され、ＭＴＣデバイス１００から送信される
冗長なイベント通知メッセージの送信を抑制し、ネットワーク側の混雑状態を回避してい
た。しかし、既にネットワーク側で混雑状態が起こっているとき、若しくは、あるメッセ
ージ（例えば、ＰＤＮコネクション確立リクエストや、転送データ）を受信した時点で混
雑状態が起こり始めたときに、ＵＥ１０５などから優先度の高い緊急メッセージ（Ｅｍｅ
ｒｇｅｎｃｙ　ｒｅｑｕｅｓｔや、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｍｅｓｓａｇｅとも呼ばれる）
やデータ（アプリケーションメッセージ）、ＰＤＮコネクション確立リクエストが送られ
てきた場合、更なるリソース（Ｕ－ｐｌａｎｅ（Ｕプレーン）、Ｃ－ｐｌａｎｅ（Ｃプレ
ーン）共）が必要となる。例えば、通信システムのエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０
やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）における処理能力のリソース（例えば、
データ転送における処理）や、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５に割り当てる通信リソ
ースや帯域リソースなどがある。このような課題も解決するために、既に確立済みである
ＰＤＮコネクションをＵＥ１０５やＭＴＣデバイス１００、ネットワーク側のエンティテ
ィ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ
１５０）が保持する優先度レベル（例えば、ＵＥ１０５やＭＴＣデバイス１００に割り当
てられる優先度レベルや、送信するデータの優先度レベルや、ＱＣＩやＡＲＰ）を用いて
選択的に切断すること、あるいは、新規ＰＤＮコネクションの確立を制御することで優先
度レベルの高いリクエストやメッセージ、アプリケーションのためのリソースを確保する
。なお、この本発明の第８の実施の形態は、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５が多く存
在するエリアで起こり得る現実的な実施の形態である。
【０１８８】
　以下、本発明の第８の実施の形態について、図１９～２４を用いて説明する。
【０１８９】
　ここで、本発明の第８の実施の形態の説明を容易化するために、図１９と図２０におけ
るＭＴＣデバイスＢとＭＴＣデバイスＤとＭＴＣデバイスＥとＭＴＣデバイスＦは、非特
許文献１で定義されている“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ（タイムトレラント）”（耐時
間性）を有していることを前提とする。
【０１９０】
　この“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００は、
ネットワークが混雑状態の場合やオペレータ方針などによって、メッセージ（例えば、Ｐ
ＤＮコネクション確立リクエストやデータ転送）の送信タイミングを遅らせることができ
る。この“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の動作について、図１９を用いて説明する。図
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１９は、ＭＴＣデバイスＡとＭＴＣデバイスＢとＭＴＣデバイスＣが既にＰＤＮコネクシ
ョンを確立済みで各ＭＴＣデバイス１００から３Ｇアクセス側にデータ転送をしており（
図１９の（Ａ）データ転送）、ＭＴＣデバイスＤとＭＴＣデバイスＥとＭＴＣデバイスＦ
が順次的に、これからＰＤＮコネクションを確立し、３Ｇアクセス側にデータ転送を行お
うとしている状態である（ＭＴＣデバイスＡ～ＣはＣｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｍｏｄｅであり
、ＭＴＣデバイスＤ～Ｆは順次的にＩＤＬＥ　ｍｏｄｅからＣｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｍｏｄ
ｅになろうとしている状態）。このとき、ＭＴＣデバイスＤがＰＤＮコネクションを確立
しようとした際に、３Ｇアクセス側で混雑状態が発生してしまうとする（例えば、３Ｇア
クセス側で許容できるトラフィック量を超えてしまう）（図１９の（Ｆ）混雑発生）。こ
の場合、３Ｇアクセス側は、ＭＴＣデバイスＤのＰＤＮコネクションの確立を拒絶するこ
とを示すＰＤＮコネクション確立拒絶メッセージをＭＴＣデバイスＤに返信した後に、３
Ｇアクセス側で混雑状態になっていることを通知するメッセージ（図１９の（Ｂ）送信制
御メッセージ）を対象となるＭＴＣデバイス１００（本発明の第８の実施の形態では、Ｍ
ＴＣデバイスＡ～Ｆである。実環境では、例えば、特定のＡＰＮに接続しているＭＴＣデ
バイス１００、特定のＭＴＣグループに属しているＭＴＣデバイス１００、特定のオペレ
ータに属しているＭＴＣデバイス１００、特定のエリア（例えば、特定のｅＮＢ１１０や
ＭＭＥ１２０に接続しているＭＴＣデバイス）など）にブロードキャスト送信する。なお
、ネットワークが混雑状態を認識するタイミングは、上記のようにＭＴＣデバイスＤのＰ
ＤＮコネクション確立要求を受けた際に限定されず、既にＰＤＮコネクションを確立して
いるＭＴＣデバイスによって送信されたデータによって輻輳が発生した、あるいは発生し
そうである場合に、送信制御メッセージを対象となるＭＴＣデバイスが属するエリアへブ
ロードキャスト送信する。なお、（Ｂ）送信制御メッセージには、例えば、ＭＴＣデバイ
ス１００から送信されるメッセージ（例えば、ＰＤＮコネクション確立リクエスト）をど
のくらい遅らせるかを示す値（例えば、待機時間）が格納されていることとする（図１９
の（Ｃ）待機時間）。待機時間が格納された（Ｂ）送信制御メッセージを受信したＭＴＣ
デバイス１００は、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているか確認する。
“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００は、（Ｂ）
送信制御メッセージを受信した後、３Ｇアクセスから示された値（例えば、待機時間）に
基づいて、送信メッセージのタイミングを遅らせることができる（例えば、図１９の（Ｄ
）から（Ｅ））。なお、ここでは３Ｇアクセスから示された値（待機時間）に基づいて送
信メッセージのタイミングを遅らせているが、例えばＭＴＣデバイスが値（待機時間）を
計算してもよく、また、ＭＴＣサーバ１５０などの外部サーバに値（待機時間）を問い合
わせてもよい。
【０１９１】
　“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していないＭＴＣデバイス１００やＵＥ
１０５が（Ｂ）送信制御メッセージを受信した場合は、送信メッセージのタイミングを遅
らせることができないため、（Ｃ）待機時間の間にメッセージ（例えば、ＰＤＮコネクシ
ョン確立リクエストやアプリケーションデータ、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｒｅｑｕｅｓｔや
、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する。“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”
を保持していないＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５が送信するメッセージは、（Ｃ）待
機時間の後に再送信することができない（送信メッセージのタイミングを遅らせることが
できない）ため、優先度レベルが高いＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５から送信される
メッセージとして送信できるようにする。この優先度レベルが高いＭＴＣデバイス１００
やＵＥ１０５から送信されるメッセージをネットワーク側が受け入れられるようにするた
めに、送信メッセージのタイミングを遅らせることができる（優先度レベルが低い）ＭＴ
Ｃデバイス１００（“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１
００）によって確立されたＰＤＮコネクションを切断する（（Ｃ）待機時間の後にメッセ
ージを送信させる）ことで、リソース（Ｃ－ｐｌａｎｅ、Ｕ－ｐｌａｎｅ共）を確保する
。
【０１９２】
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　“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していないＭＴＣデバイス１００とＵＥ
１０５が（Ｂ）送信制御メッセージを受信した際、一定の期間（例えば、（Ｂ）送信制御
メッセージに格納されている値（待機時間）ではなく、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０
５にあらかじめ組み込まれている待機時間（固定値））を待機することができる場合、“
Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００は、“Ｔｉｍ
ｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していないＭＴＣデバイス１００より長い時間、メ
ッセージの送信を遅らせることができるものとする。
【０１９３】
　以下、本発明の第８の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図２０を用い
て詳しく説明する。図２０は、本発明の第８の実施の形態におけるシステム動作の一例（
既に確立済みであるＰＤＮコネクションをＵＥ１０５やＭＴＣデバイス１００、ネットワ
ーク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１
４０、ＭＴＣサーバ１５０）が保持する優先度レベル（例えば、ＵＥ１０５やＭＴＣデバ
イス１００に割り当てられる優先度レベルや、送信するデータの優先度レベルや、ＱＣＩ
やＡＲＰ）を用いて切断することで優先度レベルの高いリクエストやアプリケーションの
ためのリソース確保方法）を説明するためのシーケンスチャートである。なお、図２０に
は、図１に図示したシステム構成における処理シーケンスの一例を図示する。
【０１９４】
　ＭＴＣデバイスＡ１００ＡとＭＴＣデバイスＢ１００ＢとＭＴＣデバイスＣ１００Ｃは
、既にＰＤＮコネクションを確立済みであり、データ転送を行っていることとする（図２
０のステップＳ１００１Ａ、Ｓ１００１Ｂ、Ｓ１００１Ｃ：ＰＤＮコネクション確立済み
）。続いて、ＭＴＣデバイスＤ１００Ｄがデータ転送をするためにＰＤＮコネクション確
立リクエストをＭＭＥ１２０に送信する（図２０のステップＳ１００２：ＰＤＮコネクシ
ョン確立リクエスト）。
【０１９５】
  ＰＤＮコネクション確立リクエストを受け、ネットワーク側のエンティティ（例えば、
ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０など）が、例えば処理能力の許容レベル（閾値）を上回った
かどうか確認することによって、混雑状態を検出する（リソースの確保が必要であること
を検出する）（図２０のステップＳ１００３：混雑検出）。ここでは、ＭＴＣデバイスＤ
１００Ｄから送信されたＰＤＮコネクション確立リクエストを受信することでネットワー
ク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０など）が混雑状態を検出して
いるが、データ転送をしているＭＴＣデバイス１００（本発明の第８の実施の形態では、
ＭＴＣデバイスＡ～Ｃ）によって送信されるデータサイズ（送信されているデータの総量
）の増加などによって、ネットワーク側のエンティティが混雑状態を検出してもよい。
【０１９６】
　また、本実施の形態の説明を容易化するために、ＭＭＥ１２０が混雑状態を検出してい
るが、他のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣ
サーバ１５０）が混雑状態を検出してもよい。その場合、各エンティティがＭＴＣデバイ
スＤ１００Ｄに混雑状態が起こっていることを直接通知してもよいし、ＭＭＥ１２０やｅ
ＮＢ１１０などに通知することで、間接的に通知してもよい（例えば、ＰＧＷ１４０が混
雑状態を検出し次第、ＭＭＥ１２０に混雑状態を通知し、ＭＭＥ１２０はＭＴＣデバイス
Ｄ１００ＤからＰＤＮコネクション確立リクエストが送信されてきた際に、混雑状態をＭ
ＴＣデバイス１００に通知してもよい）。
【０１９７】
　混雑状態を検出したＭＭＥ１２０は、ＰＤＮコネクションを確立できないことを通知す
るためにＰＤＮコネクション確立リクエスト拒絶メッセージをＭＴＣデバイスＤ１００Ｄ
に送信する（図２０のステップＳ１００４：ＰＤＮコネクション確立リクエスト拒絶）。
続いて、ｅＮＢ１１０は、対象となるＭＴＣデバイス１００（例えば、特定のＡＰＮに接
続しているＭＴＣデバイス、特定のＭＴＣグループに属しているＭＴＣデバイス、特定の
オペレータに属しているＭＴＣデバイス、特定のエリア（例えば、特定のｅＮＢ１１０や
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ＭＭＥ１２０に接続しているＭＴＣデバイス）など）に送信制御メッセージをブロードキ
ャストする（図２０のステップＳ１００５、Ｓ１００６：送信制御メッセージ）。対象と
なるＭＴＣデバイス１００の決定は、例えば、ステップＳ１００５のブロードキャストメ
ッセージ指示でＭＭＥ１２０がｅＮＢ１１０に指示してもよい。このとき、ＭＭＥ１２０
はｅＮＢ１１０やＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０に指示を問い合わせ
てもよい。
【０１９８】
　なお、ｅＮＢ１１０が対象となるＭＴＣデバイス１００にブロードキャスト送信する際
、従来技術であるページングメッセージ（Ｐａｇｉｎｇ）やＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄ
ｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ａｎｄ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を用いてよ
い。また、ここでは、本実施の形態の説明を容易化するために、ＭＭＥ１２０がｅＮＢ１
１０にブロードキャストメッセージを指示し、ｅＮＢ１１０が対象デバイスにブロードキ
ャストしているが、他のエンティティがブロードキャストメッセージを指示し、ブロード
キャスト送信してもよい（例えば、ＰＧＷ１４０がｅＮＢ１１０にブロードキャストメッ
セージ指示し、ｅＮＢ１１０がブロードキャスト送信）。
【０１９９】
　また、ＭＭＥ１２０によるメッセージの送信処理（ステップＳ１００４とステップＳ１
００５）の順序は、入れ替わってもよい。さらに、ステップＳ１００５において送信制御
メッセージをブロードキャストすることで、ＭＴＣデバイスＤ１００ＤのＰＤＮコネクシ
ョン確立リクエストの拒絶を通知することができるのであれば、ステップＳ１００４を省
略してもよい。
【０２００】
　送信制御メッセージを受信したＭＴＣデバイス１００は、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎ
ｔ”の機能を保持しているか確認する。ＭＴＣデバイス１００が、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅ
ｒａｎｔ”の機能を保持している場合、ＰＤＮコネクション確立リクエストを送信するタ
イミングを送信制御メッセージに格納されている待機時間に基づいて遅らせる。“Ｔｉｍ
ｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していないＭＴＣデバイス１００は、送信メッセー
ジのタイミングを遅らせることができないので、ネットワーク側で混雑状態が起こってい
る場合でもＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する。
【０２０１】
　このように、ＭＴＣデバイス１００からのＰＤＮコネクション確立リクエストの送信を
回避することで、通信システムの処理負荷が軽減され、Ｃ－ｐｌａｎｅのリソースは確保
できる。しかしながら、既にＰＤＮコネクションを確立しているＭＴＣデバイス（ＭＴＣ
デバイスＡ１００Ａ～ＭＴＣデバイスＣ１００Ｃ）のデータ転送が完了するまで、Ｕ－ｐ
ｌａｎｅのリソースに空きは生じない。さらに、上記したようにＵＥ１０５などから優先
度の高い緊急メッセージ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｒｅｑｕｅｓｔや、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ
　ｍｅｓｓａｇｅとも呼ばれる）やアプリケーションメッセージが送られてくることで、
優先度レベルの高いＵＥ１０５やＭＴＣデバイス１００用の更なるリソース（Ｕ－ｐｌａ
ｎｅ、Ｃ－ｐｌａｎｅ共）が必要となることがある。
【０２０２】
　そこで、ＭＴＣデバイス１００の優先度レベルを用いて、既に確立済みであるＰＤＮコ
ネクションを選択的に切断することで優先度レベルの高いＰＤＮコネクション確立リクエ
ストやアプリケーションデータの転送のためのＵ－ｐｌａｎｅのリソースを確保する。こ
の優先度レベルを判別するためにも、例えば、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を
保持しているＭＴＣデバイス１００であるかどうかをＭＴＣデバイス１００に確認させる
。
【０２０３】
　そこで、ｅＮＢ１１０がブロードキャスト送信する送信制御メッセージに「“Ｔｉｍｅ
　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネクシ
ョンを切断する」よう 指示するパラメータを格納する。“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ
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”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は、例えば、ｅＮＢ１１０からブロードキャス
ト送信される送信制御メッセージの受信後、確立済みのＰＤＮコネクションを切断する。
また、ＭＴＣデバイス１００は、送信制御メッセージから一定時間（例えば、３Ｇアクセ
スから示された値（例えば、待機時間））経過後、再度ＰＤＮコネクションを確立し、デ
ータ転送を行ってもよい。
【０２０４】
　図２１は、図２０のステップＳ１００６において、ｅＮＢ１１０が対象となるＭＴＣデ
バイス１００にブロードキャスト送信する送信制御メッセージであり、「“Ｔｉｍｅ　ｔ
ｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネクション
を切断する」よう 指示するパラメータと、「更に付加される詳細な条件」を示したパラ
メータが格納されるメッセージ構成の一例として、送信制御メッセージのフォーマット例
を示す図である。
【０２０５】
　図２１は、ブロードキャスト送信するために必要となるヘッダフィールドと「“Ｔｉｍ
ｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネク
ションを切断する」ことを示したＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドとさらに詳細な
情報を用いてＰＤＮコネクションの維持／切断を判断する際に用いる詳細な条件（詳細デ
ータ）が格納される詳細データフィールドで構成される。詳細データフィールドには、従
来技術のＡＰＮや位置情報（例えば、ｅＮＢ　ＩＤやｅＮＢアドレス）、ＭＴＣグループ
を識別するグループＩＤ、接続しているネットワークオペレータを識別するＰＬＭＮ　Ｉ
Ｄに加えて、確立済みのＰＤＮコネクションを用いて転送するデータのデータ残量（デー
タ残量値）や予想完了時間（予想完了時刻）、残時間、ＰＤＮコネクション（ＥＰＳベア
ラ）のＱＣＩ（QoS Class Indicator）やＡＲＰ（Allocation and Retention Priority）
、データ転送を開始した時刻（以降、“Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅ”とも呼ぶ）、ＭＴＣ　
ｆｅａｔｕｒｅ（例えば、非特許文献１で定義されている着信しかできない“Ｍｏｂｉｌ
ｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００）な
どを格納することができる。ＭＴＣデバイス１００は、確立済みのＰＤＮコネクションを
維持／切断する判断条件として、ＭＴＣデバイス１００が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ
”の機能を保持しているかに加えて、詳細データフィールドに格納されている詳細な判断
条件を用いることができる。つまり、この詳細データフィールドを用いることで、論理演
算を用いて説明すると「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデ
バイス１００」ＡＮＤ「詳細データ」や、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保
持しているＭＴＣデバイス１００」ＯＲ「詳細データ」や、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａ
ｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００」ＥＸＯＲ「詳細データ」の結果で、
確立済みのＰＤＮコネクションの維持／切断を決定することができる。なお、ＭＴＣデバ
イス１００やＵＥ１０５、通信システムのエンティティが、優先度レベルの低いＭＴＣデ
バイス１００、又は、アプリケーションであることを示すパラメータ（例えば、“Ｌｏｗ
　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ”）を認識できる場合は、「“Low priority”
の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネクションを切断する」こと
を示したパラメータと置き換えてもよい（代わりに使用してもよい）。
【０２０６】
　例えば、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１０
０」であり、「“Ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持してい
るＭＴＣデバイス１００」によって確立されたＰＤＮコネクションのみ切断する。または
、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００」、も
しくは、「“Ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持しているＭ
ＴＣデバイス１００」によって確立されたＰＤＮコネクションは切断する。または、「“
Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００」であり、「
“Ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持しているＭＴＣデバイ
ス１００」によって確立されたＰＤＮコネクションと、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ
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”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００」と「“Ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔ
ｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００」でもないＭＴＣデバイス
１００によって確立されたＰＤＮコネクションは切断するというように定義してもよい。
【０２０７】
　また、例えば詳細データフィールドにＢｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅを格納することで、“Ｔ
ｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００であり、Ｂｅｆ
ｏｒｅ　ｔｉｍｅで示された値（時刻）以降にＰＤＮコネクションを確立、若しくは、デ
ータ送信を開始したＭＴＣデバイス１００である場合、確立済みのＰＤＮコネクションを
切断すると定義してもよい。このとき、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅは、例えば「ＡＭ１１：
００」のように値（時刻）を示してもよい。また、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅは、「Ｂｅｆ
ｏｒｅ　ｔｉｍｅで示された値（時刻）以内にＰＤＮコネクションを確立したＭＴＣデバ
イス、若しくは、データ転送を開始してから経過した時間」のように指示することもでき
、その場合は、例えば「１分」のように値（時刻）を示してもよい。
【０２０８】
　また、例えば詳細データフィールドに転送するデータのデータ残量（データ残量値）を
格納することで、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス
１００であり、ＭＴＣデバイス１００によって送信されるデータの残量がネットワーク側
から指示されたデータ残量値を超えてしまっている場合は、確立済みのＰＤＮコネクショ
ンを切断すると定義してもよい。このとき、データ残量値は、例えば「１Ｍ　Ｂｙｔｅｓ
」のように値を示してもよい。
【０２０９】
　また、例えば詳細データフィールドに予想完了時間（残時間）を格納することで、“Ｔ
ｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００であり、ＭＴＣ
デバイス１００が予想するデータ送信の予想完了時間（残時間）がｅＮＢ１１０からブロ
ードキャスト送信された送信制御メッセージに格納されている予想完了時間（残時間）を
超えてしまっている場合は、確立済みのＰＤＮコネクションを切断すると定義してもよい
。このとき、予想完了時間は、例えば「ＡＭ１１：１５」、残時間は「１分」のように値
を示してもよい。また、この予想完了時間や残時間は、例えば、データダウンロード完了
までの時間を表わすアプリケーションなどから取得できる情報を利用してもよい。
【０２１０】
　また、例えば詳細データフィールドにＱＣＩやＡＲＰを格納することで、“Ｔｉｍｅ　
ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００であり、現在送信してい
るデータで用いているＰＤＮコネクションやＥＰＳベアラのＱＣＩやＡＲＰが、詳細デー
タフィールドで示された値以下である場合、該当するＰＤＮコネクションを切断するとい
うように定義してもよい。通信システムのエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ
１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）やＭＴＣサーバ１５０が詳細データフィールドに
格納するＱＣＩやＡＲＰは、例えばＳｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｄａｔａやＭＴＣデバイ
ス１００の情報が登録されているコンテキスト、課金ルールなどを管理しているＰＣＲＦ
（Policy and Charging Rules Function、図１には不図示）から取得したデータなどを用
いて決定してもよい。例えば、ＭＭＥ１２０がＨＳＳ１２５から送信制御メッセージの送
信対象先であるＭＴＣデバイス１００のＳｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｄａｔａを取得し、
確立されているＰＤＮコネクションの平均ＱＣＩやＡＲＰを導き出し、現在の混雑状態と
照らし合わせて、詳細データフィールドに格納するＱＣＩやＡＲＰを決定してもよい。
【０２１１】
　ＭＴＣデバイス１００は、上記したような詳細データフィールドに格納されているＰＤ
Ｎコネクションを切断するための詳細な判断条件を用いるために、例えば、Ｂｅｆｏｒｅ
　ｔｉｍｅが格納される場合は、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅを用いるためにＭＴＣデバイス
１００はデータ転送を開始した時刻や、ＰＤＮコネクションを確立した時刻を記憶、若し
くは、その時点からタイマーを起動し、ｅＮＢ１１０からブロードキャスト送信された送
信制御メッセージを受信するまでの時間を計測してもよい。
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【０２１２】
　また、詳細データフィールドにデータ残量（データ残量値）が格納される場合は、ＭＴ
Ｃデバイス１００は、現在送信しているデータの残りを把握しておく必要がある。例えば
、ＭＴＣデバイス１００は送信予定のデータ総量（例えば、５０Ｍ　Ｂｙｔｅｓ）と送信
済みデータ量を記憶しておくことで、データ残量を計算してもよい。
【０２１３】
　また、詳細データフィールドに予想完了時間（あるいは、予想完了時刻）や残時間が格
納される場合は、ＭＴＣデバイス１００は、現在送信しているデータの予想完了時間や、
送信完了するまでに要する時間を把握しておく必要がある。例えば、ＭＴＣデバイス１０
０は送信予定のデータ量（例えば、５０Ｍ　Ｂｙｔｅｓ）と送信レート（例えば、１Ｍｂ
ｐｓ）と送信済みデータ量（例えば、４０Ｍ　Ｂｙｔｅｓ）を把握しておき、データ転送
の予想完了時間（現時刻がＡＭ１１：００とすると、データ転送の予想完了時刻（５０Ｍ
　Ｂｙｔｅｓ―４０Ｍ　Ｂｙｔｅｓ）×８ｂｉｔｓ÷１Ｍｂｐs＝８０秒なので、ＡＭ１
１：０１　２０秒）や残時間（８０秒）を見積もってもよい。上記式は、単純に計算した
式の例であり、実環境におけるパケットロス率などを考慮した式を用いてもよい。また、
このような予想完了時間や残時間は、起動しているアプリケーションから取得してもよい
。
【０２１４】
　また、詳細データフィールドにＱＣＩやＡＲＰが格納される場合は、ＭＴＣデバイス１
００は、現在使用しているＰＤＮコネクションのＱＣＩやＡＲＰを把握しておく必要があ
る。例えば、ＭＴＣデバイス１００は、ＰＤＮコネクション（ＥＰＳベアラ）を確立した
際（例えば、Ａｔｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中や、Ｂｅａｒｅｒ　ｍｏｄｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中）にネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１
１０、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＨＳＳ１２５）からＱＣＩやＡＲＰ
を取得し、ネットワーク側からブロードキャスト送信される送信制御メッセージに格納さ
れるＱＣＩやＡＲＰと比較してもよい。
【０２１５】
　また、詳細データフィールドにＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅが格納される場合は、ＭＴＣデ
バイス１００は、搭載しているＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅを把握しておく必要がある。例え
ば、ＭＴＣデバイス１００は、ＭＴＣデバイス１００コンテキストを持ち、そのコンテキ
ストの中に各ＭＴＣデバイス１００が搭載する全てのＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅを登録して
もよい。または、ＭＴＣデバイス１００が３ＧアクセスとＰＤＮコネクションを確立する
際（例えば、Ａｔｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中）、ネットワーク側からＭＴＣデバイ
ス１００が保持できるＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅ、もしくは、ＭＴＣサーバ／ユーザから指
示されているＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅをＭＴＣデバイス１００に通知することで、ＭＴＣ
デバイス１００が搭載しているＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅを把握してもよい。
【０２１６】
　なお、詳細データフィールドを用いずに、Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドのみ
でＰＤＮコネクションの維持／切断を判断する場合は、例えば図２１に図示されているフ
ォーマットから詳細データフィールドを省略してもよい。
【０２１７】
　また、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確
立済みＰＤＮコネクションを切断する」ことを通知するために、従来技術のページングと
ＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）を用いてもよい。例えば
、ＭＴＣ用のＳＩＢを新たに設ける、若しくは、既存のＳＩＢを改良して、ＭＴＣデバイ
ス１００にそのＳＩＢを読み出すように指示することで、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎ
ｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネクションを切断する」
ことを通知してもよい。また、従来技術のＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔ　Ａｎｄ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を用いて、各ＭＴＣデバイス
１００に通知してもよい。
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【０２１８】
　「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済み
ＰＤＮコネクションを切断する」ことを通知されたＭＴＣデバイス１００は、自分自身が
“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているかどうかを確認する。
【０２１９】
　ＭＴＣデバイス１００が、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しており、か
つ、既にＰＤＮコネクションを確立済みである場合には、ＰＤＮコネクションを切断する
（図２０のステップＳ１００７：ＰＤＮコネクションリリース）。なお、ここではＭＴＣ
デバイス１００が、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していて、既にＰＤＮ
コネクションを確立済みである場合、即座にＰＤＮコネクションを切断しているが、例え
ばＭＴＣデバイスと通信システムのポリシや、アプリケーションの仕様などに基づいて、
切断のタイミングを見計らってもよい。また、ＭＴＣデバイス１００と通信システムのエ
ンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）は、
ＰＤＮコネクションを切断する際、完全に切断するのではなく、再度ＰＤＮコネクション
を確立する際の時間短縮や処理負荷軽減のために以前の状態（例えば、ＭＴＣデバイス１
００のＩＰアドレス、ＩＭＳI、ＩＭＥＩ、鍵情報）を一定期間、各装置で保持して再利
用してもよい。
【０２２０】
　また、図２０の例では、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂが、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ
”の機能を保持しており、かつ、既にＰＤＮコネクションを確立済みのＭＴＣデバイス１
００に該当する。すなわち、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂは、ステップＳ１００６の送信制
御メッセージを受信すると、確立済みのＰＤＮコネクションを切断する。なお、このとき
、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂは、確立したＰＤＮコネクションを切断するために、非特許
文献３で定義されているＵＥ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　Ｄｅｔａｃｈ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ
やＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅなどの従来技術に係る処理を用いてもよい。
【０２２１】
　また、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”を保持しておらず、ＰＤＮコネクションが確立
済みのＭＴＣデバイス１００（図２０の例では、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡとＭＴＣデバ
イスＣ１００Ｃに相当）は、ＰＤＮコネクションをそのまま維持する。また、“Ｔｉｍｅ
　ｔｏｌｅｒａｎｔ”を保持していて、ＰＤＮコネクションを保持しておらず、これから
メッセージ（例えば、ＰＤＮコネクション確立リクエスト）を送信しようとしていたＭＴ
Ｃデバイス１００（ＭＴＣデバイスＥ１００ＥやＭＴＣデバイスＦ１００Ｆに相当）は、
上記で説明したように（例えば、図１９の（Ｄ）から（Ｅ））、メッセージの送信タイミ
ングを遅らせる。
【０２２２】
　また、その後、ＵＥ１０５などから優先度の高い緊急メッセージ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ
　ｒｅｑｕｅｓｔや、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｍｅｓｓａｇｅとも呼ばれる）やアプリケー
ションメッセージが送られてくる場合、若しくは、メッセージを送るためのＰＤＮコネク
ション確立リクエストが送られてくる場合（図２０のステップＳ１００８：データ送信／
ＰＤＮコネクション確立リクエスト）がある。この場合、ＵＥ１０５は、メッセージを送
信することが可能である。ステップＳ１００７で、ＭＴＣデバイスＢが確立済みのＰＤＮ
コネクションを切断したことによってリソース（Ｃ－ｐｌａｎｅ、Ｕ－ｐｌａｎｅ共）が
確保されたため、ネットワーク側はステップＳ１００８のＵＥによるデータ送信、若しく
は、ＰＤＮコネクション確立リクエストを受け入れることができる。
【０２２３】
　なお、本発明の第８の実施の形態では、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持
するＭＴＣデバイス１００のみを対象とするのではなく、ＡＰＮやＭＴＣグループのグル
ープＩＤ、ネットワークオペレータを識別するＰＬＭＮ　ＩＤ（Public Land Mobile Net
work ID）、デバイス種ＩＤ、デバイスＩＤなどと組み合わせて使用してもよい。
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【０２２４】
　また、本発明の第８の実施の形態は、ＭＴＣデバイス１００が送信制御メッセージ受信
後に確立したＰＤＮコネクションを切断しているが、通信システムのエンティティ（例え
ば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）やＭＴＣサーバ１５０
が、Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｄａｔａやＭＴＣデバイス１００特有のコンテキスト、
メッセージ交換（例えば、Ａｔｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）時などの情報から、切断
すべきＰＤＮコネクション（“特定のＰＤＮコネクション”）を確認することができるの
であれば、通信システムのエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ
１３０、ＰＧＷ１４０）やＭＴＣサーバ１５０主導でＰＤＮコネクションを切断してもよ
い。このとき、非特許文献３で定義されているＰＤＮ　ＧＷ　ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　ｂｅ
ａｒｅｒ　ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎやＭＭＥ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　Ｄｅｔａｃｈ　ｐ
ｒｏｃｅｄｕｒｅなどの従来技術に係る処理を用いてもよい。例えば、通信システムのエ
ンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）やＭ
ＴＣサーバ１５０が、優先度の高いＵＥ１０５やＭＴＣデバイス１００のためのリソース
を確保するために算出、若しくは、取得したＰＤＮコネクションを切断するための条件（
例えば、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００で、Ｂ
ｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅで示される値に該当するＭＴＣデバイス１００）と、記憶していた
ＭＴＣデバイス１００によってＰＤＮコネクションが確立された時刻を比較し、切断すべ
きＰＤＮコネクションを確認することができる場合がある。
【０２２５】
　次に、図２２を参照しながら、本発明の第８の実施の形態におけるＭＴＣデバイス１０
０の構成について説明する。図２２は、本発明の第８の実施の形態におけるＭＴＣデバイ
ス１００の構成の一例を示す図である。
【０２２６】
　図２２において、ＭＴＣデバイス１００は、通信システム（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮや
ＵＴＲＡＮ）と接続して下位レイヤにおける通信処理と上位レイヤでＩＰなどのパケット
通信処理を実施する通信処理部１１１０、ネットワーク側からブロードキャスト送信され
た送信制御メッセージのＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドと詳細データフィールド
を処理するブロードキャストメッセージ処理部１１２０、ブロードキャストメッセージ処
理部１１２０の結果に基づいて、既に確立済みのＰＤＮコネクションを維持／切断するＰ
ＤＮコネクション処理部１１３０を少なくとも有する。
【０２２７】
　また、送信制御メッセージの詳細データフィールドに情報が格納される場合は、詳細デ
ータ処理部１１４０を設けてもよい。詳細データ処理部１１４０は、例えば、Ｂｅｆｏｒ
ｅ　ｔｉｍｅを用いてデータ送信開始時間でＰＤＮコネクションの切断をする場合、ＭＴ
Ｃデバイス１００内でデータ送信を開始した時間を記憶する機能やタイマー機能を有する
。詳細データ処理部１１４０は、既存の処理部（例えば、ブロードキャストメッセージ処
理部１１２０）に組み込んでもよい。
【０２２８】
　次に、図２２に図示されている構成を有するＭＴＣデバイス１００について、本発明に
おける特徴的な処理を中心に、図２３を用いて詳しく説明する。
【０２２９】
　図２３において、ＭＴＣデバイス１００は、ｅＮＢ１１０からブロードキャスト送信さ
れたメッセージ（送信制御メッセージ）を受信する（図２３のステップＳ１２１０）。Ｍ
ＴＣデバイス１００は、ＭＴＣデバイス１００自身がＰＤＮコネクションを切断するＭＴ
Ｃデバイス１００であるかを確認するために、ブロードキャストメッセージ（送信制御メ
ッセージ）のＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドと詳細データフィールドに格納され
ている情報をブロードキャストメッセージ処理部１１２０で取得する（図２３のステップ
Ｓ１２２０）。
【０２３０】
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　ＭＴＣデバイス１００は、受信したブロードキャストメッセージの送信対象に自分が含
まれていないと判断した場合には、特別な処理は行わずに終了する。
【０２３１】
　一方、ＭＴＣデバイス１００が、受信したブロードキャストメッセージの送信対象に自
分が含まれていると判断した場合には、ＭＴＣデバイス１００と通信システムの間にＰＤ
Ｎコネクションを確立済みであるかどうかを更に確認する（図２３のステップＳ１２３０
）。なお、ＭＴＣデバイス１００が、ブロードキャストメッセージの送信対象に自分が含
まれているかどうかを判断する処理フロー（図２３のステップＳ１２２０の処理）の詳細
については後述する（図２４を参照）。
【０２３２】
　ＭＴＣデバイス１００と通信システム間にＰＤＮコネクションが確立されていない場合
、ＭＴＣデバイス１００はＰＤＮコネクション未確立時の動作（例えば、“Ｔｉｍｅ　ｔ
ｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００は、ＰＤＮコネクション確
立リクエストの送信タイミングを遅らせる）を実施して（図２３のステップＳ１２４０）
、終了する。
【０２３３】
　一方、ＭＴＣデバイス１００と通信システム間に、既にＰＤＮコネクションを確立され
ている場合、ＭＴＣデバイス１００は、ＰＤＮコネクション処理部１１３０で、例えば非
特許文献３で定義されているＵＥ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　Ｄｅｔａｃｈ　Ｐｒｏｃｅｄｕ
ｒｅやＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅなどを用いて、確立済みのＰＤＮコネクションを切断する
（図２３のステップＳ１２５０）。
【０２３４】
　次に、詳細データフィールドに格納された値を用いてＰＤＮコネクションを維持／切断
する際の詳細な流れについて説明する。例えば、詳細データフィールドにデータ転送を開
始してから経過した時間を示す“Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅ”が格納されている場合につい
て、図２４を用いて詳しく説明する。なお、図２４は、図２３のステップＳ１２２０の処
理の詳細について説明するためのものである。
【０２３５】
　図２４において、ＭＴＣデバイス１００は、ｅＮＢ１１０からブロードキャスト送信さ
れたメッセージ（送信制御メッセージ）を受信する（図２４のステップＳ１２１０）。続
いて、ＭＴＣデバイス１００は、ＭＴＣデバイス１００自身がＰＤＮコネクションを切断
するＭＴＣデバイス１００であるかを確認するために、ブロードキャストメッセージ（送
信制御メッセージ）のＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドを確認する（図２４のステ
ップＳ１２２１）。このとき、ＭＴＣデバイス１００は、例えば、製造時に設定された情
報（例えば、ＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅの一覧が登録されているＭＴＣデバイス１００コン
テキスト）やＡｔｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中にネットワーク側から通知される情報
（例えば、通信システムのオペレータから設定されるＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅや、ＭＴＣ
　Ｕｓｅｒから設定されるＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅ）などから、自分自身が“Ｔｉｍｅ　
ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているか確認してもよい。
【０２３６】
　ＭＴＣデバイス１００は、自分自身が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持し
ていないと判断した場合には、特別な処理は行わずに終了する。
【０２３７】
　一方、ＭＴＣデバイス１００が、自分自身が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を
保持していると判断した場合には、続いて、送信制御メッセージの詳細データフィールド
で示されたＢｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅの値（時刻）を取得する。ここでは、ＭＴＣデバイス
１００が既にＰＤＮコネクションを確立済みであると仮定し、ＭＴＣデバイス１００はＰ
ＤＮコネクションを確立した時刻や、確立したＰＤＮコネクションで行うデータ転送の開
始時刻を記憶、若しくは、タイマーを起動し、送信制御メッセージを受信するまでの時間



(54) JP WO2011/129098 A1 2011.10.20

10

20

30

40

50

を計測しているとする。
【０２３８】
　ＭＴＣデバイス１００は、送信制御メッセージの詳細データフィールドで示されたＢｅ
ｆｏｒｅ　ｔｉｍｅの値（時刻）と記憶（若しくは、計測）した値（時刻）の比較を行い
、ＰＤＮコネクションの切断を判断する（図２４のステップＳ１２２２）。例えば、送信
制御メッセージの詳細データフィールドで示されたＢｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅの値（時刻）
が「ＡＭ１１：００」であり、ＭＴＣデバイス１００が記憶（若しくは、計測）した値（
時刻）が「ＡＭ１０：５５」であった場合（送信制御メッセージで示された時刻＞ＭＴＣ
デバイス１００内で記憶（計測）した時刻という条件に当てはまらない場合）、ネットワ
ーク側が判断した値（時刻）より前から通信を開始し始めていたということで、送信制御
メッセージの送信対象に自分が含まれていないと判断し、その結果、特別な処理は行わず
にＰＤＮコネクションを維持する。なお、この「ＡＭ１１：００」のような形式ではなく
、「１分前」のような形式でもよい。
【０２３９】
　一方、送信制御メッセージで示された時刻＞ＭＴＣデバイス１００内で記憶した時刻の
条件に当てはまる場合には、ネットワーク側が判断した値（時刻）より後に通信を開始し
始めたということで、送信制御メッセージの送信対象に自分が含まれていると判断し、そ
の結果、確立済みのＰＤＮコネクションを切断する（図２４のステップＳ１２３０、ステ
ップＳ１２４０）。
【０２４０】
　また、この詳細データフィールドを用いたＰＤＮコネクションの切断について、Ｂｅｆ
ｏｒｅ　ｔｉｍｅを例に挙げて説明したが、他のデータ残量や残時間などについても同様
な処理（例えば、図２４のステップＳ１２２２はＢｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅを用いて説明し
ているが、送信制御メッセージで示されたデータ残量値＞ＭＴＣデバイス内で計算したデ
ータ残量値など）が行われる。また、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅとデータ残量を組み合わせ
ることによって、さらにＰＤＮコネクションの維持／切断に用いる詳細な判断条件にでき
る。例えば、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅを用いて、ＰＤＮコネクションを切断するか絞り込
みをした後に、その中でデータ残量がどれくらいかによってＰＤＮコネクションを切断す
るかを判断してもよい。
【０２４１】
　また、本発明の第８の実施の形態を非特許文献６で定義されているＬｏｗ　ｐｒｉｏｒ
ｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒと組み合わせることで、ネットワーク側で混雑状態が起こっ
ている際、最初にＬｏｗ　ｐｉｒｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒを持つＭＴＣデバイス
１００によって確立されたＰＤＮコネクションを切断し、続いて“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒ
ａｎｔ”の機能を持つＭＴＣデバイス１００によって確立されたＰＤＮコネクションを切
断するというように、段階的にＰＤＮコネクションを切断することができる。これにより
、リソースを段階的に確保することができ、過剰なＰＤＮコネクションの切断を回避する
ことができる。例えば、通信システムのエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１
２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＨＳＳ）が、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒが格納されたＰＤＮコネクション確立リクエストを送信してきたＭＴＣデバイ
ス１００を、例えば、ＭＴＣデバイスコンテキストに登録、または、Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔ
ｉｏｎ　ｄａｔａに登録するなどによって把握しておき、上記処理を実現させてもよい。
また、通信システムのエンティティが、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
を持つＭＴＣデバイス１００を把握することによって、ブロードキャスト送信する送信制
御メッセージの送信先をＬｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒを持つＭＴＣデ
バイス１００のみと指定してもよい。
【０２４２】
　また、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒとの組み合わせではなく、Ｔｉ
ｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドの代わりにＬｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒフィールドを用いて、切断すべきＰＤＮコネクションを決定してもよい。このとき
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、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒフィールドは、詳細データフィールド
と組み合わせて使用してもよい。
【０２４３】
　例えば、ＭＭＥ１２０が混雑状態を検知した場合、最初にＬｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　
ｉｎｄｉｃａｔｏｒを持つＭＴＣデバイス１００によって確立されたＰＤＮコネクション
を切断する指示をｅＮＢ１１０に送信し、ｅＮＢ１１０が対象となるＭＴＣデバイス１０
０に送信制御メッセージをブロードキャストする。送信制御メッセージを受信し、かつ、
Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒを持つＭＴＣデバイス１００は、確立済
みのＰＤＮコネクションを切断する。
【０２４４】
　ここで、リソースの確保が十分でないと判断された場合（例えば、混雑状態を示す閾値
を超えている場合など）、ＭＭＥ１２０がＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールド（例え
ば、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持している」）と詳細データフィール
ド（例えば、「“Ｍｏｂｉｌｅ　Ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”」）を用いて、確立
済みのＰＤＮコネクションを切断するとｅＮＢ１１０に通知し、ｅＮＢ１１０が対象とな
るＭＴＣデバイス１００にブロードキャスト送信する。送信制御メッセージを受信し、か
つ、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”と“Ｍｏｂｉｌｅ　Ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌ
ｙ”の機能を持つＭＴＣデバイス１００は、確立済みのＰＤＮコネクションを切断する。
これにより、リソースを段階的に確保することができ、過剰なＰＤＮコネクションの切断
を回避することができる。
【０２４５】
　本発明の第８の実施の形態では、一部のＭＴＣデバイス１００（ＭＴＣデバイスＢ１０
０Ｂ、ＭＴＣデバイスＤ１００Ｄ、ＭＴＣデバイスＥ１００Ｅ、ＭＴＣデバイスＦ１００
Ｆ）が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していることを前提としているが、
全てのＭＴＣデバイス１００が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持している場
合にも適用できる。
【０２４６】
　全てのＭＴＣデバイス１００が、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持してい
る場合、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているか否かでＰＤＮコネクシ
ョンの切断を判断することができなくなるので、図２１の詳細データフィールドに格納さ
れる判断条件を用いて、ＰＤＮコネクションの切断を判断する。例えば、全てのＭＴＣデ
バイス１００が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持している環境において、“
Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持し、“Ｍｏｂｉｌｅ　Ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ
　ｏｎｌｙ”の機能も保持しているＭＴＣデバイス１００によって確立されたＰＤＮコネ
クションを切断するというブロードキャストメッセージは、“Ｍｏｂｉｌｅ　Ｏｒｉｇｉ
ｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００によって確立された
ＰＤＮコネクションは切断するという送信制御メッセージになる。同様に、全てのＭＴＣ
デバイス１００が、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持している環境において
、Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持し、「送信制御メッセージで示された時刻
＞ＭＴＣデバイス１００内で記憶した時刻」の条件に当てはまる場合には、確立済みのＰ
ＤＮコネクションを切断するという送信制御メッセージは、「送信制御メッセージで示さ
れた時刻＞ＭＴＣデバイス１００内で記憶した時刻」の条件に当てはまるＭＴＣデバイス
１００によって確立されたＰＤＮコネクションは切断するという送信制御メッセージにな
る。そのため、ｅＮＢ１１０がブロードキャスト送信する送信制御メッセージにおいて、
“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００であるか否かを
識別するための図２１のＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドは省略できる。
【０２４７】
　以上、本発明の第８の実施の形態によれば、既にネットワーク側で混雑状態が起こって
いるとき、若しくは、あるメッセージ（例えば、ＰＤＮコネクション確立リクエストや、
転送データ）を受信した時点で混雑状態が起こり始めたときに、ＵＥ１０５などから優先
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度の高い緊急メッセージ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｒｅｑｕｅｓｔや、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ
　ｍｅｓｓａｇｅとも呼ばれる）やアプリケーションメッセージが送られてくることで更
なるリソース（Ｕ－ｐｌａｎｅ、Ｃ－ｐｌａｎｅ共）が必要となる課題に対して、ネット
ワーク側からブロードキャスト送信されるメッセージで、ＭＴＣデバイス１００が“Ｔｉ
ｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しており、そして、詳細データフィールドで示さ
れる値（例えば、“Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅ”で示されるデータ転送を開始してから経過
した時間）を用いて、既に確立済みであるＰＤＮコネクションの維持／切断をする。これ
により、優先度レベルの高いリクエストやアプリケーションのためのリソースを確保する
ことができる。
【０２４８】
　また、ネットワーク側（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ
１４０、ＭＴＣサーバ１５０）から対象となるＭＴＣデバイス１００（例えば、特定のＡ
ＰＮに接続しているＭＴＣデバイス１００、特定のＭＴＣグループに属しているＭＴＣデ
バイス１００、特定のオペレータに属しているＭＴＣデバイス１００、特定のエリア（例
えば、特定のｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０に接続しているＭＴＣデバイス１００）など）
にメッセージがブロードキャストされることによって、メッセージ（例えば、ＰＤＮコネ
クション確立リクエスト）を送信しようとしていたＭＴＣデバイス１００からのメッセー
ジを回避することができる。それにより、ネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅＮ
Ｂ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）の処理負
荷やトラフィックが軽減される。
【０２４９】
　また、上記の実施の形態でネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭ
ＭＥ１２０、ＳＧＷ、ＰＧＷ、ＭＴＣサーバ１５０）からメッセージ（例えば、本発明の
第１～第７の実施の形態では逆イベント通知メッセージ、本発明の第８の実施の形態では
送信制御メッセージ）がブロードキャストされる。ネットワーク側のエンティティ（例え
ば、ｅＮＢ１１０、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）
は、非特許文献６で定義されるように、このブロードキャストされるメッセージにＭＴＣ
デバイス１００が送信するメッセージを遅らすための待機時間（Ｓｔｏｐ　ｔｉｍｅ、Ｂ
ａｒｒｉｎｇ　ｔｉｍｅ、Ｂａｃｋｏｆｆ　ｔｉｍｅ、Ｗａｉｔ　ｔｉｍｅなどとも呼ば
れる）を格納する場合もある。ＭＴＣデバイス１００は、この待機時間の間はデータ送信
やＰＤＮコネクション確立リクエストなどのメッセージ送信を行えないものとする（例え
ば、ＭＴＣデバイス１００が通常モードからデータ送信抑制モードや、規制モード、制限
モードなどにモード遷移する）。しかし、優先度レベルの高いイベントを検知した場合や
、緊急事態が生じた場合には、ネットワーク側からメッセージ送信の抑制をされているが
、ＭＴＣデバイス１００はデータ送信やＰＤＮコネクション確立リクエストの送信が可能
なモード（例えば、通常モード）にモード遷移できるものとする。また、この待機時間は
、詳細データフィールドに格納されるＰＤＮコネクションを維持／切断するための条件（
例えば、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅ）と共用してもよい。例えば、待機時間を「３分」と設
定し、優先度レベルの低いＭＴＣデバイスからのメッセージ（例えば、ＰＤＮコネクショ
ン確立リクエスト）を３分間抑制すると同時に、３分以内に確立されたＰＤＮコネクショ
ンを切断するように指示してもよい。なお、このとき、詳細データフィールドは省略でき
、通信システムのエンティティやＭＴＣデバイス１００の処理負荷、ネットワークのトラ
フィックが軽減される。
【０２５０】
　また、上記の実施の形態（特に第８の実施の形態）で、ＭＴＣデバイス１００とネット
ワーク側のエンティティが、異なる優先度レベルを認識できる場合（例えば、アプリケー
ションＡのデータは優先度レベルＡであり、ＵＥ１０５からのメッセージは優先度レベル
Ｂなど）、ネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０、ＭＭＥ１２０、ＳＧ
Ｗ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）は優先度レベル毎にメッセージ送信を抑
制してもよい。例えば、ｅＮＢ１１０がブロードキャスト送信する送信制御メッセージに
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「優先度レベルＢのみ抑制」ということを示すパラメータを格納する。この送信制御メッ
セージを受信したＭＴＣデバイス１００は、優先度レベルＢのメッセージのみ送信を遅ら
せる／停止させる、若しくは、優先度レベルを変化させてメッセージを送信する。例えば
、「優先度レベルＢのみ抑制」であるが、「ＭＴＣグループＡに属しているＭＴＣデバイ
ス１００は免除」ということを示すパラメータと組み合わせて使用してもよい。また、優
先度レベルだけではなく、従来技術の、例えば、Ａｃｃｅｓｓ　ｃｌａｓｓを用いてＭＴ
Ｃデバイス１００から送信されるメッセージを抑制してもよい。
【０２５１】
　また、上記の実施の形態（特に第１～第８の実施の形態）におけるＭＴＣデバイス１０
０は、１つのＭＴＣグループや１つのＡＰＮ、１つのＰＬＭＮオペレータに属していたが
、複数のＭＴＣグループや複数のＡＰＮ、複数のＰＬＭＮオペレータに属してもよい。例
えば、ＭＴＣデバイス１００が２つのＡＰＮ（ＡＰＮ－１とＡＰＮ－２）に接続している
場合、通信システムは段階的にＭＴＣデバイス１００から送信されるメッセージを抑制す
ることができる。例えば、ネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０、ＭＭ
Ｅ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）がブロードキャスト送信
する送信制御メッセージ、若しくは、逆イベント通知メッセージに「ＡＰＮ－１を用いた
送信メッセージを抑制」ということを示すパラメータを格納する。これにより、ＭＴＣデ
バイス１００はＡＰＮ－１を用いたメッセージ送信は抑制されるが、ＡＰＮ－２を用いた
メッセージ送信は可能となる。
【０２５２】
　また、本発明の第８の実施の形態では、説明の容易化のために、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅ
ｒａｎｔ”フィールドと詳細データフィールドを用いた結果、確立済みのＰＤＮコネクシ
ョンを切断すると多く記述したが、通信システムのオペレータのポリシやＭＴＣサーバ、
ＭＴＣユーザのポリシ、アプリケーションのポリシ、ＭＴＣデバイスのポリシによっては
、確立済みのＰＤＮコネクションを切断ではなく、「維持」すると決定してもよい。
【０２５３】
　なお、本発明の第８の実施の形態では、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持
し、詳細データフィールドで指定された条件に該当するＭＴＣデバイス１００が、既にＰ
ＤＮコネクションを確立済みである場合、ＭＴＣデバイス１００はＰＤＮコネクションを
切断していたが（図２４のステップＳ１２２１、Ｓ１２２２、Ｓ１２３０、Ｓ１２５０）
、ＰＤＮコネクションは切断せずに（維持したまま）、データ送信のみ制御（例えば、停
止、データレートの変更、データサイズの変更）を行ってもよい。これにより、Ｕ－ｐｌ
ａｎｅのリソースを段階的に確保することができる。また、ＰＤＮコネクションを切断し
ないため、再度ＰＤＮコネクションを確立する必要がなくなり、通信システムのエンティ
ティ（例えば、ｅＮＢ１１０、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）の処理負荷
が軽減される（例えば、アドレスの割り当て、バインディングアップデート）。
【０２５４】
　なお、本発明の第８の実施の形態は、通信システムのエンティティが対象となるＭＴＣ
デバイス１００にブロードキャストして、優先度レベルの高いＵＥ１０５やＭＴＣデバイ
ス１００のためのリソースを確保するためにＰＤＮコネクションを切断しているが、ブロ
ードキャストではなく、ユニキャストやマルチキャストで送信してもよい。
【０２５５】
　なお、本発明の第８の実施の形態は、図１９、２０を用いて説明したように、ＭＴＣデ
バイスＤ１００ＤがＰＤＮコネクション確立リクエストをネットワーク側に送信した結果
（図２０のステップＳ１００２）、ネットワーク側が混雑状態になり（図２０のステップ
Ｓ１００３）、送信制御メッセージがＭＴＣデバイスに送信されていた（図２０のステッ
プＳ１００６）。つまり、送信制御メッセージは、ネットワーク側が混在状態にある場合
に、優先度レベルが低いＭＴＣデバイス１００からのメッセージ（例えば、ＰＤＮコネク
ション確立リクエスト）の回避と、既に確立済みのＰＤＮコネクションを切断することを
要求するために使用された。さらに、送信制御メッセージは、既にＰＤＮコネクションを
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確立済みであるＭＴＣデバイス１００が、新たに送信する可能性がある別のＰＤＮコネク
ション確立リクエストを拒絶する、あるいは遅延させるためにも用いることができる。送
信制御メッセージを新たなＰＤＮコネクション確立リクエストの遅延のために用いる場合
、混雑状態を検出した際に通信システムのエンティティは、待機時間を含む送信制御メッ
セージを対象となるＭＴＣデバイスへブロードキャストする。このとき、ネットワーク側
がブロードキャスト送信する送信制御メッセージにパラメータ情報として格納される待機
時間は、既にＰＤＮコネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１００（ＭＴＣデバイ
スＡ１００Ａ、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ、ＭＴＣデバイスＣ１００Ｃ、ＭＴＣデバイス
Ｄ１００Ｄ）が送信する追加のＰＤＮコネクション確立メッセージの送信タイミングを遅
らせることを指示する情報として用いられる。この送信制御メッセージを受信したＭＴＣ
デバイス１００は、ＭＴＣデバイス１００自身が既に確立済みのＰＤＮコネクションを保
持済みであり、新たに別のＰＤＮコネクションを確立したい場合は、待機時間が経過する
までそのＰＤＮコネクション確立リクエストの送信を遅らせると判断する。例えば、既に
１つのＰＤＮコネクションを確立しているＭＴＣデバイス１００が、さらに１つのＰＤＮ
コネクションを新たに追加で確立しようとしていた場合、送信制御メッセージを受けるこ
とで、２つ目のＰＤＮコネクションの確立要求の送信を、待機時間後へと遅らせる。
【０２５６】
　また、既にＰＤＮコネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１００が、待機時間が
格納されていない送信制御メッセージを受信した場合、追加のＰＤＮコネクション確立リ
クエストを送信しないようにすることもできる。例えば、送信制御メッセージに「追加確
立禁止」を示すパラメータを格納することで、ＭＴＣデバイス１００による追加のＰＤＮ
コネクション確立リクエスト送信を回避する。
【０２５７】
　また、既にＰＤＮコネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１００が、待機時間が
格納されていない送信制御メッセージであり、さらにＭＴＣデバイス１００による追加予
定のＰＤＮコネクションに対するパラメータ（例えば、各ＭＴＣデバイス１００が確立可
能なＰＤＮコネクションの最大数、又は、追加ＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏ
Ｓなど）が格納された送信制御メッセージを受信した場合、追加のＰＤＮコネクションを
確立する際にこの情報に従って、ＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する。
【０２５８】
　例えば、パラメータ情報に、同時に確立可能なＰＤＮコネクションの最大数が含まれて
いる場合、ＭＴＣデバイス１００自身が確立したいＰＤＮコネクション数と送信制御メッ
セージに格納されている、同時に確立可能なＰＤＮコネクションの最大数を比較し、確立
したいＰＤＮコネクションの数が、同時に確立可能なＰＤＮコネクションの数を上回る場
合は、確立済みのＰＤＮコネクションが終了した後に、新たなＰＤＮコネクションの確立
を行う。つまり、２つ目のＰＤＮコネクションを確立したいＭＴＣデバイス１００が、同
時確立可能なＰＤＮコネクションの数が１つであるパラメータ情報を受信した場合は、確
立した１つ目のＰＤＮコネクションを用いた通信が終了し、そのＰＤＮコネクションを切
断した後に、２つ目の新たな別のＰＤＮコネクションを確立する。さらに、３つ目のＰＤ
Ｎコネクションを確立する場合には、２つ目のＰＤＮコネクションを用いた通信が終了し
た後に、そのＰＤＮコネクションを切断し、３つ目の新たなＰＤＮコネクションを確立す
る。なお、新たなＰＤＮコネクションを確立する必要が生じた際に、既に確立されている
ＰＤＮコネクションを直ぐに切断すると判断してもよい。また、パラメータ情報として、
同時に確立可能なＰＤＮコネクションの数を通知する代わりに、追加のＰＤＮコネクショ
ンの確立が制限されていることを示す情報を送信制御メッセージに含めてもよい。この情
報を受けたＭＴＣデバイス１００は、新たなＰＤＮコネクションを確立する場合は、既に
確立しているＰＤＮコネクションを切断した後に、新たなＰＤＮコネクションの確立要求
を送信する。
【０２５９】
　これにより、ＭＴＣデバイス１００が複数のＰＤＮコネクションを確立しなければなら
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ない場合（例えば、ＭＴＣデバイス１００が複数のＭＴＣサーバ１５０または複数のＡＰ
Ｎ、若しくは、複数のＭＴＣユーザ１６０と接続されていて、ＭＴＣユーザの情報セキュ
リティや契約関係上、ＰＤＮコネクションを分けて使用しなければならない場合）に、同
時に確立できるＰＤＮコネクションの数を制限することで、同時に複数のＰＤＮコネクシ
ョンを確立することによって帯域が占有されてしまうことを防ぐ効果がある。
【０２６０】
　また、上記したＭＴＣデバイス１００による追加予定のＰＤＮコネクションに対するパ
ラメータ（例えば、各ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクションの最大数、
又は、追加ＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳなど）に加えて、待機時間が格納
される場合、ＭＴＣデバイス１００による追加予定のＰＤＮコネクションに対するパラメ
ータ（例えば、各ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクションの最大数、又は
、追加ＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳなど）の適用時間（有効期間）として
使用することで、リアルタイムに変化するネットワーク側の混雑状態に沿ったリソース管
理になる。例えば、ネットワーク側からブロードキャスト送信される送信制御メッセージ
に、待機時間（例えば、「１分」）が格納されており、かつ、「各ＭＴＣデバイス１００
が確立可能なＰＤＮコネクションは１つ」と示されている場合、送信制御メッセージを受
信したＭＴＣデバイス１００は、送信制御メッセージを受信した後から１分以内に新たな
ＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する場合は、既に確立済みのＰＤＮコネクショ
ンを切断した後、追加のＰＤＮコネクションを確立する。待機時間の経過後は、「各ＭＴ
Ｃデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクションは１つ」と示されている情報は、適用
時間を過ぎているので、追加のＰＤＮコネクションを確立する際には用いなくてよい。な
お、追加予定のＰＤＮコネクションに対するパラメータが格納された送信制御メッセージ
を受信したＭＴＣデバイス１００は、追加のＰＤＮコネクションを確立する際、追加のＰ
ＤＮコネクションの確立を諦めて既に確立済みのＰＤＮコネクションを維持するか、若し
くは、既に確立済みのＰＤＮコネクションを切断して追加のＰＤＮコネクションを確立す
るかを、例えば、ＭＴＣデバイス１００が保持するコンテキスト（例えば、ＭＴＣサーバ
１５０やＭＴＣユーザ１６０からの要求やスタティックな情報）や、アプリケーションに
仕様に基づいて判断してもよい。
【０２６１】
　この「各ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクションは１つ」と示されてい
る情報は、送信制御メッセージの詳細データフィールドに格納してもよい。
【０２６２】
　なお、既にＰＤＮコネクションを確立しているＭＴＣデバイス１００に対して、追加の
ＰＤＮコネクションに対するパラメータを通知するメッセージは、ブロードキャストでは
なくユニキャストで送信されてもよい。この場合、ＭＴＣデバイス１００は、最初のＰＤ
Ｎコネクションを確立する際に（例えば、Ａｔｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中）、通信
システムのエンティティから追加のＰＤＮコネクションに対するパラメータ（例えば、各
ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクションの最大数、又は、追加ＰＤＮコネ
クションに割り当て可能なＱｏＳなど）を含む送信制御メッセージを受信する。パラメー
タ情報を取得したＭＴＣデバイス１００は、上記のように、取得したパラメータ情報に従
って追加のＰＤＮコネクションを確立するためのＰＤＮコネクション確立リクエストを送
信する。
【０２６３】
　なお、追加のＰＤＮコネクションに対するパラメータ情報がＭＴＣデバイス１００に通
知されるタイミングは、ＭＴＣデバイス１００から最初のＰＤＮコネクション確立リクエ
ストを受けた際に限定されず、既にＰＤＮコネクションの確立が終了した後の任意のタイ
ミングでもよい。つまり、ネットワーク側が混雑状態を検出した際に、既にＰＤＮコネク
ションを確立しているＭＴＣデバイス１００に対してパラメータ情報が通知される。また
、ＭＴＣデバイス１００が送信する追加のＰＤＮコネクションの確立リクエストを受信し
た際に、その確立リクエストが拒絶されたことを通知する送信制御メッセージ、さらには
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追加のＰＤＮコネクションに対するパラメータ情報を含む送信制御メッセージをＭＴＣデ
バイス１００に通知してもよい。
【０２６４】
　＜第９の実施の形態＞
　本発明の第９の実施の形態では、既にＰＤＮコネクションを確立済みの状態で、さらに
追加のＰＤＮコネクション確立を望むＭＴＣデバイス１００が、ネットワークから通知さ
れる混雑状態に関する情報に基づいて、既に確立済みのＰＤＮコネクションをリリースし
、追加のＰＤＮコネクションを確立する。
【０２６５】
　ＭＴＣデバイス１００は、ネットワークが混雑している場合でも、新たにＰＤＮコネク
ションを確立し、データを送信したい場合がある。例えば、ＭＴＣデバイス１００が人感
センサであり、センサが不良動作を起こしていないかなどを確認するためのメンテナンス
データと、実際にセンサが取得したセンシングデータの送信先のＭＴＣサーバ１５０が異
なり、メンテナンス用のＰＤＮコネクションは確立済みで、センシングしたデータを送信
するためのＰＤＮコネクションを任意の期間のみ確立するケースや、又は、ＭＴＣデバイ
ス１００が自動販売機であり、ＭＴＣサーバ１５０に接続するためのＰＤＮコネクション
と、ＩＭＳ（ＩＰ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）に接続するためのＰＤ
Ｎコネクションがあり、ＭＴＣサーバ１５０に接続するためのＰＤＮコネクションは確立
済みで、ＩＭＳに接続するためのＰＤＮコネクションを任意のタイミングで確立するケー
スなどがある。しかし、最初のＰＤＮコネクションを確立してから、追加のＰＤＮコネク
ションを確立するまでの間に、ネットワークは混雑状態を検出する場合があり、このとき
、ＭＴＣデバイス１００が送信する追加のＰＤＮコネクション確立リクエストは拒絶され
てしまう。また、ＭＴＣデバイス１００において、既に確立済みのＰＤＮコネクションで
送信しているデータより、追加で確立するＰＤＮコネクションで送信するデータのほうが
優先度レベルの高い場合がある。このとき、ＭＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネク
ションを確立できない場合、ＭＴＣデバイス１００やＭＴＣサーバ１５０、ＭＴＣユーザ
１６０などに優先度レベルが高いデータを送受信できないなどの不利益が生じる。このよ
うな課題を解決するために、既にＰＤＮコネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１
００は、ネットワークから通知される混雑状態に関する情報に基づいて、既に確立済みの
ＰＤＮコネクションをリリースし、追加のＰＤＮコネクションを確立する。
【０２６６】
　以下、本発明の第９の実施の形態について、図２５、図２６、図２７Ａ～図２７Ｅ、図
２８～図３０、図３５、図３６を用いて説明する。
【０２６７】
　ここで、本発明の第９の実施の形態の説明を容易化するために、本発明の第９の実施の
形態におけるＭＴＣデバイス１００は、ネットワークと既にＰＤＮコネクションを１つ確
立済みであり、確立済みのＰＤＮコネクション内のＥＰＳベアラに対して、ネットワーク
が保証するビットレート（ＧＢＲ：Guaranteed Bit Rate）は５Ｍｂｐｓとする。また、
ＭＴＣデバイス１００は、追加のＰＤＮコネクションを確立するために、ＰＤＮコネクシ
ョン確立リクエストを送信する。
【０２６８】
　この“ＧＢＲ＝５Ｍｂｐｓ”とは、ネットワークがＭＴＣデバイス１００に対して、５
Ｍｂｐｓのビットレートを保証することを示している。例えば、ＭＴＣデバイス１００に
５ＭｂｐｓのＧＢＲが割り当てられている間、ネットワークは５Ｍｂｐｓを下回るビット
レート（例えば、４Ｍｂｐｓ）をＭＴＣデバイス１００に提供しないことを示している。
【０２６９】
　“ＧＢＲ＝５Ｍｂｐｓ”が割り当てられたＥＰＳベアラを含むＰＤＮコネクションを確
立済みであるＭＴＣデバイス１００の動作について、図２５を用いて説明する。
【０２７０】
　図２５において、“ＧＢＲ＝５Ｍｂｐｓ”が割り当てられたＥＰＳベアラを含むＰＤＮ
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コネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１００が、追加のＰＤＮコネクションを確
立しようとする状態を前提とする（ステップＳ２５００）。ＭＴＣデバイス１００は、追
加のＰＤＮコネクションを確立するためにＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する
（ステップＳ２５０１：ＰＤＮコネクション確立リクエスト）。なお、ＭＴＣデバイス１
００がＰＤＮコネクションを確立する際、非特許文献３で定義されているＰＤＮ　ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　ｒｅｑｕｅｓｔメッセージや、Ｓｅｒｖｉｃｅ　ｒｅｑｕｅｓｔや
、Ｃｒｅａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｑｕｅｓｔメッセージなどを使用してもよい。
【０２７１】
　このとき、ＰＤＮコネクション確立リクエストを受信したネットワークでは、ネットワ
ーク側で混雑状態が発生してしまうとする（図２５の（Ａ）混雑発生）。そのため、ネッ
トワークは、ステップＳ２５０１でＭＴＣデバイス１００から送信されたＰＤＮコネクシ
ョン確立リクエストを拒絶するＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスを送信する（ステ
ップＳ２５０２：ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンス）。
【０２７２】
　追加のＰＤＮコネクション確立を拒絶されたＭＴＣデバイス１００は、追加のＰＤＮコ
ネクションの優先度レベルと確立済みのＰＤＮコネクションの優先度レベルを比較する（
ステップＳ２５０３：優先度レベルの比較）。なお、ＰＤＮコネクションの優先度レベル
は、アプリケーションレイヤから取得できるアプリケーション毎に割り当てられる優先度
レベルや、ＭＴＣデバイス１００が保持するポリシ、ＭＴＣデバイス１００がＭＴＣのた
めにスタティック（静的）に格納されている情報（例えば、最初に起動したアプリケーシ
ョンを優先的に処理するなど）などを用いて取得してもよい。
【０２７３】
　追加のＰＤＮコネクションの優先度レベルのほうが高いと判断したＭＴＣデバイス１０
０は、確立済みのＰＤＮコネクションの代わりとして追加のＰＤＮコネクションを確立で
きるか確認するために、既に確立済みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てら
れているＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報など）と、追加のＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに
必要なＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報など）を比較する（ステップＳ２５０４：ＱｏＳ比較）。
【０２７４】
　例えば、ＧＢＲで比較する場合には、図２７Ａで示すように、確立済みのＰＤＮコネク
ションのＥＰＳベアラに割り当てられているＧＢＲが１Ｍｂｐｓの場合、ＭＴＣデバイス
１００は、追加のＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに必要なＧＢＲが１Ｍｂｐｓ以下で
あれば、確立済みのＰＤＮコネクションを切断することで、追加のＰＤＮコネクションを
確立できる。なお、このとき、ＭＴＣデバイス１００は従来であれば、追加のＰＤＮコネ
クションを確立することができないが、確立済みのＰＤＮコネクションより追加のＰＤＮ
コネクションの優先度レベルのほうが高いことを知得した場合、ＭＴＣデバイス１００は
確立済みのＰＤＮコネクションをリリースした後、ＭＴＣデバイス１００は追加のＰＤＮ
コネクションを確立する。
【０２７５】
　また、ＱＣＩで比較する場合には、図２７Ｂで示すように、ＭＴＣデバイス１００が、
追加で確立するＰＤＮコネクションのＱＣＩが、既に確立済みのＰＤＮコネクションに割
り当てられているＱＣＩと一致している場合、ＭＴＣデバイス１００は確立済みのＰＤＮ
コネクションを切断することで、追加のＰＤＮコネクションを確立できる。また、ＱＣＩ
が一致しており、かつ確立済みのＰＤＮコネクションのＧＢＲが、追加で確立するＰＤＮ
コネクションのＧＢＲよりも大きい場合に、ＭＴＣデバイス１００は確立済みのＰＤＮコ
ネクションを切断することで、追加のＰＤＮコネクションを確立できると判断してもよい
。このように、上記のＧＢＲを用いた説明と同様に、ＭＴＣデバイス１００は従来であれ
ば、追加のＰＤＮコネクションを確立することができないが、確立済みのＰＤＮコネクシ
ョンより追加のＰＤＮコネクションの優先度レベルのほうが高いため、ＭＴＣデバイス１
００は確立済みのＰＤＮコネクションをリリースした後、ＭＴＣデバイス１００は追加の
ＰＤＮコネクションを確立する。
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【０２７６】
　また、ＱｏＳ情報を複数用いて、ＭＴＣデバイス１００が確立済みのＰＤＮコネクショ
ンをリリースして、追加のＰＤＮコネクションを確立するか判断してもよい。例えば、Ｍ
ＴＣデバイス１００が、ＱｏＳ情報として、ＧＢＲとＭＢＲを用いてもよい。この場合、
ＭＴＣデバイス１００は、最初のステップとして、追加で確立するＰＤＮコネクションの
ベアラで用いられるＧＢＲが、「既に確立済みのＰＤＮコネクションのベアラで用いられ
るＧＢＲ」以下であるか確認する。「既に確立済みのＰＤＮコネクションのベアラで用い
られるＧＢＲ」以下の場合、ＭＴＣデバイス１００は、ＧＢＲに続いてＭＢＲも同様に確
認する。ＭＢＲも同様に「既に確立済みのＰＤＮコネクションのベアラで用いられるＭＢ
Ｒ」以下の場合、ＭＴＣデバイス１００は、既に確立済みのＰＤＮコネクションをリリー
することによって確保されるリソースを用いて追加のＰＤＮコネクションを確立すること
ができると判断し、既に確立済みのＰＤＮコネクションをリリースする。そして、ＭＴＣ
デバイス１００は、新しいＰＤＮコネクションを確立する。
【０２７７】
　なお、上記の説明例では、ＱｏＳ情報の比較処理を実施する際、ＧＢＲ、ＱＣＩ、ＭＢ
Ｒを挙げているが、他のＱｏＳ情報に関する例も含めて、図２６にアクション、図２７Ａ
～図２７Ｅにアクション結果が図示されている。
【０２７８】
　また、上記のＱｏＳ比較処理の説明では、ＭＴＣデバイス１００が１つのＰＤＮコネク
ションを確立済みの状態を前提としていたが、ＭＴＣデバイス１００が複数のＰＤＮコネ
クションを確立済みの状態では、各ＰＤＮコネクション、若しくは、各ＰＤＮコネクショ
ンのＥＰＳベアラに割り当てられているＱｏＳ情報の合計（ＧＢＲの合計など）や、もし
くは、両方（ＱＣＩが一致するベアラケースなど）が、追加で確立するＰＤＮコネクショ
ンで必要なＱｏＳ情報を満たすことができる場合、ＭＴＣデバイス１００は追加のＰＤＮ
コネクションを確立することができる。このとき、ＭＴＣデバイス１００は、確立済みの
ＰＤＮコネクションを全てリリースしてもよいし、追加のＰＤＮコネクションに必要なＱ
ｏＳ情報を確保するためにリリースする必要があるＰＤＮコネクションを複数選択した後
、それらをリリースしてもよい。
【０２７９】
　なお、追加のＰＤＮコネクションや、ＥＰＳベアラに必要なＱｏＳ情報は、例えば、Ｍ
ＴＣサービスのアプリケーションや、ＭＴＣデバイス１００が保持するポリシ、ＭＴＣデ
バイス１００にＭＴＣのためにスタティックに格納されている情報、ＭＴＣサーバ１５０
やＭＴＣユーザ１６０から直接通知される情報などから取得してもよい。
【０２８０】
　ステップＳ２５０３において比較した結果、追加で確立するＰＤＮコネクションのＥＰ
ＳベアラのＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報）が、既に確立済みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベ
アラに割り当てられているＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報）以下であれば（例えば、既に確立済
みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられているＧＢＲ情報が５Ｍｂｐｓで
、追加で確立するＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラで必要なＧＢＲ情報が４Ｍｂｐｓの
場合など）、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースする（ステップＳ２５０５：ＰＤ
ＮコネクションＲｅｌｅａｓｅ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）。なお、確立済みのＰＤＮコネク
ションをリリースする際に、非特許文献３で定義されるＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ＰＤ
Ｎ　ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅや、ＵＥ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　
Ｄｅｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ、ＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅなどを使用してもよい。
【０２８１】
　また、ＭＴＣデバイス１００が、ＰＤＮコネクションをリリースすることによって確保
されたリソースが、ＭＴＣデバイス１００ではなく、他のＭＴＣデバイスやＵＥに割り当
てられてしまう場合が考えられる。この場合、ＭＴＣデバイス１００は、確立済みのＰＤ
Ｎコネクションをリリースする際、リリースしたＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割
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り当てられているＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報）を新たに確立するＰＤＮコネクションで再使
用することをネットワークへ通知する。
【０２８２】
　図２８は、ＭＴＣデバイス１００がＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ＰＤＮ　ｄｉｓｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅを用いて、ネットワーク側にリリースしたＰＤＮコ
ネクションのＥＰＳベアラに割り当てられていたリソース（ＱｏＳ情報）を新たに確立す
るＰＤＮコネクションで再使用することをネットワークへ通知するメッセージのフォーマ
ット例である。
【０２８３】
　図２８に図示されているメッセージは、従来のＰＤＮ　Ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　
Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージフィールドに加えて、他のＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５
にＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報）を割り当てないように通知するためのＱｏＳ保持フィールド
、ＭＴＣデバイス１００が要求するネットワーク側でＱｏＳ情報を保持する期間を示す保
持期間フィールドで構成される。
【０２８４】
　続いて、図２５において、確立済みのＰＤＮコネクションをリリース後、ＭＴＣデバイ
ス１００は、ＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する（ステップＳ２５０６：ＰＤ
Ｎコネクション確立リクエスト）。このとき、ネットワーク側が、ＰＤＮコネクションを
リリースすることによって確保されたリソースを使用して新たにＰＤＮコネクションを確
立しようとしているＭＴＣデバイス１００であることを識別できることとする。例えば、
ＰＤＮコネクション確立リクエストに格納されているＭＴＣデバイス１００のＩＭＳＩや
ＩＭＥＩ、又は、ＰＤＮコネクションＲｅｌｅａｓｅ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中に交換した
新規の識別子などを用いてＭＴＣデバイス１００を識別してもよい。
【０２８５】
　ステップＳ２５０６のＰＤＮコネクション確立リクエストを受信したネットワークは、
ＰＤＮコネクションをリリースすることによって確保されたリソースを使用して新たにＰ
ＤＮコネクションを確立しようとしているＭＴＣデバイス１００であることを確認し、Ｐ
ＤＮコネクション確立許可レスポンスを送信する（ステップＳ２５０７：ＰＤＮコネクシ
ョン確立許可レスポンス）。
【０２８６】
　ＰＤＮコネクション確立後、ＭＴＣデバイス１００はステップＳ２５０７で確立したＰ
ＤＮコネクションのＥＰＳベアラで使用するＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報）に変更するため、
ＰＤＮコネクションＭｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅを実施する（ステッ
プＳ２５０８）。このときも、ステップＳ２５０６のときと同様に、ネットワークは、確
保しているリソースの対象ＭＴＣデバイス１００であることを識別できることとする。な
お、ステップＳ２５０４のＱｏＳ情報の比較後、ＭＴＣデバイス１００が確立済みのＰＤ
Ｎコネクションをリリースし、ＰＤＮコネクションの確立処理をするのではなく、ＰＤＮ
コネクションＭｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅをするだけで、新たに確立
しようとしているＰＤＮコネクションと同等のＰＤＮコネクションが確保できる場合は、
ステップＳ２５０５からステップＳ２５０７を省略してもよい。
【０２８７】
　確立したＰＤＮコネクションのＱｏＳ情報を更新後、ＭＴＣデバイス１００はＰＤＮコ
ネクションの確立を完了する（ステップＳ２５０９：ＰＤＮコネクション確立完了）。
【０２８８】
　なお、第９の実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネクションを送
信した際にネットワークが混雑状態を検出して、ＰＤＮコネクションの確立を拒絶してい
るが、例えば、他のＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５によるデータ送信などによる混雑
発生を機に、例えば、同じＭＴＣグループや同じｅＮＢ１１０に接続しているＭＴＣデバ
イス１００など、複数のＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５に対して、ブロードキャスト
メッセージで、追加のＰＤＮコネクションの確立拒絶を通知してもよい。



(64) JP WO2011/129098 A1 2011.10.20

10

20

30

40

50

【０２８９】
　次に、図２９を参照しながら、本発明の第９の実施の形態におけるＭＴＣデバイス１０
０の構成について説明する。図２９は、本発明の第９の実施の形態におけるＭＴＣデバイ
ス１００の構成の一例を示す図である。
【０２９０】
　図２９において、ＭＴＣデバイス１００は、通信システム（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮや
ＵＴＲＡＮ）と接続して下位レイヤにおける通信処理と上位レイヤでＩＰなどのパケット
通信処理を実施する通信処理部２７０１、ＰＤＮコネクション確立リクエストの送信や確
立したＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられるＱｏＳ情報の更新、ＰＤＮコ
ネクションのリリースなどを処理するＰＤＮコネクション処理部２７０２、確立済みＰＤ
ＮコネクションのＱｏＳ情報と追加で確立するＰＤＮコネクションのＱｏＳ情報を比較す
るＱｏＳ情報比較部２７０３を少なくとも有する。なお、図２９には不図示だが、ＭＴＣ
デバイス１００は、追加のＰＤＮコネクションの優先度レベルと確立済みのＰＤＮコネク
ションの優先度レベルを比較する優先度レベル比較部を有していてもよい。
【０２９１】
　次に、図２９に図示されている構成を有するＭＴＣデバイス１００について、本発明に
おける特徴的な処理を中心に、図３０を用いて詳しく説明する。
【０２９２】
　図３０において、ＭＴＣデバイス１００は、既にＰＤＮコネクションを１つ確立済みの
状態であり、追加のＰＤＮコネクションの確立リクエストをＰＤＮコネクション処理部２
７０２から通信処理部２７０１を介して、ネットワークに送信する（ステップＳ２８０１
：ＰＤＮコネクション確立リクエスト送信）。
【０２９３】
　ＰＤＮコネクション確立リクエストを受信したネットワークでは、混雑状態を検出して
いるため、ＭＴＣデバイス１００は、３Ｇアクセスから送信されるＰＤＮコネクション確
立拒絶レスポンスを受信する（ステップＳ２８０２：ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポ
ンス受信）。
【０２９４】
　追加ＰＤＮコネクションの確立を拒絶されたＭＴＣデバイス１００は、ＱｏＳ情報比較
部２７０３にて、確立済みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられているＱ
ｏＳ情報と、追加で確立するＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに必要なＱｏＳ情報を比
較する（ステップＳ２８０３：ＱｏＳ情報の比較）。なお、ＭＴＣデバイス１００は、優
先度レベル比較部において、追加のＰＤＮコネクションの優先度レベルと確立済みのＰＤ
Ｎコネクションの優先度レベルを比較し、追加のＰＤＮコネクションの優先度レベルのほ
うが高いと判断した場合に、確立済みのＰＤＮコネクションの代わりとして追加のＰＤＮ
コネクションを確立できるか確認するために、ＱｏＳ情報の比較を行うようにしてもよい
。
【０２９５】
　ステップＳ２８０３において比較した結果、追加で確立するＰＤＮコネクションのＱｏ
Ｓ情報が、確立済みのＰＤＮコネクションのＱｏＳ情報以下であれば（例えば、追加で確
立するＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラで必要なＧＢＲが４Ｍｂｐｓで、既に確立済み
のＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラのＧＢＲが５Ｍｂｐｓである場合など）、ＱｏＳ情
報比較部２７０３からＰＤＮコネクション処理部２７０２に確立済みのＰＤＮコネクショ
ンをリリースするように指示し、通信処理部２７０１を介して、ＰＤＮコネクションをリ
リースするためのメッセージを送信する（ステップＳ２８０４：確立済みＰＤＮコネクシ
ョンリリース）。このとき、ＭＴＣデバイス１００は、リリースするＰＤＮコネクション
に割り当てられているリソース（例えば、通信リソースや帯域リソースなど）を他のＭＴ
Ｃデバイス１００やＵＥ１０５に割り当てないように指示するための識別子を送信するメ
ッセージに格納する。
【０２９６】
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　一方、ステップＳ２８０３において比較した結果、追加で確立するＰＤＮコネクション
のＱｏＳ情報が、確立済みのＰＤＮコネクションのＱｏＳ情報より大きければ（例えば、
追加で確立するＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラで必要なＧＢＲが６Ｍｂｐｓで、既に
確立済みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラのＧＢＲが５Ｍｂｐｓである場合など）、
確立済みのＰＤＮコネクションはリリースされることなく、維持される。
【０２９７】
　確立済みのＰＤＮコネクションをリリースしたＭＴＣデバイス１００は、ＰＤＮコネク
ション処理部２７０２から通信処理部２７０１を介して、追加のＰＤＮコネクションを確
立する（ステップＳ２８０５：追加のＰＤＮコネクション確立）。この場合もステップＳ
２８０４と同様に、ＭＴＣデバイス１００は、ネットワークが、ＰＤＮコネクションをリ
リースしたＭＴＣデバイス１００であることを識別できるような識別子を、追加のＰＤＮ
コネクション確立リクエストに格納する。
【０２９８】
　ＰＤＮコネクションを確立後、ＭＴＣデバイス１００は、デフォルトのＰＤＮコネクシ
ョンのＱｏＳ情報から追加のＰＤＮコネクションが必要とするＱｏＳ情報に更新するため
、非特許文献３で定義されるＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅなどを用いて、更新する（ステップ
Ｓ２８０６：追加ＰＤＮコネクションのＱｏＳ情報を更新）。この場合もステップＳ２８
０４と同様に、ＭＴＣデバイス１００は、ネットワークが、ＰＤＮコネクションをリリー
スしたＭＴＣデバイス１００であることを識別できるような識別子を、確立したＰＤＮコ
ネクションのＱｏＳ情報の更新メッセージに格納する。
【０２９９】
　なお、ステップＳ２８０３のＱｏＳ情報の比較後、ＭＴＣデバイス１００が確立済みの
ＰＤＮコネクションをリリースし、ＰＤＮコネクションの確立処理をするのではなく、Ｐ
ＤＮコネクションＭｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅを実施し、ＭＴＣデバ
イス１００が要求するＰＤＮコネクションを実現できる場合は、ステップＳ２８０４及び
ステップＳ２８０５を省略してもよい。
【０３００】
　なお、上記の第９の実施の形態では、ネットワークからＭＴＣデバイス１００に混雑状
態に関する情報が通知され、ＭＴＣデバイス１００は確立済みのＰＤＮコネクション、若
しくは、ＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられているＱｏＳ情報と、追加の
ＰＤＮコネクションで必要なＱｏＳ情報を比較して、確立済みのＰＤＮコネクションをリ
リースすることで確保されるリソースを、新たなＰＤＮコネクションの確立に用いること
ができるか否かを判断している。このＱｏＳ情報に加えて、ＭＴＣデバイス１００は、Ｍ
ＴＣデバイス１００の確立可能なＰＤＮコネクション数を確立済みのＰＤＮコネクション
をリリースする際の判断材料として用いてもよい。
【０３０１】
　この確立可能なＰＤＮコネクション数の情報を、例えば、ＭＴＣデバイス１００が、Ｍ
ＴＣのためにスタティックに格納している情報から取得してもよい、又は、ネットワーク
が任意のタイミング（例えば、混雑状態を検出したとき）でＭＴＣデバイス１００に確立
可能なＰＤＮコネクション数をあらかじめ通知してもよい、又は、ＭＴＣデバイス１００
は、確立済みのＰＤＮコネクションを確立した際にネットワークから「ＭＴＣデバイス１
００が確立可能なＰＤＮコネクション数は１つ」という情報を取得してもよい、又は、ネ
ットワークは、ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスで、ＱｏＳ情報は通知することは
できないが、「ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクション数」の情報のみを
通知できる場合は、ＭＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネクションを確立する際に送
信するＰＤＮコネクション確立リクエストの返信（ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポン
ス）で、「ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクション数は１つ」という情報
を通知してもよい。
【０３０２】
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　このように、ＱｏＳ情報と確立可能なＰＤＮコネクション数を組み合わせることにより
、ネットワークは割り当て可能なリソースを精度高く制御することができる。例えば、ネ
ットワークが、ＰＤＮコネクションを１つ確立済みのＭＴＣデバイス１００から、追加の
ＰＤＮコネクションの確立リクエストを受信した場合、ネットワークがＭＴＣデバイス１
００に対して、ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスを送信する。このとき、ＭＴＣデ
バイス１００は保持している確立可能なＰＤＮコネクション数の情報を用いて、現在確立
しているＰＤＮコネクション数を確認し、さらに確立済みのＰＤＮコネクションが存在す
る場合、その確立済みのＰＤＮコネクション、若しくは、確立済みのＰＤＮコネクション
のＥＰＳベアラに割り当てられているＱｏＳ情報（例えば、ＧＢＲ＝１Ｍｂｐｓ）と追加
で確立するＰＤＮコネクションで必要なＱｏＳ情報（５００ｋｂｐｓ）を比較し、追加の
ＰＤＮコネクションで必要とされるＱｏＳ情報を満たすことができる場合、ＭＴＣデバイ
ス１００は確立済みのＰＤＮコネクションをリリースし、追加のＰＤＮコネクションを確
立することができる。
【０３０３】
　なお、ＭＴＣデバイス１００の保持する確立可能なＰＤＮコネクション数の情報とＰＤ
Ｎコネクション数を管理するＰＤＮコネクション処理部で情報共有（同期）がとれていな
い場合や、ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスで取得できる情報（例えば、混雑レベ
ルや現在の確立可能なＰＤＮコネクション数）を得る場合や、確立済みのＰＤＮコネクシ
ョンより優先度レベルの高いＰＤＮコネクションの確立リクエストの場合があるため、Ｍ
ＴＣデバイス１００が保持する確立可能なＰＤＮコネクション数に既に確立済みのＰＤＮ
コネクションの数が達している状態にもかかわらず、ＭＴＣデバイス１００は追加のＰＤ
Ｎコネクション確立するためのＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する可能性があ
る。
【０３０４】
　以上、本発明の第９の実施の形態によれば、既にＰＤＮコネクションを確立済みのＭＴ
Ｃデバイス１００が追加のＰＤＮコネクションを確立する際、ネットワークで混雑状態を
検出している場合でも、確立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられているＱｏＳ情報
と追加で確立するＰＤＮコネクションに必要なＱｏＳ情報を比較し、追加で確立するＰＤ
Ｎコネクションに必要なＱｏＳ情報が、確立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられて
いるＱｏＳ情報を満たすことができる場合、ＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネ
クションをリリース又は変更し、追加のＰＤＮコネクションを確立することができる。こ
れにより、ＭＴＣデバイス１００は優先度レベルが高いデータを送信することができ、Ｍ
ＴＣデバイス１００やＭＴＣサーバ１５０、ＭＴＣユーザ１６０などに優先度レベルが高
いデータを送信できないなどの問題は解決される。
【０３０５】
＜第１０の実施の形態＞
　本発明の第１０の実施の形態では、既にＰＤＮコネクションを確立済みの状態で、さら
に追加のＰＤＮコネクション確立を望むＭＴＣデバイス１００が、ネットワークから通知
されるＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５に割り当て可能な通信リソースや帯域リソース
の情報に基づいて、既に確立済みのＰＤＮコネクションをリリースし、追加のＰＤＮコネ
クションを確立する。
【０３０６】
　第１０の実施の形態で想定しているシナリオは、第９の実施の形態と同じである。第９
の実施の形態との違いは、ＭＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネクションを確立する
際、確立済みのＰＤＮコネクション、又は、そのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割
り当てられているＱｏＳ情報と、ネットワークから通知されるＭＴＣデバイス１００に割
り当て可能なＱｏＳ情報（例えば、通信リソースや帯域リソース）を足し合わせたリソー
スが、新たに確立するＰＤＮコネクションに必要なリソースよりも大きい場合に、確立済
みのＰＤＮコネクションをリリースすると判断する点である。以下、第９の実施の形態と
の違いを中心に詳しく説明する。
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【０３０７】
　以下、本発明の第１０の実施の形態について、図３１、図３２、図３３Ａ～図３３Ｅ、
図３４～図３６を用いて説明する。
【０３０８】
　ここで、本発明の第１０の実施の形態の説明を容易化するために、本発明の第１０の実
施の形態におけるＭＴＣデバイス１００は、第９の実施の形態における前提と同様に、ネ
ットワークと既にＰＤＮコネクションを１つ確立済みであり、確立済みのＰＤＮコネクシ
ョン内のＥＰＳベアラに対して、ネットワークが保証するビットレート（ＧＢＲ：Guaran
teed Bit Rate）は５Ｍｂｐｓとする。また、ＭＴＣデバイス１００は、追加のＰＤＮコ
ネクションを確立するために、ＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する。このとき
、ＭＴＣデバイス１００は、既に確立済みのＰＤＮコネクションで送信されるデータの優
先度より、追加で確立するＰＤＮコネクションで送信するデータの優先度レベルのほうが
高いことを認識していることを前提としている。
【０３０９】
　“ＧＢＲ＝５Ｍｂｐｓ”が割り当てられたＥＰＳベアラを含むＰＤＮコネクションを確
立済みであるＭＴＣデバイス１００が、追加のＰＤＮコネクションを確立する際、ネット
ワークから通知されるＱｏＳ情報に基づいて、確立済みのＰＤＮコネクションをリリース
し、追加のＰＤＮコネクションを確立するＭＴＣデバイス１００の動作について、図３１
を用いて説明する。
【０３１０】
　図３１において、“ＧＢＲ＝５Ｍｂｐｓ”が割り当てられたＥＰＳベアラを含むＰＤＮ
コネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１００が、追加のＰＤＮコネクションを確
立しようとする状態を前提とする（ステップＳ２９００）。ＭＴＣデバイス１００は、追
加のＰＤＮコネクションを確立するためにＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する
（ステップＳ２９０１：ＰＤＮコネクション確立リクエスト）。なお、図３１におけるス
テップＳ２９００及びＳ２９０１は、図２５におけるステップＳ２５００及びＳ２５０１
と同じなので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０３１１】
　続いて、混雑状態を検出したネットワークは、ＰＤＮコネクションの確立リクエストの
送信元であるＭＴＣデバイス１００に割り当て可能なＱｏＳ情報（例えば、ＧＢＲ＜＝２
Ｍｂｐｓなら許可など）を格納したＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスを送信する（
ステップＳ２９０２：ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンス）。なお、ＧＢＲ以外のＱ
ｏＳ情報として、図３２及び図３３Ａ～図３３Ｅで示すように、ＱＣＩ（ＱｏＳ　Ｃｌａ
ｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＡＲＰ（Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｔｅｎｔｉ
ｏｎ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ）、ＭＢＲ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｂｉｔ　Ｒａｔｅ）、Ｇｒｏｕｐ
－ＡＭＢＲ（Ｇｒｏｕｐ－Ａｇｇｒｅｇａｔｅｄ　Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｂｉｔ　Ｒａｔｅ）
、ＡＰＮ－ＡＭＢＲ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ　Ｎａｍｅ－ＡＭＢＲ）、Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｄｅｌａｙ、Ｐａｃｋｅｔ　Ｄｅｌａｙ　Ｂｕｄｇｅｔ、Ｐａｃｋｅｔ　Ｅｒｒｏ
ｒ　Ｌｏｓｓ　Ｒａｔｅ、Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｉｏｒｉｔｙなどがある。
【０３１２】
　図３４は、３Ｇアクセスが、追加のＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳ情報を
ＭＴＣデバイス１００に通知する際のメッセージのフォーマット例である。
【０３１３】
　図３４に図示されているメッセージは、従来のＰＤＮコネクション確立拒絶メッセージ
フィールドに加えて、ＭＴＣデバイス１００に割り当て可能なＱｏＳ情報を格納するＱｏ
Ｓ情報フィールド、ＱｏＳ情報フィールドに格納されている情報の有効時間（割り当て可
能な時間）を示す有効期間フィールドで構成される。なお、有効期間フィールドは、本発
明の第８の実施の形態で説明した待機時間と併用してもよい。
【０３１４】
　ネットワークからＭＴＣデバイス１００に割り当て可能なＱｏＳ情報を通知されたＭＴ
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Ｃデバイス１００は、図３１で示すように、追加で確立するＰＤＮコネクションに必要な
ＱｏＳ情報が、既に確立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられているＱｏＳ情報と、
ステップＳ２９０２で通知されたＭＴＣデバイス１００に割り当て可能なＱｏＳ情報の合
計以下であるか比較する（ステップＳ２９０３：ＱｏＳ比較）。
【０３１５】
　例えば、ＧＢＲで比較する場合には、図３３Ａで示すように、確立済みのＰＤＮコネク
ションのＥＰＳベアラに割り当てられているＧＢＲが１Ｍｂｐｓで、ネットワークからＰ
ＤＮコネクション確立拒絶レスポンスで通知される追加ＰＤＮコネクションに割り当て可
能なＧＢＲが０．５Ｍｂｐｓである場合は、ＭＴＣデバイス１００はＧＢＲが１．５Ｍｂ
ｐｓ以下であれば、ＰＤＮコネクションを確立できる。すなわち、追加で確立するＰＤＮ
コネクションのＥＰＳベアラで必要とするＧＢＲが１．５Ｍｂｐｓ以下であれば、確立可
能である。なお、このとき、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースする必要があると
きは、ＭＴＣデバイスが追加で確立するＰＤＮコネクションのＧＢＲが、「ネットワーク
から通知されるＧＢＲ＜追加で確立するＰＤＮコネクションのＧＢＲ＜ネットワークから
通知されるＧＢＲと確立済みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられている
ＧＢＲの合計」のときである。また、この具体例では、ネットワークからＭＴＣデバイス
１００に通知される追加のＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳ情報は、現在のＭ
ＴＣデバイス１００に対して割り当て可能なＱｏＳ情報であるが、ＭＴＣデバイス１００
が確立可能な絶対値を示すＱｏＳ情報を使用してもよい。例えば、ＧＢＲの場合、３Ｇア
クセスから通知されるＭＴＣデバイス１００に割り当てられるＱｏＳ情報は、１．５Ｍｂ
ｐｓ（確立済みＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられているＧＢＲ（１Ｍｂ
ｐｓ）＋追加のＰＤＮコネクションに割り当て可能なＧＢＲ（０．５Ｍｂｐｓ））として
通知してもよい。
【０３１６】
　また、ＱＣＩで比較する場合には、図３３Ｂで示すように、ＭＴＣデバイス１００が追
加で確立するＰＤＮコネクションのＱＣＩが、３Ｇアクセスから通知されるＭＴＣデバイ
ス１００に割り当て可能なＱＣＩと一致している場合、ＭＴＣデバイス１００は追加のＰ
ＤＮコネクションを確立できる。
【０３１７】
　また、詳しい説明は後述するが、ＱｏＳ情報に加えて、ＭＴＣデバイス１００が確立可
能なＰＤＮコネクション数もＭＴＣデバイス１００に通知される場合（例えば、ＭＴＣデ
バイス１００は、一定時間（例えば、混雑時に通知される待機時間（Ｂａｃｋｏｆｆ　ｔ
ｉｍｅ））、合計１つのＰＤＮコネクションを確立可能）、ＭＴＣデバイス１００は確立
済みのＰＤＮコネクションのＱＣＩを確認し、追加で確立するＰＤＮコネクションのＱＣ
Ｉと比較する。ＱＣＩが同じで、かつ、確立可能なＰＤＮコネクション数が１つである場
合、ＭＴＣデバイス１００は、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースすることで、追
加のＰＤＮコネクションを確立できる。
【０３１８】
　なお、上記の説明例では、ＱｏＳ情報の比較処理を実施する際、ＧＢＲ、ＱＣＩを挙げ
ているが、他のＱｏＳ情報に関する例も含めて、図３２にアクション、図３３Ａ～図３３
Ｅにアクション結果が図示されている。
【０３１９】
　また、ステップＳ２９０３のＱｏＳ比較を行う前に、本発明の第９の実施の形態で説明
したように、追加のＰＤＮコネクション確立を拒絶されたＭＴＣデバイス１００は、追加
のＰＤＮコネクションの優先度レベルと確立済みのＰＤＮコネクションの優先度レベルを
比較した後に、ＱｏＳ比較を起こってもよい。なお、ＰＤＮコネクションの優先度レベル
は、アプリケーションレイヤから取得できるアプリケーション毎に割り当てられる優先度
レベルや、ＭＴＣデバイス１００が保持するポリシ、ＭＴＣデバイス１００がＭＴＣのた
めにスタティック（静的）に格納されている情報（例えば、最初に起動したアプリケーシ
ョンを優先的に処理するなど）などを用いて取得してもよい。
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【０３２０】
　続く、ステップＳ２９０３のＱｏＳ比較後、図３１のステップＳ２９０４からステップ
Ｓ２９０８は、図２５のステップＳ２５０５からステップＳ２５０９と同じなので、ここ
では詳細な説明を省略する。
【０３２１】
　なお、上記の第１０の実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネクシ
ョンの確立リクエストに対するＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスで、ＭＴＣデバイ
ス１００に割り当て可能なＱｏＳ情報を通知していたが、ネットワークはＭＴＣデバイス
１００に割り当て可能なリソースが存在することから、ＰＤＮコネクション確立許可レス
ポンスで通知してもよい。その場合、ステップＳ２９０２のＰＤＮコネクション確立拒絶
レスポンスは、ＰＤＮコネクション確立許可レスポンスに変わる。加えて、ステップＳ２
９０３からステップＳ２９０６は省略でき、ステップＳ２９０７のＰＤＮコネクションＭ
ｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅから実施可能となる。
【０３２２】
　なお、上記の第１０の実施の形態では、ネットワークからＭＴＣデバイス１００にＱｏ
Ｓ情報が通知されているが、ＱｏＳ情報に加えて、ＭＴＣデバイス１００の確立可能なＰ
ＤＮコネクション数を通知してもよい。ＱｏＳ情報と確立可能なＰＤＮコネクション数を
組み合わせることにより、ネットワークは割り当て可能なリソースを精度高く制御するこ
とができる。例えば、ネットワークが、ＰＤＮコネクションを１つ確立済みのＭＴＣデバ
イス１００から、追加のＰＤＮコネクションの確立リクエストを受信した場合、ネットワ
ークがＭＴＣデバイス１００に対して、「ＭＴＣデバイス１００の確立可能なＰＤＮコネ
クション数は１つ」、かつ、「追加のＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳ情報（
ＧＢＲ）は、１Ｍｂｐｓ」のＱｏＳ情報をＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスに格納
して送信する。このとき、ＭＴＣデバイス１００は「ＭＴＣデバイス１００の確立可能な
ＰＤＮコネクション数は１つ」という情報から、追加のＰＤＮコネクションを確立するた
めには、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースする必要があることを確認できる。さ
らに、「追加のＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳ情報（ＧＢＲ）は、１Ｍｂｐ
ｓ」というＱｏＳ情報から、追加のＰＤＮコネクションで必要とされるＱｏＳ情報を満た
せるか確認することができ、追加のＰＤＮコネクションで必要とされるＱｏＳ情報が、確
立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられているＱｏＳ情報以下である場合は、ＭＴＣ
デバイス１００は、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースし、追加のＰＤＮコネクシ
ョンを確立することができる。
【０３２３】
　以上、本発明の第１０の実施の形態によれば、既にＰＤＮコネクションを確立済みのＭ
ＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネクションを確立する際、ネットワークで混雑状態
を検出している場合でも、ネットワークから通知されるＭＴＣデバイスに割り当て可能な
ＱｏＳ情報と、確立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられているＱｏＳ情報と、追加
で確立するＰＤＮコネクションに必要なＱｏＳ情報を比較し、追加で確立するＰＤＮコネ
クションに必要なＱｏＳ情報が、確立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられているＱ
ｏＳ情報を満たすことができる場合、ＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネクショ
ンをリリースし、追加のＰＤＮコネクションを確立することができる。これにより、ＭＴ
Ｃデバイスは優先度レベルが高いデータを送信することができ、ＭＴＣデバイス１００や
ＭＴＣサーバ１５０、ＭＴＣユーザ１６０などに優先度レベルが高いデータを送信できな
いなどの問題は解決される。
【０３２４】
　上記の本発明の第９の実施の形態と第１０の実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００に
よる確立済みのＰＤＮコネクションの接続先と、追加で確立するＰＤＮコネクションの接
続先が同じであることを前提としている。
【０３２５】
　ここで、図３５ではＭＴＣデバイス１００が複数の接続先とＰＤＮコネクションを確立
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できる状態を示している。図３５におけるＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、例えば、複数の
ＭＴＣサーバ１５０に接続することができ、１つ目のＰＤＮコネクション（確立済みのＰ
ＤＮコネクション）の接続先はＭＴＣサーバＡ１５０Ａで、２つ目のＰＤＮコネクション
（追加で確立するＰＤＮコネクション）の接続先はＭＴＣサーバＢ１５０Ｂになる場合が
ある。
【０３２６】
　ＭＴＣデバイスＡ１００Ａの接続先が異なる場合、本発明の第９の実施の形態と第１０
の実施の形態におけるＰＤＮコネクションの確立拒絶レスポンスを受信した後の処理ステ
ップとして、接続先を確認する処理が必要となる。
【０３２７】
　図３６は、図２５のステップＳ２５０２とステップＳ２５０３の間に接続先を確認する
処理ステップを追加したものである。また、図３５におけるＭＴＣデバイスＡ１００Ａと
図３６におけるＭＴＣデバイスＡ１００Ａは同一であるとする。
【０３２８】
　ＭＴＣサーバＡ１５０Ａにデータを送信するためのＰＤＮコネクションを確立済みのＭ
ＴＣデバイスＡ１００Ａが、ＭＴＣサーバＢ１５０Ｂにデータを送信するためのＰＤＮコ
ネクションを確立するためのＰＤＮコネクション確立リクエストをネットワーク送信する
（ステップＳ２５０１）。ＭＴＣサーバＢにデータを送信するためのＰＤＮコネクション
確立リクエストを受信したネットワークは、（Ａ）混雑発生によって、ＰＤＮコネクショ
ン確立拒絶レスポンスを送信する（ステップＳ２５０２）。
【０３２９】
　ここで、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースして
、追加のＰＤＮコネクションを確立することができるかを判断するための処理として、確
立済みのＰＤＮコネクションの接続先と、追加のＰＤＮコネクションの接続先が同じであ
るか否かを確認する（ステップＳ２５２０）。接続先を表す情報としては、ＡＰＮを用い
ることができる。つまり、ＡＰＮが同じであれば接続先が同じであると判断し、ＡＰＮが
異なれば接続先が異なると判断する。
【０３３０】
　確立済みのＰＤＮコネクションの接続先と追加のＰＤＮコネクションの接続先が同じで
ある場合は、引き続き、第９の実施の形態と同様の処理（図２５のステップＳ２５０３以
降の処理）や第１０の実施の形態と同様の処理（図３１のステップＳ２９０３以降の処理
）を行う。
【０３３１】
　しかしながら、確立済みのＰＤＮコネクションの接続先と追加のＰＤＮコネクションの
接続先が異なる場合、例えば、追加のＰＤＮコネクション確立リクエストを受信したＭＴ
ＣサーバＢ１５０Ｂでは混雑検出されているが、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａによって既に
確立済みのＰＤＮコネクションを通してデータを転送されているＭＴＣサーバＡ１５０Ａ
では混雑検出されていない（混雑が起こっていない）場合には、確立済みのＰＤＮコネク
ションをリリースすることで確保されるリソースを、追加のＰＤＮコネクションの確立に
再使用することができないと判断する。なお、追加のＰＤＮコネクション確立リクエスト
が拒絶されている理由は、ＭＴＣサーバＢ１５０Ｂにおける混雑検出以外に、ネットワー
ク（通信システム）のエンティティであるＳＧＷ－Ｂ１３０ＢやＰＧＷ－Ｂ１４０Ｂなど
で起きている輻輳であってもよい。
【０３３２】
　ここで、ＭＴＣサーバＡ１５０Ａにおいて混雑状態が起きていない状態で、ＭＴＣデバ
イスＡ１００Ａによって送信された追加のＰＤＮコネクション確立リクエストが、ＭＴＣ
サーバＢ１５０Ｂの混雑状態により拒絶された場合、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、ＭＴ
ＣサーバＡ１５０Ａにデータを送信するためのＰＤＮコネクションをリリースしても、Ｍ
ＴＣサーバＢ１５０Ｂに送信するためのＰＤＮコネクションを確立できない。そのため、
ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、確立済みのＰＤＮコネクションを維持し、追加のＰＤＮコ
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ネクションの確立をキャンセルする。
【０３３３】
　また、確立済みのＰＤＮコネクションの接続先と追加のＰＤＮコネクションの接続先が
異なる状態でも、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが拒絶された追加のＰＤＮコネクションの接
続先を変更できる場合（例えば、ＭＴＣサーバＡ１５０ＡとＭＴＣサーバ１５０Ｂが同じ
オペレータによる管轄、若しくは、ＭＴＣユーザ１６０に接続されている場合や、ＭＴＣ
サーバ１５０ＡとＭＴＣサーバＢ１５０Ｂ間でＰＤＮコネクション移行の契約が交わされ
ており、交渉を自動的に実施するなど）、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、追加で確立する
ＰＤＮコネクションの接続先を変更する。続いて、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、確立済
みのＰＤＮコネクションの接続先であるＭＴＣサーバＡ１５０ＡとのＰＤＮコネクション
をリリースし、ＭＴＣサーバＡ１５０Ａにデータを転送するための追加のＰＤＮコネクシ
ョンを確立する。なお、追加のＰＤＮコネクションの接続先を変更する処理と確立済みの
ＰＤＮコネクションの接続先であるＭＴＣサーバＡ１５０ＡとのＰＤＮコネクションをリ
リースする処理は順不同である。
【０３３４】
　なお、この接続先はＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０のアドレスやＩｄｅｎｔ
ｉｔｙ（例えば、ＭＴＣサーバ　ＴＥＩＤ）、ネットワーク（通信システム）の装置であ
るＰＧＷのアドレスやＩｄｅｎｔｉｔｙ（例えば、ＰＧＷ　ＴＥＩＤ）、ＡＰＮなど接続
先を識別できるものでもよい。
【０３３５】
　また、上記の実施の形態（特に第２～第８の実施の形態）における逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）や送信制御メッセージには、イベント情報（例えば、デバイスＩ
Ｄやデバイス種ＩＤ）が格納されていたが、ｅＮＢ　ＩＤやｅＮＢアドレス（並びに、Ｍ
ＴＣデバイス１００のＥＰＳベアラに対応するS1-U TEID）、イベント通知メッセージ（
イベント情報）＠デバイスＡの送信元であるＭＴＣデバイスＡ１００Ａのアドレスや、Ｍ
ＴＣサービスで管理されている情報（例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが位置する情報
（例えば、３階、３０１号室、３丁目など））を追加することで、逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）を受信したＭＴＣデバイス１００がモード遷移する必要があるかど
うかを判断させてもよい。
【０３３６】
　なお、本発明を説明する一例として、煙センサに通信モジュールを実装したＭＴＣデバ
イスＡ１００Ａが、煙を検知した後に起こりうる冗長のイベント通知メッセージに対する
抑制方法について説明したが、以下のケースにも適用可能である。
【０３３７】
　例えば、ガス管の状態（例えば、破損していないか）を確認するガス管センサに通信モ
ジュールを実装した複数のＭＴＣデバイスＡ１００Ａと主に居住スペースに配置されるガ
ス漏れを検知するガスセンサに通信モジュールを実装した複数のＭＴＣデバイスＢ１００
Ｂが、同じＭＴＣグループで構成されている環境において、ガス管が破損することにより
、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａによって通知されるイベント通知メッセージ（イベント情報
）＠デバイスＡを利用して、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂのイベント通知メッセージを抑制
してもよい。すなわち、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａからイベント情報（例えば、ガス管セ
ンサＩＤ）が格納されたイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡを受け、
ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０）が、イベント情報（例
えば、ガス管センサＩＤ）を格納した逆イベント通知メッセージをＭＴＣグループに属す
るＭＴＣデバイス１００に送信し、ＭＴＣデバイス１００がモード遷移する必要があるか
（優先度の高いイベント通知メッセージを送信するか）判断させてもよい。このようなＭ
ＴＣサービスに本発明を適用した場合、ガス管が破損することによって生じると予想され
るガス管破損の誘発やガス漏れに対して、イベント（例えば、ガス管破損やガス漏れ）を
検知した複数のＭＴＣデバイス１００による冗長な優先度の高いイベント通知メッセージ
を抑制することができ、ＭＴＣデバイス１００とネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２
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０やＭＴＣサーバ１５０）の処理負荷を軽減、トラフィックを低減することができる。
【０３３８】
　また、例えば、エアバックと連動している衝撃センサを搭載済の乗用車に通信モジュー
ルを実装したＭＴＣデバイス１００が、複数台の衝突事故（例えば、複数台による玉突き
事故）を起こした場合、最初にネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ
１５０）に通知された優先度の高いイベント通知メッセージを利用して、後続する優先度
の高いイベント通知メッセージを抑制してもよい。すなわち、ネットワーク装置（例えば
、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０）が、最初に受信したイベント通知メッセージのイ
ベント情報（例えば、衝撃センサＩＤ）を格納した逆イベント通知メッセージを衝突事故
が起きたエリア（例えば、イベント通知メッセージが送信されたｅＮＢ１１０配下）のＭ
ＴＣデバイス１００にブロードキャストすることで、同一イベント、若しくは、そのイベ
ントを引き起こした出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント
通知メッセージを抑制することができる。このようなＭＴＣサービスに本発明を適用した
場合、衝撃センサを搭載した複数台の乗用車の衝突事故が発生した際に高い確率で生じる
冗長な優先度の高いイベント通知メッセージを抑制することができ、ＭＴＣデバイス１０
０とネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０）の処理負荷を軽減
、トラフィックを低減することができる。
【０３３９】
　また、例えば、土砂崩れを監視する加速度センサや傾斜センサに通信モジュールを実装
したＭＴＣデバイス１００が、土砂崩れが起こりそうなエリア（例えば、山や崖）に複数
設置されている環境において、土砂崩れが起こることにより、ＭＴＣデバイス１００によ
って通知されるイベント通知メッセージを利用して、後続する優先度の高いイベント通知
メッセージを抑制してもよい。すなわち、ＭＴＣデバイス１００からイベント情報（例え
ば、加速度センサＩＤ）が格納されたイベント通知メッセージ（イベント情報）を受け、
ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０）が、イベント情報（例
えば、加速度センサＩＤ）を格納した逆イベント通知メッセージをＭＴＣグループに属す
るＭＴＣデバイス１００に送信し、ＭＴＣデバイス１００がモード遷移する必要があるか
（優先度の高いイベント通知メッセージを送信するか）判断させてもよい。また、このよ
うな、あらかじめ単一の事象のみ監視するＭＴＣサービスであることが定義されている環
境においては、イベント情報（例えば、加速度センサＩＤ）を含めなくても、何のイベン
トが発生したか明らかであるため、省略してもよい。
【０３４０】
　また、例えば、振動センサに通信モジュールを実装したＭＴＣデバイスによる陸橋の揺
れ具合の監視から陸橋に異常がないか確認するＭＴＣサービスなども同様に、本発明は適
用可能である。
【０３４１】
　なお、上記の本発明の各実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００から通知されるイベン
ト通知メッセージをトリガとして、ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０やＳＧＷ１
３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）が冗長なイベント通知メッセージを抑制する
ための逆イベント通知メッセージをブロードキャストしていたが、イベント通知メッセー
ジではなく、例えば、ＭＴＣデバイス１００とＭＴＣデバイス１００に組み込まれている
ＵＩＣＣ（Universal Integrated Circuit Card）の関連性の不一致を検知した場合や、
ＭＴＣデバイス１００上で機能しているＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅとＨＳＳが保持するＭＴ
Ｃデバイス１００のサブスクリプションデータに登録されているＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅ
の整合が取れない場合や、設置場所が限定、若しくは、固定されているＭＴＣデバイス１
００（例えば、自動販売機、煙センサ、炎センサ）、つまり、ＭＴＣデバイス１００の位
置情報の変化が起こりにくい環境（通信環境の変化や、基地局の負荷バランスによってＭ
ＴＣデバイス１００の接続する基地局切り替えは除く）で、ＭＴＣデバイス１００の位置
情報の変化を検知した場合や、ＭＴＣデバイス１００とネットワークの間のＰＤＮコネク
ション、又は、ＥＰＳベアラが切断された場合などをトリガとして、逆イベント通知メッ
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セージをブロードキャストしてもよい。
【０３４２】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００から送信されたイベン
ト通知メッセージを受信したネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、
ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）は、イベント通知メッセージの内容を他のネットワ
ーク装置に転送していたが（例えば、本発明の第２の実施の形態では、イベント通知メッ
セージを受信したＭＭＥ１２０が、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０を経由してＭＴＣサーバ
１５０にイベント通知メッセージを転送、若しくは、必要な情報のみを転送している）、
オペレータの方針やＭＴＣアプリケーションの仕様などに基づいて、転送しなくてもよい
。
【０３４３】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００がネットワークとの間
にＰＤＮコネクションとＥＰＳベアラを確立した後にイベントを検知していたが、イベン
トを検知した後にＰＤＮコネクションとＥＰＳベアラを確立し、イベント情報やセンシン
グ情報を送信してもよい。
【０３４４】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、逆イベント通知メッセージを送信するネット
ワーク装置は、ＭＭＥ１２０やＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０を例として挙げて説明
していたが、これらに限定されるわけではなく、ＳＧＷ１３０や外部のネットワークに位
置する装置（例えば、ローミング先のネットワーク装置やＡＡＡサーバ、ＳＩＰサーバ）
が送信してもよい。
【０３４５】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、イベント通知メッセージを受信したネットワ
ーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）
が逆イベント通知メッセージをブロードキャストしていたが、例えば、ネットワーク装置
（例えば、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）がＭＴＣ
デバイス１００の接続先である基地局（ｅＮＢ１１０）に逆イベント通知メッセージをブ
ロードキャストするように指示し、ｅＮＢ１１０が逆イベント通知メッセージをブロード
キャストしてもよい。例えば、現在規定されているようにｅＮＢがページングをブロード
キャストし、ＵＥ１０５にＥＴＷＳの情報を取得させる手段を利用、拡張することで、既
存システムに大きな影響を与えることなく、本発明を実施することができる。
【０３４６】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、イベント通知メッセージを受信したネットワ
ーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）
は、逆イベント通知メッセージをブロードキャストして、冗長なイベント通知メッセージ
を抑制していたが、他の役割を持たせたメッセージをブロードキャストしてもよい。例え
ば、特定のエリアに複数の自動販売機（ＭＴＣデバイス１００）が設置されている環境で
、例えば、窃盗によって１つの自動販売機の位置情報が変化したことをネットワーク側が
検知した場合、ネットワーク装置は自動販売機の位置情報変化をトリガとして、上記特定
のエリアの複数の自動販売機に対して、各自動販売機の位置情報を送信すること（Tracki
ng Area Update）を指示したメッセージをブロードキャストしてもよい。これにより、他
の自動販売機の状況を定期的に実施される位置情報の更新時より迅速、かつ、確実に確認
することができる。
【０３４７】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、イベント通知メッセージを受信したネットワ
ーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）
は、逆イベント通知メッセージをブロードキャストしていたが、逆イベント通知メッセー
ジを送信するＭＴＣデバイス１００を把握している場合には、マルチキャストやユニキャ
ストで実施してもよい。
【０３４８】
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　なお、上記の本発明の各実施の形態の説明で用いた各機能ブロックは、典型的には集積
回路であるＬＳＩ（Large Scale Integration）として実現される。これらは個別に１チ
ップ化されてもよいし、一部又はすべてを含むように１チップ化されてもよい。なお、こ
こでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ（Integrated Circuit）、システム
ＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０３４９】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで
実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Progra
mmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィ
ギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０３５０】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。例
えば、バイオ技術の適応などが可能性としてあり得る。
【産業上の利用可能性】
【０３５１】
　本発明は、通信ノード（ＭＴＣデバイス１００）がイベント検知の情報を、高い優先度
のメッセージを用いてネットワーク側のサーバ（ＭＴＣサーバ１５０）へ送信する環境に
おいて、周辺の他の通信ノードが同一の出来事、若しくは、その出来事によって引き起こ
されたイベントを検知した際に、高優先度モードでイベント通知メッセージを送信しない
よう抑制し、ＭＴＣサーバ及び通信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、
ＰＧＷなど）の処理負荷やネットワークにおけるトラフィック量を低減させるという効果
を有する。また、ネットワーク側で混雑状況が検知された場合に、ＭＴＣサーバ及び通信
システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネットワ
ークにおけるトラフィック量を低減させるという効果を有する。特に、複数の通信ノード
（ＭＴＣデバイス１００）がグループ化（ＭＴＣグループ化）されている環境において、
有効である。このように、本発明は、緊急性の高いイベント通知メッセージを高優先度モ
ードで送信することが可能な通信技術やネットワークにおける混雑状況を緩和する通信技
術に適用可能であり、特に、一機能としてＰＡＭの送信機能や時間制御機能（耐時間性機
能）が定義されているＭＴＣの技術に適用可能である。
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【図１０】 【図１１】
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【図２３】 【図２４】
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【図２７Ａ】 【図２７Ｂ】
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【図３２】 【図３３Ａ】
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【図３３Ｄ】 【図３３Ｅ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月5日(2012.10.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークにメッセージを送信する際に、メッセージの送信の判断を行う
接続確立方法及び通信ノードに関し、特にＭＴＣ（Machine Type Communications、Ｍ２
Ｍ（Machine to Machine）通信とも呼ばれる）における通信ノード（以降、ＭＴＣデバイ
スと呼ぶ）がイベントを検知して、ネットワークにメッセージを送信する際にメッセージ
の送信の判断を行う接続確立方法及び通信ノードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、携帯電話（User Equipment：ＵＥ）に用いる技術の標準化団体である３ＧＰＰ（
The third Generation Partnership Project）では、ＭＴＣで用いられる技術の標準化が
行われている（下記の非特許文献１、２を参照）。ＭＴＣは、ＭＴＣデバイス（例えば、
自動販売機や街頭広告ディスプレイ、煙センサ、セキュリティカメラ、人感センサなどの
装置や機械に組み込まれた通信モジュール、又は、その総称）と、ＭＴＣデバイスによる
通信の制御や、状態管理、またアプリケーションサービス（ＭＴＣサービスとも呼ぶ）を
提供するサーバであるＭＴＣサーバ、さらにＭＴＣデバイスやＭＴＣサーバに対して、ア
プリケーションの制御や管理を実施するＭＴＣユーザから構成される。ＭＴＣでは、従来
のＵＥのためのモビリティ制御（移動制御や移動管理、位置管理とも呼ぶ）などの既存機
能を活用することを目的として、ＧＥＲＡＮ（GSM EDGE Radio Access Network）やＵＴ
ＲＡＮ（Universal Terrestrial Radio Access Network）、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved UT
RAN）などの３ＧＰＰの規格に基づくアクセスネットワーク（以降、通信システムと呼ぶ
）の使用を前提とする。つまり、ＭＴＣデバイスは、通信システム内で従来のＵＥと共存
しながら通信を行う。ここで、ＵＥは人がユーザインタフェースを通じて操作する移動端
末であり、ＭＴＣデバイスは人が直接操作するものではなく、端末又は装置に埋め込まれ
ており、通信システムを介して操作するものとする。ＭＴＣ通信ネットワークの構成の一
例を図１に示す。
【０００３】
　図１には、ＭＴＣデバイス１００、ＵＥ１０５、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５と
無線接続する基地局（Ｅ－ＵＴＲＡＮではｅＮＢ（eNode B）、ＵＴＲＡＮではＮＢ（Nod
e B）と呼ばれる）１１０、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５上のＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０
５の移動管理を担当するＭＭＥ（Mobility Management Entity）１２０、ＭＴＣデバイス
１００やＵＥ１０５のＥ－ＵＴＲＡＮ１１５に対するユーザデータ配信制御を行うＳＧＷ
（Serving Gateway、ＭＡＧ（Mobility Anchor Gateway：モビリティアンカポイント）な
どとも呼ばれる）１３０、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５に対するアドレス割り当て
やＰＤＮ（Packet Data Network）１５５とＳＧＷ１３０間のユーザデータ転送並びに経
路制御を行うＰＧＷ（Packet Gateway、ＨＡ（Home Agent：ホームエージェント）やＬＭ
Ａ（Local Mobility Anchor：ローカルモビリティアンカ）などとも呼ばれる）１４０、
ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５のサブスクリプションデータ（Subscription data）
並びに通信コンテキストなどを管理保持しているＨＳＳ（Home Subscriber Server）１２
５、ＭＴＣデバイス１００による通信の制御や状態管理、アプリケーションサービスを提
供するサーバであるＭＴＣサーバ１５０、ＭＴＣデバイス１００やＭＴＣサーバ１５０に
対してアプリケーションの管理・制御やアプリケーションデータの管理を実施するＭＴＣ
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ユーザ１６０から構成されるネットワーク構成の一例が図示されている。
【０００４】
　図１において、ＭＴＣデバイス１００が通信システムを介してＭＴＣサーバ１５０（サ
ービスを提供するサーバ）と通信を行う際、ＭＴＣデバイス１００は、ＰＧＷ１４０とＰ
ＤＮコネクション及びＥＰＳベアラを確立する（下記の非特許文献３を参照）。ＭＴＣデ
バイス１００が取得したデータ（例えば、煙センサにおける煙検知情報などのセンシング
データ）は、確立したＰＤＮコネクション及びＥＰＳベアラを通じてＰＧＷ１４０に送信
され、ＰＧＷ１４０からＭＴＣサーバ１５０に転送される。ＭＴＣサーバ１５０は、ＭＴ
Ｃデバイス１００から送られてきたデータを、定義されたタイミング（例えば、ＭＴＣデ
バイス１００からデータ受信後、又は、ＭＴＣユーザ１６０からのリクエストメッセージ
受信後など）で、ＭＴＣユーザ１６０に提供する。
【０００５】
　ＭＴＣデバイス１００が取得したデータをＭＴＣサーバ１５０に送信するタイミングは
、ＭＴＣデバイス１００が搭載する特徴（ＭＴＣ　Ｆｅａｔｕｒｅ、以下、ＭＴＣの機能
と記載することもある）や通信システムオペレータの指示、ＭＴＣサービスの内容によっ
て決まる。例えば、ＭＴＣデバイス１００が非特許文献１で定義されているＭＴＣの機能
の１つである“Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ”（時間制御）を搭載する場合、すなわ
ち、ＭＴＣデバイス１００が通信動作を実施する時間が制限されている場合、ＭＴＣデバ
イス１００は、所定の時間（例えば通信システムオペレータから割り当てられたり、ＭＴ
Ｃユーザ１６０が設定したりする）に限り、ＭＴＣサーバ１５０へのアクセスが許可され
、取得したデータを送信する。また、ＭＴＣデバイス１００が非特許文献１で定義されて
いる“ＰＡＭ（Priority Alarm Message）”を搭載する場合、すなわち、ＭＴＣデバイス
１００が優先度の高いメッセージをＭＴＣサーバ１５０／ＭＴＣユーザ１６０に送信でき
る場合、ＭＴＣデバイス１００がイベント（例えば、煙検知、炎検知、盗難など）を検知
時に、他のメッセージより優先的にメッセージを送信し、ＭＴＣサーバ１５０に転送され
る。なお、ＰＡＭは緊急情報通知にも相当するため、アプリケーション設定や通信オペレ
ータのポリシにより、上記“Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ”による制約を受けること
なく、任意のタイミングでも送信を許可される場合がある。
【０００６】
　また、その他の非特許文献１で定義されるＭＴＣの機能として、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａｓ
ｅｄ”をＭＴＣデバイス１００が搭載する場合、すなわち、ＭＴＣサーバ１５０／ＭＴＣ
ユーザ１６０、又は、通信システムのオペレータの要望（例えば、ＭＴＣデバイス１００
の管理を容易化、又は、ＩＭＳＩ（International Mobile Subscriber Identity）の共有
化など）の下、複数のＭＴＣデバイス１００を管理する場合、複数のＭＴＣデバイス１０
０を１つのグループ（以降、ＭＴＣグループと呼ぶ）として扱うことで、例えばＨＳＳ１
２５は、通常ＭＴＣデバイス１００毎に管理保持するサブスクリプションデータの全体あ
るいは一部を、ＭＴＣグループ単位に集約して管理保持することができる。
【０００７】
　ＭＴＣデバイス１００が“Ｌｏｗ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ”を搭載している場合、すなわち
ＭＴＣデバイス１００が限られた範囲でしか移動しない（例えば、所定のＴＡ（Tracking
 Area）やセル範囲に限定して移動する）、あるいは自動販売機のように装置として固定
される場合、位置情報を更新するための、例えば、ＴＡＵ（Tracking Area Update）やＲ
ＡＵ（Routing Area Update）の実施頻度をＵＥ１０５と比較して抑えることができ、Ｍ
ＴＣデバイス１００と移動管理を行う通信ノード（例えば、ＭＭＥ１２０やＰＧＷ１４０
など）におけるモビリティ制御による負荷を軽減できる。
【０００８】
　このように、ＭＴＣデバイスは、ＭＴＣユーザ１６０の要求に基づいて、ＭＴＣの機能
（Ｆｅａｔｕｒｅ）を複数搭載することができる。また、ＭＴＣデバイス１００とＭＴＣ
サーバ１５０／ＭＴＣユーザ１６０との間の需要に応じて、ＭＴＣデバイス１００が有す
るＭＴＣの機能を有効化（Ａｃｔｉｖａｔｅ）／無効化（Ｄｅａｃｔｉｖａｔｅ）するこ
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とができる（機能や動作の有効化／無効化）。
【０００９】
　従来のＵＥ１０５と比較した場合、膨大な数のＭＴＣデバイス１００が通信システムを
介して同時に通信を行うことが想定されるため、ＵＥ１０５による通信を妨害しないため
にも、ＭＴＣデバイス１００による通信に対応し得るネットワークの改良が必要である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】3GPP TS 22.368 V1.1.1，November 2009
【非特許文献２】3GPP TR 23.888 V0.1.1，December 2009
【非特許文献３】3GPP TS 23.401 V9.3.0，December 2009
【非特許文献４】3GPP TS 33.402 V9.2.0，December 2009
【非特許文献５】3GPP TS 36.300 V9.2.0，December 2009
【非特許文献６】3GPP TR 23.888 V0.4.1，June 2010
【００１１】
　しかしながら、従来の通信システムでは、複数のＭＴＣデバイスがイベントを検知し、
優先度の高いイベント通知メッセージを送信する場合に課題が生じる。以下、図２を参照
しながら説明する。
【００１２】
　なお、ここでは、シナリオとして、非特許文献１で定義される、ＭＴＣの機能のうち、
“Ｔｉｍｅ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ”と“ＰＡＭ”、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａｓｅｄ”、“Ｌ
ｏｗ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ”を搭載する複数のＭＴＣデバイス１００（例えば、煙センサ、
炎センサ、人感センサ）が１つのＭＴＣグループを形成し、マンション群のセキュリティ
を監視している環境において、マンション火災が発生する場合を考える。このとき、ある
ＭＴＣデバイス１００（例えば、煙センサ）が火災発生を認識する発端となるイベント（
煙）を検知し（煙発生）、その後、他のＭＴＣデバイス（例えば、人感センサ）がイベン
ト（人の有無）を検知する。
【００１３】
　まず、煙センサに搭載されたＭＴＣデバイス（ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ）はＭＴＣサ
ーバ１５０と通信するためのＰＤＮコネクションを確立する（図２のステップＳ２００１
：ＰＤＮコネクション確立済み）。なお、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂも、同様にＰＧＷ１
４０とＰＤＮコネクションを確立する（図２のステップＳ２００４：ＰＤＮコネクション
確立済み）。
【００１４】
　ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ（煙センサ）がイベント（煙）を検知したとする（図２のス
テップＳ２００２：イベント検知）。イベントを検知したＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、
ＰＡＭを用いて、煙を検知したことをＭＴＣサーバ１５０に通知する（図２のステップＳ
２００３：イベント通知メッセージ＠デバイスＡ）。
【００１５】
　一方、他の箇所に設置された複数のＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（他の煙センサや、炎セ
ンサなど）も火災発生を検知し（図２のステップＳ２００５）、火災発生を検知したこと
を、優先度の高いイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭ）を用いて報告する（図２の
ステップＳ２００６）。例えば、他の煙センサも同様に煙を検出し、他の煙センサに搭載
されたＭＴＣデバイスＢ１００Ｂも、煙の検出を優先度の高いイベント通知メッセージ（
例えば、ＰＡＭ）を用いて報告する。また、例えば炎センサが、炎から発せられる紫外線
を検出し、炎センサに搭載されたＭＴＣデバイスＢ１００Ｂが、ＭＴＣサーバ１５０に対
して、炎から発せられる紫外線を検出したことを優先度の高いメッセージで通知すること
も考えられる。なお、他の煙センサや炎センサの設置数は膨大な数になることもある。
【００１６】
　その結果、既存の通信システムでは、ＭＴＣサーバ１５０が最初のＭＴＣデバイスＡ１
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００ＡからのＰＡＭによって既に火災発生を検知できているにもかかわらず、同様に火災
発生を検知した多数のＭＴＣデバイスＢ１００ＢからもＰＡＭを受信して、受信した全て
のＰＡＭを処理しなければならなくなる。その結果、ＭＴＣサーバ１５０における処理負
荷やネットワークのトラフィック負荷が増加してしまうことになる。また、火災発生を検
出した後に必要とされるイベント検知（例えば、上記では人の有無）の送受信が遅延した
り欠損したりすることにより、災害に迅速に対応できないといった問題も考えられる。
【００１７】
　同様の問題は、例えば、工場に設置された複数のガスセンサが、ガス漏れを検知したこ
とを、ＰＡＭを用いてＭＴＣサーバ１５０に送信するようなシナリオでも起こり得る。す
なわち、この場合も、冗長な処理負荷やネットワークのトラフィック負荷が増加してしま
う。
【００１８】
　すなわち、多数のＭＴＣデバイス１００が設置されている環境においては、あるＭＴＣ
デバイス１００が、イベント（煙の発生）を検知したことを優先的にネットワーク側へ通
知することで、そのイベントの通知からある出来事（例えば、火災発生）が起こっている
ことをネットワーク側で把握できるにもかかわらず、多数のＭＴＣデバイス１００から同
様に高優先度モードにて通知されてくるイベント通知メッセージ（冗長なイベント通知メ
ッセージ）を処理しなければならず、処理負荷が増加するという問題がある。また、多数
のイベント通知メッセージが流れることでネットワークのトラフィックが増加してしまい
、ネットワーク側に対して、例えば、別のイベントの発生を示す情報が遅延してしまった
り、あるいは、届かなかったりする可能性もある。
【発明の概要】
【００１９】
　上記の問題を解決するため、本発明は、ネットワーク側にかかる負荷（ＭＴＣサーバ及
び通信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネ
ットワークにおけるトラフィック量など）を低減させることを目的とする。また、本発明
は、多数のＭＴＣデバイスが設置されている環境において、通信システムを通じてＭＴＣ
サーバと通信を行うＭＴＣデバイスがイベントを検知する状況となった場合に、ＭＴＣサ
ーバ及び通信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負
荷やネットワークにおけるトラフィック量を低減させることを目的とする。また、本発明
は、ネットワーク側で混雑状況が検知された場合に、ＭＴＣサーバ及び通信システムのエ
ンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネットワークにおける
トラフィック量を低減させることを目的とする。
【００２０】
　上記の目的を達成するため、本発明の接続確立方法は、ネットワーク内のエンティティ
との間に第１の接続を確立している通信ノードが、第２の接続を確立するための接続確立
方法であって、
　前記第２の接続を確立するための接続確立要求メッセージが拒絶された場合に、前記第
１の接続の優先度と、前記第２の接続の優先度を比較するステップと、
　前記第２の接続の優先度が前記第１の接続の優先度より高い場合に、前記第１の接続に
割り当てられている第１のＱｏＳ情報と、前記第２の接続に必要となる第２のＱｏＳ情報
を比較し、前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できるか判断するステ
ップと、
　前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できると判断する場合に、前記
第２の接続を確立するために前記第１の接続を修正するステップと、
　を有する。
【００２１】
　上記の目的を達成するため、本発明の通信ノードは、ネットワーク内のエンティティと
の間に接続を確立する通信ノードであって、
　前記エンティティとの間に前記接続を確立するための接続確立要求メッセージを送信す
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る送信部と、
　前記通信ノードが、前記エンティティとの間に確立された第１の接続を保持している際
、前記送信部が送信した前記第２の接続を確立するための前記接続確立要求メッセージが
拒絶された場合に、前記第１の接続の優先度と、前記第２の接続の優先度を比較する比較
部と、
　前記第２の接続の優先度が前記第１の接続の優先度より高い場合に、前記第１の接続に
割り当てられている第１のＱｏＳ情報と、前記第２の接続に必要となる第２のＱｏＳ情報
を比較し、前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できるか判断する判断
部と、
　前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できると判断する場合に、前記
第２の接続を確立するために前記第１の接続を修正する修正部とを、
　を有する。
【００２２】
　本発明は、上記の構成を有しており、ネットワーク側にかかる負荷（ＭＴＣサーバ及び
通信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネッ
トワークにおけるトラフィック量など）を低減させるという効果を有する。また、多数の
通信ノード（ＭＴＣデバイス）が設置されている環境において、通信システムを通じてサ
ーバ（ＭＴＣサーバ）と通信を行う通信ノードがイベントを検知及び通知する状況となっ
た場合に、サーバの処理負荷やネットワークにおけるトラフィック量を低減させるという
効果を有する。また、ネットワーク側で混雑状況が検知された場合に、ＭＴＣサーバ及び
通信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネッ
トワークにおけるトラフィック量を低減させるという効果を有する。
【００２３】
　また、本発明は、通常時には検知した情報をノーマルモードでＭＴＣサーバ１５０に送
信していたＭＴＣデバイスの送信モードを、緊急時（ある出来事が起こった場合）に、高
優先度モードへ切り替えさせることができるという効果を有している。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１～第６と第８の実施の形態並びに従来の技術に共通する通信システ
ムの構成の一例を示す図
【図２】従来技術における動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図３】本発明の第１の実施の形態において、冗長なイベント通知メッセージの送信を抑
制させる動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図４】本発明の第２の実施の形態において、冗長なイベント通知メッセージの送信を抑
制させる動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図５Ａ】本発明の第２～第７の実施の形態におけるイベント通知メッセージ（イベント
情報）＠デバイスＡのフォーマット例を示す図
【図５Ｂ】本発明の第２～第７の実施の形態における逆イベント通知メッセージ（イベン
ト情報）のフォーマット例を示す図
【図６】本発明の第２～第７の実施の形態におけるイベントグループ情報の一例を示す図
【図７】本発明の第２～第７の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの送信モード遷移の一
例を示す図
【図８】本発明の第２の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの構成の一例を示す図
【図９Ａ】本発明の第２の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの送信処理フローの一例を
示すフローチャート
【図９Ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの受信処理フローの一例を
示すフローチャート
【図１０】本発明の第２の実施の形態におけるＭＭＥの構成の一例を示す図
【図１１】本発明の第２の実施の形態におけるＭＭＥの処理フローの一例を示すフローチ
ャート
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【図１２】本発明の第１及び第２の実施の形態を具体的に説明するため、各ＭＴＣデバイ
スの配置の一例を示す図
【図１３】本発明の第１及び第２の実施の形態を具体的に説明するため、各ＭＴＣデバイ
スにおける送信モードの遷移の一例を示す図
【図１４】本発明の第１及び第２の実施の形態を具体的に説明するため、各ＭＴＣデバイ
スが保持するイベントグループ情報の一例を示す図
【図１５】本発明の第３の実施の形態において、冗長なイベント通知メッセージの送信を
抑制させる動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図１６】本発明の第４の実施の形態において、冗長なイベント通知メッセージの送信を
抑制させる動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図１７】本発明の第５の実施の形態において、冗長なイベント通知メッセージの送信を
抑制させる動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図１８】本発明の第７の実施の形態における通信システムの構成の一例を示す図
【図１９】本発明の第８の実施の形態において、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”（耐時
間性）の機能に係る動作を説明するための説明図
【図２０】本発明の第８の実施の形態において、優先度が低いＰＤＮコネクションを切断
する動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図２１】本発明の第８の実施の形態における送信制御メッセージのフォーマット例を示
す図
【図２２】本発明の第８の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの構成の一例を示す図
【図２３】本発明の第８の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの受信処理フローの一例を
示すフローチャート
【図２４】本発明の第８の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの詳細な受信処理フローの
一例を示すフローチャート
【図２５】本発明の第９の実施の形態において、ＭＴＣデバイスが追加のＰＤＮコネクシ
ョンを確立しようとする場合の動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図２６】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメータ
と、そのアクションの一例を示す図
【図２７Ａ】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タ（ＧＢＲ（相対値ケース））の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図２７Ｂ】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タ（ＱＣＩ）の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図２７Ｃ】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タ（ＭＢＲ（相対値ケース））の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図２７Ｄ】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タ（ＡＲＰ：Ｎｏｎ－ｒｏａｍｉｎｇケース）の条件と、そのアクション結果の一例を示
す図
【図２７Ｅ】本発明の第９の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タ（ＡＲＰ：Ｒｏａｍｉｎｇケース）の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図２８】本発明の第９の実施の形態におけるＰＤＮコネクションのリリースのリクエス
トメッセージのフォーマット例を示す図
【図２９】本発明の第９の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの構成の一例を示す図
【図３０】本発明の第９の実施の形態におけるＭＴＣデバイスの処理フローの一例を示す
フローチャート
【図３１】本発明の第１０の実施の形態において、ＭＴＣデバイスが追加のＰＤＮコネク
ションを確立しようとする場合の動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【図３２】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメー
タと、そのアクションの一例を示す図
【図３３Ａ】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメ
ータ（ＧＢＲ（相対値ケース））の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
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【図３３Ｂ】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメ
ータ（ＱＣＩ）の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図３３Ｃ】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメ
ータ（ＭＢＲ（相対値ケース））の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図３３Ｄ】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメ
ータ（ＡＲＰ：Ｎｏｎ－ｒｏａｍｉｎｇケース）の条件と、そのアクション結果の一例を
示す図
【図３３Ｅ】本発明の第１０の実施の形態において、ＱｏＳ情報として使用可能なパラメ
ータ（ＡＲＰ：Ｒｏａｍｉｎｇケース）の条件と、そのアクション結果の一例を示す図
【図３４】本発明の第１０の実施の形態におけるＰＤＮコネクション確立拒絶メッセージ
のフォーマット例を示す図
【図３５】本発明の第９及び第１０の実施の形態における通信システムの構成の一例を示
す図
【図３６】本発明の第９及び第１０の実施の形態において、ＭＴＣデバイスが接続先を確
認する場合の動作の一例を説明するためのシーケンスチャート
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照しながら、本発明の第１～第３の実施の形態について説明する。
【００２６】
＜システム構成＞
　まず、図１を参照しながら、本発明の第１～第３の実施の形態に共通するシステム構成
について説明する。図１は、本発明の第１～第３の実施の形態に共通するシステム構成の
一例を示す図である。
【００２７】
　上述のように、図１に図示されている通信システムは、少なくともＭＴＣデバイス１０
０、ＵＥ１０５、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５と無線接続する基地局（ｅＮＢ又は
ＮＢ）１１０、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５上のＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５の移動管理
を担当するＭＭＥ１２０、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５のＥ－ＵＴＲＡＮ１１５に
対するユーザデータ配信制御を行うＳＧＷ１３０、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５に
対するアドレス割り当てやＰＤＮ１５５とＳＧＷ１３０間のユーザデータ転送並びに経路
制御を行うＰＧＷ１４０、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５のサブスクリプションデー
タ並びに通信コンテキストなどを管理保持しているＨＳＳ１２５、ＭＴＣデバイス１００
による通信の制御や状態管理、アプリケーションサービスの提供などを行うサーバである
ＭＴＣサーバ１５０、ＭＴＣデバイス１００やＭＴＣサーバ１５０に対してアプリケーシ
ョンの管理・制御やアプリケーションデータの管理を実施するＭＴＣユーザ１６０を有し
ている。なお、ＭＴＣユーザ１６０は、また、ＨＳＳ１２５の代わりに、ＡＡＡ（Authen
tication, authorization and Accounting）サーバを用いてもよい。また、ＡＡＡサーバ
とＨＳＳ１２５は、物理的又は論理的に同一の装置に実装されるものであってもよい。
【００２８】
　なお、図１において、ＭＴＣサーバ１５０はＰＤＮ１５５内に位置しているが、通信シ
ステムのオペレータドメイン内に位置していてもよく、例えば、ＰＧＷ１４０がＭＴＣサ
ーバ１５０の機能を担ってもよい。
【００２９】
　ここで、ＭＴＣデバイス１００は少なくとも１つ以上の通信インタフェースを持ち、通
信システム（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５）に接続することが可能である。なお、ＭＴ
Ｃデバイス１００は、図示されている通信システム以外のネットワーク（例えば、ＵＴＲ
ＡＮ、ＷＬＡＮ（Wireless LAN）ネットワークやＷｉＭＡＸネットワーク）に、同時に、
あるいは排他的に接続するものであってもよい。ＭＴＣデバイス１００は、接続した通信
システムを通じて、ＭＴＣサーバ１５０と通信可能であり、ＭＴＣサーバ１５０はＭＴＣ
ユーザ１６０と通信可能である。
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【００３０】
　また、ＭＴＣデバイス１００は、通信システム内で従来のＵＥ１０５と共存しながら通
信を行う。なお、図１では、ＭＴＣデバイス１００とＵＥ１０５とがそれぞれ異なるｅＮ
Ｂ１１０に接続しているが、ＭＴＣデバイス用のｅＮＢ１１０が区別されているわけでは
なく、どのｅＮＢ１１０と接続してもよいものとする。しかし、今後、ＭＴＣデバイス１
００が、ＭＴＣデバイス１００用にカスタマイズされたｅＮＢ１１０のみに接続が許され
るという環境に変化した場合、ＭＴＣデバイス１００はＭＴＣデバイス１００用のｅＮＢ
１１０に接続されてもよい。
【００３１】
　また、各ＭＴＣデバイス１００は、ＵＥ１０５と同様にＭＴＣデバイス１００を識別す
るためのＩＤ（以降、デバイスＩＤと呼ぶ）が割り当てられていることとする。同様に、
ＭＴＣデバイス１００がＭＴＣグループを形成する場合、ＭＴＣグループを識別するため
のＩＤ（以降、グループＩＤと呼ぶ）が割り当てられていることとする。同様に、ＭＴＣ
デバイス１００は、デバイスの種類（例えば、煙センサ）を識別するためのＩＤ（以降、
デバイス種ＩＤと呼ぶ）が割り当てられていることとする。なお、ＭＴＣデバイス１００
の種類は、そのＭＴＣデバイス１００が搭載又は接続されている装置の種類によって決ま
る。また、ＭＴＣデバイス１００の種類は、ＭＴＣサーバ、ＭＴＣユーザ、又は、通信シ
ステムのオペレータによって設定されてもよい。
【００３２】
　なお、ＭＴＣデバイス１００、通信システムのエンティティ（例えば、ＭＭＥ１２０、
ＰＧＷ１４０など）、ＭＴＣサーバ１５０が、デバイス種ＩＤを用いずに、ＭＴＣデバイ
ス１００の種類を識別することができるのであれば（例えば、デバイスＩＤのうちデバイ
ス種別を示す一部のビット列（例えば、上位あるいは下位数ビット）からＭＴＣデバイス
１００の種類を導出）、必ずしも本デバイス種ＩＤを用いる必要はない。また、デバイス
ＩＤも同様に、例えばＩＭＥＩ（International Mobile Equipment Identity）やＩＭＳ
Ｉ（International Mobile Subscriber Identity）を用いることで、ＭＴＣデバイス１０
０を一意に識別できるのであれば、新たに割り当てる必要はない。また、グループＩＤも
同様に、例えばデータを転送するＰＤＮコネクション、ＥＰＳベアラを共有する場合（例
えば、ＭＴＣグループの中で代表するＭＴＣデバイス１００が、通信システムとＰＤＮコ
ネクション、ＥＰＳベアラを確立していて、代表するＭＴＣデバイス１００が同ＭＴＣグ
ループに属する他のＭＴＣデバイス１００が取得したデータを転送する場合）には、ＰＤ
ＮコネクションＩＤやＥＰＳベアラＩＤ、ＡＰＮ（Access Point Name）を用いることで
ＭＴＣグループを識別できるのであれば、新たに割り当てる必要はない。
【００３３】
　また、各ＭＴＣデバイス１００には、例えばＭＴＣユーザ１６０などによって事前にＭ
ＴＣの機能（ＭＴＣ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ）が組み込まれていてもよく（例えば、ＳＩＭカ
ードに書き込む、ＭＴＣデバイス１００の記憶メモリに書き込む）、ネットワーク装置（
例えば、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０など）やＭＴＣデバイス１００自身が、所望
のＭＴＣの機能を有効化／無効化するものであってもよい。上記のようなＭＴＣデバイス
１００のデバイスＩＤ、グループＩＤ、デバイス種ＩＤ、搭載しているＭＴＣの機能、Ｍ
ＴＣの機能の有効化／無効化など、ＭＴＣに関連する様々な情報は、ＨＳＳ１２５が保持
するサブスクリプションデータや通信コンテキストなどに登録されているものとする。ま
た、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５におけるＭＴＣデバイス１００のモビリティ制御は、ＵＥ１０
５に対する制御と同様にＭＭＥ１２０が実施する。
【００３４】
　また、ＭＴＣサーバ１５０は、通信システムを運用するオペレータが管理する場合と、
オペレータ以外の運用者が管理する場合がある。いずれの場合も、オペレータが管理する
ＰＧＷ１４０とのインタフェースを有し、通信システムに接続するＭＴＣデバイスから／
へのユーザデータ転送、通信システムにおけるＭＴＣデバイスの制御に関するサービスを
享受する。なお、オペレータがＭＴＣサーバを管理する場合、ＭＴＣサーバとＰＧＷ１４
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０を同一装置内に実施するものであってもよく、これによって外部インタフェースの実装
を装置内に隠蔽して装置コストの削減を図ることができる。
【００３５】
　また、ＭＴＣユーザ１６０は、各ＭＴＣデバイス１００が取得したデータを管理・利用
する主体であり、事業運営者や企業、またデータ管理を実施する制御主体（ＰＣ、サーバ
など）に相当する。例えば、ＭＴＣデバイス１００が自動販売機に組み込まれていること
を想定すると、ＭＴＣユーザ１６０は自動販売機の売り上げ集計やメンテナンスを実施す
る会社などである。また、ＭＴＣデバイス１００を煙センサに組み込まれていることを想
定すると、ＭＴＣユーザ１６０は消防署や警備会社、保険会社、又は住宅の火災による被
害の軽減を担当する会社などであると考えられる。なお、ＭＴＣユーザ１６０は、上記の
ようにＭＴＣの管理を行うユーザが使用するＭＴＣユーザ端末と考えてもよく、あるいは
、ＭＴＣの管理を行うユーザが操作するＭＴＣサーバ１５０と同一の装置であると考えて
もよい。
【００３６】
　また、一般的に、ＭＴＣデバイス１００とＭＴＣサーバ１５０との間で交換されるデー
タは、アプリケーションレベルのデータであるため、ＭＴＣデバイス１００とＰＧＷ１４
０との間のデータ転送は、Ｕプレーン（User plane：ユーザプレーン）の利用が想定され
る。しかし、アプリケーションやサービスの内容や性質（例えば、生存者確認など緊急性
を伴うデータ転送向けサービス）、通信システムのネットワークオペレータの要求（例え
ば、ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０）による制御が必要となる場合（例えば、
ＭＴＣデバイス１００の位置情報の変更や、ＭＴＣグループ／同一デバイス種などの制御
））、ＭＴＣデバイス１００／ＭＴＣサーバ１５０の要求（例えば、迅速に、又は、高い
信頼度でデータを送信／取得したい場合）によっては、即時性や信頼性を有するＣプレー
ン（Control plane：制御プレーン）を利用する（シグナリングメッセージにアプリケー
ションデータを重畳、あるいはピギーバックする）ことによる効果が大きい場合がある。
【００３７】
　また、イベント検知時に優先度の高いイベント通知メッセージを送信するＭＴＣデバイ
ス１００は、取得したデータ（センシングデータとも呼ぶ）からイベントを検出すると、
優先度の高いイベント通知メッセージをＭＴＣサーバに送信し、同時に、あるいは続けて
、取得したデータ（センシングデータ）をＭＴＣサーバに送信するものとする。
【００３８】
　また、上記の構成を有する通信システムにおいて、ＭＴＣデバイス１００は、通信シス
テム（Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５）に接続されており、通信システムを通じてＭＴＣサーバ１
５０と通信可能であるとする。
【００３９】
＜第１の実施の形態＞
　以下、本発明の第１の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図３を用いて
詳しく説明する。図３は、本発明の第１の実施の形態におけるシステム動作の一例（複数
のＭＴＣデバイス１００から送信される同一イベント、又は、そのイベントを引き起こし
た出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント通知メッセージの
送信抑制方法）を説明するためのシーケンス図である。なお、図３には、図１に図示され
ているシステム構成における処理シーケンスの一例が図示されている。
【００４０】
　ここで、本実施の形態の説明を容易化するために、ＭＴＣデバイス１００は以下のよう
な特徴を持っていることを前提とする。
【００４１】
　ＭＴＣデバイス１００は、非特許文献１で定義されている“Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
ｌｅｄ”と、“ＰＡＭ”と、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａｓｅｄ”と、“Ｌｏｗ　ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ”とを有しているとする。ＭＴＣデバイス１００は、他の複数のＭＴＣデバイス１００
と共に１つのＭＴＣグループとして管理されていることとする。また、ＭＴＣグループ内
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のＭＴＣデバイス１００は、“煙センサ”、“炎センサ”、“人感センサ”で構成されて
いるものとする（実際には、各センサにＭＴＣデバイス１００である通信モジュールが実
装される）。“煙センサ”は、一定値以上（あるいは所定時間連続して一定値以上）の煙
濃度を検出した場合、すなわちイベント（煙）を検知した際に、火災が発生している可能
性が高いと判断し、高い優先度（高優先度モードとも呼ぶ）でメッセージを送信する。“
炎センサ”はイベント（炎）を検知した際、火災が発生している可能性が高いと判断し、
“煙センサ”と同様に、高い優先度（高優先度モード）でメッセージを送信する。一方、
“人感センサ”はイベント（人の有無）を検知した際、一般的な優先度（ノーマルモード
とも呼ぶ）でセンシングデータを送信する。ここで、高優先度モードとは、イベントを検
知した際に優先度の高いイベント通知メッセージを送信する状態である。またノーマルモ
ードとは、イベントを検知した際に優先度の高いイベント通知メッセージは送信せずに、
取得したデータを一般的な優先度で送信する状態、又は、一般的な優先度でイベント通知
メッセージを送信し、取得したデータも同様に一般的な優先度で送信する状態である。な
お、メッセージの優先度は、ＥＰＳベアラのＱＣＩや、ＥＰＳベアラの帯域幅（例えば、
ＭＢＲ（Maximum Bit Rate）やＡＭＢＲ（Aggregate Maximum Bit Rate））、ＭＴＣデバ
イス１００が持つＩＭＳＩやＩＭＥＩの値、ＰＣＣ（Policy and Charging Control）、
ＭＴＣ　Ｆｅａｔｕｒｅ／ＭＴＣデバイス１００の種類／ＭＴＣサービス毎に定義される
優先度や値などで定義されてもよい。
【００４２】
　図３では、ＭＴＣグループ内のＭＴＣデバイス１００を識別するために、ＭＴＣデバイ
スＡ１００ＡとＭＴＣデバイスＢ１００Ｂとが図示されている。なお、ここでは、ＭＴＣ
デバイスＡ１００Ａを、最初にイベントを検知するＭＴＣデバイス（“煙センサ”）と仮
定し、ＭＴＣデバイス１００Ｂを、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａと同一のＭＴＣグループに
属する他のＭＴＣデバイス（“煙センサ”、“炎センサ”、“人感センサ”）と仮定する
。なお、図３では２つのＭＴＣデバイス１００（ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ、ＭＴＣデバ
イスＢ１００Ｂ）しか存在していないが、３つ以上のＭＴＣデバイス１００が同じＭＴＣ
グループ内に存在する場合でも、同様に動作する。
【００４３】
　以下、図３に図示されているシーケンスについて説明する。ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ
（煙センサ）は、ＭＴＣサーバ１５０と通信を行うためのＰＤＮコネクションを、従来手
法（例えば、非特許文献３で示されるAttach procedure）に基づいてＰＧＷ１４０と確立
する（図３のステップＳ２０１：ＰＤＮコネクション確立済み）。また、ＭＴＣデバイス
Ｂ１００Ｂも、従来手法（例えば、非特許文献３で示されるAttach procedure）に基づい
てＰＧＷ１４０とＰＤＮコネクションを確立する（図３のステップＳ２０６：ＰＤＮコネ
クション確立済み）。
【００４４】
　ここで、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが、例えば、火災発生などにより、イベント（煙）
を検知したとする（図３のステップＳ２０２：イベント検知）。イベントを検知したＭＴ
ＣデバイスＡ１００Ａは、イベントを検知したことをＭＴＣサーバ１５０に通知するため
のメッセージ（ここでは、イベント通知メッセージ＠デバイスＡと表記）を送信する。な
お、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ（煙センサ）が煙を検知した場合は、火災が発生している
可能性が高いと予測され、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは優先度の高いメッセージ（例えば
、ＰＡＭ）を用いて、ＭＴＣサーバ１５０に通知する（図３のステップＳ２０３：イベン
ト通知メッセージ＠デバイスＡ）。また、これ以降、優先度の高いメッセージとは、ＰＡ
Ｍや、他のＮＡＳメッセージより優先度が高いＮＡＳ／ＡＳメッセージなどを指す。また
、この優先度の高いメッセージは、(Priority) Event Notification、Alarm Signaling、
Event Alert、Emergency signaling、Event Detection Messageなどと呼ばれてもよい。
【００４５】
　なお、このＭＴＣデバイスＡ１００Ａから送信される優先度の高いメッセージであるイ
ベント通知メッセージ＠デバイスＡは、例えば、非特許文献１が定義するＰＡＭや、非特
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許文献３で記述されているＴＡＵ（Tracking Area Update）　Ｒｅｑｕｅｓｔなどの位置
登録メッセージにピギーバック（重畳）した場合、又は、ＰＤＮコネクションやＥＰＳベ
アラが確立されていない状態でイベントを検知した場合は、ＰＤＮコネクションやＥＰＳ
ベアラを確立する際に用いられる、例えば、Attach RequestやService Request、非特許
文献４にて定義されるDS-MIPv6 bootstrapping based on IKEv2で使用されるＩＫＥ＿Ｓ
Ａ＿ＩＮＩＴメッセージやＩＫＥ＿ＡＵＴＨ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを用いてもよい
。また、Bearer Modification Requestメッセージを用いるものであってもよい。これに
よって、新規メッセージを導入することなく、少ない修正でＭＴＣデバイス１００からの
イベント通知を実施することができる。
【００４６】
　通信システムのエンティティ（例えば、ＭＭＥ１２０）は、ＭＴＣグループに属してい
るＭＴＣデバイスＡ１００Ａから、イベントを検知したことを知らせる優先度の高いイベ
ント通知メッセージを受信すると、ＳＧＷ１３０／ＰＧＷ１４０を通じて、ＭＴＣサーバ
１５０にイベント通知メッセージ＠デバイスＡを転送する。また、通信システムのエンテ
ィティ（例えば、ＭＭＥ１２０）は、後続する優先度の高いイベント通知メッセージ（同
一イベント（例えば、煙の発生）、若しくは、そのイベント（例えば、煙発生）を引き起
こした出来事（例えば、火災発生）によって引き起こされたイベント（例えば、炎の発生
）によるイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭ））の送信を抑制するためのメッセー
ジ（ここでは、逆イベント通知メッセージと表記する。また、逆ＰＡＭ、混雑回避メッセ
ージ、Time Tolerant Indication、congestion indication、congestion prior indicati
on、PAM reduction indicationなどと呼ばれてもよい）を、同グループの全てのＭＴＣデ
バイス１００にブロードキャストする（図３のステップＳ２０４：逆イベント通知メッセ
ージ）。なお、通信システムのＥｎｔｉｔｙ（例えば、ＭＭＥ１２０）は、この逆通知メ
ッセージに同種の優先度の高い通知メッセージの送信停止を示すパラメータを格納しても
よい。
【００４７】
　また、この逆イベント通知メッセージは、逆イベント通知メッセージの送信元（例えば
、ＭＭＥ１２０）の判断（例えば、通信システムのオペレータによる事前設定）によって
、他のメッセージより高い優先度、若しくは一般的な優先度で送信してもよい。他のメッ
セージより高い優先度で逆イベント通知メッセージが送信される場合は、メッセージの送
信元が過負荷状態であり、一般的な優先度のメッセージの処理が放棄される場合でも、優
先度の高い逆イベント通知メッセージは送信することができる。また、優先度の高い逆イ
ベント通知メッセージではなく、一般的な優先度で逆イベント通知メッセージを送るもの
であってもよい。この場合は、特にメッセージの優先度を設定する必要がなくなる。
【００４８】
　また、ＭＭＥ１２０は、一定期間内に所定数のイベント通知メッセージを受信した、あ
るいは単に一定数のイベント通知メッセージを受信した場合に、逆イベント通知メッセー
ジを送信するものであってもよい。これにより、同一のイベント通知メッセージが今後も
増加するであろうことを予見した上で、それらの発生を抑えるための逆イベント通知メッ
セージを送信することにより、単発のイベント通知メッセージから判断する場合に比べて
、抑止メッセージ（逆イベント通知メッセージ）を効果的に発行することができ、通信リ
ソースや帯域の有効利用を図ることができる（単発のイベント通知メッセージにより判断
する場合、イベント通知メッセージを受信するたびに逆イベント通知メッセージを送信す
ることになり、通信リソースや帯域を浪費することになる）。
【００４９】
　このとき、ＭＭＥ１２０は、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡがＭＴＣグループに属している
か、また、ＭＴＣグループに属しているのであれば、どのＭＴＣグループに属しているか
を、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａに対応するサブスクリプションデータをＨＳＳ１２５から
取得してグループＩＤが登録されているかどうかで判断してもよい。若しくは、ＭＴＣデ
バイスＡ１００Ａがメッセージに格納したグループＩＤから、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ
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がグループに属しているかどうか（あるいは、どのグループに属しているか）を判断して
もよい。また、ＭＭＥ１２０が既にサブスクリプションデータを保持、又は、ＨＳＳ１２
５からサブスクリプションデータを取得する以外の方法（例えば、外部サーバへの問合せ
など）により、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡがＭＴＣグループに属しているかどうかを確認
してもよい。
【００５０】
　また、ここでは逆イベント通知メッセージを送信する対象を、イベントを検知したＭＴ
ＣデバイスＡ１００Ａが属しているＭＴＣグループ配下の全てのＭＴＣデバイス（ＭＴＣ
デバイスＡ１００Ａ及びＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ）としているが、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａ
ｓｅｄ”Ｆｅａｔｕｒｅが適用されないケースにおいては、例えば、ＭＴＣデバイスＡ１
００Ａが接続しているｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０（あるいは特定のTracking Area）配
下の全てのＭＴＣデバイス１００を逆イベント通知メッセージの送信対象としてもよい。
この場合は、特定のエリアに位置するＭＴＣデバイス１００からの同じイベントによる優
先度の高いイベント通知メッセージも回避することができる。また、ＭＴＣグループとい
う概念を考慮せずに、優先度の高いイベント通知メッセージを回避できることにより、グ
ループＩＤなどを用いなくてもよいという利点がある。ここでは、グループＩＤの代わり
に、ｅＮＢ１１０のＩＤ、若しくは、ｅＮＢ１１０のアドレス（並びにデバイスのベアラ
に対応するS1-U TEID）を使用してもよい。また、ＭＭＥ１２０があらかじめ送信相手を
確認できているのであれば、ブロードキャストではなく、マルチキャストやユニキャスト
で逆イベント通知メッセージを送信してもよい。これにより、制御範囲（通知範囲）を限
定することにより、システム全体へのインパクトを低減させることができる。なお、この
逆イベント通知メッセージは、上記ＭＭＥ１２０以外の他の通信システムにおけるエンテ
ィティ（例えば、ｅＮＢ１１０、ＰＧＷ１４０など）や、ＭＴＣサーバ１５０が送信して
もよい。
【００５１】
　逆イベント通知メッセージは、上述のように、後続する同種の優先度の高いイベント通
知メッセージ（同一イベント、若しくは、そのイベントを引き起こした出来事によって引
き起こされたイベントによるイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭ））を抑制するた
めのメッセージである。具体的には、逆イベント通知メッセージは、ＭＴＣデバイス１０
０に対してノーマルモードの動作を要請するメッセージであり、逆イベント通知メッセー
ジを受信したＭＴＣデバイス１００は、高優先度モードで動作している場合はノーマルモ
ードへモード遷移し、ノーマルモードで動作している場合は、そのままノーマルモードを
維持する。
【００５２】
　また、優先度の高いイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭなど）を回避する以外で
の逆イベント通知メッセージの使い方がある。例えば、通信システムのエンティティとＭ
ＴＣデバイス１００が、複数の優先度レベルを認識することができ、ＭＴＣデバイス１０
０が優先度の異なる複数のセンシングデータを送信したい場合、逆イベント通知メッセー
ジを受信したＭＴＣデバイス１００は、例えば、逆イベント通知メッセージに格納されて
いるネットワーク側が示す許容優先度レベルや、ＭＴＣデバイス１００にあらかじめ組み
込まれているコンテキスト（例えば、混雑度レベル３のときは優先度レベル３以上のメッ
セージのみ送信許容）やアプリケーションデータを用いて、送信可能なセンシングデータ
を選択／決定してもよい。このとき、例えば逆イベント通知メッセージを受信することで
、ＭＴＣデバイス１００は送信するセンシングデータの優先度の判別を行わないモード（
例えば、ノーマルモード）から、優先度を考慮して送信するセンシングデータを選択／決
定できるモード（例えば、高優先度モード）に切り替えてもよい。
【００５３】
　また、少なくともＭＴＣデバイス１００が複数の優先度レベルを認識することができる
場合、ネットワーク側の装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＭＭＥ１２０）によって送
信された優先度レベルの変更を示しているメッセージなどによって、ＭＴＣデバイス１０
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０は例えば、送信するメッセージの優先度レベルを変更するなどの処理をしてもよい。こ
れにより、ネットワークが混雑していてパケットロスが発生しているような状況において
、ＭＴＣデバイス１００自身が送信するメッセージの優先度レベルを考慮し、送信するメ
ッセージを選択することで、更なる混雑状態を作ることを回避できる。
【００５４】
　逆イベント通知メッセージを受信したＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、逆イベント通知メ
ッセージに従って、図７のように高優先度モードからノーマルモードにモード遷移を行う
（ステップＳ２０５：モード切替）。そして、その後は、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、
ノーマルモードでセンシングデータの送信を行う（図３のステップＳ２１０：取得データ
送信）。なお、図３のステップＳ２１０の取得データ送信は、ステップＳ２０５のモード
切替後の任意のタイミングに行われる。また、ここでは、最初にイベント通知メッセージ
を送信したＭＴＣデバイスＡ１００Ａが、逆イベント通知メッセージの受信によって、高
優先度モードからノーマルモードへモード遷移を行っているが、高優先度モードによるイ
ベント通知メッセージの送信を行った直後に自らノーマルモードへモード遷移してもよく
、あるいは、イベント通知メッセージを送信したＭＴＣデバイスＡ１００Ａに関しては、
そのまま高優先度モードによる通知を継続して行えるようにしてもよい。
【００５５】
　また、逆イベント通知メッセージを受信したＭＴＣデバイスＢ１００Ｂは、自らイベン
トを検知した際に高い優先度のイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭなど）を用いて
ＭＴＣサーバ１５０にイベントを検知したことを通知するＭＴＣデバイス（例えば、他の
煙センサや炎センサなど）であっても、逆イベント通知メッセージの受信に応じて図７の
ように高優先度モードからノーマルモードにモード遷移する（図３のステップＳ２０７：
モード切替）。そして、その後、イベントを検知したとしても（図３のステップＳ２０８
：イベント検知）、高い優先度のイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭなど）の送信
を行わず（図３のステップＳ２０７：モード切替）、ノーマルモードでセンシングデータ
の送信を行う（図３のステップＳ２０９：取得データ送信）。なお、ＭＴＣデバイスＢ１
００Ｂが、通常時からノーマルモードでセンシングデータをＭＴＣサーバ１５０に送信し
ている人感センサのようなＭＴＣデバイスの場合には、送信モードをノーマルモードのま
まに維持する。また、ステップＳ２０７の高優先度モードからノーマルモードにモード遷
移後にイベントを検知した際、高優先度ではなく一般的な優先度でイベント通知メッセー
ジを通知し、その後にセンシングデータを送信してもよい。
【００５６】
　なお、上述のように、イベントを検知した際に高い優先度のイベント通知メッセージを
用いてイベントを検知したことをＭＴＣサーバ１５０に通知していたＭＴＣデバイス１０
０（例えば、煙センサや炎センサ）は、逆イベント通知メッセージの受信によってノーマ
ルモードへモード遷移するが、例えば、一定時間後（例えば、逆イベント通知メッセージ
でライフタイム値を通知など）、又は、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０から送信され
るメッセージ（例えば、ＮＡＳメッセージなど）を受信することで、ノーマルモードから
高優先度モードに戻すようにしてもよい。これにより、１つのイベントが終了した後は、
従来と変わらない動作に戻すことができる（図３には不図示）。
【００５７】
＜第２の実施の形態＞
　第１の実施の形態の解決手法によれば、本発明が目的としている冗長なイベント通知メ
ッセージの送信を抑制することは実現できているが、優先度の高い必要なイベント通知メ
ッセージの送信さえも抑制してしまう場合がある。例えば、煙センサが煙の発生を検出し
た場合、逆イベント通知メッセージによってすべてのＭＴＣデバイス１００（例えば、炎
センサなど）がノーマルモードへ遷移してしまう。その結果、煙の発生後、さらに炎セン
サが炎を検知した場合であっても、炎センサは、高い優先度のイベント通知メッセージ（
例えば、ＰＡＭなど）を送信することはできない。
【００５８】
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　また、例えば、上記した複数のマンション群のセキュリティを監視している環境におい
て、通常（災害が発生していないとき）人感センサは緊急性が要求されていないため、検
知したイベント／取得したデータをノーマルモードでＭＴＣサーバ１５０に定期的あるい
は所定のタイミングで送信する。しかしながら、煙センサが煙を検知した環境においては
、火災が発生している可能性が高いため、人の有無に関する情報は重要度が高くなる。そ
のため、人感センサが検知した人の有無に関する情報は、一般的な優先度（ノーマルモー
ド）ではなく、高い優先度でイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭなど）を用いて通
知しないといけない。このように、通常はノーマルモードで人の有無に関する情報を送信
していたＭＴＣデバイス１００（人感センサ）が、同じＭＴＣグループに属しているＭＴ
Ｃデバイス１００、若しくは周辺のＭＴＣデバイス１００が検知したイベントにより、高
い優先度のイベント通知メッセージ（例えば、ＰＡＭなど）でイベントの検知（人の有無
に関する情報）を通知できるようにしたいという要望がある。
【００５９】
　また、煙センサが煙を検知し、火災が発生している可能性が高い環境では、人は一斉に
走って逃げることが想定される。このとき、人感センサが、例えば一定の人の歩行速度と
密度を超えたとき、優先度の高いイベント通知メッセージを通知するように設定されてい
る場合も考えられる。また、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユ
ーザ１６０などの要求によって、ＭＴＣデバイス１００間で通信が可能である環境におい
て、周辺のＭＴＣデバイス１００から一定の値以上のメッセージを受信した場合（例えば
、アドホックネットワークのような環境において、一定時間内に一定値以上のパケットを
転送した場合など）、優先度の高いイベント通知メッセージを通知するように設定されて
いる場合も考えられる。
【００６０】
　なお、ＭＴＣデバイス１００が、イベントを検知した際に、イベント通知メッセージの
みを通知する、又は、取得したデータのみ送信する、若しくは、イベント通知メッセージ
と取得したデータを送信するメッセージの両方のメッセージを送信するかは、例えばＭＴ
Ｃデバイス１００自身、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ
１６０などによって決まるものとする。
【００６１】
　第１の実施の形態における解決法（通信システムのエンティティ、若しくは、ＭＴＣサ
ーバ１５０が、イベントを検知したＭＴＣデバイス１００から送信される優先度の高いイ
ベント通知メッセージ受信後、対象となるＭＴＣグループに属する複数のＭＴＣデバイス
１００が送信する可能性のある優先度の高いイベント通知メッセージを抑制することを目
的としたメッセージを送信する方法）では、全てのデバイスに一律に送信停止を指示して
いたため、上述のようなケースにおいて、必要なイベント通知メッセージ（例えば、煙セ
ンサがＰＡＭを送信した後の、炎センサ又は人感センサからのＰＡＭなど）を受信するこ
とができなくなってしまう。したがって、第１の実施の形態の改良系を第２の実施の形態
で示す。
【００６２】
　以下、本発明の第２の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図４を用いて
詳しく説明する。図４は、本発明の第２の実施の形態におけるシステム動作の一例（複数
のＭＴＣデバイス１００から送信される同一イベント、又は、そのイベントを引き起こし
た出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント通知メッセージの
送信抑制方法）を説明するためのシーケンス図である。なお、図４には、図１に図示した
システム構成における処理シーケンスの一例を図示する。
【００６３】
　ここで、本実施の形態の説明を容易化するために、ＭＴＣデバイス１００は以下のよう
な特徴を持っていることを前提とする。
【００６４】
　ＭＴＣデバイス１００は、非特許文献１で定義されている“Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
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ｌｅｄ”と、“ＰＡＭ”と、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａｓｅｄ”と、“Ｌｏｗ　ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ”とを有しているとする。ＭＴＣデバイス１００は、他の複数のＭＴＣデバイス１００
と共に１つのＭＴＣグループとして管理されていることとする。また、ＭＴＣグループ内
のＭＴＣデバイス１００は、“煙センサ”、“炎センサ”、“人感センサ”で構成されて
いるものとする。“煙センサ”はイベント（煙）を検知すると、火災が発生している可能
性が高いと判断し、高い優先度（高優先度モード）でメッセージを送信する。“炎センサ
”はイベント（炎）を検知すると、火災が発生している可能性が高いと判断し、“煙セン
サ”と同様に、高い優先度（高優先度モード）でメッセージを送信する。一方、“人感セ
ンサ”がイベント（人の有無）を検知すると、ノーマルモードでセンシングデータを送信
する。
【００６５】
　図４では、ＭＴＣグループ内のＭＴＣデバイス１００を識別するために、ＭＴＣデバイ
スＡ１００ＡとＭＴＣデバイスＢ１００Ｂとが図示されている。なお、ここでは、ＭＴＣ
デバイスＡ１００Ａを、最初にイベントを検知するＭＴＣデバイス（“煙センサ”）と仮
定し、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂを、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａと同一のＭＴＣグループ
に属する他のＭＴＣデバイス（“煙センサ”、“炎センサ”、“人感センサ”）と仮定す
る。
【００６６】
　以下、図４に図示されているシーケンスについて説明する。ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ
（煙センサ）は、ＭＴＣサーバ１５０と通信を行うためのＰＤＮコネクションを、従来手
法（例えば、非特許文献３で示されるAttach procedure）に基づいてＰＧＷ１４０と確立
する（図４のステップＳ３０１：ＰＤＮコネクション確立済み）。また、ＭＴＣデバイス
Ｂ１００Ｂも同様に、従来手法（例えば、非特許文献３で示されるAttach procedure）に
基づいて、ＰＧＷ１４０とＰＤＮコネクションを確立する（図４のステップＳ３０８：Ｐ
ＤＮコネクション確立済み）。
【００６７】
　ここで、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが、例えば、火災発生などにより、イベント（煙）
を検知したとする（図４のステップＳ３０２：イベント検知）。イベントを検知したＭＴ
ＣデバイスＡ１００Ａは、イベントを検知したことをＭＴＣサーバ１５０に通知するため
に、検知したイベント情報など（例えば、煙発生フラグ、デバイス種ＩＤなど）を格納し
たイベント通知メッセージを作成し、ＭＴＣサーバ１５０にイベント通知メッセージ（こ
こでは、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡと表記）を送信する（図
４のステップＳ３０３：イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡ）。なお
、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ（煙センサ）が煙を検知した場合は、火災が発生している可
能性が高いと予測され、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは優先度の高いメッセージを用いて、
ＭＴＣサーバ１５０に通知する。また、このとき、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、イベン
ト通知メッセージにセンシングデータ（煙濃度）を格納してもよい。
【００６８】
　図５Ａは、図４のステップＳ３０３において、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが通信システ
ムを通じて、ＭＴＣサーバ１５０に送信するメッセージの一例として、イベント通知メッ
セージ（イベント情報）＠デバイスＡのフォーマット例を示す図である。
【００６９】
　ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、例えば、従来のＮＡＳメッセージフィールドに、少なく
ともイベントフラグフィールドを追加する。イベントフラグフィールドは、ＭＴＣデバイ
スＡ１００Ａがイベントを検知したこと（例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが煙センサ
の場合は、煙発生フラグ）を示すためのフィールドである。なお、検出したイベントの種
別を併記してもよい。さらには、センシングデータフィールド、デバイス種ＩＤフィール
ドを追加してもよい。また、センシングデータフィールドは、例えばイベントを検知した
際に、ＭＴＣサーバ１５０に早期に（すなわちイベント通知とともに）送信しておきたい
データ（例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが煙センサの場合、煙濃度など）を格納する
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ためのフィールドである。また、デバイス種ＩＤフィールドは、イベントを検知したＭＴ
ＣデバイスＡ１００Ａの種類を識別するための情報を格納するためのフィールドである。
例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが煙センサの場合は、“煙センサ”であることが識別
可能な情報が格納される（例えば、IMEIのデバイス種別を示すビット列から判断する、な
ど）。なお、これら従来のＮＡＳメッセージに加えたイベントフラグフィールド、センシ
ングデータフィールド、デバイス種ＩＤフィールドは、ＮＡＳメッセージフィールドに埋
め込まれるものであってもよい。また、従来のＮＡＳメッセージ以外のメッセージ（例え
ば、ＭＴＣ用の）を用いてもよい。
【００７０】
　なお、本実施の形態は、Ｃプレーンでイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバ
イスＡが送信されると仮定しているが、Ｕプレーンで送信される場合には、従来のＵプレ
ーンで送信されるメッセージの任意のフィールドでもよい。また、ＭＴＣデバイスＡ１０
０Ａ、若しくはＭＴＣサーバ１５０／ＭＴＣユーザ１６０が、イベントフラグフィールド
の情報を用いなくても、ＭＴＣデバイス１００がイベントを検知したことを確認できる、
例えば、“Ｔｉｍｅ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ”が適用されたＭＴＣデバイス１００が、割
り当てられた時間外にアクセスしてきた場合に、ＭＴＣデバイス１００が高優先度モード
で通知すべきイベントを検出したものとＭＭＥ１２０が判断できる場合は、イベントフラ
グフィールドを省略してもよい。また、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡがＭＴＣサーバ１５０
に早期に（すなわちイベント通知とともに）送信しておきたいセンシングデータがない場
合は、センシングデータフィールドを省略してもよい。また、デバイス種ＩＤフィールド
も同様に、従来のＮＡＳメッセージフィールドに格納されているデバイスＩＤから、その
デバイスの種類を導出することができるのであれば、省略してもよい。また、デバイス種
ＩＤフィールドに情報が格納されていることで、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａがイベントを
検知したということを確認できる（例えば、煙センサを示すデバイス種ＩＤが格納される
場合、同時に煙検知イベントが通知されたものとする）のであれば、イベントフラグフィ
ールドも同様に省略してもよい。
【００７１】
　なお、このＭＴＣデバイスＡ１００Ａから送信される優先度の高いメッセージであるイ
ベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡは、例えば、非特許文献１が定義す
るＰＡＭや、非特許文献３で記述されているＴＡＵ（Tracking Area Update）リクエスト
などの位置登録メッセージにピギーバック（重畳）した場合、又は、ＰＤＮコネクション
やＥＰＳベアラが確立されていない状態でイベントを検知した場合は、ＰＤＮコネクショ
ンやＥＰＳベアラを確立する際に用いられる、例えば、Attach RequestやService Reques
t、非特許文献４にて定義されるDS-MIPv6 bootstrapping based on IKEv2で使用されるＩ
ＫＥ＿ＳＡ＿ＩＮＩＴメッセージやＩＫＥ＿ＡＵＴＨ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを改良
して用いてもよい。また、Bearer Modification Requestメッセージを用いるものであっ
てもよい。これによって、新規メッセージを導入することなく、少ない修正でＭＴＣデバ
イス１００からのイベント通知を実施することができる。
【００７２】
　通信システムのエンティティ（例えば、ＭＭＥ１２０）は、イベント通知メッセージ（
イベント情報）＠デバイスＡを受信すると、受信したメッセージから、必要な情報（例え
ば、イベントフラグ、センシングデータ、デバイス種ＩＤ）を抽出し、例えば、従来のUp
date Bearer Requestメッセージなどに格納し、ＳＧＷ１３０／ＰＧＷ１４０を通じて、
ＭＴＣサーバ１５０にイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡを転送する
。このとき、ＭＭＥ１２０は、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡか
らイベント情報（イベントフラグ／デバイス種ＩＤ）を抽出して、逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）（逆ＰＡＭ、混雑回避メッセージ、Time Tolerant Indication、co
ngestion indication、congestion prior indication、PAM reduction indicationなどと
呼ばれてもよい）に格納し、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが属しているＭＴＣグループ内の
全てのＭＴＣデバイス１００に送信する（図４のステップＳ３０４：逆イベント通知メッ
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セージ（イベント情報））。
【００７３】
　また、この逆イベント通知メッセージは、逆イベント通知メッセージの送信元（例えば
、ＭＭＥ１２０）の判断（例えば、通信システムのオペレータによる事前設定）によって
、他のメッセージより高い優先度、若しくは一般的な優先度で送信してもよい。他のメッ
セージより高い優先度で逆イベント通知メッセージが送信される場合は、メッセージの送
信元が過負荷状態であり、一般的な優先度のメッセージの処理が放棄される場合でも、優
先度の高い逆イベント通知メッセージは送信することができる。また、優先度の高い逆イ
ベント通知メッセージではなく、一般的な優先度で逆イベント通知メッセージを送るもの
であってもよい。この場合は、特にメッセージの優先度を設定する必要がなくなる。
【００７４】
　また、ＭＭＥ１２０は、一定期間内に所定数のイベント通知メッセージを受信した、あ
るいは単に一定数のイベント通知メッセージを受信した場合に、逆イベント通知メッセー
ジを送信するものであってもよい。これにより、同一のイベント通知メッセージが今後も
増加するであろうことを予見した上で、それらの発生を抑えるための逆イベント通知メッ
セージを送信することにより、単発のイベント通知メッセージから判断する場合に比べて
、抑止メッセージ（逆イベント通知メッセージ）を効果的に発行することができ、通信リ
ソースや帯域の有効利用を図ることができる（単発のイベント通知メッセージにより判断
する場合、イベント通知メッセージを受信するたびに逆イベント通知メッセージを送信す
ることになり、通信リソースや帯域を浪費することになる）。
【００７５】
　このとき、ＭＭＥ１２０は、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡがＭＴＣグループに属している
か、また、ＭＴＣグループに属しているのであれば、どのＭＴＣグループに属しているか
を確認するために、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａに対応するサブスクリプションデータをＨ
ＳＳ１２５から取得してグループＩＤが登録されているかどうかで判断してもよい。若し
くは、ステップＳ３０３のイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格納
されているグループＩＤなどから判断してもよい（図５Ａ不図示）。また、ＭＭＥ１２０
が既にサブスクリプションデータを保持、又は、ＨＳＳ１２５からサブスクリプションデ
ータを取得する以外の方法（例えば、外部サーバなど）を用いて、ＭＴＣデバイスＡ１０
０ＡがＭＴＣグループに属しているかどうかを確認できるのであれば、ＨＳＳ１２５に問
い合わせる必要はない。
【００７６】
　また、ここでは逆イベント通知メッセージを送信する対象を、イベントを検知したＭＴ
ＣデバイスＡ１００Ａが属しているＭＴＣグループ配下の全てのＭＴＣデバイス（ＭＴＣ
デバイスＡ１００Ａ及びＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ）としているが、“Ｇｒｏｕｐ　ｂａ
ｓｅｄ”を搭載していないケースにおいては、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが接続している
ｅＮＢ１１０配下の全てのＭＴＣデバイス１００を逆イベント通知メッセージの送信対象
としてもよい。この場合、特定のエリアに位置するＭＴＣデバイス１００からの同じイベ
ントによる優先度の高いイベント通知メッセージを抑制することができる。また、ＭＴＣ
グループという概念を考慮せずに、優先度の高いイベント通知メッセージを抑制できるこ
とにより、グループＩＤなどを用いなくてもよいという利点がある。ここでは、グループ
ＩＤの代わりに、ｅＮＢ　ＩＤやｅＮＢアドレス（並びにＭＴＣデバイス１００のＥＰＳ
ベアラに対応するS1-U TEID）を使用してもよい。また、ＭＭＥ１２０があらかじめ送信
相手を確認できているのであれば、ブロードキャストではなく、マルチキャストやユニキ
ャストで逆イベント通知メッセージを送信してもよい。これにより、制御範囲（通知範囲
）を限定することにより、システム全体へのインパクトを低減させることができる。
【００７７】
　また、ＭＭＥ１２０は、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）をＭＴＣグループ
の全てのＭＴＣデバイス１００に送信する際、例えば、逆イベント通知メッセージ（イベ
ント情報）の送信先であるＭＴＣグループのグループＩＤ、デバイス種ＩＤと一緒に逆イ
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ベント通知メッセージ（イベント情報）を送信したことを、逆イベント通知メッセージ（
イベント情報）送信済み情報として記憶する。この記憶した逆イベント通知メッセージ（
イベント情報）送信済み情報は、同じＭＴＣグループ内の同じデバイス種のＭＴＣデバイ
ス１００から同一イベント、又は、そのイベントを引き起こした出来事によって引き起こ
されたイベントによるイベント通知メッセージ（イベント情報）を受信した際に、再度同
じ逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信しないように、ＭＴＣデバイス１０
０が判断するパラメータとして使用される。なお、イベント通知メッセージ（イベント情
報）を受信した際、同じＭＴＣグループの同じＭＴＣデバイス種からのイベント通知メッ
セージ（イベント情報）であると判断できる場合は、再度、逆イベント通知メッセージ（
イベント情報）を送信することが望ましいが、この場合は、必ずしも逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）送信済み情報を記憶する必要はない。また、ＭＭＥ１２０は、上
記したようにＭＴＣデバイス１００の種類を確認できるものとする（例えば、ＭＴＣデバ
イスのデバイスＩＤからＭＴＣデバイス１００の種類を確認することができる（例えば、
デバイスＩＤのうちデバイス種別を示す一部のビット列（例えば、上位あるいは下位数ビ
ット）、又は、外部サーバにデバイスＩＤを通知するとデバイス種ＩＤを取得できるなど
）、又は、図５Ａに図示されているようにイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デ
バイスＡにデバイス種ＩＤも格納されていることとする）。
【００７８】
　また、ＭＴＣデバイス１００が複数のイベントグループ情報を保持している場合、ＭＭ
Ｅ１２０は、イベントグループ情報ラベル（複数のイベントグループ情報のうちのどのイ
ベントグループ情報を使用するかを示すためにイベントグループ情報と関連付けられてい
る情報）を逆イベント通知メッセージ（イベント情報）に格納して送信を行う。ＭＭＥ１
２０が、どのイベントグループ情報を使用するかを判断する方法は、例えば、サブスクリ
プションデータに登録されている情報（例えば、イベント情報とイベントグループ情報が
対になっている情報など）を用いてもよいし、ＭＴＣサーバ１５０／ＭＴＣユーザ１６０
が、あらかじめ設定しているＭＴＣサービスの仕様や登録情報、また設定情報などに基づ
いて決定してもよい。また、ＭＭＥ１２０による上記の判断（どのイベントグループ情報
を使用するか）は、ＭＴＣデバイス１００が送信するイベント通知メッセージ（イベント
情報）で、複数のイベントグループ情報を保持していることを通知したうえで、実施され
てもよい。
【００７９】
　ここで、図５Ｂを参照しながら、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）について
説明する。図５Ｂは、図４のステップＳ３０４において、ＭＭＥ１２０が、ＭＴＣデバイ
スＡ１００Ａが属するＭＴＣグループの全てのＭＴＣデバイス１００（ＭＴＣデバイスＢ
１００Ｂを含む）にブロードキャストするメッセージの一例として、逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）のフォーマット例を示す図である。
【００８０】
　ＭＭＥ１２０は、従来のＮＡＳ返信メッセージフィールドに、イベントフラグフィール
ド、デバイス種ＩＤフィールド、イベントグループ情報ラベルフィールドを追加したメッ
セージを送信する。イベントフラグフィールドは、ＭＴＣデバイス１００がイベントを検
知したことを示すためのフィールドである。なお、イベントフラグフィールドは、このメ
ッセージが逆イベント通知メッセージであることを識別するためのフィールドとしても用
いられる。また、デバイス種ＩＤフィールドは、イベントを検知したＭＴＣデバイス１０
０の種類の情報（例えば、煙センサ）を格納するためのフィールドである。デバイス種Ｉ
Ｄフィールドには、例えば、この逆イベント通知メッセージを送信するきっかけとなった
イベント通知メッセージの送信元のＭＴＣデバイス１００の種類を識別するための情報が
格納される。なお、このデバイス種ＩＤフィールドに格納される情報は、後述するイベン
トグループ情報（図６参照）内に登録されている情報と対応付けられている必要があり、
また、イベントグループ情報内に登録されている情報との対応が明確に判別できるのであ
れば、デバイス種ＩＤ以外の情報（例えば、イベントのＩＤなど）を用いてもよい。また
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、イベントグループ情報ラベルフィールドは、例えば、ＭＴＣデバイス１００が複数のイ
ベントグループ情報を保持している際に使用されるフィールドである。このイベントグル
ープ情報ラベルフィールドには、ＭＴＣデバイス１００がどのイベントグループ情報を使
用するかを決定するために、ＭＭＥ１２０によってイベントグループ情報ラベル（例えば
、火災、地震、強盗、建物崩壊、土砂崩れなど）が格納される。
【００８１】
　なお、本実施の形態は、Ｃプレーンで逆イベント通知メッセージ（イベント情報）が送
信されると仮定しているが、Ｕプレーンで送信される場合には、従来のＵプレーンで送信
されるメッセージの任意のフィールドでもよい。また、ＭＴＣデバイス１００が、ＭＭＥ
１２０からの逆イベント通知メッセージ（イベント情報）に格納されるイベントフラグフ
ィールドの情報を用いなくても、同じＭＴＣグループ、若しくは、周辺のＭＴＣデバイス
１００が、イベントを検知したことを確認できるのであれば（例えば、“Ｔｉｍｅ　ｃｏ
ｎｔｒｏｌｌｅｄ”で割り当てられた時間外のメッセージ受信から確認可能）、イベント
フラグフィールドを省略してもよい。また、ＭＭＥ１２０が、ＭＴＣデバイス１００が１
つのイベントグループ情報しか保持していないことを確認済みの場合や、イベントグルー
プ情報を用いたモード遷移の詳細な管理を行わないような場合には、イベントグループ情
報を識別する必要がないので、イベントグループ情報ラベルフィールドを省略してもよい
。例えば、ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０）から送信される逆イベント通知メ
ッセージに、イベントグループ情報ラベルを格納せずにデバイス種ＩＤのみを格納するこ
とで、最初にイベント通知メッセージを送信したＭＴＣデバイス１００と同種のＭＴＣデ
バイス１００からのイベント通知メッセージのみを抑制することができる。
【００８２】
　なお、これら従来のＮＡＳメッセージに加えたイベントフラグフィールド、デバイス種
ＩＤフィールド、イベントグループ情報ラベルフィールドは、ＮＡＳ返信メッセージフィ
ールドに埋め込まれるものであってもよい。
【００８３】
　なお、このＭＭＥ１２０から送信される逆イベント通知メッセージ（イベント情報）は
、例えば、非特許文献３や非特許文献５で記述されているＰａｇｉｎｇメッセージやBear
er Modification Requestメッセージ、非特許文献１が定義するＰＡＭ、非特許文献３で
記述されているＴＡＵ　Ａｃｃｅｐｔメッセージ、又は、非特許文献４が定義するDS-MIP
v6 bootstrapping based on IKEv2で使用されるＩＫＥ＿ＳＡ＿ＩＮＩＴメッセージやＩ
ＫＥ＿ＡＵＴＨ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを拡張して用いてもよい。
【００８４】
　なお、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格納されているイベン
ト情報を参照し、その参照したイベント情報を逆イベント通知メッセージ（イベント情報
）に格納してブロードキャストするエンティティは、ＭＭＥ１２０ではなく、ＰＧＷ１４
０やＭＴＣサーバ１５０であってもよい。また、イベント通知メッセージ（イベント情報
）＠デバイスＡに格納されているデバイス種ＩＤと、逆イベント通知メッセージ（イベン
ト情報）に格納されているデバイス種ＩＤは、関連性が保証されているのであれば、必ず
しも一致しなくてもよい。しかし、この場合も、逆イベント通知メッセージ（イベント情
報）に格納されている情報と、イベントグループ情報に登録されている情報（例えば、デ
バイス種ＩＤ）とは、関連性が保証されている必要がある。なお、デバイス種ＩＤではな
く、イベント情報や従来のＮＡＳメッセージに含まれているＭＴＣデバイス１００を識別
する、例えば、ＩＰアドレスや、デバイスＩＤを基に、逆イベント通知メッセージ（イベ
ント情報）に格納するデバイス種ＩＤを確認できるのであれば、イベント通知メッセージ
（イベント情報）＠デバイスＡに格納されているデバイス種ＩＤを使用する必要はない。
【００８５】
　逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信したＭＴＣグループ内のＭＴＣデバ
イス１００（図４中のＭＴＣデバイスＢ１００Ｂに相当）は、逆イベント通知メッセージ
（イベント情報）に格納されているデバイス種ＩＤを抽出し、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ
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自身のデバイスＩＤ／デバイス種ＩＤと一致しているかどうかを確認する（図４のステッ
プＳ３０９：自種ＩＤと一致しているかを確認）。この確認によって、逆イベント通知メ
ッセージ（イベント情報）から抽出されたデバイス種ＩＤと、自身のデバイスＩＤ／デバ
イス種ＩＤとが一致している場合には、ＭＴＣデバイス１００は、ノーマルモードに遷移
する（元々ノーマルモードだった場合はそのまま維持）。なお、逆イベント通知メッセー
ジ（イベント情報）から抽出されたデバイス種ＩＤは、その逆イベント通知メッセージを
送信するきっかけとなったイベント通知メッセージ（イベント）の送信元のＭＴＣデバイ
ス１００（ここでは、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ）の種類を表している。すなわち、ＭＴ
ＣデバイスＢ１００Ｂは、自デバイスと同種類のＭＴＣデバイス１００からイベント通知
メッセージが送信されたかどうかを判断し、自デバイスと同種類のＭＴＣデバイス１００
からイベント通知メッセージが既に送信されたことが確認できた場合には、高優先度モー
ドによるイベント通知メッセージの送信を行わないよう、ノーマルモードで動作を行う。
【００８６】
　また、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂは、受信した逆イベント通知メッセージ（イベント情
報）に含まれているデバイス種ＩＤに基づいて、高優先度モードへのモード切替を行うべ
きかどうかを判断し、高優先度モードへのモード切替を行う必要が確認された場合には、
高優先度モードへモード切替（あるいは、元々高優先度モードで動作しているのであれば
そのまま高優先度モードを維持）を行う（図４のステップＳ３１０:高優先度モードへの
切替を行うかどうかを判断（モード切り換え））。ここで、高優先度モードへモード切替
を行うべきかどうかの判断は、例えば、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から
抽出したデバイス種ＩＤが、そのＭＴＣデバイスＢ１００Ｂが保持しているイベントグル
ープ情報（図６）に記載されているかどうかで判断する。なお、ＭＴＣデバイスＢ１００
Ｂが複数のイベントグループ情報を保持している場合は、逆イベント通知メッセージ（イ
ベント情報）に格納されているイベントグループ情報ラベルを抽出し、抽出されたイベン
トグループラベル情報に対応するイベントグループ情報を使用して判断する。
【００８７】
　図６は、ＭＴＣデバイス１００が、受信した逆イベント通知メッセージ（イベント情報
）に含まれているデバイス種ＩＤ／イベントグループ情報ラベルに基づいて、モード切替
を行うべきかどうかを判断するために用いられるイベントグループ情報の一例を示す図で
ある。このイベントグループ情報には、複数のデバイス種ＩＤ（対応関係が分かるのであ
れば、デバイス種ＩＤと一致する必要はない）が登録されており、このデバイス種ＩＤは
静的／動的に設定される。逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信したＭＴＣ
デバイスＢ１００Ｂは、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から抽出されたデバ
イス種ＩＤが、イベントグループ情報に登録されているかどうかを確認する。
【００８８】
　図６には、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（人感センサ）が保持しているイベントグループ
情報の一例が図示されている。図６では、イベントグループ情報に煙センサＩＤと炎セン
サＩＤとが記載されており、このイベントグループ情報を保持しているＭＴＣデバイスＢ
１００Ｂ（人感センサ）は、煙センサＩＤ又は炎センサＩＤが含まれている逆イベント通
知メッセージ（イベント情報）を受信すると、高優先度モードへモード切替を行って（あ
るいは、そのまま高優先度モードを維持して）動作を行う。すなわち、イベントグループ
情報には、特定の逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信した場合、高優先度
モードに遷移あるいは維持するよう規定する情報が登録されている。
【００８９】
　イベントグループ情報にどの種類のデバイス種ＩＤを登録するかは、例えば、イベント
発生時の好適な動作に基づいて考慮されることが好ましい。一例として、例えば、火災が
発生したときには、煙センサからネットワーク側へ優先度の高いイベント通知メッセージ
（イベント情報）が送信され、その逆イベント通知メッセージ（イベント情報）がＭＴＣ
グループ内にブロードキャストされた場合であっても、炎を検知するために炎センサは高
優先度モードのまま動作させておき、また、人が残っていないかどうかを迅速に把握する
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ために人感センサを高優先度モードにモード遷移させることが最適な動作であるとする。
この場合には、例えば、炎センサが保持するイベントグループ情報に煙センサＩＤと人感
センサＩＤ、煙センサが保持するイベントグループ情報に炎センサＩＤと人感センサＩＤ
、人感センサが保持するイベントグループ情報に煙センサＩＤと炎センサＩＤをそれぞれ
登録しておくことで、最適な動作を実現することが可能となる。なお、イベントグループ
情報に登録するデバイス種ＩＤ及び各ＭＴＣデバイス１００の動作については、後で詳細
に説明する。
【００９０】
　なお、ステップＳ３０９及びステップＳ３１０の確認処理は、各ＭＴＣデバイス１００
にイベントグループ情報をどのように持たせるか（各ＭＴＣデバイス１００個別にイベン
トグループ情報を持たせるのか、あるいは、複数のＭＴＣデバイス１００に同じイベント
グループ情報を持たせるのか）や、イベントグループ情報内に含まれる情報をどのように
構成しておくか（イベントグループ情報を持つＭＴＣデバイス１００の自種ＩＤをイベン
トグループ情報に含ませておくかどうか）などによって、様々な方法を採用することが可
能である。しかしながら、本発明の基本的な考え方は、ステップＳ３０９及びステップＳ
３１０の確認処理の方法を限定するものではない。本発明では、逆イベント通知メッセー
ジを受信したＭＴＣデバイス１００が、自デバイスと同種類のデバイスから既にイベント
通知メッセージの送信が行われたかどうかを確認でき、さらに、自デバイスと異なる種類
のデバイスからイベント通知メッセージの送信が行われている場合には高優先度モードへ
遷移（あるいは、現在のモードをそのまま維持）すべきかどうかを判断できるようにする
ことが重要である。
【００９１】
　また、図６には、上述のように、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（人感センサ）が保持する
イベントグループ情報が図示されているが、このイベントグループ情報に、人感センサ自
体のＩＤ（人感センサＩＤ）が含まれていてもよい。ここで一例として挙げているステッ
プＳ３０９及びステップＳ３１０の確認処理によれば、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（人感
センサ）は、自身が保持しているイベントグループ情報に自デバイス種ＩＤ（人感センサ
ＩＤ）が含まれているかどうかを確認することはないが、逆イベント通知メッセージ（イ
ベント情報）を受信した場合でも例外的に高優先度モードで動作を行うＭＴＣデバイス１
００のデバイス種ＩＤの一覧を、イベントグループ情報として登録することで、共通のイ
ベントグループ情報を作成することも可能である。具体的には、火災発生時に、煙センサ
、炎センサ、人感センサを高優先度モードで動作させたいと考えた場合には、イベントグ
ループラベルの情報「火災」が付けられており、煙センサ、炎センサ、人感センサが登録
されたイベントグループ情報を、煙センサ、炎センサ、人感センサに共通して持たせてお
くことも可能である。さらに、ステップＳ３０９及びステップＳ３１０の確認処理を上述
したものとは異なる動作とすることで、すべてのＭＴＣデバイス１００が共通のイベント
グループ情報を持たせた場合であっても、本発明に係る詳細なモード遷移の管理を実現で
きる方法も存在する。
【００９２】
　また、ＭＴＣグループのＭＴＣデバイス１００は、逆イベント通知メッセージ（イベン
ト情報）を受信した際、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）に格納されているデ
バイス種ＩＤ（例えば、煙センサ）を記憶する（図４のステップＳ３１１：イベント情報
の記憶）。この記憶したイベント情報は、ＭＴＣデバイス１００が再度ＭＭＥ１２０から
別の逆イベント通知メッセージ（イベント情報（例えば、人感センサＩＤ））を受信した
際に、優先度の高いイベント通知メッセージを送信しない（高優先度モードに切り替わら
ない）と判断するパラメータとして使用される。例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａ（煙
センサ）が、イベントを検知して、優先度の高いイベント通知メッセージ（イベント情報
）を送信した後、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａと同じＭＴＣグループに属しているＭＴＣデ
バイス１００は、デバイス種ＩＤが“煙センサ”の逆イベント通知メッセージ（イベント
情報）を受信する。このとき、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａと同じデバイス種のＭＴＣデバ
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イスＢ１００Ｂ（煙センサ）は、高優先度モードからノーマルモードにモード遷移すると
ともに、デバイス種ＩＤが“煙センサ”の逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を
受信したことを記憶する。その後、同じＭＴＣグループのＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（人
感センサ）がイベントを検知して、優先度の高いメッセージ（イベント情報）を送信した
場合には、ＭＴＣグループ内のＭＴＣデバイス１００は、デバイス種ＩＤが“人感センサ
”の逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を、デバイス種ＩＤが“煙センサ”の逆
イベント通知メッセージ（イベント情報）に続いて受信する。このとき、ＭＴＣデバイス
Ａ１００Ａは、先に受信しているデバイス種ＩＤが“煙センサ”の逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）を記憶しており、この記憶された情報（受信履歴）をパラメータと
して、ノーマルモードから高優先度モードにモード遷移せずに、再度優先度の高いイベン
ト通知メッセージ（イベント情報）を送信しないよう動作する。これにより、同一イベン
ト（例えば、火災発生）の際にいったん高優先度モードからノーマルモードに遷移したＭ
ＴＣデバイス１００は、再度、高優先度モードに戻らないように制御することが可能とな
る。なお、このモード切替するための判断要素となるパラメータは、ＭＴＣデバイス１０
０の種類を示すデバイス種ＩＤ以外の情報でもよい。
【００９３】
　なお、ステップＳ３０９の自デバイス種ＩＤの確認ステップからステップＳ３１１のイ
ベント情報の記憶ステップは、順不同で実施してもよい。
【００９４】
　その後、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ（例えば、人感センサ）が、イベント（例えば、人
の存在）を検知したとする（図４のステップＳ３１３：イベント検知）。イベント検知し
たＭＴＣデバイスＢ１００Ｂは、イベント検知時にデータ送信するモードを確認し、その
送信モードに従って、ＭＴＣサーバ１５０に通知を行う。このとき、ＭＴＣデバイスＢ１
００Ｂが高優先度モードであり、優先度の高いメッセージを通知する場合は、ＭＴＣデバ
イスＢ１００Ｂは、検知したイベント情報などを格納したイベント通知メッセージをＭＴ
Ｃサーバ１５０に通知する（図４のステップＳ３１４：イベント通知メッセージ（イベン
ト情報）＠デバイスＢ）。一方、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂが高優先度モードではなくノ
ーマルモードで送信する場合は、ステップＳ３１４のイベント通知メッセージ（イベント
送信）（点線部分）はノーマルモードで通知するか、若しくは行わず、ＭＴＣサーバ１５
０にセンシングデータを送信する（図４のステップＳ３１５：取得データ送信）。なお、
ステップＳ３１４のイベント通知メッセージとステップＳ３１５の取得データ送信は、逐
次的、若しくは、同時に行ってもよい。
【００９５】
　また、最初にイベント通知メッセージ（イベント情報）を送信したＭＴＣデバイスＡ１
００Ａも、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信し、逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）に従って、図７のように高優先度モードからノーマルモードにモー
ド遷移を行い（図４のステップＳ３０６：モード切替）、逆イベント通知メッセージ（イ
ベント情報）を受信したことを記憶する（図４のステップＳ３０７：イベント情報の記憶
）。そして、その後は、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、ノーマルモードでセンシングデー
タの送信を行う（図４のステップＳ３１６：取得データ送信）。なお、図４のステップＳ
３１６の取得データ送信は、ステップＳ３０３のイベント通知メッセージ（イベント情報
）＠デバイスＡ送信後の任意のタイミングに行うことが可能である。また、ここでは、最
初にイベント通知メッセージ（イベント情報）を送信したＭＴＣデバイスＡ１００Ａが、
逆イベント通知メッセージ（イベント情報）の受信によって、高優先度モードからノーマ
ルモードへモード遷移を行っているが、高優先度モードによるイベント通知メッセージ（
イベント情報）の送信を行った直後に自らノーマルモードへモード遷移してもよく、ある
いは、イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信したＭＴＣデバイスＡ１００Ａに
関しては、そのまま高優先度モードによる通知を継続して行えるようにしてもよい。
【００９６】
　また、通常、イベントを検知した際に高い優先度のイベント通知メッセージでＭＴＣサ
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ーバ１５０に通知していたＭＴＣデバイス１００（例えば、炎センサ）は、例えば、一定
時間後（例えば、逆イベント通知メッセージでライフタイム値を通知など）、又は、ＭＭ
Ｅ１２０、ＭＴＣサーバ１５０から送信されるメッセージ（例えば、ＮＡＳメッセージな
ど）をＭＴＣデバイス１００が受信することで、ノーマルモードから高優先度モードに戻
すことができる。また、通常、いったん高優先度モードに遷移した後にノーマルモードに
戻って動作を行っているＭＴＣデバイス１００（例えば、人感センサ）に関しても、同様
の方法で、元の状態（逆イベント通知メッセージを受信した場合に、ノーマルモードから
高優先度モードへ遷移できる状態）に戻すことができる。これにより、１つのイベントが
終了後も、通常と同様の動作に戻すことができる（図４には不図示）。
【００９７】
　次に、図８を参照しながら、本発明の第２の実施の形態におけるＭＴＣデバイス１００
の構成について説明する。図８は、本発明の第２の実施の形態におけるＭＴＣデバイス１
００の構成の一例を示す図である。
【００９８】
　図８において、ＭＴＣデバイス１００は、通信システム（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮやＵ
ＴＲＡＮ）と接続して下位レイヤにおける通信処理と上位レイヤでＩＰなどのパケット通
信処理を実施する通信処理部５０１、受信したメッセージが逆イベント通知メッセージで
あるか判断し、受信した逆イベント通知メッセージに格納されているイベント情報を記憶
し、逆イベント通知メッセージに格納されているデバイス種ＩＤが、ＭＴＣデバイス１０
０自身のデバイス種ＩＤと一致しているか確認し、さらに、保持しているイベントグルー
プ情報に逆イベント通知メッセージに格納されているデバイス種ＩＤが登録されているか
確認する逆イベント通知メッセージ処理部５０２、逆イベント通知メッセージを受信した
際にＭＴＣデバイス１００の現在の送信モードを確認し、その送信モードを確認するため
に使用する情報を保持し、ＭＴＣデバイス１００の送信モードを切り替える送信モード制
御部５０４、特定のイベント（そのＭＴＣデバイス１００が監視しているイベント）を検
知するイベント検知部５０５、イベント検知時に高い優先度のメッセージで送るか判断す
るイベント通知メッセージ処理部５０３を少なくとも有する。なお、例えば、イベント通
知メッセージ処理部５０３が、送信モード制御部５０４の機能を保持している場合は、送
信モード制御部５０４を省略できる。他の機能部も同様に、１つの機能部で上記の機能部
を含む場合は、省略してもよい。逆に、例えば、イベント通知メッセージ処理部５０３で
実施している、受信した逆イベント通知メッセージに格納されているイベント情報を記憶
する機能と、イベント検知時に高い優先度のメッセージで送るかどうかを判断する機能と
を分けてもよい。
【００９９】
　なお、ＭＴＣデバイス１００において上述の各構成要素が動作を行うことで、特定のイ
ベントの発生を検知するためのセンサによって検知されたセンシングデータを通常の優先
度で送信するノーマルモード、又は、センサによって特定のイベントの発生を検知したこ
とを通知するイベント通知メッセージをノーマルモード、若しくは、ノーマルモードの優
先度よりも高い優先度で送信する高優先度モードのいずれかの送信モードで動作を行うよ
う制御する動作モード制御部としての機能、ネットワークノードへ高優先度モードによる
イベント通知メッセージの送信又はノーマルモードによるセンシングデータの送信を行う
送信部としての機能、特定のイベントの発生を検知したことを通知するイベント通知メッ
セージを任意の通信ノードから受信したネットワークノードから、任意の通信ノードが通
知するイベント通知メッセージに対する応答として送信されるメッセージであって、送信
モードをノーマルモードへ遷移するか又はノーマルモードのまま維持するよう指示するメ
ッセージを受信するメッセージ受信部としての機能、メッセージを受信した場合に、送信
モードをノーマルモードへ遷移するか又はノーマルモードのまま維持するかどうかを判断
するモード遷移判断部としての機能などが実現される。
【０１００】
　次に、図８に図示されている構成を有するＭＴＣデバイス１００について、本発明にお
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ける特徴的な処理を中心に、図９Ａと図９Ｂを用いて詳しく説明する。図９Ａは、本発明
の第２の実施の形態において、イベント検知時に、ノーマルモード又は高優先度モードで
ＭＴＣサーバ１５０への送信処理を行うＭＴＣデバイス１００の処理フローの一例を示す
フロー図であり、図９Ｂは、本発明の第２の実施の形態において、ネットワーク側（例え
ば、ＭＭＥ１２０）から逆イベント通知メッセージを受信したＭＴＣデバイス１００の処
理フローの一例を示すフロー図である。
【０１０１】
　最初に、図９Ａを参照しながら、ＭＴＣデバイス１００がイベントを検知した際に、ノ
ーマルモード又は高優先度モードでＭＴＣサーバ１５０への送信する場合の処理フローに
ついて説明する。
【０１０２】
　ＭＴＣデバイス１００は、ＭＴＣサーバ１５０と通信を行うために、ＰＧＷ１４０との
間にＰＤＮコネクション及びＥＰＳベアラを確立する（図９ＡのステップＳ６０１）。
【０１０３】
　ここで、ＭＴＣデバイス１００は、イベント検知部５０５でイベントを検知したとする
（図９ＡのステップＳ６０２）。なお、イベントの検知は、例えば、煙センサであれば煙
の検知、炎センサであれば炎の検知、人感センサであれば人物の検知などである。イベン
ト検知後、ＭＴＣデバイス１００は、送信モードに関する情報を取得し（図９Ａのステッ
プＳ６０３）、高い優先度のメッセージでＭＴＣサーバ１５０に送信するかどうかを、イ
ベント通知メッセージ判断部５０３で判断する（図９ＡのステップＳ６０４）。
【０１０４】
　送信モードが高優先モードであり、高い優先度のイベント通知メッセージでＭＴＣサー
バ１５０に通知すると判断した場合、ＭＴＣデバイス１００は通信処理部５０１で例えば
、イベントフラグ（例えば、煙発生）、センシングデータ、デバイス種ＩＤを生成し（図
９ＡのステップＳ６０５）、このイベント情報を格納したイベント通知メッセージ（イベ
ント情報）＠デバイスＡを、通信システムを通じてＭＴＣサーバ１５０に送信する（図９
ＡのステップＳ６０６）。
【０１０５】
　なお、上述のように、例えば、“Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ” が適用されたＭ
ＴＣデバイス１００が、割り当てられた時間外にアクセスしてきた場合に、ＭＴＣデバイ
ス１００が高優先度モードで通知すべきイベントを検出したものとネットワーク側（例え
ば、ＭＭＥ１２０）が判断できる場合、ＭＴＣデバイス１００は、イベントフラグをイベ
ント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格納する必要はない。また、上記以
外の手段を用いて、ＭＴＣデバイス１００がイベントを検知したことをネットワーク側が
確認できるのであれば、同様にイベントフラグを省略してもよい。また、デバイス種ＩＤ
も同様に、例えば、デバイスＩＤのうちデバイス種別を示す一部のビット列（例えば、上
位あるいは下位数ビット）からＭＴＣデバイス１００の種類を導出し、ＭＴＣデバイス１
００の種類をネットワーク側で識別できるのであれば、デバイス種ＩＤを格納する必要は
ない。
【０１０６】
　一方、送信モードがノーマルモードであり、一般的な優先度で検知したイベント（例え
ば、煙発生）とセンシングデータをＭＴＣサーバ１５０に送信すると判断した場合、ＭＴ
Ｃデバイス１００は、通常通り、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡ
と取得したセンシングデータを、通信処理部５０１から送信する（図９ＡのステップＳ６
０７）。
【０１０７】
　なお、上述のように、ＭＴＣデバイス１００は、一定時間後（例えば、逆イベント通知
メッセージで通知されたライフタイム値など）、又は、ＭＭＥ１２０、ＭＴＣサーバ１５
０から送信されるメッセージ（例えば、ＮＡＳメッセージなど）を受信したときに、高優
先度モードからノーマルモード、若しくは、ノーマルモードから高優先度モードに戻す処
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理を行ってもよい（図９Ａには不図示）。
【０１０８】
　次に、図９Ｂを参照しながら、ＭＴＣデバイス１００がネットワーク側（例えば、ＭＭ
Ｅ１２０）から逆イベント通知メッセージを受信した場合の処理フローについて説明する
。
【０１０９】
　ＭＴＣデバイス１００は、ＭＴＣサーバ１５０と通信を行うために、ＰＧＷ１４０との
間にＰＤＮコネクション及びＥＰＳベアラを確立する（図９ＢのステップＳ７０１）。
【０１１０】
　ここで、ＭＴＣデバイス１００は、通信システムから何らかのメッセージを受信すると
、受信したメッセージが逆イベント通知メッセージ（イベント情報）であるかどうかを逆
イベント通知メッセージ処理部５０２にて判断する（図９ＢのステップＳ７０２）。逆イ
ベント通知メッセージ（イベント情報）ではないと判断した場合には、そのメッセージに
適した別の処理が行われる（図９Ｂには不図示）。
【０１１１】
　一方、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）だと判断した場合、ＭＴＣデバイス
１００は、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）からデバイス種ＩＤを抽出し、同
一のデバイス種ＩＤが格納された逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を再度受信
した場合を特定するために、抽出されたデバイス種ＩＤを逆イベント通知メッセージ処理
部５０２にて記憶する（図９ＢのステップＳ７０３）。
【０１１２】
　続いて、逆イベント通知メッセージ処理部５０２において、ＭＴＣデバイス１００自身
のデバイスＩＤ／デバイス種ＩＤと逆イベント通知メッセージ（イベント情報）に格納さ
れているデバイス種ＩＤとが一致しているかどうかを確認する（図９ＢのステップＳ７０
５）。ＭＴＣデバイス１００自身のデバイスＩＤ／デバイス種ＩＤと逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）に格納されているデバイス種ＩＤとが一致する場合は、自デバイ
スと同じ種類のＭＴＣデバイス１００からイベント通知メッセージが既に送信されている
と判断でき、ＭＴＣデバイス１００は、ノーマルモードで動作を行う（図９Ｂのステップ
Ｓ７０６）。なお、ステップＳ７０６では、ＭＴＣデバイスが高優先度モードだった場合
は、送信モード制御部５０４においてノーマルモードに遷移し、ＭＴＣデバイスがノーマ
ルモードだった場合は、そのままノーマルモードを維持する。
【０１１３】
　一方、ＭＴＣデバイス１００自身のデバイスＩＤ／デバイス種ＩＤと逆イベント通知メ
ッセージ（イベント情報）に格納されているデバイス種ＩＤとが一致しない場合は、逆イ
ベント通知メッセージ処理部５０２において、逆イベント通知メッセージ（イベント情報
）に含まれるイベントグループ情報ラベルに対応するイベントグループ情報を読み出し（
図９ＢのステップＳ７０７）、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から抽出した
デバイス種ＩＤが、イベントグループ情報に登録されているかどうかを確認する（図９Ｂ
のステップＳ７０８）。逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から抽出したデバイ
ス種ＩＤがイベントグループ情報に登録されていない場合は、受信した逆イベント通知メ
ッセージはＭＴＣデバイス１００が関与していないイベントに係る逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）であると判断でき、ＭＴＣデバイス１００は、処理を終了する。な
お、デバイス種ＩＤのリストが登録されたイベントグループ情報をＭＴＣデバイス１００
に保持させるのではなく、自デバイス種とそのラベルとが関連付けられているかどうかを
示す情報を保持させることも可能であり、この場合には、ＭＴＣデバイス１００は、ステ
ップＳ７０８において、「自デバイス種とラベル名（例えば「火災」）とが関連付けられ
ているかどうかを確認するだけでよい。
【０１１４】
　一方、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から抽出したデバイス種ＩＤが、イ
ベントグループ情報に登録いる場合は、受信した逆イベント通知メッセージ（イベント情
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報）はＭＴＣデバイス１００が関与しているイベントに係る逆イベント通知メッセージ（
イベント情報）であると判断できる。この場合、ＭＴＣデバイス１００は、逆イベント通
知メッセージ処理部５０２に記憶されているデバイス種ＩＤを確認し、同じ種類のＭＴＣ
デバイス１００から送信されたイベント通知メッセージ（イベント情報）に対する逆イベ
ント通知メッセージ（イベント情報）を既に受信しているかどうかを判断する（図９Ｂの
ステップＳ７０９）。そして、ＭＴＣデバイス１００は、同じ種類のＭＴＣデバイス１０
０から送信されたイベント通知メッセージ（イベント情報）に対する逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）を既に受信している場合は処理を終了し、一方、同じ種類のＭＴ
Ｃデバイス１００から送信されたイベント通知メッセージ（イベント情報）に対する逆イ
ベント通知メッセージ（イベント情報）を初めて受信した場合は、高優先度モードで動作
を行う（図９ＢのステップＳ７１０）。なお、ステップＳ７１０では、ＭＴＣデバイス１
００が高優先度モードだった場合は、送信モード制御部５０４においてそのまま高優先度
モードを維持し、ＭＴＣデバイスがノーマルモードだった場合は、高優先度モードに遷移
する。このようにして決定された送信モードは、図９Ａに図示されている送信モードの確
認処理（図９ＡのステップＳ６０３）で参照される。
【０１１５】
　なお、ステップＳ７０５の自デバイス種ＩＤとの一致を確認するタイミング、ステップ
Ｓ７０８の逆イベント通知メッセージ（イベント情報）から抽出されたデバイス種ＩＤが
イベントグループ情報に登録されているかどうかを確認するタイミング、ステップＳ７０
９の逆イベント通知メッセージ（イベント情報）の受信を既に行っているデバイス種かど
うかを確認するタイミングは、順序が異なっていてもよい。
【０１１６】
　次に、図１０を参照しながら、本発明の第２の実施の形態におけるＭＭＥの構成につい
て説明する。図１０は、本発明の第２の実施の形態におけるＭＭＥ１２０の構成の一例を
示す図である。
【０１１７】
　図１０において、ＭＭＥ１２０は、通信システム（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮやＵＴＲＡ
Ｎ）上で通信処理を行い、ＩＰなどのパケット通信処理を実施する通信処理部８０１、受
信メッセージが高い優先度で送られてきたイベント通知メッセージであるか判断した後、
イベント情報を取得し、取得したイベント情報を記憶するイベント通知メッセージ処理部
８０３、同一イベント、又は、そのイベントによって引き起こされたイベントによる冗長
なイベント通知メッセージの受信を抑制するためにイベント通知メッセージから取得した
イベント情報を格納した逆イベント通知メッセージをブロードキャスト送信するか判断す
る逆イベント通知メッセージ処理部８０２を少なくとも有する。なお、例えば、逆イベン
ト通知メッセージ処理部８０２が、イベント通知メッセージ処理部８０３の機能を保持し
ている場合、イベント通知メッセージ処理部８０３を省略できる。他の機能部も同様に、
１つの機能部で上記の機能部を含む場合は、省略してもよい。
【０１１８】
　なお、ＭＭＥ１２０において上述の各構成要素が動作を行うことで、ＭＴＣデバイス１
００から、特定のイベントの発生を検知したことを通知するイベント通知メッセージを受
信する受信部としての機能、イベント通知メッセージに対する応答として、送信モードを
ノーマルモードへ遷移するか又はノーマルモードのまま維持するよう指示するメッセージ
を作成するメッセージ作成部としての機能、メッセージをＭＴＣデバイス１００へ送信す
るメッセージ送信部としての機能を有している。
【０１１９】
　次に、図１０に図示されている構成を有するＭＭＥ１２０について、本発明における特
徴的な処理を中心に、図１１を用いて詳しく説明する。図１１は、本発明の第２の実施の
形態におけるＭＭＥ１２０の処理フローの一例を示すフロー図である。
【０１２０】
　ＭＭＥ１２０は、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａから送信されたメッセージを受信し、イベ
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ント通知メッセージ処理部８０３にて、このメッセージが優先度の高いイベント通知メッ
セージ（イベント情報）＠デバイスＡであると判断したとする（図１１のステップＳ９０
１）。なお、ＭＭＥ１２０は、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡだ
と判断する際に、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡのイベントフラ
グフィールドを参照してもよい。
【０１２１】
　続いて、ＭＭＥ１２０は、イベント通知メッセージ処理部８０３にて、受信したイベン
ト通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡからイベント情報を取得する（図１１の
ステップＳ９０２）。そして、ＭＭＥ１２０は、同一イベント、又は、そのイベントを引
き起こした出来事によって引き起こされたイベントによる冗長なイベント通知メッセージ
の送信を抑制するために逆イベント通知メッセージ（イベント情報）をＭＴＣグループの
ＭＴＣデバイス１００に送信するかどうかを逆イベント通知メッセージ処理部８０２にて
判断する（図１１のステップＳ９０３）。なお、逆イベント通知メッセージ（イベント情
報）を送信するかどうか（あるいは、高優先度モードによる動作を要求するために、どの
ラベルを逆イベント通知メッセージに付加するか）を判断する際、逆イベント通知メッセ
ージ処理部８０２に保持されているイベントグループ情報を用いて判断してもよい。また
、ＨＬＲ／ＨＳＳ１２５にＭＴＣデバイス１００の情報（例えば、サブスクリプションデ
ータ）を問い合わせて判断してもよい。
【０１２２】
　逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信すると判断した場合、ＭＭＥ１２０
は、例えば、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡから取得されたデバ
イス種ＩＤを格納した逆イベント通知メッセージ（イベント情報）をＭＴＣデバイスＡ１
００Ａが属するＭＴＣグループの全てのＭＴＣデバイス（ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂを含
む）にブロードキャストで送信する（図１１のステップＳ９０４）。なお、ＭＭＥ１２０
は、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡがＭＴＣグループに属しているかどうかを判断する手段と
して、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格納されているグループ
ＩＤ（図５Ａには不図示）や、ＨＳＳ１２５が保持するサブスクリプションデータを用い
てもよい。また、ＭＭＥ１２０が逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信する
際、ＭＭＥ１２０はイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡから抽出した
デバイス種ＩＤを、再度イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡを受信し
た際に逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信するかどうかを判断する際に用
いるパラメータとして使用するため、例えば、逆イベント通知メッセージ処理部８０２に
て記憶することが望ましい。なお、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイス
Ａから抽出するデバイス種ＩＤは、ＭＴＣデバイス１００の種類を識別するためのＩＤ以
外を使用してもよいが、上述のように、各ＭＴＣデバイス１００が保持するイベントグル
ープ情報に登録されている情報と関連している必要がある。
【０１２３】
　また、ＭＭＥ１２０は、逆イベント通知メッセージ（イベント情報）にイベントグルー
プ情報ラベルを付加する場合、特定のデバイスからのイベント通知メッセージ（例えば、
煙センサや炎センサ）に対して、事前に定められた特定のラベル名（例えば「火災」）を
付加するように構成されていてもよく、また、イベント通知メッセージに含まれているイ
ベント情報やセンシングデータ）、その他の情報などから、付加すべきイベントグループ
情報ラベル名を決定してもよい。また、あるＭＴＣデバイス１００（例えば、煙センサ）
から受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）に応じてあるイベントグループ情
報ラベル（例えば「火災」）を付加して逆イベント通知メッセージを送信した場合、イベ
ントグループ情報などによって関連付けられている別のデバイス種のＭＴＣデバイス１０
０（例えば、炎センサ）からイベント通知メッセージを所定時間内に受信したときには、
その逆イベント通知メッセージ（イベント情報）に同一のラベル名（例えば「火災））を
付加するようにしてもよい。
【０１２４】
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　また、ＭＭＥ１２０は、一定時間後、又は、ＭＴＣサーバ１５０／ＭＴＣユーザ１６０
があらかじめ設定した仕様や登録情報、また設定情報などに基づいて、ＭＴＣデバイス１
００又はＭＭＥ１２０が保持している情報を解放するためのメッセージ（例えば、ＮＡＳ
メッセージで、ＭＴＣデバイス１００が持つ送信モードの定常化（高優先度モードからノ
ーマルモード、若しくは、ノーマルモードから高優先度モード））を送信してもよい（図
１１には不図示）。
【０１２５】
　また、上述の説明では、ＭＭＥ１２０が逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を
送信しているが、ＭＴＣサーバ１５０が逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送
信することも可能である。なお、本発明の第２の実施の形態において、ＭＴＣサーバ１５
０が逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を送信する場合のＭＴＣサーバ１５０の
構成は、図１０に図示されているＭＭＥ１２０の構成と同様であり、ここでは説明を省略
する。
【０１２６】
　同様に、本発明の第２の実施の形態において、ＭＴＣサーバ１５０の処理フローは、図
１０に図示されているＭＭＥ１２０の処理フロー（ずなわち、図１１に図示されている処
理フロー）と同様であり、ここでは説明を省略する。
【０１２７】
　次に、図１２～図１４を参照しながら、上述した本発明の第１及び第２の実施の形態に
おける各ＭＴＣデバイス１００の動作とイベントグループ情報について、具体的な例を挙
げながら説明する。
【０１２８】
　図１２は、本発明の第１及び第２の実施の形態に係る具体的な例を説明するために、各
ＭＴＣデバイス１００の配置の一例を示す図である。図１２には、ＭＴＣグループ内に様
々なＭＴＣデバイス１００（煙センサ、炎センサ、人感センサ、ガスセンサ、水道センサ
、水道メータセンサ、地震センサ、ドアロックセンサなど）が多数配置されている状態が
模式的に図示されている。図１２に図示されているように、例えば、多数のＭＴＣデバイ
ス１００が１つの施設内に配置されることで、例えば、施設内で発生し得るイベント（事
故や災害など）を監視している。以下では、同一ＭＴＣグループ内の多数のＭＴＣデバイ
ス１００のうち、２つの煙センサ、２つの炎センサ、２つの人感センサ、１つのドアロッ
クセンサ、１つの水道センサに焦点を当てて、本発明に係る動作について具体的に説明す
る。
【０１２９】
　なお、煙センサは、通常は高優先度モードで動作し、煙の発生を検知すると高優先度の
イベント通知メッセージを送信するよう構成されているとする。また、炎センサは、通常
は高優先度モードで動作し、炎の発生を検知（熱の検知）すると高優先度のイベント通知
メッセージを送信するよう構成されているとする。また、人感センサは、通常はノーマル
モードで動作し、人の存在の有無の情報をセンシングデータとしてノーマルモードで送信
するよう構成されているとする。また、ドアロックセンサは、通常は高優先度モードで動
作し、施錠されたドアの開錠を検知すると高優先度のイベント通知メッセージを送信する
よう構成されているとする。また、水道メータセンサは、通常はノーマルモードで動作し
、水道メータの値（検針値）をセンシングデータとしてノーマルモードで送信するよう構
成されているとする。
【０１３０】
＜図１３の（１）＞
　本発明の第１の実施の形態によれば、例えば、ある煙センサが煙の発生を検知し、ＭＴ
Ｃサーバ１５０へイベント通知メッセージを送信すると、ＭＭＥ１２０からＭＴＣグルー
プ内のすべてのＭＴＣデバイス１００へ逆イベント通知メッセージが送信される。
【０１３１】
　この場合、逆イベント通知メッセージを受信するＭＴＣデバイス１００（すなわち、Ｍ
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ＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００）は、ノーマルモードへ遷移する（元々
ノーマルモードの場合はそのまま維持）。具体的には、図１３の（１）に図示されている
ように、煙センサ、炎センサ、ドアロックセンサは高優先度モードからノーマルモードへ
遷移し、人感センサはノーマルモードを維持し続ける。また、その他のＭＴＣデバイス１
００（例えば、地震センサや水道センサなど）も、すべてノーマルモードによる動作を行
うよう制御される。
【０１３２】
＜図１３の（２）、図１４の（Ａ）、（Ｂ）＞
　また、本発明の第２の実施の形態によれば、例えば、ある煙センサが煙の発生を検知し
、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッセージ（イベント情報）を送信すると、ＭＭＥ
１２０からＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００へ逆イベント通知メッセー
ジ（イベント情報）が送信される。この場合、ＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイ
ス１００は、デバイス種ＩＤ「煙センサ」及びイベントグループ情報ラベル名「火災」を
含む逆イベント通知メッセージ［煙｜火災］を受信する。
【０１３３】
　逆イベント通知メッセージ［煙｜火災］の受信によって、煙センサは、同じデバイス種
からイベント通知メッセージ（イベント情報）が送信されたことを把握し、ノーマルモー
ドに遷移する。一方、炎センサは、異なるデバイス種からイベント通知メッセージ（イベ
ント情報）が送信されたことを把握し、そのまま高優先度モードを維持する。また、人感
センサは、ラベル名「火災」を含む逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信す
ることで、ノーマルモードから高優先度モードへ遷移する。また、ドアロックセンサは、
自デバイスとは関連性のない逆イベント通知メッセージ（イベント情報）であることを把
握し、そのまま高優先度モードを維持する。
【０１３４】
　さらに、ある炎センサが炎の発生を検知し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッセ
ージ（イベント情報）を送信したとすると、ＭＭＥ１２０からＭＴＣグループ内のすべて
のＭＴＣデバイス１００へ逆イベント通知メッセージ（イベント情報）が送信される。こ
の場合、ＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００は、デバイス種ＩＤ「炎セン
サ」及びラベル名「火災」を含む逆イベント通知メッセージ［炎｜火災］を受信する。
【０１３５】
　逆イベント通知メッセージ［炎｜火災］の受信によって、炎センサは、同じデバイス種
からイベント通知メッセージが送信されたことを把握し、ノーマルモードに遷移する。一
方、煙センサは、同一の出来事（火災の発生）によって引き起こされたイベントの逆イベ
ント通知メッセージ（すなわち、逆イベント通知メッセージ［煙｜火災］）の受信によっ
てノーマルモードへの遷移を行っているので、そのままノーマルモードを維持し続ける。
また、人感センサは、同一の出来事（火災の発生）によって引き起こされたイベントの逆
イベント通知メッセージ（すなわち、逆イベント通知メッセージ［煙｜火災］）の受信に
よって高優先度モードへの遷移を既に行っているので、そのまま高優先度モードを維持し
続ける。また、ドアロックセンサは、自デバイスとは関連性のない逆イベント通知メッセ
ージであることを把握し、そのまま高優先度モードを維持する。
【０１３６】
　さらに、ある人感センサが人物の存在を検知し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メ
ッセージを送信したとすると、ＭＭＥ１２０からＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバ
イス１００へ逆イベント通知メッセージ（イベント情報）が送信される。この場合、ＭＴ
Ｃグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００は、デバイス種ＩＤ「人感センサ」及びラ
ベル名「火災」を含む逆イベント通知メッセージ［人感｜火災］を受信する。
【０１３７】
　逆イベント通知メッセージ［人感｜火災］の受信によって、人感センサは、同じデバイ
ス種からイベント通知メッセージが送信されたことを把握し、ノーマルモードに遷移する
。一方、煙センサ及び炎センサは、同一の出来事（火災の発生）によって引き起こされた
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イベントの逆イベント通知メッセージ（すなわち、逆イベント通知メッセージ［煙｜火災
］及び逆イベント通知メッセージ［炎｜火災］）の受信によってノーマルモードへの遷移
を行っているので、そのままノーマルモードを維持し続ける。また、ドアロックセンサは
、自デバイスとは関連性のない逆イベント通知メッセージであることを把握し、そのまま
高優先度モードを維持する。
【０１３８】
　図１３の（２）のような動作を実現するためには、例えば、図１４の（Ａ）に図示され
ているように、例えば、煙センサにラベル名「火災」のイベントグループ情報（炎センサ
及び人感センサのデバイス種ＩＤが登録されている）を持たせ、炎センサにラベル名「火
災」のイベントグループ情報（煙センサ及び人感センサのデバイス種ＩＤが登録されてい
る）を持たせ、人感センサにラベル名「火災」のイベントグループ情報（炎センサ及び煙
センサのデバイス種ＩＤが登録されている）を持たせればよい。なお、ドアロックセンサ
などのような関連性のないＭＴＣデバイス１００においては、ラベル名「火災」のイベン
トグループ情報を持たせないようにしておくか、あるいは、デバイス種ＩＤが登録されて
いないラベル名「火災」のイベントグループ情報を持たせるようにしておく。
【０１３９】
　上述の図１４の（Ａ）のようなイベントグループ情報の持たせ方によれば、個々のデバ
イス種によって異なるイベントグループ情報を持たせることになるが、別の方法として、
全ＭＴＣデバイス１００に共通（同一）のイベントグループ情報を持たせるようにするこ
とも可能である。この場合、例えば図９ＢのステップＳ７０８の処理において、逆イベン
ト通知メッセージ（イベント情報）に含まれているデバイス種ＩＤがイベントグループ情
報に含まれているかどうかを確認することに加えて、さらに、自デバイス種ＩＤがイベン
トグループ情報に含まれているかどうかを確認することで、本発明に係る動作が実現可能
となる。なお、この場合も、ドアロックセンサなどのような関連性のないＭＴＣデバイス
１００においては、ラベル名「火災」のイベントグループ情報を持たせないようにしてお
いてもよい。
【０１４０】
　図１４の（Ａ）のように、個々のＭＴＣデバイス１００が異なるイベントグループ情報
を持つようにする場合には、モード遷移に関してより詳細な管理を行うことができる。例
えば、人感センサが持つラベル名「火災」のイベントグループ情報に、煙センサのみが登
録された状態に変更することによって、人感センサは、煙センサのデバイス種ＩＤを含む
逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受信した場合には高優先度モードへ遷移す
るが、炎センサのデバイス種ＩＤを含む逆イベント通知メッセージ（イベント情報）を受
信した場合にはノーマルモードをそのまま維持するように設定することが可能となる。な
お、このような状態を想定しない場合（特定のイベントに対して、どのデバイス種のＭＴ
Ｃデバイス１００からイベント通知メッセージが送信された場合であっても、関連するラ
ベルを持っているＭＴＣデバイス１００は高優先度モードに遷移する場合）は、自デバイ
ス種がそのラベル名に関連付けられているかどうかを確認するだけでよい。すなわち、各
ＭＴＣデバイス１００のデバイス種ＩＤが登録されているイベントグループ情報を持つ必
要はなく、単に、自デバイス種とラベル名（例えば「火災」）とが関連付けられているか
どうかを示す情報を持っているだけでよい。一方、図１４の（Ｂ）のように、ＭＴＣデバ
イス１００が共通のイベントグループ情報を持つようにする場合には、どのＭＴＣデバイ
ス１００にどのイベントグループ情報を持たせる必要があるかを考慮せずに、全ＭＴＣデ
バイスに対してイベントグループ情報を一括配信して保持させることが可能となる。
【０１４１】
＜図１３の（３）、図１４の（Ｃ）、（Ｄ）＞
　また、本発明の第２の実施の形態では、複数のイベントグループ情報を設定することで
、イベントごと（ラベル名ごと）に、ＭＴＣデバイス１００のモード遷移を変えることが
可能である。例えば、あるドアロックセンサがドアの開錠（不審者侵入の可能性）を検知
し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッセージ（イベント情報）を送信すると、ＭＭ
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Ｅ１２０からＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００へ逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）が送信される。この場合、ＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバ
イス１００は、デバイス種ＩＤ「ドアロックセンサ」（ここでは、開錠と表記）及びラベ
ル名「侵入」を含む逆イベント通知メッセージ［開錠｜侵入］を受信する。
【０１４２】
　このとき、図１３の（３）のように、例えば、逆イベント通知メッセージ［開錠｜侵入
］の受信によって、人感センサのみモード遷移（ノーマルモードから高優先度モード）さ
せ、その後、人感センサが人物の存在を検知し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッ
セージ（イベント情報）を送信した場合に、他の人感センサのモードを高優先度モードか
らノーマルモードに戻す動作を行わせるとする。
【０１４３】
　このような場合には、ＭＴＣデバイス個別にイベントグループ情報を設定する方法にお
いて、図１４の（Ｃ）のように、人感センサにラベル名「侵入」のイベントグループ情報
（ドアロックセンサのデバイス種ＩＤが登録されている）を持たせるか、あるいは、ＭＴ
Ｃデバイス１００に共通のイベントグループ情報を設定する方法において、図１４の（Ｄ
）のように、全ＭＴＣデバイス１００にラベル名「侵入」のイベントグループ情報（人感
センサ及びドアロックセンサのデバイス種ＩＤが登録されている）を持たせればよい。こ
の場合、少なくとも人感センサは、ラベル名の異なる複数のイベントグループ情報を保持
することになる。
【０１４４】
＜図１３の（４）＞
　また、上述の本発明の第２の実施の形態では、例えば、デバイス種ＩＤ及びイベントグ
ループ情報ラベル（ラベル名）の両方がイベント情報として含まれた逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）の送信が行われている。しかしながら、イベントグループ情報ラ
ベル（ラベル名）を用いず、イベントグループ情報による詳細な設定が行われないような
構成として、デバイス種ＩＤのみを含む逆イベント通知メッセージの送信が行われるよう
にしてもよい。この方法は、第１の実施の形態における逆イベント通知メッセージによっ
て行われるノーマルモードへのモード遷移の指示を、イベント通知メッセージを送信した
ＭＴＣデバイス１００と同じ種類のＭＴＣデバイスに対してのみ行うものであると言える
。また、図９Ｂの動作（本発明の第２の実施の形態における動作）において、ステップＳ
７０７～Ｓ７０９の処理を行わないものであるとも言える。
【０１４５】
　例えば、ある煙センサが煙の発生を検知し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッセ
ージを送信すると、ＭＭＥ１２０からＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００
へ、デバイス種ＩＤ「煙センサ」を含む逆イベント通知メッセージ（イベント情報）が送
信される。
【０１４６】
　この場合、ＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００が、デバイス種ＩＤ「煙
センサ」を含む逆イベント通知メッセージを受信するが、図１３の（４）に図示されてい
るように、この逆イベント通知メッセージに含まれているデバイス種ＩＤと同じ種類のＭ
ＴＣデバイス（すなわち、すべての煙センサ）のみ、モード遷移（ノーマルモードへの遷
移）を行う。
【０１４７】
＜図１３の（５）、図１４の（Ｅ）＞
　また、上述の本発明の第２の実施の形態では、例えば、デバイス種ＩＤ及びイベントグ
ループ情報ラベル（ラベル名）の両方がイベント情報として含まれた逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）の送信が行われているが、逆イベント通知メッセージ（イベント
情報）に、デバイス種ＩＤを挿入せず、イベントグループ情報ラベル（ラベル名）のみを
付加することも可能である。この方法は、図９Ｂの動作（本発明の第２の実施の形態にお
ける動作）において、ステップＳ７０５の処理を行わないものであると言える。
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【０１４８】
　例えば、ある煙センサが煙の発生を検知し、ＭＴＣサーバ１５０へイベント通知メッセ
ージを送信すると、ＭＭＥ１２０からＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００
へ、ラベル名「火災」を含む逆イベント通知メッセージが送信される。
【０１４９】
　ここで、図１４の（Ｅ）に図示されているように、人感センサのみが、自デバイス種と
ラベル名「火災」とが関連付けられていることを示す情報を持っているとする。なお、図
１４の（Ｅ）では、人感センサは、ラベル名「火災」のイベントグループ情報を保持して
いるのが図示されているように、ラベル名「火災」を含む逆イベント通知メッセージの受
信時にモード遷移を行うことが特定できるような情報であれば、情報の持ち方は限定され
るものではない。
【０１５０】
　ＭＴＣグループ内のすべてのＭＴＣデバイス１００が逆イベント通知メッセージ［火災
］を受信するが、例えば、煙センサ、炎センサ、ドアロックセンサなどのＭＴＣデバイス
１００は、ラベル名「火災」に関連付けられておらず、モード遷移を行わない。一方、人
感センサは、ラベル名「火災」に関連付けられており、逆イベント通知メッセージ［火災
］の受信によってモード遷移（高優先度モードへの遷移）を行う。
【０１５１】
　なお、図１３の（５）及び図１４の（Ｅ）の例によれば、人感センサ以外のＭＴＣデバ
イス１００のモードはそのまま維持される一方、人感センサのモードが高優先度モードへ
遷移するため、ＭＴＣデバイス１００からのイベント通知メッセージの送信を抑制できて
いるわけではない。しかしながら、あるＭＴＣデバイス１００からイベント通知メッセー
ジが送信されたことを契機として、通常はノーマルモードで動作しているＭＴＣデバイス
１００（例えば、人感センサ）の送信モードを高優先度モードに変更できるという点にお
いて有用である。すなわち、通常はノーマルモードで動作しているＭＴＣデバイス１００
（人感センサ）を、必要に応じて迅速に高優先度モードに遷移させることが可能となる。
【０１５２】
＜第３の実施の形態＞
　上記の実施の形態の解決手法によれば、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知
メッセージとＭＭＥ１２０が送信する逆イベント通知メッセージは、共にＣプレーン上で
交換されていたが、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メッセージはＵプレー
ンで、逆イベント通知メッセージはネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＭＴＣサ
ーバ１５０やＰＧＷ１４０）によってＣプレーンが用いられる場合がある。例えば、通信
システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０によって、静的、若し
くは、動的に設定されるＭＴＣサービスの仕様や登録情報、また設定情報などに基づいて
、ＭＴＣサービスにおけるメッセージは基本的にＵプレーン上で交換すると設定されてい
る場合、イベント（例えば、煙発生）を検知したＭＴＣデバイス１００は、Ｕプレーンを
用いてイベント通知メッセージをＰＧＷ１４０／ＭＴＣサーバ１５０に通知する。ここで
、ネットワーク装置（例えば、ＰＧＷ１４０／ＭＴＣサーバ１５０）はＭＴＣサービスの
仕様や登録情報、また設定情報などに基づいて、イベント通知メッセージの応答である逆
イベント通知メッセージをＵプレーンを用いて送信したいが、ＭＭＥ１２０経由で逆イベ
ント通知メッセージを送信しなければならない場合（例えば、ＭＭＥ１２０がイベント通
知メッセージに格納されているイベント情報（例えば、デバイスＩＤ／デバイス種ＩＤ）
を用いて、ＭＴＣデバイス１００の管理情報を更新しなければならない場合）がある。こ
のようなケースが、本発明の第３の実施の形態に相当する。
【０１５３】
　以下、本発明の第３の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図１５を用い
て詳しく説明する。図１５は、本発明の第３の実施の形態におけるシステム動作の一例（
複数のＭＴＣデバイス１００から送信される同一イベント、又は、そのイベントを引き起
こした出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント通知メッセー
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ジの送信抑制方法）を説明するためのシーケンス図である。なお、図１５には、図１に図
示したシステム構成における処理シーケンスの一例を図示する。ここで、ＭＴＣデバイス
１００の特徴は、本発明の第２の実施の形態における特徴と同様であり、ここでは説明を
省略する。
【０１５４】
　以下、図１５に図示されているシーケンスについて説明する。ステップＳ３２１～ステ
ップＳ３２２は、本発明の第２の実施の形態におけるステップＳ３０１～ステップＳ３０
２（図４を参照）と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１５５】
　続いて、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、検知したイベント情報（例えば、煙センサＩＤ
）を格納したイベント通知メッセージ（イベント情報）をＵプレーン上で、ＭＴＣサーバ
１５０に通知する（ステップＳ３２３：イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバ
イスＡ）。すなわち、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａから通知されるイベント通知メッセージ
（イベント情報）＠デバイスＡは、ｅＮＢ１１０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣ
サーバ１５０という順に転送される。なお、ここでは、ＭＴＣサーバ１５０が、イベント
通知メッセージ（イベント情報）の通知先になっているが、通信システムのオペレータ、
ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０によって設定される仕様や登録情報、また設定
情報などに基づいて、イベント通知メッセージ（イベント情報）の送信先を他のネットワ
ーク装置（例えば、ＰＧＷ１４０）にしてもよい。
【０１５６】
　続いて、ＭＴＣサーバ１５０は、受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）か
らイベント情報を抽出し、逆イベント通知メッセージに格納する。そして、ＭＴＣサーバ
１５０は、同一イベント（例えば、煙の発生）、若しくは、そのイベント（例えば、煙発
生）を引き起こした出来事（例えば、火災発生）によって引き起こされたイベント（例え
ば、炎の発生）によるイベント通知メッセージの送信を抑制するために、逆イベント通知
メッセージをＭＭＥ１２０に送信する。続いて、ＭＭＥ１２０がＣプレーンを用いてＭＴ
Ｃグループに属するＭＴＣデバイス１００に逆イベント通知メッセージをブロードキャス
ト（ステップＳ３２４：逆イベント通知メッセージ（イベント情報））。なお、ここでは
、ＭＭＥ１２０が逆イベント通知メッセージを生成しているが、他のネットワーク装置（
例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０が生成してもよい。その場合、ＭＭＥ１２０
でないネットワーク装置（ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０）がブロードキャストして
もよい。
【０１５７】
　逆イベント通知メッセージを送信したＭＭＥ１２０は、逆イベント通知メッセージに格
納されていたイベント情報（例えば、デバイスＩＤ）を抽出し、再度逆イベント通知メッ
セージをブロードキャストするか判断する際に使用するために記憶する（ステップＳ３２
５：イベント情報の記憶）。なお、ステップＳ３２６以降は、本発明の第２の実施の形態
のステップＳ３０６以降と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１５８】
　本発明の第３の実施の形態のように、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メ
ッセージはＵプレーンで、ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＭＴＣサーバ１５
０やＰＧＷ１４０）から送信される逆イベント通知メッセージはＣプレーンを用いること
で、ＭＴＣサービスにおけるメッセージが基本的にＵプレーンを用いて送信されると設定
されている環境において、ネットワーク装置（例えば、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５
０）が、ＭＭＥ１２０経由（Ｃプレーン）で逆イベント通知メッセージを送信しなければ
いけない場合（例えば、ＭＭＥ１２０がイベント通知メッセージに格納されているイベン
ト情報（例えば、デバイスＩＤ／デバイス種ＩＤ）を用いて、ＭＴＣデバイス１００の管
理情報を更新しなければならない場合）に対応することができる。
【０１５９】
＜第４の実施の形態＞
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　本発明の第４の実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メッセ
ージはＣプレーンで、ネットワーク装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０）
から送信される逆イベント通知メッセージはＵプレーンが用いられる場合について説明す
る。例えば、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０によ
って、静的、若しくは、動的に設定されるＭＴＣサービスの仕様や登録情報、また設定情
報などに基づいて、ＭＴＣサービスにおけるメッセージが基本的にＵプレーンを用いて送
信されると設定されている環境において、ＭＴＣデバイス１００がイベント（例えば、煙
発生）を検知したとする。本来であれば、ＭＴＣデバイス１００はＵプレーンを用いて、
イベント通知メッセージをＰＧＷ１４０／ＭＴＣサーバ１５０に通知するが、ＭＭＥ１２
０がＭＴＣデバイス１００の管理に必要とする情報が伴う場合（例えば、ＭＴＣデバイス
１００が移動可能な煙センサ（例えば、煙発生を検知可能な移動ロボット）であり、イベ
ント情報に加えてＭＴＣデバイス１００の位置情報を通知する場合や、ＭＴＣサービスが
ＭＴＣデバイス１００の位置情報も付加してイベント情報を通知するＭＴＣサービス（例
えば、ＭＴＣデバイス１００が車などに搭載されていて、イベント検知時、位置情報も付
加して送信するサービス）である場合）、あらかじめ通信システムのオペレータ、ＭＴＣ
サーバ１５０、ＭＴＣユーザ１６０によって設定されている仕様、登録情報や設定情報に
基づいて、ＭＴＣデバイス１００の判断でＣプレーンを用いてイベント通知メッセージを
通知する場合がある。
【０１６０】
　以下、本発明の第４の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図１６を用い
て詳しく説明する。図１６は、本発明の第４の実施の形態におけるシステム動作の一例（
複数のＭＴＣデバイス１００から送信される同一イベント、又は、そのイベントを引き起
こした出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント通知メッセー
ジの送信抑制方法）を説明するためのシーケンス図である。なお、図１６には、図１に図
示したシステム構成における処理シーケンスの一例を図示する。ここで、ＭＴＣデバイス
１００の特徴は、本発明の第２の実施の形態における特徴と同様であり、ここでは説明を
省略する。
【０１６１】
　以下、図１６に図示されているシーケンスについて説明する。ステップＳ３４１～ステ
ップＳ３４２は、本発明の第２の実施の形態におけるステップＳ３０１～ステップＳ３０
２（図４を参照）と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１６２】
　続いて、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、検知したイベント情報（例えば、煙センサＩＤ
）を格納したイベント通知メッセージ（イベント情報）をＣプレーン上で、ＭＭＥ１２０
に通知する（ステップＳ３４３：イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡ
）。
【０１６３】
　ＭＭＥ１２０は、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａからイベント通知メッセージ（イベント情
報）＠デバイスＡを受信し、必要な情報（例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａの位置情報
やデバイスＩＤなど）を抽出し、例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａの管理処理（例えば
、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａのコンテキスト情報の更新や、位置情報の更新など）を行う
（ステップＳ３４４：デバイスＡ管理処理）。
【０１６４】
　そして、ＭＭＥ１２０は、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格
納されていたイベント情報（例えば、デバイスＩＤやデバイス種ＩＤ）を抽出し、再度逆
イベント通知メッセージをブロードキャストするか判断する際に使用するために記憶する
（ステップＳ３４５：イベント情報の記憶）。
【０１６５】
　続いて、ＭＭＥ１２０は、受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）をＭＴＣ
サーバ１５０に転送する（ステップＳ３４６）。このとき、ＭＭＥ１２０は、通信システ
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ムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０によって設定された仕様、登
録情報や設定情報に基づいて、受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバ
イスＡをそのまま転送、若しくは、必要な情報（例えば、イベント情報）のみをＭＴＣサ
ーバ１５０に送信する。なお、ここでは、ＭＴＣサーバ１５０が、イベント通知メッセー
ジ（イベント情報）の通知先になっているが、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ
１５０やＭＴＣユーザ１６０によって設定される仕様や登録情報、また設定情報などに基
づいて、イベント通知メッセージ（イベント情報）の送信先を他のネットワーク装置（例
えば、ＰＧＷ１４０）にしてもよい。なお、ステップＳ３４４のデバイスＡ管理処理から
ステップＳ３４６のイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡの転送処理は
、順不同で実施してもよい。
【０１６６】
　続いて、ＭＴＣサーバ１５０は、受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）か
らイベント情報を抽出し、逆イベント通知メッセージに格納する。そして、ＭＴＣサーバ
１５０は、同一イベント（例えば、煙の発生）、若しくは、そのイベント（例えば、煙発
生）を引き起こした出来事（例えば、火災発生）によって引き起こされたイベント（例え
ば、炎の発生）によるイベント通知メッセージの送信を抑制するために、逆イベント通知
メッセージ（イベント情報）をＵプレーンを用いてＭＴＣグループに属するＭＴＣデバイ
ス１００にブロードキャストする（ステップＳ３４７：逆イベント通知メッセージ（イベ
ント情報））。ステップＳ３４８以降は、本発明の第２の実施の形態のステップＳ３０６
以降と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１６７】
　本発明の第４の実施の形態のように、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メ
ッセージはＣプレーンで、ネットワーク装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４
０）から送信される逆イベント通知メッセージはＵプレーンを用いることで、ＭＴＣサー
ビスにおけるメッセージが基本的にＵプレーンを用いて送信されると設定されている環境
において、ＭＴＣデバイス１００が、ＭＭＥ１２０経由（Ｃプレーン）でイベント通知メ
ッセージを送信しなければいけない場合（例えば、ＭＭＥ１２０がイベント通知メッセー
ジに格納されているイベント情報（例えば、デバイスＩＤ／デバイス種ＩＤ）やＭＴＣデ
バイス１００の位置情報を用いて、ＭＴＣデバイス１００の管理情報を更新しなければな
らない場合）に対応することができる。
【０１６８】
＜第５の実施の形態＞
　本発明の第５の実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メッセ
ージはＵプレーンで、ネットワーク装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０）
から送信される逆イベント通知メッセージも同様にＵプレーンが用いられる場合について
説明する。すなわち、ＭＴＣデバイス１００から通知されるイベント通知メッセージ（イ
ベント情報）とネットワーク装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０）から送
信される逆イベント通知メッセージ（イベント情報）が、共にＵプレーン上で交換される
場合について説明する。例えば、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴ
Ｃユーザ１６０によって、静的、若しくは、動的に設定されるＭＴＣサービスの仕様や登
録情報、また設定情報などに基づいて、ＭＴＣサービスにおける全てのメッセージがＵプ
レーンを用いて送信されると設定されている環境である。すなわち、ＭＴＣデバイスＡ１
００Ａから通知されるイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡは、ｅＮＢ
１１０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０という順で転送され、ＭＴＣ
サーバ１５０から送信される逆イベント通知メッセージ（イベント情報）は、ＰＧＷ１４
０、ＳＧＷ１３０、ｅＮＢ１１０、ＭＴＣデバイス１００という順で転送される。つまり
、ＭＭＥ１２０は介さず、ＭＴＣサービスのメッセージが交換される。例えば、ＭＴＣサ
ービスにおけるメッセージ（例えば、イベントを検知した情報や、センシングデータなど
）は、ＭＴＣデバイス１００の位置情報などを更新するメッセージ（例えば、ＴＡＵ、Ｒ
ＡＵ、ページングなど）を除いて、全てアプリケーション情報と解釈し、ＭＴＣデバイス
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１００やＵＥ１０５のモビリティ制御やＰＤＮコネクション・ＥＰＳベアラを管理、Ｑｏ
Ｓなどを管理するためのＣプレーンではなく、ユーザデータ（アプリケーション情報）を
転送するＵプレーンでのみ交換しなくてはならないという環境が、本発明の第５の実施の
形態に相当する。
【０１６９】
　以下、本発明の第５の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図１７を用い
て詳しく説明する。図１７は、本発明の第５の実施の形態におけるシステム動作の一例（
複数のＭＴＣデバイス１００から送信される同一イベント、又は、そのイベントを引き起
こした出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント通知メッセー
ジの送信抑制方法）を説明するためのシーケンス図である。なお、図１７には、図１に図
示したシステム構成における処理シーケンスの一例を図示する。ここで、ＭＴＣデバイス
１００の特徴は、本発明の第２の実施の形態における特徴と同様であり、ここでは説明を
省略する。
【０１７０】
　以下、図１７に図示されているシーケンスについて説明する。ステップＳ３６１～ステ
ップＳ３６２は、本発明の第２の実施の形態におけるステップＳ３０１～ステップＳ３０
２と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１７１】
　続いて、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、検知したイベント情報（例えば、煙センサＩＤ
）を格納したイベント通知メッセージ（イベント情報）をＵプレーン上で、ＭＴＣサーバ
１５０に通知する（ステップＳ３６３：イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバ
イスＡ）。すなわち、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａから通知されるイベント通知メッセージ
（イベント情報）＠デバイスＡは、ｅＮＢ１１０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣ
サーバ１５０という順で転送される。なお、ここでは、ＭＴＣサーバ１５０が、イベント
通知メッセージ（イベント情報）の通知先になっているが、通信システムのオペレータ、
ＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０によって設定される仕様や登録情報、また設定
情報などに基づいて、イベント通知メッセージ（イベント情報）の送信先を他のネットワ
ーク装置（例えば、ＰＧＷ１４０）にしてもよい。
【０１７２】
　続いて、ＭＴＣサーバ１５０は、受信したイベント通知メッセージ（イベント情報）の
イベント情報（例えば、デバイスＩＤやデバイス種ＩＤ）を逆イベント通知メッセージに
格納し、Ｕプレーンを用いてＭＴＣグループに属するＭＴＣデバイス１００にブロードキ
ャストする（ステップＳ３６４：逆イベント通知メッセージ（イベント情報））。
【０１７３】
　続いて、ＭＴＣサーバ１５０は、同一イベント（例えば、煙の発生）、若しくは、その
イベント（例えば、煙発生）を引き起こした出来事（例えば、火災発生）によって引き起
こされたイベント（例えば、炎の発生）によるイベント通知メッセージの送信を抑制する
ために、イベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡに格納されているイベン
ト情報（例えば、デバイスＩＤやデバイス種ＩＤ）を記憶する（ステップＳ３６５：イベ
ント情報の記憶）。ステップＳ３６６以降は、本発明の第２の実施の形態のステップＳ３
０６以降と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０１７４】
　本発明の第５の実施の形態のように、ＭＴＣデバイス１００が通知するイベント通知メ
ッセージとネットワーク装置（例えば、ＭＴＣサーバ１５０やＰＧＷ１４０）が送信する
逆イベント通知メッセージが共にＵプレーンを用いることで、例えばＭＴＣサービスにお
けるメッセージ（例えば、イベントを検知した情報や、センシングデータなど）は、ＭＴ
Ｃデバイス１００の位置情報などを更新するメッセージ（例えば、ＴＡＵ、ＲＡＵ、ペー
ジングなど）を除いて、全てアプリケーション情報と解釈し、ＭＴＣデバイス１００やＵ
Ｅ１０５のモビリティ制御やＰＤＮコネクション・ＥＰＳベアラを管理、ＱｏＳなどを管
理するためのＣプレーンではなく、ユーザデータ（アプリケーション情報）を転送するＵ
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プレーン上で交換しなくてはならないという環境に対応することができる。
【０１７５】
＜第６の実施の形態＞
　また、上記の各実施の形態では、ＰＧＷ１４０をデータゲートウェイとするＥＰＳ（Ev
olved Packet System）アーキテクチャを用いた例について説明したが、それ以外にも、
例えばＧＰＲＳ（General Packet Radio Service）アーキテクチャや、ＵＭＴＳ（Univer
sal Mobile Telecommunications System）アーキテクチャ、またそれらアーキテクチャが
混在するような構成においても、同様に実施可能であることは当業者にとって明らかであ
る。
【０１７６】
　例えば、ＧＰＲＳアーキテクチャやＵＭＴＳアーキテクチャに基づく構成の場合、上述
したようなＭＭＥ１２０とＳＧＷ１３０の役割をＳＧＳＮ（Serving GPRS Support Node
）が担い、相当する処理を実施する。また、同様にＰＧＷ１４０の役割をＧＧＳＮ（Gate
way GPRS Support Node）が担い、相当する処理を実施する。さらには、ＰＤＮコネクシ
ョンと同等の論理通信路として、ＰＤＰコンテキストが用いられる。いくつかのメッセー
ジについては、その表記やシグナリングの手順、またメッセージの順序などが若干異なる
場合があるが、本発明による実施においては問題ではない。なお、その他の通信システム
（例えば、ＷＬＡＮなどのローカル通信システムやＷｉＭＡＸなどの広域通信システム、
３ＧＰＰ２などのセルラシステム、その他自営通信システムなど）においても同様に実施
可能である。
【０１７７】
＜第７の実施の形態＞
　上記の実施の形態では、図１のＭＴＣ通信ネットワークの構成において、複数のＭＴＣ
デバイス１００が１つのＭＴＣグループとしてまとめられ、各ＭＴＣデバイスが３Ｇアク
セス（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１５）への通信インタフェースを保持し、３Ｇアクセス
を介して、ＭＴＣデバイス１００が検知したイベントや、センシングデータをＭＴＣサー
バ１５０に送信するアーキテクチャを用いた例について説明した。しかし、それ以外にも
、例えば、ＭＴＣデバイス１００と３Ｇアクセスとの間にＭＴＣデバイスゲートウェイを
設け、ＭＴＣデバイスゲートウェイがＭＴＣデバイスから送信されたメッセージを転送す
るアーキテクチャにおいても実施可能であることが明らかである。本発明の第７の実施の
形態におけるＭＴＣ通信ネットワークの構成の一例を図１８に示す。
【０１７８】
　図１８において、図１と異なる点は、ＭＴＣデバイス１００とｅＮＢ１１０（３Ｇアク
セス）との間にＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２が存在することである。
【０１７９】
　図１８において、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２は、３Ｇアクセス１１５と通信す
るための通信インタフェースを１つ以上持つ。さらに、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０
２は、複数のＭＴＣデバイス１００と通信するための通信インタフェース（例えば、通信
バスを設け、そのバスへの通信インタフェースや、有線ＬＡＮのような通信インタフェー
スや、Ｚｉｇｂｅｅ（ジグビー）（登録商標）や無線ＬＡＮなどの無線通信プロトコル）
を持つ。
【０１８０】
　一方、ＭＴＣデバイス１００は、上記の各実施の形態のＭＴＣデバイス１００とは異な
り、３Ｇアクセスへの通信インタフェースを持っていなくてもよい。すなわち、ＭＴＣデ
バイス１００は、検知したイベント情報やセンシングデータを直接３Ｇアクセス経由でＭ
ＴＣサーバ１５０に送信することができなくてもよい。その代わり、ＭＴＣデバイス１０
０が検知したイベント情報やセンシングデータは、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２に
送信することで、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２が３Ｇアクセスを経由して、ネット
ワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＰＧＷ１４０やＭＴＣサーバ１５０）に転送する。
このように、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２が、ＭＴＣデバイス１００が取得したデ
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ータをまとめて送信することで、通信システムのオペレータ、ＭＴＣサーバ１５０やＭＴ
Ｃユーザ１６０は、個別にＭＴＣデバイス１００を管理する必要がなくなり、処理負荷と
リソースが軽減される。また、３Ｇアクセスに通信する装置をＭＴＣデバイスゲートウェ
イ１０２にまとめることで、例えば、全ＭＴＣデバイス１００に高価な３Ｇアクセスへの
通信インタフェースを搭載する必要がなくなり、コスト削減を図ることもできる。なお、
本発明の第７の実施の形態は、マンションやビル、集合住宅などを監視するシステムを管
理する業者において、現実的な実施の形態と言える。
【０１８１】
　また、第１の実施の形態で説明したように、少なくともＭＴＣデバイスゲートウェイ１
０２が複数のＭＴＣデバイス１００から送信されたデータの優先度レベルを確認すること
ができ、ネットワーク側で混雑状態が起こっているとき（例えば、ｅＮＢ１１０、ＭＭＥ
１２０やＰＧＷ１４０がオーバーフロー）や、ＭＴＣユーザ１６０が通信システムオペレ
ータと特別な契約（例えば、高額な利用料金の課金ルールを結ぶことで、優先的なデータ
転送がされる契約）を保持するとき、又は、オペレータ方針によって一定の優先度レベル
を用いたデータ転送の指示が配布されたとき（例えば、優先度レベル３以上はデータ転送
可のとき）には、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２が優先度レベルを確認しながら（例
えば、ネットワーク側が示す許容優先度レベルとＭＴＣデバイス１００から転送されるデ
ータに格納された優先度レベルを比較する。または、ＭＴＣデバイス１００やＭＴＣデバ
イスゲートウェイ１０２にあらかじめ組み込まれているコンテキスト（例えば、混雑度レ
ベル３のときは優先度レベル３以上のメッセージのみ送信許容などのルールが登録されて
いるコンテキスト）やアプリケーションデータに含まれている優先度レベルを確認する）
、転送データの選択をすることで、優先度レベルが高いデータのみネットワーク側へ転送
することができる（優先度の低いデータの転送は後回し（例えば、混雑状態の解消後）に
することができる）。これにより、ネットワーク側の混雑状態が起こっている場合でも、
ＭＴＣユーザ１６０やＭＴＣサーバ１５０は、優先的に収集しているデータを受信するこ
とができる。
【０１８２】
　また、ＭＴＣデバイス１００がＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２の役割を担うことも
可能である。この場合、ＭＴＣデバイスゲートウェイ１０２となるＭＴＣデバイス１００
の負荷が増えることが予想され、負荷を分散する手段が必要となり得る。例えば、ＭＴＣ
デバイスゲートウェイ１０２の役割を、ＭＴＣグループの各ＭＴＣデバイス１００で順番
に（例えば、時間で区切って）担当していくなどして負荷分散することが可能である。
【０１８３】
＜第８の実施の形態＞
　上記の実施の形態では、ネットワーク側で混雑状態になる前にネットワーク側の装置（
例えば、ｅＮＢ１１０、ＭＭＥ１２０や、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１
５０）から逆イベント通知メッセージが通知され、ＭＴＣデバイス１００から送信される
冗長なイベント通知メッセージの送信を抑制し、ネットワーク側の混雑状態を回避してい
た。しかし、既にネットワーク側で混雑状態が起こっているとき、若しくは、あるメッセ
ージ（例えば、ＰＤＮコネクション確立リクエストや、転送データ）を受信した時点で混
雑状態が起こり始めたときに、ＵＥ１０５などから優先度の高い緊急メッセージ（Ｅｍｅ
ｒｇｅｎｃｙ　ｒｅｑｕｅｓｔや、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｍｅｓｓａｇｅとも呼ばれる）
やデータ（アプリケーションメッセージ）、ＰＤＮコネクション確立リクエストが送られ
てきた場合、更なるリソース（Ｕ－ｐｌａｎｅ（Ｕプレーン）、Ｃ－ｐｌａｎｅ（Ｃプレ
ーン）共）が必要となる。例えば、通信システムのエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０
やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）における処理能力のリソース（例えば、
データ転送における処理）や、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５に割り当てる通信リソ
ースや帯域リソースなどがある。このような課題も解決するために、既に確立済みである
ＰＤＮコネクションをＵＥ１０５やＭＴＣデバイス１００、ネットワーク側のエンティテ
ィ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ
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１５０）が保持する優先度レベル（例えば、ＵＥ１０５やＭＴＣデバイス１００に割り当
てられる優先度レベルや、送信するデータの優先度レベルや、ＱＣＩやＡＲＰ）を用いて
選択的に切断すること、あるいは、新規ＰＤＮコネクションの確立を制御することで優先
度レベルの高いリクエストやメッセージ、アプリケーションのためのリソースを確保する
。なお、この本発明の第８の実施の形態は、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５が多く存
在するエリアで起こり得る現実的な実施の形態である。
【０１８４】
　以下、本発明の第８の実施の形態について、図１９～２４を用いて説明する。
【０１８５】
　ここで、本発明の第８の実施の形態の説明を容易化するために、図１９と図２０におけ
るＭＴＣデバイスＢとＭＴＣデバイスＤとＭＴＣデバイスＥとＭＴＣデバイスＦは、非特
許文献１で定義されている“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ（タイムトレラント）”（耐時
間性）を有していることを前提とする。
【０１８６】
　この“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００は、
ネットワークが混雑状態の場合やオペレータ方針などによって、メッセージ（例えば、Ｐ
ＤＮコネクション確立リクエストやデータ転送）の送信タイミングを遅らせることができ
る。この“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の動作について、図１９を用いて説明する。図
１９は、ＭＴＣデバイスＡとＭＴＣデバイスＢとＭＴＣデバイスＣが既にＰＤＮコネクシ
ョンを確立済みで各ＭＴＣデバイス１００から３Ｇアクセス側にデータ転送をしており（
図１９の（Ａ）データ転送）、ＭＴＣデバイスＤとＭＴＣデバイスＥとＭＴＣデバイスＦ
が順次的に、これからＰＤＮコネクションを確立し、３Ｇアクセス側にデータ転送を行お
うとしている状態である（ＭＴＣデバイスＡ～ＣはＣｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｍｏｄｅであり
、ＭＴＣデバイスＤ～Ｆは順次的にＩＤＬＥ　ｍｏｄｅからＣｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｍｏｄ
ｅになろうとしている状態）。このとき、ＭＴＣデバイスＤがＰＤＮコネクションを確立
しようとした際に、３Ｇアクセス側で混雑状態が発生してしまうとする（例えば、３Ｇア
クセス側で許容できるトラフィック量を超えてしまう）（図１９の（Ｆ）混雑発生）。こ
の場合、３Ｇアクセス側は、ＭＴＣデバイスＤのＰＤＮコネクションの確立を拒絶するこ
とを示すＰＤＮコネクション確立拒絶メッセージをＭＴＣデバイスＤに返信した後に、３
Ｇアクセス側で混雑状態になっていることを通知するメッセージ（図１９の（Ｂ）送信制
御メッセージ）を対象となるＭＴＣデバイス１００（本発明の第８の実施の形態では、Ｍ
ＴＣデバイスＡ～Ｆである。実環境では、例えば、特定のＡＰＮに接続しているＭＴＣデ
バイス１００、特定のＭＴＣグループに属しているＭＴＣデバイス１００、特定のオペレ
ータに属しているＭＴＣデバイス１００、特定のエリア（例えば、特定のｅＮＢ１１０や
ＭＭＥ１２０に接続しているＭＴＣデバイス）など）にブロードキャスト送信する。なお
、ネットワークが混雑状態を認識するタイミングは、上記のようにＭＴＣデバイスＤのＰ
ＤＮコネクション確立要求を受けた際に限定されず、既にＰＤＮコネクションを確立して
いるＭＴＣデバイスによって送信されたデータによって輻輳が発生した、あるいは発生し
そうである場合に、送信制御メッセージを対象となるＭＴＣデバイスが属するエリアへブ
ロードキャスト送信する。なお、（Ｂ）送信制御メッセージには、例えば、ＭＴＣデバイ
ス１００から送信されるメッセージ（例えば、ＰＤＮコネクション確立リクエスト）をど
のくらい遅らせるかを示す値（例えば、待機時間）が格納されていることとする（図１９
の（Ｃ）待機時間）。待機時間が格納された（Ｂ）送信制御メッセージを受信したＭＴＣ
デバイス１００は、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているか確認する。
“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００は、（Ｂ）
送信制御メッセージを受信した後、３Ｇアクセスから示された値（例えば、待機時間）に
基づいて、送信メッセージのタイミングを遅らせることができる（例えば、図１９の（Ｄ
）から（Ｅ））。なお、ここでは３Ｇアクセスから示された値（待機時間）に基づいて送
信メッセージのタイミングを遅らせているが、例えばＭＴＣデバイスが値（待機時間）を
計算してもよく、また、ＭＴＣサーバ１５０などの外部サーバに値（待機時間）を問い合
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わせてもよい。
【０１８７】
　“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していないＭＴＣデバイス１００やＵＥ
１０５が（Ｂ）送信制御メッセージを受信した場合は、送信メッセージのタイミングを遅
らせることができないため、（Ｃ）待機時間の間にメッセージ（例えば、ＰＤＮコネクシ
ョン確立リクエストやアプリケーションデータ、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｒｅｑｕｅｓｔや
、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する。“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”
を保持していないＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５が送信するメッセージは、（Ｃ）待
機時間の後に再送信することができない（送信メッセージのタイミングを遅らせることが
できない）ため、優先度レベルが高いＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５から送信される
メッセージとして送信できるようにする。この優先度レベルが高いＭＴＣデバイス１００
やＵＥ１０５から送信されるメッセージをネットワーク側が受け入れられるようにするた
めに、送信メッセージのタイミングを遅らせることができる（優先度レベルが低い）ＭＴ
Ｃデバイス１００（“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１
００）によって確立されたＰＤＮコネクションを切断する（（Ｃ）待機時間の後にメッセ
ージを送信させる）ことで、リソース（Ｃ－ｐｌａｎｅ、Ｕ－ｐｌａｎｅ共）を確保する
。
【０１８８】
　“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していないＭＴＣデバイス１００とＵＥ
１０５が（Ｂ）送信制御メッセージを受信した際、一定の期間（例えば、（Ｂ）送信制御
メッセージに格納されている値（待機時間）ではなく、ＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０
５にあらかじめ組み込まれている待機時間（固定値））を待機することができる場合、“
Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００は、“Ｔｉｍ
ｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していないＭＴＣデバイス１００より長い時間、メ
ッセージの送信を遅らせることができるものとする。
【０１８９】
　以下、本発明の第８の実施の形態におけるシステム動作の一例について、図２０を用い
て詳しく説明する。図２０は、本発明の第８の実施の形態におけるシステム動作の一例（
既に確立済みであるＰＤＮコネクションをＵＥ１０５やＭＴＣデバイス１００、ネットワ
ーク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１
４０、ＭＴＣサーバ１５０）が保持する優先度レベル（例えば、ＵＥ１０５やＭＴＣデバ
イス１００に割り当てられる優先度レベルや、送信するデータの優先度レベルや、ＱＣＩ
やＡＲＰ）を用いて切断することで優先度レベルの高いリクエストやアプリケーションの
ためのリソース確保方法）を説明するためのシーケンスチャートである。なお、図２０に
は、図１に図示したシステム構成における処理シーケンスの一例を図示する。
【０１９０】
　ＭＴＣデバイスＡ１００ＡとＭＴＣデバイスＢ１００ＢとＭＴＣデバイスＣ１００Ｃは
、既にＰＤＮコネクションを確立済みであり、データ転送を行っていることとする（図２
０のステップＳ１００１Ａ、Ｓ１００１Ｂ、Ｓ１００１Ｃ：ＰＤＮコネクション確立済み
）。続いて、ＭＴＣデバイスＤ１００Ｄがデータ転送をするためにＰＤＮコネクション確
立リクエストをＭＭＥ１２０に送信する（図２０のステップＳ１００２：ＰＤＮコネクシ
ョン確立リクエスト）。
【０１９１】
ＰＤＮコネクション確立リクエストを受け、ネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅ
ＮＢ１１０やＭＭＥ１２０など）が、例えば処理能力の許容レベル（閾値）を上回ったか
どうか確認することによって、混雑状態を検出する（リソースの確保が必要であることを
検出する）（図２０のステップＳ１００３：混雑検出）。ここでは、ＭＴＣデバイスＤ１
００Ｄから送信されたＰＤＮコネクション確立リクエストを受信することでネットワーク
側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０など）が混雑状態を検出してい
るが、データ転送をしているＭＴＣデバイス１００（本発明の第８の実施の形態では、Ｍ
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ＴＣデバイスＡ～Ｃ）によって送信されるデータサイズ（送信されているデータの総量）
の増加などによって、ネットワーク側のエンティティが混雑状態を検出してもよい。
【０１９２】
　また、本実施の形態の説明を容易化するために、ＭＭＥ１２０が混雑状態を検出してい
るが、他のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣ
サーバ１５０）が混雑状態を検出してもよい。その場合、各エンティティがＭＴＣデバイ
スＤ１００Ｄに混雑状態が起こっていることを直接通知してもよいし、ＭＭＥ１２０やｅ
ＮＢ１１０などに通知することで、間接的に通知してもよい（例えば、ＰＧＷ１４０が混
雑状態を検出し次第、ＭＭＥ１２０に混雑状態を通知し、ＭＭＥ１２０はＭＴＣデバイス
Ｄ１００ＤからＰＤＮコネクション確立リクエストが送信されてきた際に、混雑状態をＭ
ＴＣデバイス１００に通知してもよい）。
【０１９３】
　混雑状態を検出したＭＭＥ１２０は、ＰＤＮコネクションを確立できないことを通知す
るためにＰＤＮコネクション確立リクエスト拒絶メッセージをＭＴＣデバイスＤ１００Ｄ
に送信する（図２０のステップＳ１００４：ＰＤＮコネクション確立リクエスト拒絶）。
続いて、ｅＮＢ１１０は、対象となるＭＴＣデバイス１００（例えば、特定のＡＰＮに接
続しているＭＴＣデバイス、特定のＭＴＣグループに属しているＭＴＣデバイス、特定の
オペレータに属しているＭＴＣデバイス、特定のエリア（例えば、特定のｅＮＢ１１０や
ＭＭＥ１２０に接続しているＭＴＣデバイス）など）に送信制御メッセージをブロードキ
ャストする（図２０のステップＳ１００５、Ｓ１００６：送信制御メッセージ）。対象と
なるＭＴＣデバイス１００の決定は、例えば、ステップＳ１００５のブロードキャストメ
ッセージ指示でＭＭＥ１２０がｅＮＢ１１０に指示してもよい。このとき、ＭＭＥ１２０
はｅＮＢ１１０やＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０に指示を問い合わせ
てもよい。
【０１９４】
　なお、ｅＮＢ１１０が対象となるＭＴＣデバイス１００にブロードキャスト送信する際
、従来技術であるページングメッセージ（Ｐａｇｉｎｇ）やＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄ
ｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ａｎｄ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を用いてよ
い。また、ここでは、本実施の形態の説明を容易化するために、ＭＭＥ１２０がｅＮＢ１
１０にブロードキャストメッセージを指示し、ｅＮＢ１１０が対象デバイスにブロードキ
ャストしているが、他のエンティティがブロードキャストメッセージを指示し、ブロード
キャスト送信してもよい（例えば、ＰＧＷ１４０がｅＮＢ１１０にブロードキャストメッ
セージ指示し、ｅＮＢ１１０がブロードキャスト送信）。
【０１９５】
　また、ＭＭＥ１２０によるメッセージの送信処理（ステップＳ１００４とステップＳ１
００５）の順序は、入れ替わってもよい。さらに、ステップＳ１００５において送信制御
メッセージをブロードキャストすることで、ＭＴＣデバイスＤ１００ＤのＰＤＮコネクシ
ョン確立リクエストの拒絶を通知することができるのであれば、ステップＳ１００４を省
略してもよい。
【０１９６】
　送信制御メッセージを受信したＭＴＣデバイス１００は、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎ
ｔ”の機能を保持しているか確認する。ＭＴＣデバイス１００が、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅ
ｒａｎｔ”の機能を保持している場合、ＰＤＮコネクション確立リクエストを送信するタ
イミングを送信制御メッセージに格納されている待機時間に基づいて遅らせる。“Ｔｉｍ
ｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していないＭＴＣデバイス１００は、送信メッセー
ジのタイミングを遅らせることができないので、ネットワーク側で混雑状態が起こってい
る場合でもＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する。
【０１９７】
　このように、ＭＴＣデバイス１００からのＰＤＮコネクション確立リクエストの送信を
回避することで、通信システムの処理負荷が軽減され、Ｃ－ｐｌａｎｅのリソースは確保
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できる。しかしながら、既にＰＤＮコネクションを確立しているＭＴＣデバイス（ＭＴＣ
デバイスＡ１００Ａ～ＭＴＣデバイスＣ１００Ｃ）のデータ転送が完了するまで、Ｕ－ｐ
ｌａｎｅのリソースに空きは生じない。さらに、上記したようにＵＥ１０５などから優先
度の高い緊急メッセージ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｒｅｑｕｅｓｔや、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ
　ｍｅｓｓａｇｅとも呼ばれる）やアプリケーションメッセージが送られてくることで、
優先度レベルの高いＵＥ１０５やＭＴＣデバイス１００用の更なるリソース（Ｕ－ｐｌａ
ｎｅ、Ｃ－ｐｌａｎｅ共）が必要となることがある。
【０１９８】
　そこで、ＭＴＣデバイス１００の優先度レベルを用いて、既に確立済みであるＰＤＮコ
ネクションを選択的に切断することで優先度レベルの高いＰＤＮコネクション確立リクエ
ストやアプリケーションデータの転送のためのＵ－ｐｌａｎｅのリソースを確保する。こ
の優先度レベルを判別するためにも、例えば、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を
保持しているＭＴＣデバイス１００であるかどうかをＭＴＣデバイス１００に確認させる
。
【０１９９】
　そこで、ｅＮＢ１１０がブロードキャスト送信する送信制御メッセージに「“Ｔｉｍｅ
　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネクシ
ョンを切断する」よう指示するパラメータを格納する。“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”
の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は、例えば、ｅＮＢ１１０からブロードキャスト
送信される送信制御メッセージの受信後、確立済みのＰＤＮコネクションを切断する。ま
た、ＭＴＣデバイス１００は、送信制御メッセージから一定時間（例えば、３Ｇアクセス
から示された値（例えば、待機時間））経過後、再度ＰＤＮコネクションを確立し、デー
タ転送を行ってもよい。
【０２００】
　図２１は、図２０のステップＳ１００６において、ｅＮＢ１１０が対象となるＭＴＣデ
バイス１００にブロードキャスト送信する送信制御メッセージであり、「“Ｔｉｍｅ　ｔ
ｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネクション
を切断する」よう指示するパラメータと、「更に付加される詳細な条件」を示したパラメ
ータが格納されるメッセージ構成の一例として、送信制御メッセージのフォーマット例を
示す図である。
【０２０１】
　図２１は、ブロードキャスト送信するために必要となるヘッダフィールドと「“Ｔｉｍ
ｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネク
ションを切断する」ことを示したＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドとさらに詳細な
情報を用いてＰＤＮコネクションの維持／切断を判断する際に用いる詳細な条件（詳細デ
ータ）が格納される詳細データフィールドで構成される。詳細データフィールドには、従
来技術のＡＰＮや位置情報（例えば、ｅＮＢ　ＩＤやｅＮＢアドレス）、ＭＴＣグループ
を識別するグループＩＤ、接続しているネットワークオペレータを識別するＰＬＭＮ　Ｉ
Ｄに加えて、確立済みのＰＤＮコネクションを用いて転送するデータのデータ残量（デー
タ残量値）や予想完了時間（予想完了時刻）、残時間、ＰＤＮコネクション（ＥＰＳベア
ラ）のＱＣＩ（QoS Class Indicator）やＡＲＰ（Allocation and Retention Priority）
、データ転送を開始した時刻（以降、“Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅ”とも呼ぶ）、ＭＴＣ　
ｆｅａｔｕｒｅ（例えば、非特許文献１で定義されている着信しかできない“Ｍｏｂｉｌ
ｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００）な
どを格納することができる。ＭＴＣデバイス１００は、確立済みのＰＤＮコネクションを
維持／切断する判断条件として、ＭＴＣデバイス１００が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ
”の機能を保持しているかに加えて、詳細データフィールドに格納されている詳細な判断
条件を用いることができる。つまり、この詳細データフィールドを用いることで、論理演
算を用いて説明すると「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデ
バイス１００」ＡＮＤ「詳細データ」や、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保
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持しているＭＴＣデバイス１００」ＯＲ「詳細データ」や、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａ
ｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００」ＥＸＯＲ「詳細データ」の結果で、
確立済みのＰＤＮコネクションの維持／切断を決定することができる。なお、ＭＴＣデバ
イス１００やＵＥ１０５、通信システムのエンティティが、優先度レベルの低いＭＴＣデ
バイス１００、又は、アプリケーションであることを示すパラメータ（例えば、“Ｌｏｗ
　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ”）を認識できる場合は、「“Low priority”
の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネクションを切断する」こと
を示したパラメータと置き換えてもよい（代わりに使用してもよい）。
【０２０２】
　例えば、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１０
０」であり、「“Ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持してい
るＭＴＣデバイス１００」によって確立されたＰＤＮコネクションのみ切断する。または
、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００」、も
しくは、「“Ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持しているＭ
ＴＣデバイス１００」によって確立されたＰＤＮコネクションは切断する。または、「“
Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００」であり、「
“Ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持しているＭＴＣデバイ
ス１００」によって確立されたＰＤＮコネクションと、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ
”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００」と「“Ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔ
ｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００」でもないＭＴＣデバイス
１００によって確立されたＰＤＮコネクションは切断するというように定義してもよい。
【０２０３】
　また、例えば詳細データフィールドにＢｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅを格納することで、“Ｔ
ｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００であり、Ｂｅｆ
ｏｒｅ　ｔｉｍｅで示された値（時刻）以降にＰＤＮコネクションを確立、若しくは、デ
ータ送信を開始したＭＴＣデバイス１００である場合、確立済みのＰＤＮコネクションを
切断すると定義してもよい。このとき、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅは、例えば「ＡＭ１１：
００」のように値（時刻）を示してもよい。また、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅは、「Ｂｅｆ
ｏｒｅ　ｔｉｍｅで示された値（時刻）以内にＰＤＮコネクションを確立したＭＴＣデバ
イス、若しくは、データ転送を開始してから経過した時間」のように指示することもでき
、その場合は、例えば「１分」のように値（時刻）を示してもよい。
【０２０４】
　また、例えば詳細データフィールドに転送するデータのデータ残量（データ残量値）を
格納することで、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス
１００であり、ＭＴＣデバイス１００によって送信されるデータの残量がネットワーク側
から指示されたデータ残量値を超えてしまっている場合は、確立済みのＰＤＮコネクショ
ンを切断すると定義してもよい。このとき、データ残量値は、例えば「１Ｍ　Ｂｙｔｅｓ
」のように値を示してもよい。
【０２０５】
　また、例えば詳細データフィールドに予想完了時間（残時間）を格納することで、“Ｔ
ｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００であり、ＭＴＣ
デバイス１００が予想するデータ送信の予想完了時間（残時間）がｅＮＢ１１０からブロ
ードキャスト送信された送信制御メッセージに格納されている予想完了時間（残時間）を
超えてしまっている場合は、確立済みのＰＤＮコネクションを切断すると定義してもよい
。このとき、予想完了時間は、例えば「ＡＭ１１：１５」、残時間は「１分」のように値
を示してもよい。また、この予想完了時間や残時間は、例えば、データダウンロード完了
までの時間を表わすアプリケーションなどから取得できる情報を利用してもよい。
【０２０６】
　また、例えば詳細データフィールドにＱＣＩやＡＲＰを格納することで、“Ｔｉｍｅ　
ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００であり、現在送信してい
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るデータで用いているＰＤＮコネクションやＥＰＳベアラのＱＣＩやＡＲＰが、詳細デー
タフィールドで示された値以下である場合、該当するＰＤＮコネクションを切断するとい
うように定義してもよい。通信システムのエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ
１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）やＭＴＣサーバ１５０が詳細データフィールドに
格納するＱＣＩやＡＲＰは、例えばＳｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｄａｔａやＭＴＣデバイ
ス１００の情報が登録されているコンテキスト、課金ルールなどを管理しているＰＣＲＦ
（Policy and Charging Rules Function、図１には不図示）から取得したデータなどを用
いて決定してもよい。例えば、ＭＭＥ１２０がＨＳＳ１２５から送信制御メッセージの送
信対象先であるＭＴＣデバイス１００のＳｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｄａｔａを取得し、
確立されているＰＤＮコネクションの平均ＱＣＩやＡＲＰを導き出し、現在の混雑状態と
照らし合わせて、詳細データフィールドに格納するＱＣＩやＡＲＰを決定してもよい。
【０２０７】
　ＭＴＣデバイス１００は、上記したような詳細データフィールドに格納されているＰＤ
Ｎコネクションを切断するための詳細な判断条件を用いるために、例えば、Ｂｅｆｏｒｅ
　ｔｉｍｅが格納される場合は、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅを用いるためにＭＴＣデバイス
１００はデータ転送を開始した時刻や、ＰＤＮコネクションを確立した時刻を記憶、若し
くは、その時点からタイマーを起動し、ｅＮＢ１１０からブロードキャスト送信された送
信制御メッセージを受信するまでの時間を計測してもよい。
【０２０８】
　また、詳細データフィールドにデータ残量（データ残量値）が格納される場合は、ＭＴ
Ｃデバイス１００は、現在送信しているデータの残りを把握しておく必要がある。例えば
、ＭＴＣデバイス１００は送信予定のデータ総量（例えば、５０Ｍ　Ｂｙｔｅｓ）と送信
済みデータ量を記憶しておくことで、データ残量を計算してもよい。
【０２０９】
　また、詳細データフィールドに予想完了時間（あるいは、予想完了時刻）や残時間が格
納される場合は、ＭＴＣデバイス１００は、現在送信しているデータの予想完了時間や、
送信完了するまでに要する時間を把握しておく必要がある。例えば、ＭＴＣデバイス１０
０は送信予定のデータ量（例えば、５０Ｍ　Ｂｙｔｅｓ）と送信レート（例えば、１Ｍｂ
ｐｓ）と送信済みデータ量（例えば、４０Ｍ　Ｂｙｔｅｓ）を把握しておき、データ転送
の予想完了時間（現時刻がＡＭ１１：００とすると、データ転送の予想完了時刻（５０Ｍ
　Ｂｙｔｅｓ―４０Ｍ　Ｂｙｔｅｓ）×８ｂｉｔｓ÷１Ｍｂｐs＝８０秒なので、ＡＭ１
１：０１　２０秒）や残時間（８０秒）を見積もってもよい。上記式は、単純に計算した
式の例であり、実環境におけるパケットロス率などを考慮した式を用いてもよい。また、
このような予想完了時間や残時間は、起動しているアプリケーションから取得してもよい
。
【０２１０】
　また、詳細データフィールドにＱＣＩやＡＲＰが格納される場合は、ＭＴＣデバイス１
００は、現在使用しているＰＤＮコネクションのＱＣＩやＡＲＰを把握しておく必要があ
る。例えば、ＭＴＣデバイス１００は、ＰＤＮコネクション（ＥＰＳベアラ）を確立した
際（例えば、Ａｔｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中や、Ｂｅａｒｅｒ　ｍｏｄｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中）にネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１
１０、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＨＳＳ１２５）からＱＣＩやＡＲＰ
を取得し、ネットワーク側からブロードキャスト送信される送信制御メッセージに格納さ
れるＱＣＩやＡＲＰと比較してもよい。
【０２１１】
　また、詳細データフィールドにＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅが格納される場合は、ＭＴＣデ
バイス１００は、搭載しているＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅを把握しておく必要がある。例え
ば、ＭＴＣデバイス１００は、ＭＴＣデバイス１００コンテキストを持ち、そのコンテキ
ストの中に各ＭＴＣデバイス１００が搭載する全てのＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅを登録して
もよい。または、ＭＴＣデバイス１００が３ＧアクセスとＰＤＮコネクションを確立する
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際（例えば、Ａｔｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中）、ネットワーク側からＭＴＣデバイ
ス１００が保持できるＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅ、もしくは、ＭＴＣサーバ／ユーザから指
示されているＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅをＭＴＣデバイス１００に通知することで、ＭＴＣ
デバイス１００が搭載しているＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅを把握してもよい。
【０２１２】
　なお、詳細データフィールドを用いずに、Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドのみ
でＰＤＮコネクションの維持／切断を判断する場合は、例えば図２１に図示されているフ
ォーマットから詳細データフィールドを省略してもよい。
【０２１３】
　また、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確
立済みＰＤＮコネクションを切断する」ことを通知するために、従来技術のページングと
ＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）を用いてもよい。例えば
、ＭＴＣ用のＳＩＢを新たに設ける、若しくは、既存のＳＩＢを改良して、ＭＴＣデバイ
ス１００にそのＳＩＢを読み出すように指示することで、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎ
ｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネクションを切断する」
ことを通知してもよい。また、従来技術のＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔ　Ａｎｄ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を用いて、各ＭＴＣデバイス
１００に通知してもよい。
【０２１４】
　「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００は確立済み
ＰＤＮコネクションを切断する」ことを通知されたＭＴＣデバイス１００は、自分自身が
“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているかどうかを確認する。
【０２１５】
　ＭＴＣデバイス１００が、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しており、か
つ、既にＰＤＮコネクションを確立済みである場合には、ＰＤＮコネクションを切断する
（図２０のステップＳ１００７：ＰＤＮコネクションリリース）。なお、ここではＭＴＣ
デバイス１００が、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していて、既にＰＤＮ
コネクションを確立済みである場合、即座にＰＤＮコネクションを切断しているが、例え
ばＭＴＣデバイスと通信システムのポリシや、アプリケーションの仕様などに基づいて、
切断のタイミングを見計らってもよい。また、ＭＴＣデバイス１００と通信システムのエ
ンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）は、
ＰＤＮコネクションを切断する際、完全に切断するのではなく、再度ＰＤＮコネクション
を確立する際の時間短縮や処理負荷軽減のために以前の状態（例えば、ＭＴＣデバイス１
００のＩＰアドレス、ＩＭＳI、ＩＭＥＩ、鍵情報）を一定期間、各装置で保持して再利
用してもよい。
【０２１６】
　また、図２０の例では、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂが、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ
”の機能を保持しており、かつ、既にＰＤＮコネクションを確立済みのＭＴＣデバイス１
００に該当する。すなわち、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂは、ステップＳ１００６の送信制
御メッセージを受信すると、確立済みのＰＤＮコネクションを切断する。なお、このとき
、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂは、確立したＰＤＮコネクションを切断するために、非特許
文献３で定義されているＵＥ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　Ｄｅｔａｃｈ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ
やＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅなどの従来技術に係る処理を用いてもよい。
【０２１７】
　また、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”を保持しておらず、ＰＤＮコネクションが確立
済みのＭＴＣデバイス１００（図２０の例では、ＭＴＣデバイスＡ１００ＡとＭＴＣデバ
イスＣ１００Ｃに相当）は、ＰＤＮコネクションをそのまま維持する。また、“Ｔｉｍｅ
　ｔｏｌｅｒａｎｔ”を保持していて、ＰＤＮコネクションを保持しておらず、これから
メッセージ（例えば、ＰＤＮコネクション確立リクエスト）を送信しようとしていたＭＴ
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Ｃデバイス１００（ＭＴＣデバイスＥ１００ＥやＭＴＣデバイスＦ１００Ｆに相当）は、
上記で説明したように（例えば、図１９の（Ｄ）から（Ｅ））、メッセージの送信タイミ
ングを遅らせる。
【０２１８】
　また、その後、ＵＥ１０５などから優先度の高い緊急メッセージ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ
　ｒｅｑｕｅｓｔや、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｍｅｓｓａｇｅとも呼ばれる）やアプリケー
ションメッセージが送られてくる場合、若しくは、メッセージを送るためのＰＤＮコネク
ション確立リクエストが送られてくる場合（図２０のステップＳ１００８：データ送信／
ＰＤＮコネクション確立リクエスト）がある。この場合、ＵＥ１０５は、メッセージを送
信することが可能である。ステップＳ１００７で、ＭＴＣデバイスＢが確立済みのＰＤＮ
コネクションを切断したことによってリソース（Ｃ－ｐｌａｎｅ、Ｕ－ｐｌａｎｅ共）が
確保されたため、ネットワーク側はステップＳ１００８のＵＥによるデータ送信、若しく
は、ＰＤＮコネクション確立リクエストを受け入れることができる。
【０２１９】
　なお、本発明の第８の実施の形態では、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持
するＭＴＣデバイス１００のみを対象とするのではなく、ＡＰＮやＭＴＣグループのグル
ープＩＤ、ネットワークオペレータを識別するＰＬＭＮ　ＩＤ（Public Land Mobile Net
work ID）、デバイス種ＩＤ、デバイスＩＤなどと組み合わせて使用してもよい。
【０２２０】
　また、本発明の第８の実施の形態は、ＭＴＣデバイス１００が送信制御メッセージ受信
後に確立したＰＤＮコネクションを切断しているが、通信システムのエンティティ（例え
ば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）やＭＴＣサーバ１５０
が、Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｄａｔａやＭＴＣデバイス１００特有のコンテキスト、
メッセージ交換（例えば、Ａｔｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）時などの情報から、切断
すべきＰＤＮコネクション（“特定のＰＤＮコネクション”）を確認することができるの
であれば、通信システムのエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ
１３０、ＰＧＷ１４０）やＭＴＣサーバ１５０主導でＰＤＮコネクションを切断してもよ
い。このとき、非特許文献３で定義されているＰＤＮ　ＧＷ　ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　ｂｅ
ａｒｅｒ　ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎやＭＭＥ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　Ｄｅｔａｃｈ　ｐ
ｒｏｃｅｄｕｒｅなどの従来技術に係る処理を用いてもよい。例えば、通信システムのエ
ンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）やＭ
ＴＣサーバ１５０が、優先度の高いＵＥ１０５やＭＴＣデバイス１００のためのリソース
を確保するために算出、若しくは、取得したＰＤＮコネクションを切断するための条件（
例えば、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００で、Ｂ
ｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅで示される値に該当するＭＴＣデバイス１００）と、記憶していた
ＭＴＣデバイス１００によってＰＤＮコネクションが確立された時刻を比較し、切断すべ
きＰＤＮコネクションを確認することができる場合がある。
【０２２１】
　次に、図２２を参照しながら、本発明の第８の実施の形態におけるＭＴＣデバイス１０
０の構成について説明する。図２２は、本発明の第８の実施の形態におけるＭＴＣデバイ
ス１００の構成の一例を示す図である。
【０２２２】
　図２２において、ＭＴＣデバイス１００は、通信システム（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮや
ＵＴＲＡＮ）と接続して下位レイヤにおける通信処理と上位レイヤでＩＰなどのパケット
通信処理を実施する通信処理部１１１０、ネットワーク側からブロードキャスト送信され
た送信制御メッセージのＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドと詳細データフィールド
を処理するブロードキャストメッセージ処理部１１２０、ブロードキャストメッセージ処
理部１１２０の結果に基づいて、既に確立済みのＰＤＮコネクションを維持／切断するＰ
ＤＮコネクション処理部１１３０を少なくとも有する。
【０２２３】
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　また、送信制御メッセージの詳細データフィールドに情報が格納される場合は、詳細デ
ータ処理部１１４０を設けてもよい。詳細データ処理部１１４０は、例えば、Ｂｅｆｏｒ
ｅ　ｔｉｍｅを用いてデータ送信開始時間でＰＤＮコネクションの切断をする場合、ＭＴ
Ｃデバイス１００内でデータ送信を開始した時間を記憶する機能やタイマー機能を有する
。詳細データ処理部１１４０は、既存の処理部（例えば、ブロードキャストメッセージ処
理部１１２０）に組み込んでもよい。
【０２２４】
　次に、図２２に図示されている構成を有するＭＴＣデバイス１００について、本発明に
おける特徴的な処理を中心に、図２３を用いて詳しく説明する。
【０２２５】
　図２３において、ＭＴＣデバイス１００は、ｅＮＢ１１０からブロードキャスト送信さ
れたメッセージ（送信制御メッセージ）を受信する（図２３のステップＳ１２１０）。Ｍ
ＴＣデバイス１００は、ＭＴＣデバイス１００自身がＰＤＮコネクションを切断するＭＴ
Ｃデバイス１００であるかを確認するために、ブロードキャストメッセージ（送信制御メ
ッセージ）のＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドと詳細データフィールドに格納され
ている情報をブロードキャストメッセージ処理部１１２０で取得する（図２３のステップ
Ｓ１２２０）。
【０２２６】
　ＭＴＣデバイス１００は、受信したブロードキャストメッセージの送信対象に自分が含
まれていないと判断した場合には、特別な処理は行わずに終了する。
【０２２７】
　一方、ＭＴＣデバイス１００が、受信したブロードキャストメッセージの送信対象に自
分が含まれていると判断した場合には、ＭＴＣデバイス１００と通信システムの間にＰＤ
Ｎコネクションを確立済みであるかどうかを更に確認する（図２３のステップＳ１２３０
）。なお、ＭＴＣデバイス１００が、ブロードキャストメッセージの送信対象に自分が含
まれているかどうかを判断する処理フロー（図２３のステップＳ１２２０の処理）の詳細
については後述する（図２４を参照）。
【０２２８】
　ＭＴＣデバイス１００と通信システム間にＰＤＮコネクションが確立されていない場合
、ＭＴＣデバイス１００はＰＤＮコネクション未確立時の動作（例えば、“Ｔｉｍｅ　ｔ
ｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００は、ＰＤＮコネクション確
立リクエストの送信タイミングを遅らせる）を実施して（図２３のステップＳ１２４０）
、終了する。
【０２２９】
　一方、ＭＴＣデバイス１００と通信システム間に、既にＰＤＮコネクションを確立され
ている場合、ＭＴＣデバイス１００は、ＰＤＮコネクション処理部１１３０で、例えば非
特許文献３で定義されているＵＥ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　Ｄｅｔａｃｈ　Ｐｒｏｃｅｄｕ
ｒｅやＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅなどを用いて、確立済みのＰＤＮコネクションを切断する
（図２３のステップＳ１２５０）。
【０２３０】
　次に、詳細データフィールドに格納された値を用いてＰＤＮコネクションを維持／切断
する際の詳細な流れについて説明する。例えば、詳細データフィールドにデータ転送を開
始してから経過した時間を示す“Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅ”が格納されている場合につい
て、図２４を用いて詳しく説明する。なお、図２４は、図２３のステップＳ１２２０の処
理の詳細について説明するためのものである。
【０２３１】
　図２４において、ＭＴＣデバイス１００は、ｅＮＢ１１０からブロードキャスト送信さ
れたメッセージ（送信制御メッセージ）を受信する（図２４のステップＳ１２１０）。続
いて、ＭＴＣデバイス１００は、ＭＴＣデバイス１００自身がＰＤＮコネクションを切断
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するＭＴＣデバイス１００であるかを確認するために、ブロードキャストメッセージ（送
信制御メッセージ）のＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドを確認する（図２４のステ
ップＳ１２２１）。このとき、ＭＴＣデバイス１００は、例えば、製造時に設定された情
報（例えば、ＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅの一覧が登録されているＭＴＣデバイス１００コン
テキスト）やＡｔｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中にネットワーク側から通知される情報
（例えば、通信システムのオペレータから設定されるＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅや、ＭＴＣ
　Ｕｓｅｒから設定されるＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅ）などから、自分自身が“Ｔｉｍｅ　
ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているか確認してもよい。
【０２３２】
　ＭＴＣデバイス１００は、自分自身が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持し
ていないと判断した場合には、特別な処理は行わずに終了する。
【０２３３】
　一方、ＭＴＣデバイス１００が、自分自身が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を
保持していると判断した場合には、続いて、送信制御メッセージの詳細データフィールド
で示されたＢｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅの値（時刻）を取得する。ここでは、ＭＴＣデバイス
１００が既にＰＤＮコネクションを確立済みであると仮定し、ＭＴＣデバイス１００はＰ
ＤＮコネクションを確立した時刻や、確立したＰＤＮコネクションで行うデータ転送の開
始時刻を記憶、若しくは、タイマーを起動し、送信制御メッセージを受信するまでの時間
を計測しているとする。
【０２３４】
　ＭＴＣデバイス１００は、送信制御メッセージの詳細データフィールドで示されたＢｅ
ｆｏｒｅ　ｔｉｍｅの値（時刻）と記憶（若しくは、計測）した値（時刻）の比較を行い
、ＰＤＮコネクションの切断を判断する（図２４のステップＳ１２２２）。例えば、送信
制御メッセージの詳細データフィールドで示されたＢｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅの値（時刻）
が「ＡＭ１１：００」であり、ＭＴＣデバイス１００が記憶（若しくは、計測）した値（
時刻）が「ＡＭ１０：５５」であった場合（送信制御メッセージで示された時刻＞ＭＴＣ
デバイス１００内で記憶（計測）した時刻という条件に当てはまらない場合）、ネットワ
ーク側が判断した値（時刻）より前から通信を開始し始めていたということで、送信制御
メッセージの送信対象に自分が含まれていないと判断し、その結果、特別な処理は行わず
にＰＤＮコネクションを維持する。なお、この「ＡＭ１１：００」のような形式ではなく
、「１分前」のような形式でもよい。
【０２３５】
　一方、送信制御メッセージで示された時刻＞ＭＴＣデバイス１００内で記憶した時刻の
条件に当てはまる場合には、ネットワーク側が判断した値（時刻）より後に通信を開始し
始めたということで、送信制御メッセージの送信対象に自分が含まれていると判断し、そ
の結果、確立済みのＰＤＮコネクションを切断する（図２４のステップＳ１２３０、ステ
ップＳ１２４０）。
【０２３６】
　また、この詳細データフィールドを用いたＰＤＮコネクションの切断について、Ｂｅｆ
ｏｒｅ　ｔｉｍｅを例に挙げて説明したが、他のデータ残量や残時間などについても同様
な処理（例えば、図２４のステップＳ１２２２はＢｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅを用いて説明し
ているが、送信制御メッセージで示されたデータ残量値＞ＭＴＣデバイス内で計算したデ
ータ残量値など）が行われる。また、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅとデータ残量を組み合わせ
ることによって、さらにＰＤＮコネクションの維持／切断に用いる詳細な判断条件にでき
る。例えば、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅを用いて、ＰＤＮコネクションを切断するか絞り込
みをした後に、その中でデータ残量がどれくらいかによってＰＤＮコネクションを切断す
るかを判断してもよい。
【０２３７】
　また、本発明の第８の実施の形態を非特許文献６で定義されているＬｏｗ　ｐｒｉｏｒ
ｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒと組み合わせることで、ネットワーク側で混雑状態が起こっ
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ている際、最初にＬｏｗ　ｐｉｒｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒを持つＭＴＣデバイス
１００によって確立されたＰＤＮコネクションを切断し、続いて“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒ
ａｎｔ”の機能を持つＭＴＣデバイス１００によって確立されたＰＤＮコネクションを切
断するというように、段階的にＰＤＮコネクションを切断することができる。これにより
、リソースを段階的に確保することができ、過剰なＰＤＮコネクションの切断を回避する
ことができる。例えば、通信システムのエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１
２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＨＳＳ）が、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒが格納されたＰＤＮコネクション確立リクエストを送信してきたＭＴＣデバイ
ス１００を、例えば、ＭＴＣデバイスコンテキストに登録、または、Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔ
ｉｏｎ　ｄａｔａに登録するなどによって把握しておき、上記処理を実現させてもよい。
また、通信システムのエンティティが、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
を持つＭＴＣデバイス１００を把握することによって、ブロードキャスト送信する送信制
御メッセージの送信先をＬｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒを持つＭＴＣデ
バイス１００のみと指定してもよい。
【０２３８】
　また、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒとの組み合わせではなく、Ｔｉ
ｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドの代わりにＬｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒフィールドを用いて、切断すべきＰＤＮコネクションを決定してもよい。このとき
、Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒフィールドは、詳細データフィールド
と組み合わせて使用してもよい。
【０２３９】
　例えば、ＭＭＥ１２０が混雑状態を検知した場合、最初にＬｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　
ｉｎｄｉｃａｔｏｒを持つＭＴＣデバイス１００によって確立されたＰＤＮコネクション
を切断する指示をｅＮＢ１１０に送信し、ｅＮＢ１１０が対象となるＭＴＣデバイス１０
０に送信制御メッセージをブロードキャストする。送信制御メッセージを受信し、かつ、
Ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒを持つＭＴＣデバイス１００は、確立済
みのＰＤＮコネクションを切断する。
【０２４０】
　ここで、リソースの確保が十分でないと判断された場合（例えば、混雑状態を示す閾値
を超えている場合など）、ＭＭＥ１２０がＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールド（例え
ば、「“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持している」）と詳細データフィール
ド（例えば、「“Ｍｏｂｉｌｅ　Ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”」）を用いて、確立
済みのＰＤＮコネクションを切断するとｅＮＢ１１０に通知し、ｅＮＢ１１０が対象とな
るＭＴＣデバイス１００にブロードキャスト送信する。送信制御メッセージを受信し、か
つ、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”と“Ｍｏｂｉｌｅ　Ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　ｏｎｌ
ｙ”の機能を持つＭＴＣデバイス１００は、確立済みのＰＤＮコネクションを切断する。
これにより、リソースを段階的に確保することができ、過剰なＰＤＮコネクションの切断
を回避することができる。
【０２４１】
　本発明の第８の実施の形態では、一部のＭＴＣデバイス１００（ＭＴＣデバイスＢ１０
０Ｂ、ＭＴＣデバイスＤ１００Ｄ、ＭＴＣデバイスＥ１００Ｅ、ＭＴＣデバイスＦ１００
Ｆ）が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持していることを前提としているが、
全てのＭＴＣデバイス１００が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持している場
合にも適用できる。
【０２４２】
　全てのＭＴＣデバイス１００が、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持してい
る場合、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しているか否かでＰＤＮコネクシ
ョンの切断を判断することができなくなるので、図２１の詳細データフィールドに格納さ
れる判断条件を用いて、ＰＤＮコネクションの切断を判断する。例えば、全てのＭＴＣデ
バイス１００が“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持している環境において、“
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Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持し、“Ｍｏｂｉｌｅ　Ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ
　ｏｎｌｙ”の機能も保持しているＭＴＣデバイス１００によって確立されたＰＤＮコネ
クションを切断するというブロードキャストメッセージは、“Ｍｏｂｉｌｅ　Ｏｒｉｇｉ
ｎａｔｅｄ　ｏｎｌｙ”の機能を保持しているＭＴＣデバイス１００によって確立された
ＰＤＮコネクションは切断するという送信制御メッセージになる。同様に、全てのＭＴＣ
デバイス１００が、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持している環境において
、Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持し、「送信制御メッセージで示された時刻
＞ＭＴＣデバイス１００内で記憶した時刻」の条件に当てはまる場合には、確立済みのＰ
ＤＮコネクションを切断するという送信制御メッセージは、「送信制御メッセージで示さ
れた時刻＞ＭＴＣデバイス１００内で記憶した時刻」の条件に当てはまるＭＴＣデバイス
１００によって確立されたＰＤＮコネクションは切断するという送信制御メッセージにな
る。そのため、ｅＮＢ１１０がブロードキャスト送信する送信制御メッセージにおいて、
“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持するＭＴＣデバイス１００であるか否かを
識別するための図２１のＴｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔフィールドは省略できる。
【０２４３】
　以上、本発明の第８の実施の形態によれば、既にネットワーク側で混雑状態が起こって
いるとき、若しくは、あるメッセージ（例えば、ＰＤＮコネクション確立リクエストや、
転送データ）を受信した時点で混雑状態が起こり始めたときに、ＵＥ１０５などから優先
度の高い緊急メッセージ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｒｅｑｕｅｓｔや、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ
　ｍｅｓｓａｇｅとも呼ばれる）やアプリケーションメッセージが送られてくることで更
なるリソース（Ｕ－ｐｌａｎｅ、Ｃ－ｐｌａｎｅ共）が必要となる課題に対して、ネット
ワーク側からブロードキャスト送信されるメッセージで、ＭＴＣデバイス１００が“Ｔｉ
ｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持しており、そして、詳細データフィールドで示さ
れる値（例えば、“Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅ”で示されるデータ転送を開始してから経過
した時間）を用いて、既に確立済みであるＰＤＮコネクションの維持／切断をする。これ
により、優先度レベルの高いリクエストやアプリケーションのためのリソースを確保する
ことができる。
【０２４４】
　また、ネットワーク側（例えば、ｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ
１４０、ＭＴＣサーバ１５０）から対象となるＭＴＣデバイス１００（例えば、特定のＡ
ＰＮに接続しているＭＴＣデバイス１００、特定のＭＴＣグループに属しているＭＴＣデ
バイス１００、特定のオペレータに属しているＭＴＣデバイス１００、特定のエリア（例
えば、特定のｅＮＢ１１０やＭＭＥ１２０に接続しているＭＴＣデバイス１００）など）
にメッセージがブロードキャストされることによって、メッセージ（例えば、ＰＤＮコネ
クション確立リクエスト）を送信しようとしていたＭＴＣデバイス１００からのメッセー
ジを回避することができる。それにより、ネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅＮ
Ｂ１１０やＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）の処理負
荷やトラフィックが軽減される。
【０２４５】
　また、上記の実施の形態でネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０やＭ
ＭＥ１２０、ＳＧＷ、ＰＧＷ、ＭＴＣサーバ１５０）からメッセージ（例えば、本発明の
第１～第７の実施の形態では逆イベント通知メッセージ、本発明の第８の実施の形態では
送信制御メッセージ）がブロードキャストされる。ネットワーク側のエンティティ（例え
ば、ｅＮＢ１１０、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）
は、非特許文献６で定義されるように、このブロードキャストされるメッセージにＭＴＣ
デバイス１００が送信するメッセージを遅らすための待機時間（Ｓｔｏｐ　ｔｉｍｅ、Ｂ
ａｒｒｉｎｇ　ｔｉｍｅ、Ｂａｃｋｏｆｆ　ｔｉｍｅ、Ｗａｉｔ　ｔｉｍｅなどとも呼ば
れる）を格納する場合もある。ＭＴＣデバイス１００は、この待機時間の間はデータ送信
やＰＤＮコネクション確立リクエストなどのメッセージ送信を行えないものとする（例え
ば、ＭＴＣデバイス１００が通常モードからデータ送信抑制モードや、規制モード、制限
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モードなどにモード遷移する）。しかし、優先度レベルの高いイベントを検知した場合や
、緊急事態が生じた場合には、ネットワーク側からメッセージ送信の抑制をされているが
、ＭＴＣデバイス１００はデータ送信やＰＤＮコネクション確立リクエストの送信が可能
なモード（例えば、通常モード）にモード遷移できるものとする。また、この待機時間は
、詳細データフィールドに格納されるＰＤＮコネクションを維持／切断するための条件（
例えば、Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｉｍｅ）と共用してもよい。例えば、待機時間を「３分」と設
定し、優先度レベルの低いＭＴＣデバイスからのメッセージ（例えば、ＰＤＮコネクショ
ン確立リクエスト）を３分間抑制すると同時に、３分以内に確立されたＰＤＮコネクショ
ンを切断するように指示してもよい。なお、このとき、詳細データフィールドは省略でき
、通信システムのエンティティやＭＴＣデバイス１００の処理負荷、ネットワークのトラ
フィックが軽減される。
【０２４６】
　また、上記の実施の形態（特に第８の実施の形態）で、ＭＴＣデバイス１００とネット
ワーク側のエンティティが、異なる優先度レベルを認識できる場合（例えば、アプリケー
ションＡのデータは優先度レベルＡであり、ＵＥ１０５からのメッセージは優先度レベル
Ｂなど）、ネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０、ＭＭＥ１２０、ＳＧ
Ｗ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）は優先度レベル毎にメッセージ送信を抑
制してもよい。例えば、ｅＮＢ１１０がブロードキャスト送信する送信制御メッセージに
「優先度レベルＢのみ抑制」ということを示すパラメータを格納する。この送信制御メッ
セージを受信したＭＴＣデバイス１００は、優先度レベルＢのメッセージのみ送信を遅ら
せる／停止させる、若しくは、優先度レベルを変化させてメッセージを送信する。例えば
、「優先度レベルＢのみ抑制」であるが、「ＭＴＣグループＡに属しているＭＴＣデバイ
ス１００は免除」ということを示すパラメータと組み合わせて使用してもよい。また、優
先度レベルだけではなく、従来技術の、例えば、Ａｃｃｅｓｓ　ｃｌａｓｓを用いてＭＴ
Ｃデバイス１００から送信されるメッセージを抑制してもよい。
【０２４７】
　また、上記の実施の形態（特に第１～第８の実施の形態）におけるＭＴＣデバイス１０
０は、１つのＭＴＣグループや１つのＡＰＮ、１つのＰＬＭＮオペレータに属していたが
、複数のＭＴＣグループや複数のＡＰＮ、複数のＰＬＭＮオペレータに属してもよい。例
えば、ＭＴＣデバイス１００が２つのＡＰＮ（ＡＰＮ－１とＡＰＮ－２）に接続している
場合、通信システムは段階的にＭＴＣデバイス１００から送信されるメッセージを抑制す
ることができる。例えば、ネットワーク側のエンティティ（例えば、ｅＮＢ１１０、ＭＭ
Ｅ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）がブロードキャスト送信
する送信制御メッセージ、若しくは、逆イベント通知メッセージに「ＡＰＮ－１を用いた
送信メッセージを抑制」ということを示すパラメータを格納する。これにより、ＭＴＣデ
バイス１００はＡＰＮ－１を用いたメッセージ送信は抑制されるが、ＡＰＮ－２を用いた
メッセージ送信は可能となる。
【０２４８】
　また、本発明の第８の実施の形態では、説明の容易化のために、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅ
ｒａｎｔ”フィールドと詳細データフィールドを用いた結果、確立済みのＰＤＮコネクシ
ョンを切断すると多く記述したが、通信システムのオペレータのポリシやＭＴＣサーバ、
ＭＴＣユーザのポリシ、アプリケーションのポリシ、ＭＴＣデバイスのポリシによっては
、確立済みのＰＤＮコネクションを切断ではなく、「維持」すると決定してもよい。
【０２４９】
　なお、本発明の第８の実施の形態では、“Ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ”の機能を保持
し、詳細データフィールドで指定された条件に該当するＭＴＣデバイス１００が、既にＰ
ＤＮコネクションを確立済みである場合、ＭＴＣデバイス１００はＰＤＮコネクションを
切断していたが（図２４のステップＳ１２２１、Ｓ１２２２、Ｓ１２３０、Ｓ１２５０）
、ＰＤＮコネクションは切断せずに（維持したまま）、データ送信のみ制御（例えば、停
止、データレートの変更、データサイズの変更）を行ってもよい。これにより、Ｕ－ｐｌ
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ａｎｅのリソースを段階的に確保することができる。また、ＰＤＮコネクションを切断し
ないため、再度ＰＤＮコネクションを確立する必要がなくなり、通信システムのエンティ
ティ（例えば、ｅＮＢ１１０、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０）の処理負荷
が軽減される（例えば、アドレスの割り当て、バインディングアップデート）。
【０２５０】
　なお、本発明の第８の実施の形態は、通信システムのエンティティが対象となるＭＴＣ
デバイス１００にブロードキャストして、優先度レベルの高いＵＥ１０５やＭＴＣデバイ
ス１００のためのリソースを確保するためにＰＤＮコネクションを切断しているが、ブロ
ードキャストではなく、ユニキャストやマルチキャストで送信してもよい。
【０２５１】
　なお、本発明の第８の実施の形態は、図１９、２０を用いて説明したように、ＭＴＣデ
バイスＤ１００ＤがＰＤＮコネクション確立リクエストをネットワーク側に送信した結果
（図２０のステップＳ１００２）、ネットワーク側が混雑状態になり（図２０のステップ
Ｓ１００３）、送信制御メッセージがＭＴＣデバイスに送信されていた（図２０のステッ
プＳ１００６）。つまり、送信制御メッセージは、ネットワーク側が混在状態にある場合
に、優先度レベルが低いＭＴＣデバイス１００からのメッセージ（例えば、ＰＤＮコネク
ション確立リクエスト）の回避と、既に確立済みのＰＤＮコネクションを切断することを
要求するために使用された。さらに、送信制御メッセージは、既にＰＤＮコネクションを
確立済みであるＭＴＣデバイス１００が、新たに送信する可能性がある別のＰＤＮコネク
ション確立リクエストを拒絶する、あるいは遅延させるためにも用いることができる。送
信制御メッセージを新たなＰＤＮコネクション確立リクエストの遅延のために用いる場合
、混雑状態を検出した際に通信システムのエンティティは、待機時間を含む送信制御メッ
セージを対象となるＭＴＣデバイスへブロードキャストする。このとき、ネットワーク側
がブロードキャスト送信する送信制御メッセージにパラメータ情報として格納される待機
時間は、既にＰＤＮコネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１００（ＭＴＣデバイ
スＡ１００Ａ、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂ、ＭＴＣデバイスＣ１００Ｃ、ＭＴＣデバイス
Ｄ１００Ｄ）が送信する追加のＰＤＮコネクション確立メッセージの送信タイミングを遅
らせることを指示する情報として用いられる。この送信制御メッセージを受信したＭＴＣ
デバイス１００は、ＭＴＣデバイス１００自身が既に確立済みのＰＤＮコネクションを保
持済みであり、新たに別のＰＤＮコネクションを確立したい場合は、待機時間が経過する
までそのＰＤＮコネクション確立リクエストの送信を遅らせると判断する。例えば、既に
１つのＰＤＮコネクションを確立しているＭＴＣデバイス１００が、さらに１つのＰＤＮ
コネクションを新たに追加で確立しようとしていた場合、送信制御メッセージを受けるこ
とで、２つ目のＰＤＮコネクションの確立要求の送信を、待機時間後へと遅らせる。
【０２５２】
　また、既にＰＤＮコネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１００が、待機時間が
格納されていない送信制御メッセージを受信した場合、追加のＰＤＮコネクション確立リ
クエストを送信しないようにすることもできる。例えば、送信制御メッセージに「追加確
立禁止」を示すパラメータを格納することで、ＭＴＣデバイス１００による追加のＰＤＮ
コネクション確立リクエスト送信を回避する。
【０２５３】
　また、既にＰＤＮコネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１００が、待機時間が
格納されていない送信制御メッセージであり、さらにＭＴＣデバイス１００による追加予
定のＰＤＮコネクションに対するパラメータ（例えば、各ＭＴＣデバイス１００が確立可
能なＰＤＮコネクションの最大数、又は、追加ＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏ
Ｓなど）が格納された送信制御メッセージを受信した場合、追加のＰＤＮコネクションを
確立する際にこの情報に従って、ＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する。
【０２５４】
　例えば、パラメータ情報に、同時に確立可能なＰＤＮコネクションの最大数が含まれて
いる場合、ＭＴＣデバイス１００自身が確立したいＰＤＮコネクション数と送信制御メッ
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セージに格納されている、同時に確立可能なＰＤＮコネクションの最大数を比較し、確立
したいＰＤＮコネクションの数が、同時に確立可能なＰＤＮコネクションの数を上回る場
合は、確立済みのＰＤＮコネクションが終了した後に、新たなＰＤＮコネクションの確立
を行う。つまり、２つ目のＰＤＮコネクションを確立したいＭＴＣデバイス１００が、同
時確立可能なＰＤＮコネクションの数が１つであるパラメータ情報を受信した場合は、確
立した１つ目のＰＤＮコネクションを用いた通信が終了し、そのＰＤＮコネクションを切
断した後に、２つ目の新たな別のＰＤＮコネクションを確立する。さらに、３つ目のＰＤ
Ｎコネクションを確立する場合には、２つ目のＰＤＮコネクションを用いた通信が終了し
た後に、そのＰＤＮコネクションを切断し、３つ目の新たなＰＤＮコネクションを確立す
る。なお、新たなＰＤＮコネクションを確立する必要が生じた際に、既に確立されている
ＰＤＮコネクションを直ぐに切断すると判断してもよい。また、パラメータ情報として、
同時に確立可能なＰＤＮコネクションの数を通知する代わりに、追加のＰＤＮコネクショ
ンの確立が制限されていることを示す情報を送信制御メッセージに含めてもよい。この情
報を受けたＭＴＣデバイス１００は、新たなＰＤＮコネクションを確立する場合は、既に
確立しているＰＤＮコネクションを切断した後に、新たなＰＤＮコネクションの確立要求
を送信する。
【０２５５】
　これにより、ＭＴＣデバイス１００が複数のＰＤＮコネクションを確立しなければなら
ない場合（例えば、ＭＴＣデバイス１００が複数のＭＴＣサーバ１５０または複数のＡＰ
Ｎ、若しくは、複数のＭＴＣユーザ１６０と接続されていて、ＭＴＣユーザの情報セキュ
リティや契約関係上、ＰＤＮコネクションを分けて使用しなければならない場合）に、同
時に確立できるＰＤＮコネクションの数を制限することで、同時に複数のＰＤＮコネクシ
ョンを確立することによって帯域が占有されてしまうことを防ぐ効果がある。
【０２５６】
　また、上記したＭＴＣデバイス１００による追加予定のＰＤＮコネクションに対するパ
ラメータ（例えば、各ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクションの最大数、
又は、追加ＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳなど）に加えて、待機時間が格納
される場合、ＭＴＣデバイス１００による追加予定のＰＤＮコネクションに対するパラメ
ータ（例えば、各ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクションの最大数、又は
、追加ＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳなど）の適用時間（有効期間）として
使用することで、リアルタイムに変化するネットワーク側の混雑状態に沿ったリソース管
理になる。例えば、ネットワーク側からブロードキャスト送信される送信制御メッセージ
に、待機時間（例えば、「１分」）が格納されており、かつ、「各ＭＴＣデバイス１００
が確立可能なＰＤＮコネクションは１つ」と示されている場合、送信制御メッセージを受
信したＭＴＣデバイス１００は、送信制御メッセージを受信した後から１分以内に新たな
ＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する場合は、既に確立済みのＰＤＮコネクショ
ンを切断した後、追加のＰＤＮコネクションを確立する。待機時間の経過後は、「各ＭＴ
Ｃデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクションは１つ」と示されている情報は、適用
時間を過ぎているので、追加のＰＤＮコネクションを確立する際には用いなくてよい。な
お、追加予定のＰＤＮコネクションに対するパラメータが格納された送信制御メッセージ
を受信したＭＴＣデバイス１００は、追加のＰＤＮコネクションを確立する際、追加のＰ
ＤＮコネクションの確立を諦めて既に確立済みのＰＤＮコネクションを維持するか、若し
くは、既に確立済みのＰＤＮコネクションを切断して追加のＰＤＮコネクションを確立す
るかを、例えば、ＭＴＣデバイス１００が保持するコンテキスト（例えば、ＭＴＣサーバ
１５０やＭＴＣユーザ１６０からの要求やスタティックな情報）や、アプリケーションに
仕様に基づいて判断してもよい。
【０２５７】
　この「各ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクションは１つ」と示されてい
る情報は、送信制御メッセージの詳細データフィールドに格納してもよい。
【０２５８】
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　なお、既にＰＤＮコネクションを確立しているＭＴＣデバイス１００に対して、追加の
ＰＤＮコネクションに対するパラメータを通知するメッセージは、ブロードキャストでは
なくユニキャストで送信されてもよい。この場合、ＭＴＣデバイス１００は、最初のＰＤ
Ｎコネクションを確立する際に（例えば、Ａｔｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中）、通信
システムのエンティティから追加のＰＤＮコネクションに対するパラメータ（例えば、各
ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクションの最大数、又は、追加ＰＤＮコネ
クションに割り当て可能なＱｏＳなど）を含む送信制御メッセージを受信する。パラメー
タ情報を取得したＭＴＣデバイス１００は、上記のように、取得したパラメータ情報に従
って追加のＰＤＮコネクションを確立するためのＰＤＮコネクション確立リクエストを送
信する。
【０２５９】
　なお、追加のＰＤＮコネクションに対するパラメータ情報がＭＴＣデバイス１００に通
知されるタイミングは、ＭＴＣデバイス１００から最初のＰＤＮコネクション確立リクエ
ストを受けた際に限定されず、既にＰＤＮコネクションの確立が終了した後の任意のタイ
ミングでもよい。つまり、ネットワーク側が混雑状態を検出した際に、既にＰＤＮコネク
ションを確立しているＭＴＣデバイス１００に対してパラメータ情報が通知される。また
、ＭＴＣデバイス１００が送信する追加のＰＤＮコネクションの確立リクエストを受信し
た際に、その確立リクエストが拒絶されたことを通知する送信制御メッセージ、さらには
追加のＰＤＮコネクションに対するパラメータ情報を含む送信制御メッセージをＭＴＣデ
バイス１００に通知してもよい。
【０２６０】
　＜第９の実施の形態＞
　本発明の第９の実施の形態では、既にＰＤＮコネクションを確立済みの状態で、さらに
追加のＰＤＮコネクション確立を望むＭＴＣデバイス１００が、ネットワークから通知さ
れる混雑状態に関する情報に基づいて、既に確立済みのＰＤＮコネクションをリリースし
、追加のＰＤＮコネクションを確立する。
【０２６１】
　ＭＴＣデバイス１００は、ネットワークが混雑している場合でも、新たにＰＤＮコネク
ションを確立し、データを送信したい場合がある。例えば、ＭＴＣデバイス１００が人感
センサであり、センサが不良動作を起こしていないかなどを確認するためのメンテナンス
データと、実際にセンサが取得したセンシングデータの送信先のＭＴＣサーバ１５０が異
なり、メンテナンス用のＰＤＮコネクションは確立済みで、センシングしたデータを送信
するためのＰＤＮコネクションを任意の期間のみ確立するケースや、又は、ＭＴＣデバイ
ス１００が自動販売機であり、ＭＴＣサーバ１５０に接続するためのＰＤＮコネクション
と、ＩＭＳ（ＩＰ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）に接続するためのＰＤ
Ｎコネクションがあり、ＭＴＣサーバ１５０に接続するためのＰＤＮコネクションは確立
済みで、ＩＭＳに接続するためのＰＤＮコネクションを任意のタイミングで確立するケー
スなどがある。しかし、最初のＰＤＮコネクションを確立してから、追加のＰＤＮコネク
ションを確立するまでの間に、ネットワークは混雑状態を検出する場合があり、このとき
、ＭＴＣデバイス１００が送信する追加のＰＤＮコネクション確立リクエストは拒絶され
てしまう。また、ＭＴＣデバイス１００において、既に確立済みのＰＤＮコネクションで
送信しているデータより、追加で確立するＰＤＮコネクションで送信するデータのほうが
優先度レベルの高い場合がある。このとき、ＭＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネク
ションを確立できない場合、ＭＴＣデバイス１００やＭＴＣサーバ１５０、ＭＴＣユーザ
１６０などに優先度レベルが高いデータを送受信できないなどの不利益が生じる。このよ
うな課題を解決するために、既にＰＤＮコネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１
００は、ネットワークから通知される混雑状態に関する情報に基づいて、既に確立済みの
ＰＤＮコネクションをリリースし、追加のＰＤＮコネクションを確立する。
【０２６２】
　以下、本発明の第９の実施の形態について、図２５、図２６、図２７Ａ～図２７Ｅ、図
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２８～図３０、図３５、図３６を用いて説明する。
【０２６３】
　ここで、本発明の第９の実施の形態の説明を容易化するために、本発明の第９の実施の
形態におけるＭＴＣデバイス１００は、ネットワークと既にＰＤＮコネクションを１つ確
立済みであり、確立済みのＰＤＮコネクション内のＥＰＳベアラに対して、ネットワーク
が保証するビットレート（ＧＢＲ：Guaranteed Bit Rate）は５Ｍｂｐｓとする。また、
ＭＴＣデバイス１００は、追加のＰＤＮコネクションを確立するために、ＰＤＮコネクシ
ョン確立リクエストを送信する。
【０２６４】
　この“ＧＢＲ＝５Ｍｂｐｓ”とは、ネットワークがＭＴＣデバイス１００に対して、５
Ｍｂｐｓのビットレートを保証することを示している。例えば、ＭＴＣデバイス１００に
５ＭｂｐｓのＧＢＲが割り当てられている間、ネットワークは５Ｍｂｐｓを下回るビット
レート（例えば、４Ｍｂｐｓ）をＭＴＣデバイス１００に提供しないことを示している。
【０２６５】
　“ＧＢＲ＝５Ｍｂｐｓ”が割り当てられたＥＰＳベアラを含むＰＤＮコネクションを確
立済みであるＭＴＣデバイス１００の動作について、図２５を用いて説明する。
【０２６６】
　図２５において、“ＧＢＲ＝５Ｍｂｐｓ”が割り当てられたＥＰＳベアラを含むＰＤＮ
コネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１００が、追加のＰＤＮコネクションを確
立しようとする状態を前提とする（ステップＳ２５００）。ＭＴＣデバイス１００は、追
加のＰＤＮコネクションを確立するためにＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する
（ステップＳ２５０１：ＰＤＮコネクション確立リクエスト）。なお、ＭＴＣデバイス１
００がＰＤＮコネクションを確立する際、非特許文献３で定義されているＰＤＮ　ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　ｒｅｑｕｅｓｔメッセージや、Ｓｅｒｖｉｃｅ　ｒｅｑｕｅｓｔや
、Ｃｒｅａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｑｕｅｓｔメッセージなどを使用してもよい。
【０２６７】
　このとき、ＰＤＮコネクション確立リクエストを受信したネットワークでは、ネットワ
ーク側で混雑状態が発生してしまうとする（図２５の（Ａ）混雑発生）。そのため、ネッ
トワークは、ステップＳ２５０１でＭＴＣデバイス１００から送信されたＰＤＮコネクシ
ョン確立リクエストを拒絶するＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスを送信する（ステ
ップＳ２５０２：ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンス）。
【０２６８】
　追加のＰＤＮコネクション確立を拒絶されたＭＴＣデバイス１００は、追加のＰＤＮコ
ネクションの優先度レベルと確立済みのＰＤＮコネクションの優先度レベルを比較する（
ステップＳ２５０３：優先度レベルの比較）。なお、ＰＤＮコネクションの優先度レベル
は、アプリケーションレイヤから取得できるアプリケーション毎に割り当てられる優先度
レベルや、ＭＴＣデバイス１００が保持するポリシ、ＭＴＣデバイス１００がＭＴＣのた
めにスタティック（静的）に格納されている情報（例えば、最初に起動したアプリケーシ
ョンを優先的に処理するなど）などを用いて取得してもよい。
【０２６９】
　追加のＰＤＮコネクションの優先度レベルのほうが高いと判断したＭＴＣデバイス１０
０は、確立済みのＰＤＮコネクションの代わりとして追加のＰＤＮコネクションを確立で
きるか確認するために、既に確立済みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てら
れているＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報など）と、追加のＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに
必要なＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報など）を比較する（ステップＳ２５０４：ＱｏＳ比較）。
【０２７０】
　例えば、ＧＢＲで比較する場合には、図２７Ａで示すように、確立済みのＰＤＮコネク
ションのＥＰＳベアラに割り当てられているＧＢＲが１Ｍｂｐｓの場合、ＭＴＣデバイス
１００は、追加のＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに必要なＧＢＲが１Ｍｂｐｓ以下で
あれば、確立済みのＰＤＮコネクションを切断することで、追加のＰＤＮコネクションを
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確立できる。なお、このとき、ＭＴＣデバイス１００は従来であれば、追加のＰＤＮコネ
クションを確立することができないが、確立済みのＰＤＮコネクションより追加のＰＤＮ
コネクションの優先度レベルのほうが高いことを知得した場合、ＭＴＣデバイス１００は
確立済みのＰＤＮコネクションをリリースした後、ＭＴＣデバイス１００は追加のＰＤＮ
コネクションを確立する。
【０２７１】
　また、ＱＣＩで比較する場合には、図２７Ｂで示すように、ＭＴＣデバイス１００が、
追加で確立するＰＤＮコネクションのＱＣＩが、既に確立済みのＰＤＮコネクションに割
り当てられているＱＣＩと一致している場合、ＭＴＣデバイス１００は確立済みのＰＤＮ
コネクションを切断することで、追加のＰＤＮコネクションを確立できる。また、ＱＣＩ
が一致しており、かつ確立済みのＰＤＮコネクションのＧＢＲが、追加で確立するＰＤＮ
コネクションのＧＢＲよりも大きい場合に、ＭＴＣデバイス１００は確立済みのＰＤＮコ
ネクションを切断することで、追加のＰＤＮコネクションを確立できると判断してもよい
。このように、上記のＧＢＲを用いた説明と同様に、ＭＴＣデバイス１００は従来であれ
ば、追加のＰＤＮコネクションを確立することができないが、確立済みのＰＤＮコネクシ
ョンより追加のＰＤＮコネクションの優先度レベルのほうが高いため、ＭＴＣデバイス１
００は確立済みのＰＤＮコネクションをリリースした後、ＭＴＣデバイス１００は追加の
ＰＤＮコネクションを確立する。
【０２７２】
　また、ＱｏＳ情報を複数用いて、ＭＴＣデバイス１００が確立済みのＰＤＮコネクショ
ンをリリースして、追加のＰＤＮコネクションを確立するか判断してもよい。例えば、Ｍ
ＴＣデバイス１００が、ＱｏＳ情報として、ＧＢＲとＭＢＲを用いてもよい。この場合、
ＭＴＣデバイス１００は、最初のステップとして、追加で確立するＰＤＮコネクションの
ベアラで用いられるＧＢＲが、「既に確立済みのＰＤＮコネクションのベアラで用いられ
るＧＢＲ」以下であるか確認する。「既に確立済みのＰＤＮコネクションのベアラで用い
られるＧＢＲ」以下の場合、ＭＴＣデバイス１００は、ＧＢＲに続いてＭＢＲも同様に確
認する。ＭＢＲも同様に「既に確立済みのＰＤＮコネクションのベアラで用いられるＭＢ
Ｒ」以下の場合、ＭＴＣデバイス１００は、既に確立済みのＰＤＮコネクションをリリー
することによって確保されるリソースを用いて追加のＰＤＮコネクションを確立すること
ができると判断し、既に確立済みのＰＤＮコネクションをリリースする。そして、ＭＴＣ
デバイス１００は、新しいＰＤＮコネクションを確立する。
【０２７３】
　なお、上記の説明例では、ＱｏＳ情報の比較処理を実施する際、ＧＢＲ、ＱＣＩ、ＭＢ
Ｒを挙げているが、他のＱｏＳ情報に関する例も含めて、図２６にアクション、図２７Ａ
～図２７Ｅにアクション結果が図示されている。
【０２７４】
　また、上記のＱｏＳ比較処理の説明では、ＭＴＣデバイス１００が１つのＰＤＮコネク
ションを確立済みの状態を前提としていたが、ＭＴＣデバイス１００が複数のＰＤＮコネ
クションを確立済みの状態では、各ＰＤＮコネクション、若しくは、各ＰＤＮコネクショ
ンのＥＰＳベアラに割り当てられているＱｏＳ情報の合計（ＧＢＲの合計など）や、もし
くは、両方（ＱＣＩが一致するベアラケースなど）が、追加で確立するＰＤＮコネクショ
ンで必要なＱｏＳ情報を満たすことができる場合、ＭＴＣデバイス１００は追加のＰＤＮ
コネクションを確立することができる。このとき、ＭＴＣデバイス１００は、確立済みの
ＰＤＮコネクションを全てリリースしてもよいし、追加のＰＤＮコネクションに必要なＱ
ｏＳ情報を確保するためにリリースする必要があるＰＤＮコネクションを複数選択した後
、それらをリリースしてもよい。
【０２７５】
　なお、追加のＰＤＮコネクションや、ＥＰＳベアラに必要なＱｏＳ情報は、例えば、Ｍ
ＴＣサービスのアプリケーションや、ＭＴＣデバイス１００が保持するポリシ、ＭＴＣデ
バイス１００にＭＴＣのためにスタティックに格納されている情報、ＭＴＣサーバ１５０
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やＭＴＣユーザ１６０から直接通知される情報などから取得してもよい。
【０２７６】
　ステップＳ２５０４において比較した結果、追加で確立するＰＤＮコネクションのＥＰ
ＳベアラのＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報）が、既に確立済みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベ
アラに割り当てられているＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報）以下であれば（例えば、既に確立済
みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられているＧＢＲ情報が５Ｍｂｐｓで
、追加で確立するＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラで必要なＧＢＲ情報が４Ｍｂｐｓの
場合など）、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースする（ステップＳ２５０５：ＰＤ
ＮコネクションＲｅｌｅａｓｅ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）。なお、確立済みのＰＤＮコネク
ションをリリースする際に、非特許文献３で定義されるＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ＰＤ
Ｎ　ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅや、ＵＥ－ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　
Ｄｅｔａｃｈ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ、ＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅなどを使用してもよい。
【０２７７】
　また、ＭＴＣデバイス１００が、ＰＤＮコネクションをリリースすることによって確保
されたリソースが、ＭＴＣデバイス１００ではなく、他のＭＴＣデバイスやＵＥに割り当
てられてしまう場合が考えられる。この場合、ＭＴＣデバイス１００は、確立済みのＰＤ
Ｎコネクションをリリースする際、リリースしたＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割
り当てられているＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報）を新たに確立するＰＤＮコネクションで再使
用することをネットワークへ通知する。
【０２７８】
　図２８は、ＭＴＣデバイス１００がＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ＰＤＮ　ｄｉｓｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅを用いて、ネットワーク側にリリースしたＰＤＮコ
ネクションのＥＰＳベアラに割り当てられていたリソース（ＱｏＳ情報）を新たに確立す
るＰＤＮコネクションで再使用することをネットワークへ通知するメッセージのフォーマ
ット例である。
【０２７９】
　図２８に図示されているメッセージは、従来のＰＤＮ　Ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　
Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージフィールドに加えて、他のＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５
にＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報）を割り当てないように通知するためのＱｏＳ保持フィールド
、ＭＴＣデバイス１００が要求するネットワーク側でＱｏＳ情報を保持する期間を示す保
持期間フィールドで構成される。
【０２８０】
　続いて、図２５において、確立済みのＰＤＮコネクションをリリース後、ＭＴＣデバイ
ス１００は、ＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する（ステップＳ２５０６：ＰＤ
Ｎコネクション確立リクエスト）。このとき、ネットワーク側が、ＰＤＮコネクションを
リリースすることによって確保されたリソースを使用して新たにＰＤＮコネクションを確
立しようとしているＭＴＣデバイス１００であることを識別できることとする。例えば、
ＰＤＮコネクション確立リクエストに格納されているＭＴＣデバイス１００のＩＭＳＩや
ＩＭＥＩ、又は、ＰＤＮコネクションＲｅｌｅａｓｅ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ中に交換した
新規の識別子などを用いてＭＴＣデバイス１００を識別してもよい。
【０２８１】
　ステップＳ２５０６のＰＤＮコネクション確立リクエストを受信したネットワークは、
ＰＤＮコネクションをリリースすることによって確保されたリソースを使用して新たにＰ
ＤＮコネクションを確立しようとしているＭＴＣデバイス１００であることを確認し、Ｐ
ＤＮコネクション確立許可レスポンスを送信する（ステップＳ２５０７：ＰＤＮコネクシ
ョン確立許可レスポンス）。
【０２８２】
　ＰＤＮコネクション確立後、ＭＴＣデバイス１００はステップＳ２５０７で確立したＰ
ＤＮコネクションのＥＰＳベアラで使用するＱｏＳ情報（ＧＢＲ情報）に変更するため、
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ＰＤＮコネクションＭｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅを実施する（ステッ
プＳ２５０８）。このときも、ステップＳ２５０６のときと同様に、ネットワークは、確
保しているリソースの対象ＭＴＣデバイス１００であることを識別できることとする。な
お、ステップＳ２５０４のＱｏＳ情報の比較後、ＭＴＣデバイス１００が確立済みのＰＤ
Ｎコネクションをリリースし、ＰＤＮコネクションの確立処理をするのではなく、ＰＤＮ
コネクションＭｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅをするだけで、新たに確立
しようとしているＰＤＮコネクションと同等のＰＤＮコネクションが確保できる場合は、
ステップＳ２５０５からステップＳ２５０７を省略してもよい。
【０２８３】
　確立したＰＤＮコネクションのＱｏＳ情報を更新後、ＭＴＣデバイス１００はＰＤＮコ
ネクションの確立を完了する（ステップＳ２５０９：ＰＤＮコネクション確立完了）。
【０２８４】
　なお、第９の実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネクションを送
信した際にネットワークが混雑状態を検出して、ＰＤＮコネクションの確立を拒絶してい
るが、例えば、他のＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５によるデータ送信などによる混雑
発生を機に、例えば、同じＭＴＣグループや同じｅＮＢ１１０に接続しているＭＴＣデバ
イス１００など、複数のＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５に対して、ブロードキャスト
メッセージで、追加のＰＤＮコネクションの確立拒絶を通知してもよい。
【０２８５】
　次に、図２９を参照しながら、本発明の第９の実施の形態におけるＭＴＣデバイス１０
０の構成について説明する。図２９は、本発明の第９の実施の形態におけるＭＴＣデバイ
ス１００の構成の一例を示す図である。
【０２８６】
　図２９において、ＭＴＣデバイス１００は、通信システム（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮや
ＵＴＲＡＮ）と接続して下位レイヤにおける通信処理と上位レイヤでＩＰなどのパケット
通信処理を実施する通信処理部２７０１、ＰＤＮコネクション確立リクエストの送信や確
立したＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられるＱｏＳ情報の更新、ＰＤＮコ
ネクションのリリースなどを処理するＰＤＮコネクション処理部２７０２、確立済みＰＤ
ＮコネクションのＱｏＳ情報と追加で確立するＰＤＮコネクションのＱｏＳ情報を比較す
るＱｏＳ情報比較部２７０３を少なくとも有する。なお、図２９には不図示だが、ＭＴＣ
デバイス１００は、追加のＰＤＮコネクションの優先度レベルと確立済みのＰＤＮコネク
ションの優先度レベルを比較する優先度レベル比較部を有していてもよい。
【０２８７】
　次に、図２９に図示されている構成を有するＭＴＣデバイス１００について、本発明に
おける特徴的な処理を中心に、図３０を用いて詳しく説明する。
【０２８８】
　図３０において、ＭＴＣデバイス１００は、既にＰＤＮコネクションを１つ確立済みの
状態であり、追加のＰＤＮコネクションの確立リクエストをＰＤＮコネクション処理部２
７０２から通信処理部２７０１を介して、ネットワークに送信する（ステップＳ２８０１
：ＰＤＮコネクション確立リクエスト送信）。
【０２８９】
　ＰＤＮコネクション確立リクエストを受信したネットワークでは、混雑状態を検出して
いるため、ＭＴＣデバイス１００は、３Ｇアクセスから送信されるＰＤＮコネクション確
立拒絶レスポンスを受信する（ステップＳ２８０２：ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポ
ンス受信）。
【０２９０】
　追加ＰＤＮコネクションの確立を拒絶されたＭＴＣデバイス１００は、ＱｏＳ情報比較
部２７０３にて、確立済みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられているＱ
ｏＳ情報と、追加で確立するＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに必要なＱｏＳ情報を比
較する（ステップＳ２８０３：ＱｏＳ情報の比較）。なお、ＭＴＣデバイス１００は、優
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先度レベル比較部において、追加のＰＤＮコネクションの優先度レベルと確立済みのＰＤ
Ｎコネクションの優先度レベルを比較し、追加のＰＤＮコネクションの優先度レベルのほ
うが高いと判断した場合に、確立済みのＰＤＮコネクションの代わりとして追加のＰＤＮ
コネクションを確立できるか確認するために、ＱｏＳ情報の比較を行うようにしてもよい
。
【０２９１】
　ステップＳ２８０３において比較した結果、追加で確立するＰＤＮコネクションのＱｏ
Ｓ情報が、確立済みのＰＤＮコネクションのＱｏＳ情報以下であれば（例えば、追加で確
立するＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラで必要なＧＢＲが４Ｍｂｐｓで、既に確立済み
のＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラのＧＢＲが５Ｍｂｐｓである場合など）、ＱｏＳ情
報比較部２７０３からＰＤＮコネクション処理部２７０２に確立済みのＰＤＮコネクショ
ンをリリースするように指示し、通信処理部２７０１を介して、ＰＤＮコネクションをリ
リースするためのメッセージを送信する（ステップＳ２８０４：確立済みＰＤＮコネクシ
ョンリリース）。このとき、ＭＴＣデバイス１００は、リリースするＰＤＮコネクション
に割り当てられているリソース（例えば、通信リソースや帯域リソースなど）を他のＭＴ
Ｃデバイス１００やＵＥ１０５に割り当てないように指示するための識別子を送信するメ
ッセージに格納する。
【０２９２】
　一方、ステップＳ２８０３において比較した結果、追加で確立するＰＤＮコネクション
のＱｏＳ情報が、確立済みのＰＤＮコネクションのＱｏＳ情報より大きければ（例えば、
追加で確立するＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラで必要なＧＢＲが６Ｍｂｐｓで、既に
確立済みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラのＧＢＲが５Ｍｂｐｓである場合など）、
確立済みのＰＤＮコネクションはリリースされることなく、維持される。
【０２９３】
　確立済みのＰＤＮコネクションをリリースしたＭＴＣデバイス１００は、ＰＤＮコネク
ション処理部２７０２から通信処理部２７０１を介して、追加のＰＤＮコネクションを確
立する（ステップＳ２８０５：追加のＰＤＮコネクション確立）。この場合もステップＳ
２８０４と同様に、ＭＴＣデバイス１００は、ネットワークが、ＰＤＮコネクションをリ
リースしたＭＴＣデバイス１００であることを識別できるような識別子を、追加のＰＤＮ
コネクション確立リクエストに格納する。
【０２９４】
　ＰＤＮコネクションを確立後、ＭＴＣデバイス１００は、デフォルトのＰＤＮコネクシ
ョンのＱｏＳ情報から追加のＰＤＮコネクションが必要とするＱｏＳ情報に更新するため
、非特許文献３で定義されるＵＥ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅなどを用いて、更新する（ステップ
Ｓ２８０６：追加ＰＤＮコネクションのＱｏＳ情報を更新）。この場合もステップＳ２８
０４と同様に、ＭＴＣデバイス１００は、ネットワークが、ＰＤＮコネクションをリリー
スしたＭＴＣデバイス１００であることを識別できるような識別子を、確立したＰＤＮコ
ネクションのＱｏＳ情報の更新メッセージに格納する。
【０２９５】
　なお、ステップＳ２８０３のＱｏＳ情報の比較後、ＭＴＣデバイス１００が確立済みの
ＰＤＮコネクションをリリースし、ＰＤＮコネクションの確立処理をするのではなく、Ｐ
ＤＮコネクションＭｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅを実施し、ＭＴＣデバ
イス１００が要求するＰＤＮコネクションを実現できる場合は、ステップＳ２８０４及び
ステップＳ２８０５を省略してもよい。
【０２９６】
　なお、上記の第９の実施の形態では、ネットワークからＭＴＣデバイス１００に混雑状
態に関する情報が通知され、ＭＴＣデバイス１００は確立済みのＰＤＮコネクション、若
しくは、ＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられているＱｏＳ情報と、追加の
ＰＤＮコネクションで必要なＱｏＳ情報を比較して、確立済みのＰＤＮコネクションをリ
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リースすることで確保されるリソースを、新たなＰＤＮコネクションの確立に用いること
ができるか否かを判断している。このＱｏＳ情報に加えて、ＭＴＣデバイス１００は、Ｍ
ＴＣデバイス１００の確立可能なＰＤＮコネクション数を確立済みのＰＤＮコネクション
をリリースする際の判断材料として用いてもよい。
【０２９７】
　この確立可能なＰＤＮコネクション数の情報を、例えば、ＭＴＣデバイス１００が、Ｍ
ＴＣのためにスタティックに格納している情報から取得してもよい、又は、ネットワーク
が任意のタイミング（例えば、混雑状態を検出したとき）でＭＴＣデバイス１００に確立
可能なＰＤＮコネクション数をあらかじめ通知してもよい、又は、ＭＴＣデバイス１００
は、確立済みのＰＤＮコネクションを確立した際にネットワークから「ＭＴＣデバイス１
００が確立可能なＰＤＮコネクション数は１つ」という情報を取得してもよい、又は、ネ
ットワークは、ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスで、ＱｏＳ情報は通知することは
できないが、「ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクション数」の情報のみを
通知できる場合は、ＭＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネクションを確立する際に送
信するＰＤＮコネクション確立リクエストの返信（ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポン
ス）で、「ＭＴＣデバイス１００が確立可能なＰＤＮコネクション数は１つ」という情報
を通知してもよい。
【０２９８】
　このように、ＱｏＳ情報と確立可能なＰＤＮコネクション数を組み合わせることにより
、ネットワークは割り当て可能なリソースを精度高く制御することができる。例えば、ネ
ットワークが、ＰＤＮコネクションを１つ確立済みのＭＴＣデバイス１００から、追加の
ＰＤＮコネクションの確立リクエストを受信した場合、ネットワークがＭＴＣデバイス１
００に対して、ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスを送信する。このとき、ＭＴＣデ
バイス１００は保持している確立可能なＰＤＮコネクション数の情報を用いて、現在確立
しているＰＤＮコネクション数を確認し、さらに確立済みのＰＤＮコネクションが存在す
る場合、その確立済みのＰＤＮコネクション、若しくは、確立済みのＰＤＮコネクション
のＥＰＳベアラに割り当てられているＱｏＳ情報（例えば、ＧＢＲ＝１Ｍｂｐｓ）と追加
で確立するＰＤＮコネクションで必要なＱｏＳ情報（５００ｋｂｐｓ）を比較し、追加の
ＰＤＮコネクションで必要とされるＱｏＳ情報を満たすことができる場合、ＭＴＣデバイ
ス１００は確立済みのＰＤＮコネクションをリリースし、追加のＰＤＮコネクションを確
立することができる。
【０２９９】
　なお、ＭＴＣデバイス１００の保持する確立可能なＰＤＮコネクション数の情報とＰＤ
Ｎコネクション数を管理するＰＤＮコネクション処理部で情報共有（同期）がとれていな
い場合や、ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスで取得できる情報（例えば、混雑レベ
ルや現在の確立可能なＰＤＮコネクション数）を得る場合や、確立済みのＰＤＮコネクシ
ョンより優先度レベルの高いＰＤＮコネクションの確立リクエストの場合があるため、Ｍ
ＴＣデバイス１００が保持する確立可能なＰＤＮコネクション数に既に確立済みのＰＤＮ
コネクションの数が達している状態にもかかわらず、ＭＴＣデバイス１００は追加のＰＤ
Ｎコネクション確立するためのＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する可能性があ
る。
【０３００】
　以上、本発明の第９の実施の形態によれば、既にＰＤＮコネクションを確立済みのＭＴ
Ｃデバイス１００が追加のＰＤＮコネクションを確立する際、ネットワークで混雑状態を
検出している場合でも、確立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられているＱｏＳ情報
と追加で確立するＰＤＮコネクションに必要なＱｏＳ情報を比較し、追加で確立するＰＤ
Ｎコネクションに必要なＱｏＳ情報が、確立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられて
いるＱｏＳ情報を満たすことができる場合、ＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネ
クションをリリース又は変更し、追加のＰＤＮコネクションを確立することができる。こ
れにより、ＭＴＣデバイス１００は優先度レベルが高いデータを送信することができ、Ｍ
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ＴＣデバイス１００やＭＴＣサーバ１５０、ＭＴＣユーザ１６０などに優先度レベルが高
いデータを送信できないなどの問題は解決される。
【０３０１】
＜第１０の実施の形態＞
　本発明の第１０の実施の形態では、既にＰＤＮコネクションを確立済みの状態で、さら
に追加のＰＤＮコネクション確立を望むＭＴＣデバイス１００が、ネットワークから通知
されるＭＴＣデバイス１００やＵＥ１０５に割り当て可能な通信リソースや帯域リソース
の情報に基づいて、既に確立済みのＰＤＮコネクションをリリースし、追加のＰＤＮコネ
クションを確立する。
【０３０２】
　第１０の実施の形態で想定しているシナリオは、第９の実施の形態と同じである。第９
の実施の形態との違いは、ＭＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネクションを確立する
際、確立済みのＰＤＮコネクション、又は、そのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割
り当てられているＱｏＳ情報と、ネットワークから通知されるＭＴＣデバイス１００に割
り当て可能なＱｏＳ情報（例えば、通信リソースや帯域リソース）を足し合わせたリソー
スが、新たに確立するＰＤＮコネクションに必要なリソースよりも大きい場合に、確立済
みのＰＤＮコネクションをリリースすると判断する点である。以下、第９の実施の形態と
の違いを中心に詳しく説明する。
【０３０３】
　以下、本発明の第１０の実施の形態について、図３１、図３２、図３３Ａ～図３３Ｅ、
図３４～図３６を用いて説明する。
【０３０４】
　ここで、本発明の第１０の実施の形態の説明を容易化するために、本発明の第１０の実
施の形態におけるＭＴＣデバイス１００は、第９の実施の形態における前提と同様に、ネ
ットワークと既にＰＤＮコネクションを１つ確立済みであり、確立済みのＰＤＮコネクシ
ョン内のＥＰＳベアラに対して、ネットワークが保証するビットレート（ＧＢＲ：Guaran
teed Bit Rate）は５Ｍｂｐｓとする。また、ＭＴＣデバイス１００は、追加のＰＤＮコ
ネクションを確立するために、ＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する。このとき
、ＭＴＣデバイス１００は、既に確立済みのＰＤＮコネクションで送信されるデータの優
先度より、追加で確立するＰＤＮコネクションで送信するデータの優先度レベルのほうが
高いことを認識していることを前提としている。
【０３０５】
　“ＧＢＲ＝５Ｍｂｐｓ”が割り当てられたＥＰＳベアラを含むＰＤＮコネクションを確
立済みであるＭＴＣデバイス１００が、追加のＰＤＮコネクションを確立する際、ネット
ワークから通知されるＱｏＳ情報に基づいて、確立済みのＰＤＮコネクションをリリース
し、追加のＰＤＮコネクションを確立するＭＴＣデバイス１００の動作について、図３１
を用いて説明する。
【０３０６】
　図３１において、“ＧＢＲ＝５Ｍｂｐｓ”が割り当てられたＥＰＳベアラを含むＰＤＮ
コネクションを確立済みであるＭＴＣデバイス１００が、追加のＰＤＮコネクションを確
立しようとする状態を前提とする（ステップＳ２９００）。ＭＴＣデバイス１００は、追
加のＰＤＮコネクションを確立するためにＰＤＮコネクション確立リクエストを送信する
（ステップＳ２９０１：ＰＤＮコネクション確立リクエスト）。なお、図３１におけるス
テップＳ２９００及びＳ２９０１は、図２５におけるステップＳ２５００及びＳ２５０１
と同じなので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０３０７】
　続いて、混雑状態を検出したネットワークは、ＰＤＮコネクションの確立リクエストの
送信元であるＭＴＣデバイス１００に割り当て可能なＱｏＳ情報（例えば、ＧＢＲ＜＝２
Ｍｂｐｓなら許可など）を格納したＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスを送信する（
ステップＳ２９０２：ＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンス）。なお、ＧＢＲ以外のＱ
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ｏＳ情報として、図３２及び図３３Ａ～図３３Ｅで示すように、ＱＣＩ（ＱｏＳ　Ｃｌａ
ｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＡＲＰ（Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｔｅｎｔｉ
ｏｎ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ）、ＭＢＲ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｂｉｔ　Ｒａｔｅ）、Ｇｒｏｕｐ
－ＡＭＢＲ（Ｇｒｏｕｐ－Ａｇｇｒｅｇａｔｅｄ　Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｂｉｔ　Ｒａｔｅ）
、ＡＰＮ－ＡＭＢＲ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ　Ｎａｍｅ－ＡＭＢＲ）、Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｄｅｌａｙ、Ｐａｃｋｅｔ　Ｄｅｌａｙ　Ｂｕｄｇｅｔ、Ｐａｃｋｅｔ　Ｅｒｒｏ
ｒ　Ｌｏｓｓ　Ｒａｔｅ、Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｉｏｒｉｔｙなどがある。
【０３０８】
　図３４は、３Ｇアクセスが、追加のＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳ情報を
ＭＴＣデバイス１００に通知する際のメッセージのフォーマット例である。
【０３０９】
　図３４に図示されているメッセージは、従来のＰＤＮコネクション確立拒絶メッセージ
フィールドに加えて、ＭＴＣデバイス１００に割り当て可能なＱｏＳ情報を格納するＱｏ
Ｓ情報フィールド、ＱｏＳ情報フィールドに格納されている情報の有効時間（割り当て可
能な時間）を示す有効期間フィールドで構成される。なお、有効期間フィールドは、本発
明の第８の実施の形態で説明した待機時間と併用してもよい。
【０３１０】
　ネットワークからＭＴＣデバイス１００に割り当て可能なＱｏＳ情報を通知されたＭＴ
Ｃデバイス１００は、図３１で示すように、追加で確立するＰＤＮコネクションに必要な
ＱｏＳ情報が、既に確立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられているＱｏＳ情報と、
ステップＳ２９０２で通知されたＭＴＣデバイス１００に割り当て可能なＱｏＳ情報の合
計以下であるか比較する（ステップＳ２９０３：ＱｏＳ比較）。
【０３１１】
　例えば、ＧＢＲで比較する場合には、図３３Ａで示すように、確立済みのＰＤＮコネク
ションのＥＰＳベアラに割り当てられているＧＢＲが１Ｍｂｐｓで、ネットワークからＰ
ＤＮコネクション確立拒絶レスポンスで通知される追加ＰＤＮコネクションに割り当て可
能なＧＢＲが０．５Ｍｂｐｓである場合は、ＭＴＣデバイス１００はＧＢＲが１．５Ｍｂ
ｐｓ以下であれば、ＰＤＮコネクションを確立できる。すなわち、追加で確立するＰＤＮ
コネクションのＥＰＳベアラで必要とするＧＢＲが１．５Ｍｂｐｓ以下であれば、確立可
能である。なお、このとき、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースする必要があると
きは、ＭＴＣデバイスが追加で確立するＰＤＮコネクションのＧＢＲが、「ネットワーク
から通知されるＧＢＲ＜追加で確立するＰＤＮコネクションのＧＢＲ＜ネットワークから
通知されるＧＢＲと確立済みのＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられている
ＧＢＲの合計」のときである。また、この具体例では、ネットワークからＭＴＣデバイス
１００に通知される追加のＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳ情報は、現在のＭ
ＴＣデバイス１００に対して割り当て可能なＱｏＳ情報であるが、ＭＴＣデバイス１００
が確立可能な絶対値を示すＱｏＳ情報を使用してもよい。例えば、ＧＢＲの場合、３Ｇア
クセスから通知されるＭＴＣデバイス１００に割り当てられるＱｏＳ情報は、１．５Ｍｂ
ｐｓ（確立済みＰＤＮコネクションのＥＰＳベアラに割り当てられているＧＢＲ（１Ｍｂ
ｐｓ）＋追加のＰＤＮコネクションに割り当て可能なＧＢＲ（０．５Ｍｂｐｓ））として
通知してもよい。
【０３１２】
　また、ＱＣＩで比較する場合には、図３３Ｂで示すように、ＭＴＣデバイス１００が追
加で確立するＰＤＮコネクションのＱＣＩが、３Ｇアクセスから通知されるＭＴＣデバイ
ス１００に割り当て可能なＱＣＩと一致している場合、ＭＴＣデバイス１００は追加のＰ
ＤＮコネクションを確立できる。
【０３１３】
　また、詳しい説明は後述するが、ＱｏＳ情報に加えて、ＭＴＣデバイス１００が確立可
能なＰＤＮコネクション数もＭＴＣデバイス１００に通知される場合（例えば、ＭＴＣデ
バイス１００は、一定時間（例えば、混雑時に通知される待機時間（Ｂａｃｋｏｆｆ　ｔ
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ｉｍｅ））、合計１つのＰＤＮコネクションを確立可能）、ＭＴＣデバイス１００は確立
済みのＰＤＮコネクションのＱＣＩを確認し、追加で確立するＰＤＮコネクションのＱＣ
Ｉと比較する。ＱＣＩが同じで、かつ、確立可能なＰＤＮコネクション数が１つである場
合、ＭＴＣデバイス１００は、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースすることで、追
加のＰＤＮコネクションを確立できる。
【０３１４】
　なお、上記の説明例では、ＱｏＳ情報の比較処理を実施する際、ＧＢＲ、ＱＣＩを挙げ
ているが、他のＱｏＳ情報に関する例も含めて、図３２にアクション、図３３Ａ～図３３
Ｅにアクション結果が図示されている。
【０３１５】
　また、ステップＳ２９０３のＱｏＳ比較を行う前に、本発明の第９の実施の形態で説明
したように、追加のＰＤＮコネクション確立を拒絶されたＭＴＣデバイス１００は、追加
のＰＤＮコネクションの優先度レベルと確立済みのＰＤＮコネクションの優先度レベルを
比較した後に、ＱｏＳ比較を起こってもよい。なお、ＰＤＮコネクションの優先度レベル
は、アプリケーションレイヤから取得できるアプリケーション毎に割り当てられる優先度
レベルや、ＭＴＣデバイス１００が保持するポリシ、ＭＴＣデバイス１００がＭＴＣのた
めにスタティック（静的）に格納されている情報（例えば、最初に起動したアプリケーシ
ョンを優先的に処理するなど）などを用いて取得してもよい。
【０３１６】
　続く、ステップＳ２９０３のＱｏＳ比較後、図３１のステップＳ２９０４からステップ
Ｓ２９０８は、図２５のステップＳ２５０５からステップＳ２５０９と同じなので、ここ
では詳細な説明を省略する。
【０３１７】
　なお、上記の第１０の実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネクシ
ョンの確立リクエストに対するＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスで、ＭＴＣデバイ
ス１００に割り当て可能なＱｏＳ情報を通知していたが、ネットワークはＭＴＣデバイス
１００に割り当て可能なリソースが存在することから、ＰＤＮコネクション確立許可レス
ポンスで通知してもよい。その場合、ステップＳ２９０２のＰＤＮコネクション確立拒絶
レスポンスは、ＰＤＮコネクション確立許可レスポンスに変わる。加えて、ステップＳ２
９０３からステップＳ２９０６は省略でき、ステップＳ２９０７のＰＤＮコネクションＭ
ｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅから実施可能となる。
【０３１８】
　なお、上記の第１０の実施の形態では、ネットワークからＭＴＣデバイス１００にＱｏ
Ｓ情報が通知されているが、ＱｏＳ情報に加えて、ＭＴＣデバイス１００の確立可能なＰ
ＤＮコネクション数を通知してもよい。ＱｏＳ情報と確立可能なＰＤＮコネクション数を
組み合わせることにより、ネットワークは割り当て可能なリソースを精度高く制御するこ
とができる。例えば、ネットワークが、ＰＤＮコネクションを１つ確立済みのＭＴＣデバ
イス１００から、追加のＰＤＮコネクションの確立リクエストを受信した場合、ネットワ
ークがＭＴＣデバイス１００に対して、「ＭＴＣデバイス１００の確立可能なＰＤＮコネ
クション数は１つ」、かつ、「追加のＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳ情報（
ＧＢＲ）は、１Ｍｂｐｓ」のＱｏＳ情報をＰＤＮコネクション確立拒絶レスポンスに格納
して送信する。このとき、ＭＴＣデバイス１００は「ＭＴＣデバイス１００の確立可能な
ＰＤＮコネクション数は１つ」という情報から、追加のＰＤＮコネクションを確立するた
めには、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースする必要があることを確認できる。さ
らに、「追加のＰＤＮコネクションに割り当て可能なＱｏＳ情報（ＧＢＲ）は、１Ｍｂｐ
ｓ」というＱｏＳ情報から、追加のＰＤＮコネクションで必要とされるＱｏＳ情報を満た
せるか確認することができ、追加のＰＤＮコネクションで必要とされるＱｏＳ情報が、確
立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられているＱｏＳ情報以下である場合は、ＭＴＣ
デバイス１００は、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースし、追加のＰＤＮコネクシ
ョンを確立することができる。
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【０３１９】
　以上、本発明の第１０の実施の形態によれば、既にＰＤＮコネクションを確立済みのＭ
ＴＣデバイス１００が追加のＰＤＮコネクションを確立する際、ネットワークで混雑状態
を検出している場合でも、ネットワークから通知されるＭＴＣデバイスに割り当て可能な
ＱｏＳ情報と、確立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられているＱｏＳ情報と、追加
で確立するＰＤＮコネクションに必要なＱｏＳ情報を比較し、追加で確立するＰＤＮコネ
クションに必要なＱｏＳ情報が、確立済みのＰＤＮコネクションに割り当てられているＱ
ｏＳ情報を満たすことができる場合、ＭＴＣデバイス１００は確立済みＰＤＮコネクショ
ンをリリースし、追加のＰＤＮコネクションを確立することができる。これにより、ＭＴ
Ｃデバイスは優先度レベルが高いデータを送信することができ、ＭＴＣデバイス１００や
ＭＴＣサーバ１５０、ＭＴＣユーザ１６０などに優先度レベルが高いデータを送信できな
いなどの問題は解決される。
【０３２０】
　上記の本発明の第９の実施の形態と第１０の実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００に
よる確立済みのＰＤＮコネクションの接続先と、追加で確立するＰＤＮコネクションの接
続先が同じであることを前提としている。
【０３２１】
　ここで、図３５ではＭＴＣデバイス１００が複数の接続先とＰＤＮコネクションを確立
できる状態を示している。図３５におけるＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、例えば、複数の
ＭＴＣサーバ１５０に接続することができ、１つ目のＰＤＮコネクション（確立済みのＰ
ＤＮコネクション）の接続先はＭＴＣサーバＡ１５０Ａで、２つ目のＰＤＮコネクション
（追加で確立するＰＤＮコネクション）の接続先はＭＴＣサーバＢ１５０Ｂになる場合が
ある。
【０３２２】
　ＭＴＣデバイスＡ１００Ａの接続先が異なる場合、本発明の第９の実施の形態と第１０
の実施の形態におけるＰＤＮコネクションの確立拒絶レスポンスを受信した後の処理ステ
ップとして、接続先を確認する処理が必要となる。
【０３２３】
　図３６は、図２５のステップＳ２５０２とステップＳ２５０３の間に接続先を確認する
処理ステップを追加したものである。また、図３５におけるＭＴＣデバイスＡ１００Ａと
図３６におけるＭＴＣデバイスＡ１００Ａは同一であるとする。
【０３２４】
　ＭＴＣサーバＡ１５０Ａにデータを送信するためのＰＤＮコネクションを確立済みのＭ
ＴＣデバイスＡ１００Ａが、ＭＴＣサーバＢ１５０Ｂにデータを送信するためのＰＤＮコ
ネクションを確立するためのＰＤＮコネクション確立リクエストをネットワーク送信する
（ステップＳ２５０１）。ＭＴＣサーバＢにデータを送信するためのＰＤＮコネクション
確立リクエストを受信したネットワークは、（Ａ）混雑発生によって、ＰＤＮコネクショ
ン確立拒絶レスポンスを送信する（ステップＳ２５０２）。
【０３２５】
　ここで、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、確立済みのＰＤＮコネクションをリリースして
、追加のＰＤＮコネクションを確立することができるかを判断するための処理として、確
立済みのＰＤＮコネクションの接続先と、追加のＰＤＮコネクションの接続先が同じであ
るか否かを確認する（ステップＳ２５２０）。接続先を表す情報としては、ＡＰＮを用い
ることができる。つまり、ＡＰＮが同じであれば接続先が同じであると判断し、ＡＰＮが
異なれば接続先が異なると判断する。
【０３２６】
　確立済みのＰＤＮコネクションの接続先と追加のＰＤＮコネクションの接続先が同じで
ある場合は、引き続き、第９の実施の形態と同様の処理（図２５のステップＳ２５０３以
降の処理）や第１０の実施の形態と同様の処理（図３１のステップＳ２９０３以降の処理
）を行う。
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【０３２７】
　しかしながら、確立済みのＰＤＮコネクションの接続先と追加のＰＤＮコネクションの
接続先が異なる場合、例えば、追加のＰＤＮコネクション確立リクエストを受信したＭＴ
ＣサーバＢ１５０Ｂでは混雑検出されているが、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａによって既に
確立済みのＰＤＮコネクションを通してデータを転送されているＭＴＣサーバＡ１５０Ａ
では混雑検出されていない（混雑が起こっていない）場合には、確立済みのＰＤＮコネク
ションをリリースすることで確保されるリソースを、追加のＰＤＮコネクションの確立に
再使用することができないと判断する。なお、追加のＰＤＮコネクション確立リクエスト
が拒絶されている理由は、ＭＴＣサーバＢ１５０Ｂにおける混雑検出以外に、ネットワー
ク（通信システム）のエンティティであるＳＧＷ－Ｂ１３０ＢやＰＧＷ－Ｂ１４０Ｂなど
で起きている輻輳であってもよい。
【０３２８】
　ここで、ＭＴＣサーバＡ１５０Ａにおいて混雑状態が起きていない状態で、ＭＴＣデバ
イスＡ１００Ａによって送信された追加のＰＤＮコネクション確立リクエストが、ＭＴＣ
サーバＢ１５０Ｂの混雑状態により拒絶された場合、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、ＭＴ
ＣサーバＡ１５０Ａにデータを送信するためのＰＤＮコネクションをリリースしても、Ｍ
ＴＣサーバＢ１５０Ｂに送信するためのＰＤＮコネクションを確立できない。そのため、
ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、確立済みのＰＤＮコネクションを維持し、追加のＰＤＮコ
ネクションの確立をキャンセルする。
【０３２９】
　また、確立済みのＰＤＮコネクションの接続先と追加のＰＤＮコネクションの接続先が
異なる状態でも、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが拒絶された追加のＰＤＮコネクションの接
続先を変更できる場合（例えば、ＭＴＣサーバＡ１５０ＡとＭＴＣサーバ１５０Ｂが同じ
オペレータによる管轄、若しくは、ＭＴＣユーザ１６０に接続されている場合や、ＭＴＣ
サーバ１５０ＡとＭＴＣサーバＢ１５０Ｂ間でＰＤＮコネクション移行の契約が交わされ
ており、交渉を自動的に実施するなど）、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、追加で確立する
ＰＤＮコネクションの接続先を変更する。続いて、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａは、確立済
みのＰＤＮコネクションの接続先であるＭＴＣサーバＡ１５０ＡとのＰＤＮコネクション
をリリースし、ＭＴＣサーバＡ１５０Ａにデータを転送するための追加のＰＤＮコネクシ
ョンを確立する。なお、追加のＰＤＮコネクションの接続先を変更する処理と確立済みの
ＰＤＮコネクションの接続先であるＭＴＣサーバＡ１５０ＡとのＰＤＮコネクションをリ
リースする処理は順不同である。
【０３３０】
　なお、この接続先はＭＴＣサーバ１５０やＭＴＣユーザ１６０のアドレスやＩｄｅｎｔ
ｉｔｙ（例えば、ＭＴＣサーバ　ＴＥＩＤ）、ネットワーク（通信システム）の装置であ
るＰＧＷのアドレスやＩｄｅｎｔｉｔｙ（例えば、ＰＧＷ　ＴＥＩＤ）、ＡＰＮなど接続
先を識別できるものでもよい。
【０３３１】
　また、上記の実施の形態（特に第２～第８の実施の形態）における逆イベント通知メッ
セージ（イベント情報）や送信制御メッセージには、イベント情報（例えば、デバイスＩ
Ｄやデバイス種ＩＤ）が格納されていたが、ｅＮＢ　ＩＤやｅＮＢアドレス（並びに、Ｍ
ＴＣデバイス１００のＥＰＳベアラに対応するS1-U TEID）、イベント通知メッセージ（
イベント情報）＠デバイスＡの送信元であるＭＴＣデバイスＡ１００Ａのアドレスや、Ｍ
ＴＣサービスで管理されている情報（例えば、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａが位置する情報
（例えば、３階、３０１号室、３丁目など））を追加することで、逆イベント通知メッセ
ージ（イベント情報）を受信したＭＴＣデバイス１００がモード遷移する必要があるかど
うかを判断させてもよい。
【０３３２】
　なお、本発明を説明する一例として、煙センサに通信モジュールを実装したＭＴＣデバ
イスＡ１００Ａが、煙を検知した後に起こりうる冗長のイベント通知メッセージに対する
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抑制方法について説明したが、以下のケースにも適用可能である。
【０３３３】
　例えば、ガス管の状態（例えば、破損していないか）を確認するガス管センサに通信モ
ジュールを実装した複数のＭＴＣデバイスＡ１００Ａと主に居住スペースに配置されるガ
ス漏れを検知するガスセンサに通信モジュールを実装した複数のＭＴＣデバイスＢ１００
Ｂが、同じＭＴＣグループで構成されている環境において、ガス管が破損することにより
、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａによって通知されるイベント通知メッセージ（イベント情報
）＠デバイスＡを利用して、ＭＴＣデバイスＢ１００Ｂのイベント通知メッセージを抑制
してもよい。すなわち、ＭＴＣデバイスＡ１００Ａからイベント情報（例えば、ガス管セ
ンサＩＤ）が格納されたイベント通知メッセージ（イベント情報）＠デバイスＡを受け、
ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０）が、イベント情報（例
えば、ガス管センサＩＤ）を格納した逆イベント通知メッセージをＭＴＣグループに属す
るＭＴＣデバイス１００に送信し、ＭＴＣデバイス１００がモード遷移する必要があるか
（優先度の高いイベント通知メッセージを送信するか）判断させてもよい。このようなＭ
ＴＣサービスに本発明を適用した場合、ガス管が破損することによって生じると予想され
るガス管破損の誘発やガス漏れに対して、イベント（例えば、ガス管破損やガス漏れ）を
検知した複数のＭＴＣデバイス１００による冗長な優先度の高いイベント通知メッセージ
を抑制することができ、ＭＴＣデバイス１００とネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２
０やＭＴＣサーバ１５０）の処理負荷を軽減、トラフィックを低減することができる。
【０３３４】
　また、例えば、エアバックと連動している衝撃センサを搭載済の乗用車に通信モジュー
ルを実装したＭＴＣデバイス１００が、複数台の衝突事故（例えば、複数台による玉突き
事故）を起こした場合、最初にネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ
１５０）に通知された優先度の高いイベント通知メッセージを利用して、後続する優先度
の高いイベント通知メッセージを抑制してもよい。すなわち、ネットワーク装置（例えば
、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０）が、最初に受信したイベント通知メッセージのイ
ベント情報（例えば、衝撃センサＩＤ）を格納した逆イベント通知メッセージを衝突事故
が起きたエリア（例えば、イベント通知メッセージが送信されたｅＮＢ１１０配下）のＭ
ＴＣデバイス１００にブロードキャストすることで、同一イベント、若しくは、そのイベ
ントを引き起こした出来事によって引き起こされたイベントによる優先度の高いイベント
通知メッセージを抑制することができる。このようなＭＴＣサービスに本発明を適用した
場合、衝撃センサを搭載した複数台の乗用車の衝突事故が発生した際に高い確率で生じる
冗長な優先度の高いイベント通知メッセージを抑制することができ、ＭＴＣデバイス１０
０とネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０）の処理負荷を軽減
、トラフィックを低減することができる。
【０３３５】
　また、例えば、土砂崩れを監視する加速度センサや傾斜センサに通信モジュールを実装
したＭＴＣデバイス１００が、土砂崩れが起こりそうなエリア（例えば、山や崖）に複数
設置されている環境において、土砂崩れが起こることにより、ＭＴＣデバイス１００によ
って通知されるイベント通知メッセージを利用して、後続する優先度の高いイベント通知
メッセージを抑制してもよい。すなわち、ＭＴＣデバイス１００からイベント情報（例え
ば、加速度センサＩＤ）が格納されたイベント通知メッセージ（イベント情報）を受け、
ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０やＭＴＣサーバ１５０）が、イベント情報（例
えば、加速度センサＩＤ）を格納した逆イベント通知メッセージをＭＴＣグループに属す
るＭＴＣデバイス１００に送信し、ＭＴＣデバイス１００がモード遷移する必要があるか
（優先度の高いイベント通知メッセージを送信するか）判断させてもよい。また、このよ
うな、あらかじめ単一の事象のみ監視するＭＴＣサービスであることが定義されている環
境においては、イベント情報（例えば、加速度センサＩＤ）を含めなくても、何のイベン
トが発生したか明らかであるため、省略してもよい。
【０３３６】
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　また、例えば、振動センサに通信モジュールを実装したＭＴＣデバイスによる陸橋の揺
れ具合の監視から陸橋に異常がないか確認するＭＴＣサービスなども同様に、本発明は適
用可能である。
【０３３７】
　なお、上記の本発明の各実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００から通知されるイベン
ト通知メッセージをトリガとして、ネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０やＳＧＷ１
３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）が冗長なイベント通知メッセージを抑制する
ための逆イベント通知メッセージをブロードキャストしていたが、イベント通知メッセー
ジではなく、例えば、ＭＴＣデバイス１００とＭＴＣデバイス１００に組み込まれている
ＵＩＣＣ（Universal Integrated Circuit Card）の関連性の不一致を検知した場合や、
ＭＴＣデバイス１００上で機能しているＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅとＨＳＳが保持するＭＴ
Ｃデバイス１００のサブスクリプションデータに登録されているＭＴＣ　ｆｅａｔｕｒｅ
の整合が取れない場合や、設置場所が限定、若しくは、固定されているＭＴＣデバイス１
００（例えば、自動販売機、煙センサ、炎センサ）、つまり、ＭＴＣデバイス１００の位
置情報の変化が起こりにくい環境（通信環境の変化や、基地局の負荷バランスによってＭ
ＴＣデバイス１００の接続する基地局切り替えは除く）で、ＭＴＣデバイス１００の位置
情報の変化を検知した場合や、ＭＴＣデバイス１００とネットワークの間のＰＤＮコネク
ション、又は、ＥＰＳベアラが切断された場合などをトリガとして、逆イベント通知メッ
セージをブロードキャストしてもよい。
【０３３８】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００から送信されたイベン
ト通知メッセージを受信したネットワーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、
ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）は、イベント通知メッセージの内容を他のネットワ
ーク装置に転送していたが（例えば、本発明の第２の実施の形態では、イベント通知メッ
セージを受信したＭＭＥ１２０が、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０を経由してＭＴＣサーバ
１５０にイベント通知メッセージを転送、若しくは、必要な情報のみを転送している）、
オペレータの方針やＭＴＣアプリケーションの仕様などに基づいて、転送しなくてもよい
。
【０３３９】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、ＭＴＣデバイス１００がネットワークとの間
にＰＤＮコネクションとＥＰＳベアラを確立した後にイベントを検知していたが、イベン
トを検知した後にＰＤＮコネクションとＥＰＳベアラを確立し、イベント情報やセンシン
グ情報を送信してもよい。
【０３４０】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、逆イベント通知メッセージを送信するネット
ワーク装置は、ＭＭＥ１２０やＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０を例として挙げて説明
していたが、これらに限定されるわけではなく、ＳＧＷ１３０や外部のネットワークに位
置する装置（例えば、ローミング先のネットワーク装置やＡＡＡサーバ、ＳＩＰサーバ）
が送信してもよい。
【０３４１】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、イベント通知メッセージを受信したネットワ
ーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）
が逆イベント通知メッセージをブロードキャストしていたが、例えば、ネットワーク装置
（例えば、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）がＭＴＣ
デバイス１００の接続先である基地局（ｅＮＢ１１０）に逆イベント通知メッセージをブ
ロードキャストするように指示し、ｅＮＢ１１０が逆イベント通知メッセージをブロード
キャストしてもよい。例えば、現在規定されているようにｅＮＢがページングをブロード
キャストし、ＵＥ１０５にＥＴＷＳの情報を取得させる手段を利用、拡張することで、既
存システムに大きな影響を与えることなく、本発明を実施することができる。
【０３４２】
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　また、上記の本発明の各実施の形態では、イベント通知メッセージを受信したネットワ
ーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）
は、逆イベント通知メッセージをブロードキャストして、冗長なイベント通知メッセージ
を抑制していたが、他の役割を持たせたメッセージをブロードキャストしてもよい。例え
ば、特定のエリアに複数の自動販売機（ＭＴＣデバイス１００）が設置されている環境で
、例えば、窃盗によって１つの自動販売機の位置情報が変化したことをネットワーク側が
検知した場合、ネットワーク装置は自動販売機の位置情報変化をトリガとして、上記特定
のエリアの複数の自動販売機に対して、各自動販売機の位置情報を送信すること（Tracki
ng Area Update）を指示したメッセージをブロードキャストしてもよい。これにより、他
の自動販売機の状況を定期的に実施される位置情報の更新時より迅速、かつ、確実に確認
することができる。
【０３４３】
　また、上記の本発明の各実施の形態では、イベント通知メッセージを受信したネットワ
ーク装置（例えば、ＭＭＥ１２０、ＳＧＷ１３０、ＰＧＷ１４０、ＭＴＣサーバ１５０）
は、逆イベント通知メッセージをブロードキャストしていたが、逆イベント通知メッセー
ジを送信するＭＴＣデバイス１００を把握している場合には、マルチキャストやユニキャ
ストで実施してもよい。
【０３４４】
　なお、上記の本発明の各実施の形態の説明で用いた各機能ブロックは、典型的には集積
回路であるＬＳＩ（Large Scale Integration）として実現される。これらは個別に１チ
ップ化されてもよいし、一部又はすべてを含むように１チップ化されてもよい。なお、こ
こでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ（Integrated Circuit）、システム
ＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０３４５】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで
実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Progra
mmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィ
ギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０３４６】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。例
えば、バイオ技術の適応などが可能性としてあり得る。
【産業上の利用可能性】
【０３４７】
　本発明は、通信ノード（ＭＴＣデバイス１００）がイベント検知の情報を、高い優先度
のメッセージを用いてネットワーク側のサーバ（ＭＴＣサーバ１５０）へ送信する環境に
おいて、周辺の他の通信ノードが同一の出来事、若しくは、その出来事によって引き起こ
されたイベントを検知した際に、高優先度モードでイベント通知メッセージを送信しない
よう抑制し、ＭＴＣサーバ及び通信システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、
ＰＧＷなど）の処理負荷やネットワークにおけるトラフィック量を低減させるという効果
を有する。また、ネットワーク側で混雑状況が検知された場合に、ＭＴＣサーバ及び通信
システムのエンティティ（ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷなど）の処理負荷やネットワ
ークにおけるトラフィック量を低減させるという効果を有する。特に、複数の通信ノード
（ＭＴＣデバイス１００）がグループ化（ＭＴＣグループ化）されている環境において、
有効である。このように、本発明は、緊急性の高いイベント通知メッセージを高優先度モ
ードで送信することが可能な通信技術やネットワークにおける混雑状況を緩和する通信技
術に適用可能であり、特に、一機能としてＰＡＭの送信機能や時間制御機能（耐時間性機
能）が定義されているＭＴＣの技術に適用可能である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク内のエンティティとの間に第１の接続を確立している通信ノードが、第２
の接続を確立するための接続確立方法であって、
　前記第２の接続を確立するための接続確立要求メッセージが拒絶された場合に、前記第
１の接続の優先度と、前記第２の接続の優先度を比較するステップと、
　前記第２の接続の優先度が前記第１の接続の優先度より高い場合に、前記第１の接続に
割り当てられている第１のＱｏＳ情報と、前記第２の接続に必要となる第２のＱｏＳ情報
を比較し、前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できるか判断するステ
ップと、
　前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できると判断する場合に、前記
第２の接続を確立するために前記第１の接続を修正するステップと、
　を有する接続確立方法。
【請求項２】
　前記第１の接続の接続先と、前記第２の接続の接続先が同じであるか確認するステップ
を更に有する請求項１に記載の接続確立方法。
【請求項３】
　前記第２の接続を確立するために前記第１の接続を修正する前記ステップは、前記第１
の接続をリリースした後、前記第２の接続を確立するための前記接続確立要求メッセージ
を送信する請求項１に記載の接続確立方法。
【請求項４】
　前記優先度は、前記通信ノードが保持する情報から取得する請求項１に記載の接続確立
方法。
【請求項５】
　前記優先度は、前記通信ノードが利用するアプリケーションから取得する請求項１に記
載の接続確立方法。
【請求項６】
　前記第２のＱｏＳ情報は、前記通信ノードが保持する情報から取得する請求項１に記載
の接続確立方法。
【請求項７】
　前記第２のＱｏＳ情報は、前記通信ノードが利用するアプリケーションから取得する請
求項１に記載の接続確立方法。
【請求項８】
　前記第２のＱｏＳ情報は、前記通信ノード以外の通信ノードから取得する請求項１に記
載の接続確立方法。
【請求項９】
　ネットワーク内のエンティティとの間に接続を確立する通信ノードであって、
　前記エンティティとの間に前記接続を確立するための接続確立要求メッセージを送信す
る送信部と、
　前記通信ノードが、前記エンティティとの間に確立された第１の接続を保持している際
、前記送信部が送信した前記第２の接続を確立するための前記接続確立要求メッセージが
拒絶された場合に、前記第１の接続の優先度と、前記第２の接続の優先度を比較する比較
部と、
　前記第２の接続の優先度が前記第１の接続の優先度より高い場合に、前記第１の接続に
割り当てられている第１のＱｏＳ情報と、前記第２の接続に必要となる第２のＱｏＳ情報
を比較し、前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できるか判断する判断
部と、
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　前記第１のＱｏＳ情報を前記第２のＱｏＳ情報に再使用できると判断する場合に、前記
第２の接続を確立するために前記第１の接続を修正する修正部とを、
　を有する通信ノード。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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